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第１章 第 1節 目  的 

共通編１ 第１章 - 1 

第１章 計画の方針 

第1節 目  的 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第223号。以下「災対法」という。）第42条及

び防府市防災会議条例（昭和 38年防府市条例第12号）第2条の規定に基づき、防府市防災会議

が作成するものであり、この計画により、市、県、本市の地域に係る防災に関し本市の区域を管轄

し、又は区域内に所在する指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体、そ

の他防災上重要な施設の管理者等（以下「防災関係機関」という。）並びに市民が処理すべき事務及

び業務の大綱を定め、防災活動の総合的かつ計画的な推進を図り、市、県、防災関係機関、事業所、

各地域の防災組織及び市民が総力を結集し、「自助」・「共助」・「公助」を実現するとともに、本市地

域の予防対策、応急対策及び復旧・復興対策を実施し、市民の生命、身体及び財産を災害から保護

することを目的とする。 

 

第2節 計画の基本理念 

防災とは、災害が発生しやすい自然条件下にあって、稠密な人口、高度化した土地利用、増加す

る危険物等の社会的条件を併せ持つ我が国において、本市地域並びに市民の生命、身体及び財産を

災害から保護する、行政上最も重要な施策である。 

災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最小化し、被害の迅速な

回復を図る「減災」の考え方を防災の基本理念とし、たとえ被災したとしても人命が失われないこ

とを最重視し、また、経済的被害ができるだけ少なくなるよう、さまざまな対策を組み合わせて災

害に備え、災害時の社会経済活動への影響を最小限にとどめなければならない。 

災害対策の実施に当たっては、市、県及び防災関係機関は、それぞれの機関の果たすべき役割を

的確に実施していくとともに、相互に密接な連携を図るものとする。併せて、市、県及び指定地方

行政機関を中心に、市民一人ひとりが自ら行う防災活動や地域の防災力向上のために、自主防災組

織（防府市自主防災組織認定要綱に基づき市長が認定した組織をいう。以下同じ。）や地域の事業者

等が連携して行う防災活動を促進することで、防災関係機関、事業者、市民等が一体となって最善

の対策をとらなければならない。 

防災には、時間の経過とともに災害予防、災害応急対策及び災害復旧・復興の３段階があり、そ

れぞれの段階において最善の対策をとることが被害の軽減につながる。 

なお、施策の実施に当たり、災害救助関係費用の支弁に要する財源はもとより、災害対策全般に

要する経費の財源に充てるため、市は、災害対策基金等の積立、運用等に努めるものとする。 
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第１章 計画の方針 

共通編１ 第１章 - 2 

第3節 計画の性格及び構成 

第1項 計画の位置づけ 

この計画は、本市の地域における防災対策に関して総合的かつ基本的性格を有する防災計画とし

て策定されたものであり、防府市総合計画とも密接に関わることから、各種の防災に関する計画は、

この計画の一環として体系づけるものとする。 

なお、この計画は、国の防災基本計画に基づいて作成されたものであり、指定行政機関及び指定

公共機関の防災業務計画並びに山口県地域防災計画と密接に関連し、これら上位計画との整合性を

有するものである。 

また、この計画は、災対法第 42条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要があると認めるとき

は、これを補完・修正するものとする。 

第2項 計画の前提となる災害 

この計画の前提となる災害は、次のとおりとする。 

自然災害 
暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、がけ崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、

地滑りその他の異常な自然現象 

事故災害 
大規模な火災又は爆発、放射性物質・可燃物・有害物の大量流出、海上災害、

航空災害、陸上交通災害、産業災害その他の大規模な人為的事故 

第3項 計画の構成 

この計画には、市、県、防災関係機関、事業者及び市民が行うべき災害対策について、項目ごと

に予防・応急・復旧の各段階に応じ、具体的に記載している。計画の構成と主な内容は、次のとお

り。 

構 成 主 な 内 容 

共

通

編 

第１編 総則 災害対策の基本方針及び防災面から見た市の概況 

第２編 災害予防計画 
全ての災害に共通する市、県、防災関係機関、事業者及び市民が行

うべき予防措置等 

第３編 災害応急対策計画 
全ての災害に共通する市、県、防災関係機関、事業者及び市民がと

るべき応急対策、救助法の適用による措置等 

第４編 復旧・復興計画 被災者の生活再建や経済再建、都市復興を図る対策 

個

別

災

害

編 

震災対策編 
地震・津波発生による被害の想定、地震・津波発生時に特に留意す

べき予防措置及び応急対策 

風水害対策編 
大雨、台風等の風水害発生に備えた予防措置、災害が発生するお

それのあるときの措置 

火災対策編 
一般火災及び林野火災の発生に備えた予防措置並びに火災発生時

の応急対策 

雪害対策編 雪害の発生に備えた予防措置及び雪害発生時の応急対策 

交通災害対策編 
海上交通及び陸上交通における災害発生に備えた予防措置並びに

災害発生時の応急対策 

産業災害対策編 
化学工場、危険物施設、地下埋設物等における災害発生に備えた

予防措置及び災害発生時の応急対策 
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第4項 用語の定義 

この計画における主な用語の定義は、次のとおりとする。 

災対法 災害対策基本法 昭和36年法律第223号 

救助法 災害救助法 昭和22年法律第118号 

激甚法 
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に

関する法律 
昭和37年法律第150号 

市 防府市  

県 山口県  

防災関係機関 

本市の地域に係る防災に関し本市の区域を管轄

し、又は区域内に所在する指定地方行政機関、指

定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体、そ

の他防災上重要な施設の管理者等 

 

指定行政機関 

災対法第２条第３号～第６号の規定によるそれ

ぞれの機関 
第６節参照 

指定地方行政機関 

指定公共機関 

指定地方公共機関 

市防災計画 防府市地域防災計画  

県防災計画 山口県地域防災計画  

防災業務計画 
指定行政機関の長及び指定公共機関の長が防災

基本計画に基づき作成する防災に関する計画 
 

 

第4節 計画の運用 

この計画は、防災関係機関、事業者及び市民がそれぞれの立場において実施責任を有するもので

あり、平素から研修､訓練等を行うなどしてこの計画の習熟に努めるとともに、市民に対しこの計画

の周知を図り、計画の効果的な運用ができるよう努めるものとする。 

なお、計画の具体的な実施に当たっては、市、県、防災関係機関、事業者及び市民が相互に連携

を保ち、総合的な効果が発揮できるよう努めるものとする。 

平常時 

基本理念・予防計画

に基づく事務の遂行 

■施策・事業の企画・立案の段階における防災上の検討 

・市各課は、防災の視点に立ち、各種施策・事業の企画・立案をす

るとともに、当該施策・事業が基本理念及び災害予防計画と整

合しているか確認し、問題がある場合は当該施策・事業の修正

を行う。 

■施策・事業の基本理念及び災害予防計画に基づく総合調整 

・市各課の施策・事業計画が、災害予防計画に照らして適当であ

るかを検討し、各課における施策・事業の総合調整を行う。 

・複数の課に及ぶ施策については、平常時から各課の施策・事業

を防災面から総合調整する。 

■災害予防計画の推進 

 ・市各課は、災害予防業務を平常時の業務として位置付け、平常時

から災害に備えた体制等がとれるよう取り組む。 

計画等の習熟・ 

マニュアル等の整備 

■災害応急対策計画及び復旧・復興計画等の習熟 

・防災活動は災害応急対策計画及び復旧・復興計画に沿って行わ

れることから、職員に対して計画の習熟を図る。 

■マニュアル等の整備 

・災害応急対策業務の手順等の作成により、各部班ごとの職員行
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動マニュアルについて、所属長は年度当初に所属職員に周知を

図る。 

・市各課は、発災時の活動が迅速・的確に行えるよう、市防災計

画に基づいた実務マニュアルを作成するとともに、所属長は年

度当初に所属職員に対して周知する。 

発災時 

■災害業務への従事 

・災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、上司の命を受けて災害業務に従事

する。 

・災害対策本部未設置時も、必要に応じて各部班の所掌事務に従って、災害応急対策業

務を実施する。 

■計画、マニュアル等の活用 

・災害応急対策計画及び復旧・復興計画並びに市各課において作成した実務マニュアル

を積極的に活用し、被害を最小限にとどめるよう防災活動を実施する。 

 

第5節 防災に関する組織及び基本的責務 

第1項 市における防災に関する組織 

1 防府市防災会議（平常時） 

本市における防災組織として、平常時においては、防災政策の審議を行い、防災業務を担当する

各機関における相互の役割を明確にし、各機関が行う防災活動を総合調整する機関として、防府市

防災会議を置く。 

防府市防災会議は、市長を会長とし防府市防災会議条例（昭和 38年防府市条例第 12号）第 3

条第5項各号に規定する者を委員として組織するもので、防府市の防災に関する基本方針及び計画

を作成し、その実施の推進を図るとともに、市長の諮問に応じて本市地域に係る防災に関する重要

事項を審議し、意見を述べる。 

会 長 防府市長 

委 員 

ア 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 

イ 陸上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官のうちから市長が任命する者 

ウ 山口県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者 

エ 山口県警察の警察官のうちから市長が任命する者 

オ 市長がその部内の職員のうちから指名する者 

カ 教育長 

キ 消防長及び消防団長 

ク 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者 

ケ 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者 

コ 公募の手続きにより決定した者 

専門委員 
関係地方行政機関の職員、県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地

方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。 

所掌事務 

防災会議は、次に掲げる事務を行う。 

ア 防府市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

イ 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

ウ イに規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

エ アからウまでに掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属す

る事務。 

資料編［条例等］ 

 １-１-１ 防府市防災会議条例 

 １-１-２ 防府市防災会議運営要綱 
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資料編［防災組織］ 

 １-２-１ 防府市防災会議委員名簿 

 

2 防府市災害対策本部（災害時） 

本市に係る防災組織として、災害時においては、災害応急対策を主として機動的に防災対策を実

施するため、各機関との調整を行う機関として、防府市災害対策本部を置く。 

なお、災害対策本部に関する詳細は、第３編「災害応急対策計画」第1章を参照のこと。 

 

3 男女共同参画の推進 

災対法の改正により都道府県防災会議の委員に多様な主体の参画を促進するための規定が新たに

盛り込まれたことを踏まえ、防府市防災会議においても、女性委員の割合を高めるよう委員委嘱を

行うほか、防災危機管理課に女性職員を配置する等、防災に係る政策・方針決定過程における男女

共同参画の推進を図るものとする。 

第2項 各組織の責務 

災害対策においては、市、県及び防災関係機関が一体となり、市民及び事業者と連携し、市に在

する多くの人々の生命及び財産を守るため、「自助」・「共助」の理念に立つ市民と、「公助」の役割

を果たす行政とが各々の責務と役割を明らかにした上で連携・協力しつつ、日頃から自主的に災害

に備える必要がある。 

各組織が、災害対策を進める上で果たすべき基本的責務を以下に示す。 

市 

 第２節に掲げた基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、防災の

第一次的責任を有する基礎的地方公共団体としてその地域並びに地域住民

の生命、身体及び財産を災害から保護するため、県、指定地方行政機関、指

定公共機関、指定地方公共機関、他の地方公共団体等の協力を得て防災に関

する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する。 

 消防機関、水防団その他の組織の整備並びに市域内の公共的団体その他の防

災に関する組織及び自主防災組織の充実を図る。 

 市民の自発的な防災活動の促進を図り、市の有する全ての機能を十分に発揮

するように努める。 

 消防機関、水防団その他市の機関は、その所掌事務を遂行するに当たり、上

記に規定する市の責務が十分に果たされることとなるよう、相互の連携を図

る。 

 防災活動は、市の行う直接的・間接的な施策を問わず、一体として市の地域

並びに市民の生命、身体及び財産を災害から保護することに寄与するものと

する。 

県 

 基本理念にのっとり、市町を包括する広域的地方公共団体として、指定地方

行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、他の地方公共団体等の協力を

得て防災活動を実施する。 

 市町及び指定地方公共機関等が処理する防災に関する事務又は業務を援助

し、かつ活動の総合調整を行う。 

指定地方行政機

関 

 基本理念にのっとり、自ら必要な防災活動を実施するとともに、他の指定行

政機関と相互に協力し、市及び県の活動が円滑に行われるよう協力、指導及

び助言する。 

指定公共機関及

び指定地方公共

機関 

 基本理念にのっとり、自ら防災活動を実施する。 

 市及び県の活動が円滑に行われるよう協力する。 

公共的団体、防災

上重要な施設の

 基本理念にのっとり、平素から災害予防体制の整備を図る。 

 災害発生時には、従業員及び近隣住民の安全を確保するとともに、地域にお
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管理者、事業者等 ける社会的責任を自覚し、災害後の市民生活の再建及び安定並びに市の復興

を図るため、防災活動を実施する。 

 市、県及び防災関係機関が実施する防災活動に協力する。 

市民 

 基本理念にのっとり、食料、飲料水その他生活必需物資の備蓄及びその他自

ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練その他自発的な防災

活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組等により、

それぞれの立場において実施可能な防災活動を行うよう努める。 

 災害発生時には、地域社会を支える一員としての責任を自覚し、災害後の市

民生活の再建及び安定並びに市の復興を図るため、相互に協力し、事業者、

ボランティア、市その他の行政機関等との共同により、自らの生活の再建及

び居住する地域の復興に努める。 
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第6節 防災関係機関の業務の大綱及び市民・事業所のとるべき措置 

市、県及び防災関係機関が防災に関して処理すべき業務並びに市民・事業所等がとるべき措置は、

おおむね次のとおりである。 

【防府市】 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

市 

1 防府市防災会議及び防府市災害対策本部に関すること。 

2 市民に対する防災思想の普及啓発及び訓練の実施に関すること。 

3 防災に関する物資及び資機材の備蓄整備並びに供給に関すること。 

4 防災に関する施設又は設備の整備に関すること。 

5 市が管理する建築物及び土木施設の災害予防に関すること。 

6 防災に関する情報通信・伝達体制の整備及び管理運営に関すること。 

7 住民への気象情報及び災害情報の伝達に関すること。 

8 被害情報の収集、県及び防災関係機関への伝達並びに報告に関すること。 

9 消防､水防その他の応急措置に関すること。 

10 避難指示等及び避難者の誘導並びに指定緊急避難場所・指定避難所の開設

に関すること。 

11 被災者の救助及び救護措置に関すること。 

12 保健衛生、文教及び治安対策に関すること。 

13 災害廃棄物の処理に関すること。 

14 施設設備の応急復旧に関すること。 

15 緊急輸送の確保に関すること。 

16 関係団体及び防災上重要な施設管理者の災害応急対策等の調整に関する

こと。 

17 地域内の公共的団体、住民等を対象とした自主防災組織の育成支援に関す

ること。 

18 その他災害発生の防御又は拡大の防止のための措置に関すること。 

19 災害広報に関すること。 

20 市民活動支援（ボランティア活動、ＮＰＯ活動等）に関すること。 

21 義援金品の受入・配分に関すること。 
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【指定地方行政機関】 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

中 国 財 務 局 

（山口財務事務所） 

1 地方公共団体に対する災害融資等に関すること。 

2 公共土木施設、農林水産施設等の災害査定の立会に関すること。 

3 災害時の金融機関、証券会社等の緊急措置に関すること。 

4 地方公共団体に対する災害の応急措置の用に供する国有財産の無償貸与

等に関すること。 

近畿中国森林管理局 

（山口森林管理事務所） 

1 国有保安林、治山施設、保安施設等の整備及び管理に関すること。 

2 国有林における予防治山施設による災害予防に関すること。 

3 国有林における荒廃地の復旧に関すること。 

4 災害対策用復旧用資材の供給に関すること。 

5 森林火災防止対策に関すること。 

中 国 四 国 農 政 局 

 

1 災害時における食料の供給実施準備について関係団体等に協力を求める

措置に関すること。 

2 海岸保全施設整備事業、農地防災事業並びに地すべり防止対策事業による

農地及び農業用施設の防護に関すること。 

3 自ら管理し、又は運営する施設設備の整備に関すること。 

4 農林漁業関係金融機関に対して金融業務の円滑な実施のための指導に関

すること。 

5 防災上設備すべき地すべり防止施設、農業用排水施設、農地の保全に係る

海岸保全施設等の整備に関すること。 

6 営農資材及び生鮮食料品の供給、病害虫の防除、家畜の衛生管理等の災害

応急対策に関すること。 

7 農地、農業用施設、海岸保全施設、地すべり防止施設及び農業共同利用施

設に係る災害復旧計画の樹立に関すること。 

8 被災農林漁業者に対する天災による被害農林漁業者等に対する資金の融

通に関する暫定措置法に基づく経営資金等、農林漁業金融公庫の資金等の

融資に関すること。 

9 所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達に関すること。 

中 国 運 輸 局 

（ 山 口 運 輸 支 局 ） 

1 所掌業務に係る災害情報の収集及び伝達に関すること。 

2 関係機関及び関係輸送機関との連絡調整に関すること。 

3 災害時における輸送用船舶・車両のあっせん及び確保に関すること。 

4 鉄道、軌道及び索道の安全確保並びにこれらの施設及び車両の安全確保に

関すること。 

5 船舶、港湾荷役施設等の安全確保に関すること。 

6 船舶の安全性及び安全な運航の確保に関すること。 

中 国 地 方 整 備 局 

（山口河川国道事務所） 

1 直轄公共土木施設の計画、整備、災害予防、応急復旧及び災害復旧に関す

ること。 

2 地方公共団体等からの要請に基づく応急復旧用資機材、災害対策用機械等

の支援に関すること。 

3 国土交通省所掌事務に係わる地方公共団体等への助言に関すること。 

4 国土交通省所掌事務に係わる災害に関する情報の収集及び伝達に関する

こと。 

5 洪水予報並びに水防警報の発表及び伝達に関すること。 

6 災害時における交通確保に関すること。 

7 緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）及び災害対策現地情報連絡員（リエゾ

ン）の被災地方公共団体への派遣に関すること。 

8 その他緊急を要すると認められる場合、申し合わせに基づく応急措置に関

すること。 
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機 関 名 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

中 国 地 方 整 備 局 

（ 宇 部 港 湾 ・ 

空 港 整 備 事 務 所 ） 

1 直轄公共土木施設（港湾）の計画、整備、災害予防、応急復旧及び災害復

旧に関すること。 

2 地方公共団体への勧告及び助言に関すること。 

3 海洋汚染防除に関すること。 

4 災害に関する情報収集及び伝達に関すること。 

山 口 労 働 局 

（山口労働基準監督署） 

1 工場等、事業場における安全衛生管理に関すること。 

2 災害復旧事業実施に伴い発生が危惧される労働災害の防止の指導及び監

督に関すること。 

3 労働者災害補償保険の給付に関すること。 

4 失業者の雇用確保及び雇用保険の給付に関すること。 

5 被災地の復興に必要な労務の確保に関すること。 

第六管区海上保安本部 

（徳山海上保安部） 

1 海難救助、海上における治安維持及び海上交通の安全確保に関すること。 

2 航路標識の施設の保全に関すること。 

3 油流出、危険物排出等海上災害の処理及び指導監督に関すること。 

4 船舶、航空機による避難者、救援物資、救援隊、医師、負傷者等の輸送の

協力に関すること。 

5 警報等の伝達、避難の指示及びその誘導に関すること。 

6 災害情報の収集、伝達及び災害広報に関すること。 

7 災害応急対策の実施に必要な物資の収用、保管等に関すること。 

福 岡 管 区 気 象 台 

（下関地方気象台） 

1 気象、地象、水象の観測及びその成果の収集・発表に関すること。 

2 気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る。)、

水象の予報、警報等の防災情報の発表、伝達及び解説に関すること。 

3 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に関すること。 

4 防府市が行う防災対策に関する技術的な支援・助言に関すること。 

5 防災気象情報の理解促進及び防災知識の普及啓発に関すること。 

中 国 総 合 通 信 局 

1 所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達に関すること。 

2 電波の監理及び電気通信の確保に関すること。 

3 災害時における非常通信の運用監督に関すること。 

4 非常通信協議会の指導育成に関すること。 

5  災害対策用移動通信機器、臨時災害放送機器及び移動電源車等の貸与並

びに携帯電話事業者等に対する貸与要請に関すること。 

中 国 地 方 測 量 部 

1 地理空間情報の活用に関すること 

2 防災関連情報の活用に関すること 

3 地理情報システムの活用に関すること 

4 復旧測量等の実施に関すること 

中国四国地方環境事務

所 

1 廃棄物処理施設及び災害廃棄物の情報収集及び伝達に関すること。 

2 災害時における環境省本省との連絡調整に関すること。 
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【山口県・出先機関】 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

山 口 県 

県防災計画に掲げる所掌事務について防災対策を推進するとともに、市及び

指定地方公共機関が管理する防災に関する事務又は業務を支援し、かつ、その

総合調整に関すること。 

山 口 県 民 局 県出先機関の地域防災連絡会議及び災害対策地方本部の運営に関すること。 

山口健康福祉センター 
1 災害時の医療、助産、防疫など被災者の救護に関すること。 

2 災害廃棄物等の処理及び清掃に関すること。 

防府土木建築事務所 
県が管理する国道、県道、１級河川、２級河川、地すべり、急傾斜地、港湾

などの防災管理及び水防のための警報などの発表伝達に関すること。 

山口農林水産事務所 農業や林業、水産業の災害に関すること。 

農林総合技術センター 

資 源 循 環 研 究 室 

（ 病 害 虫 防 除 所 ） 

1 防除技術指導に関すること。 

2 被害発生の際、情報等の伝達に関すること。 

佐波川ダム管理事務所 
1 ダムの流入、放流量等の状況発表に関すること。 

2 放流の調整等に関すること。 

防 府 水 産 事 務 所 水産業施設等の災害に関すること。 

【警察】 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

防 府 警 察 署 

1 災害情報の収集、伝達及び被害実態の把握に関すること。 

2 被災者の救出救護に関すること。 

3 避難の指示及び誘導に関すること。 

4 緊急交通路の確保に関すること。 

5 信号機等交通安全施設の保全に関すること。 

6 遺体の検視に関すること。 

7 避難住民の援助及び被災地域の犯罪の予防その他の社会秩序に関するこ

と。 

8 緊急通行車両確認証明書の発行に関すること。 

9 危険物等の大量流出時における防除活動に関すること。 

【自衛隊】 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

陸 上 自 衛 隊 

第 1 7 普 通 科 連 隊 

航 空 自 衛 隊 

第 1 2 飛 行 教 育 団 

海 上 自 衛 隊 

1 災害派遣の準備に関すること。 

(1)  災害派遣に必要な基礎資料の調査及び収集 

(2)  災害派遣計画の作成 

(3)  防災に関する教育訓練の実施 

2 災害派遣の実施 

(1)  人命・財産の保護のために必要な救援活動の実施 

(2)  災害救助のため防衛省の管理に属する物品の無償貸与又は譲与 
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【指定公共機関】 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

日 本 銀 行 
（ 下 関 支 店 ） 

災害発生時において、銀行券の発行ならびに通貨および金融の調整を行う

とともに、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図

り、もって信用秩序の維持に資すること。 

日 本 赤 十 字 社 

（ 山 口 県 支 部 ） 

1 災害時における医療、助産及び遺体検案等被災地での医療救護に関するこ

と。 

2 輸血用血液の確保及び供給に関すること。 

3 被災者への物資配給、炊き出し、避難所奉仕、通信連絡等の協力に関する

こと。 

4 地方公共団体以外の団体又は個人が行う救助に関する自発的協力の連絡

調整に関すること。 

5 義援金の受入れ・配分に関すること。 

日 本 放 送 協 会 

（ 山 口 放 送 局 ） 

1 気象予警報、災害情報、防災知識の普及等に係る災害広報の実施に関する

こと。 

2 被害情報、被災住民に必要な生活情報等の報道に関すること。 

3 放送施設・設備の整備及び保守管理に関すること。 

西 日 本 電 信 電 話 

株式会社（山口支店） 

1 電気通信施設・設備の整備及び防災管理に関すること。 

2 災害非常通信の確保及び気象情報の伝達に関すること。 

3 被災電気通信施設・設備の応急復旧に関すること。 

株式会社ＮＴＴドコモ 

中国支社（山口支店） 

1 電気通信施設・設備の整備及び防災管理に関すること。 

2 災害非常通信の確保及び気象情報の伝達に関すること。 

3 被災電気通信施設・設備の応急復旧に関すること。 

ＫＤＤＩ株式会社 

（中国総支社） 

1 電気通信施設、設備の整備及び防災管理に関すること 

2 災害非常通信の確保及び情報の伝達に関すること 

3 被災電気通信施設、設備の応急復旧に関すること 

ソフトバンク株式会社 

（中国ネットワーク技術

部） 

1 電気通信施設、設備の整備及び防災管理に関すること 

2 災害非常通信の確保及び情報の伝達に関すること 

3 被災電気通信施設、設備の応急復旧に関すること 

中国電力ネットワーク

株式会社（山口ネット

ワークセンター） 

1 電気通信施設・設備の整備及び防災管理に関すること。 

2 災害非常通信の確保及び情報の伝達に関すること。 

3 被災電気通信施設・設備の応急復旧に関すること。 

日 本 郵 便 株 式 会 社 

（ 防 府 郵 便 局 ） 

1 郵便物の送達の確保に関すること。 

2 被災者に対する郵便葉書等の無償交付、被災者が差し出す郵便物の料金

の免除及び被災地宛の救助用郵便物の料金免除に関すること。 

3 市又は自社が収集した避難所開設状況、避難者リスト等の情報の相互提

供 

4 郵便局ネットワークを活用した広報活動 

5 窓口利用者の避難誘導に関すること。 

6 前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力可能な事項 

西 日 本 旅 客 鉄 道 

株式会社（山口支社山

口安全推進室） 

1 列車の運転規制に関すること。 

2 旅客の避難及び救護に関すること。 

3 列車の運行状況及び旅客の避難実施状況の広報に関すること。 

4 災害時における鉄道車両等による救助救援物資の緊急輸送の協力に関す

ること。 

5 鉄道施設の災害予防対策及び被災鉄道施設の応急復旧に関すること。 

日本貨物鉄道株式会社 

（関西支社広島支店） 

1 貨物列車の運行状況の広報に関すること。 

2 災害時における鉄道車両等による救助救援物資の緊急輸送の協力に関す
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ること。 

3 鉄道施設の災害予防対策及び被災鉄道施設の応急復旧に関すること。 

日 本 通 運 株 式 会 社 

（ 防 府 支 店 ） 

災害時における緊急物資、復旧物資等輸送に必要な貨物自動車の供給確保

に関すること。 

西日本高速道路株式会社 

（中国支社周南高速 

道 路 事 務 所 ) 

1 山陽自動車道の防災対策及び災害応急対策に関すること。 

2 緊急輸送道路の確保等、市、県及び防災関係機関が実施する応急対策への

協力に関すること。 

【指定地方公共機関】 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

公 益 社 団 法 人 
山 口 県 バ ス 協 会 
防 長 交 通 株 式 会 社 
( 防 府 営 業 所 ) 

1 災害時における旅客の安全確保に関すること。 
2 災害時における救助物資及び避難者の輸送の協力に関すること。 
3 輸送施設・設備の防災対策及び復旧に関すること。 

一 般 社 団 法 人 
山口県トラック協会 

災害時における緊急物資、復旧物資等運送に必要な貨物自動車の供
給確保に関すること。 

山 口 合 同 ガ ス 
株式会社(防府支店) 

1 ガス設備の防災対策の実施及び管理に関すること。 
2 災害時におけるガスの供給確保に関すること。 
3 被災設備の応急対策及び復旧に関すること。 

一 般 社 団 法 人 
防 府 医 師 会 

1 災害時における救急医療及び助産活動に関すること。  
2 負傷者の収容及び看護に関すること。 

一 般 社 団 法 人 
防 府 歯 科 医 師 会 

1  災害時における救急歯科医療に関すること。 

2  災害時における歯科保健活動に関すること。 

3  身元確認活動に関すること。 

一 般 社 団 法 人 
防 府 薬 剤 師 会 

1  災害時における調剤、医薬品等の提供に関すること。 

2  防疫・その他保健衛生活動に関すること。 

公 益 社 団 法 人 
山 口 県 看 護 協 会 

1 医療救護活動 

（1）救急医療及び助産活動に関すること。 

（2）負傷者の収容及び看護に関すること。 

2 健康管理活動 

避難所地域等における保健指導その他健康管理に関する必要な業務 

山 口 放 送 株 式 会 社 
テレビ山口株式会社 
株式会社エフエム山口 
山口朝日放送株式会社 

1 気象予警報、災害情報、防災知識の普及等に係る災害広報の実施
に関すること。 

2 災害時における広報活動及び被害情報の速報に関すること。  
3 被災者に必要な生活情報等の報道協力に関すること。  
4 放送施設・設備の防災対策及び保守管理に関すること。  

一 般 社 団 法 人 

山 口 県 建 設 業 協 会 

 

1 災害時における被害情報の収集・伝達への協力に関すること。 

2 災害時における公共施設等からの障害物の除去および応急復旧への協力に

関すること。 
 

【管内の公共的団体】 

機 関 名 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

山口県農業協同組合 
被災者への融資のあっせん、資金の導入並びに生産資材生活用物

資の確保及び協力に関すること。 

防 府 商 工 会 議 所 
生活必需品、復旧資機材等防災関係物資の円滑な供給の確保に関

すること。 

山口県漁業協同組合 
吉 佐 支 店 

被災者への融資のあっせん、資金の導入及び海難の際の救助の協力
に関すること。 

防府市社会福祉協議会 1 市が行う災害救助活動及び保健衛生活動への協力に関すること。  
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2 ボランティア活動体制の整備に関すること。 
3 市ボランティアセンターの開設・運営に関すること。 

山口ケーブルビジョン
株式会社 
株式会社ぷらざＦＭ 

1 気象予警報、災害情報、防災知識の普及等に係る災害広報の実施
に関すること。 

2 災害時における緊急告知放送に関すること。 
3 災害時における広報活動及び被害情報の速報に関すること。  
4 被災者に必要な生活情報等の報道協力に関すること。  
5 放送施設・設備の防災対策及び保守管理に関すること。  

 

【公共的団体及び防災上重要な施設の管理者・事業所の役割】 

区 分 と る べ き 措 置 

公
共
的
団
体
及
び
防
災
上
重
要
な
施
設
の
管
理
者 

病院、劇場、百貨

店、旅館等不特定

かつ多数の者が

出入りする施設

の管理者 

1 防災対策及び被災施設の応急対策に関すること。  

2 利用者に対する避難の誘導及び安全対策に関すること。 

3 所掌事務又は業務についての防災教育の実施に関すること。  

石油類、火薬類、

高圧ガス、毒物、

劇物等の製造、貯

蔵処理又は取扱

いを行う施設の

管理者 

1 防災対策及び被災施設の応急対策に関すること。  

2 施設周辺の住民に対する安全対策の実施に関すること。  

3 所掌事務又は業務についての防災教育の実施に関すること。  

社会福祉施設、学

校等の管理者 

1 防災対策及び被災施設の復旧に関すること。 
2 施設入所者等に対する避難誘導及び安全対策に関すること。 
3 所掌事務又は業務についての防災教育の実施に関すること。  

そ の 他 の 企 業 

市及び県が実施する防災事業に協力するとともに、企業活動の維持を図る
ため、おおむね次の事項を実施すること。 
1 施設利用者並びに従業員に対する避難誘導及び安全対策の実施  
2 従業員に対する防災教育訓練の実施  
3 防災組織体制の整備  
4 施設の防災対策及び応急対策の実施  
5 応急対策に必要な資機材の整備及び備蓄 

【市民等の役割】 

区 分 と る べ き 措 置 

市 民 

1 防災・減災に関する知識及び技能を習得するよう努めるとともに、
各々で実施可能な災害に対する備えに努めること。  

2 平時から災害時の通報先の確認に努めること。 
3 地域社会の一員として、自主防災組織等が行う防災及び減災活動

に積極的に参加するよう努めること。 
4 自己の責任により自らを災害から守る自助に努めること。  
5 災害を防止するため地域において相互に助け合い、お互いを災害

から守る共助に努めること。 
6 市、県等が行う防災事業に協力するよう努めること。  

自 主 防 災 組 織 

1 地域住民と協力し、地域における自主防災活動を実施することによ
り、地域住民の安全確保に努めること。 

2 災害に備え、自主防災活動のために必要な資機材を整備するととも
に、定期的な訓練を実施し、及び防災に関する研修、講習等を受
講することにより、自主防災活動に関する技術の習得及び向上に努
めること。 

民 間 団 体 及 び 1 組織力及びネットワークを活用し、各々の活動の中で防災及び減災
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区 分 と る べ き 措 置 

ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 の活動に取り組むよう努めること。 
2 市、県及び防災関係機関と連携した防災訓練等の実施に努めるこ

と。 

 

資料編［防災組織］ 

 １-２-２ 防災関係機関一覧 
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共通編１ 第２章 - 1 

美祢 

第２章 防災面からみた防府市の概況 

第1節 自然的条件 

第1項 地勢 

本市は、山口県の南部、瀬戸内沿岸のほぼ中央にあって、東は周南市に、北から西にかけては山

口市に接し、南は離島の野島に至っている。 

市の中央部は、中国山地に源を発する佐波川の下流に発達した三角州と、旧藩時代に造成された

干拓によって、県下最大の防府平野を形成している。北部には中国山地が走り、東方には緩やかな

傾斜を持つ大平山が、西方には険しい右田ヶ岳が対照的にそびえており、標高５０メートル以上の

山地が全域のほぼ半分を占めている。南は、瀬戸内海に臨み、江泊、田島の両半島及びこれらの中

間に位置する向島によって重要港湾三田尻中関港が形成されている。 

第2項 地質と地形 

防府市北部は中国山地、南部は瀬戸内海に面して、田島山を抱く山地、錦山のある向島及び江泊

山がある。これらの山地に挟まれるように、佐波川河口付近に三角州平野が形成されている。三角

州の周囲は、藩政時代以降の干拓地や埋立地となっている。 

佐波川流域の主な地質は、深層までマサ状に風化した花崗岩であり、一般的に豪雨に弱い岩質と

なっている。また、風化の残留核が玉石状に斜面や尾根に分布し、トア（岩塔）といわれる景観を

呈している。さらに、西部や南部の山地は、主に硬質な周防変成岩から構成されている。 

 

資料編［防災上の市の概況］ 

 １-３-１ 防府市の地質 

第3項 位置及び面積 

方位 極 限 経 緯 度 場 所 

東端 

西端 

南端 

北端 

東経 131°42′06″ 北緯 33°57′33″ 

 〃 131°27′19″  〃 34°03′44″ 

 〃 131°41′42″  〃 33°56′06″ 

 〃 131°38′27″  〃 34°09′38″ 

沖島 

台道 

野島定兼鼻 

奥畑 

○ 広ぼう 

本土 東西 約20.1km 南北 約20.4km 

野島 南北 約2.8km 

○ 面積 189.37k㎡ 
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第4項 河川 

市内の河川は、一級河川として佐波川と、これに流入する各支流の合計 15 河川、流路延長

58.0km、二級河川として５河川、流路延長14.0km、準用河川として21河川、流路延長19.3km

が指定されている。 

第5項 海岸 

市内の海岸部には、重要港湾三田尻中関港のほか、海水浴場としては富海及び野島があり、民間

のマリーナも建設されている。 

第6項 ため池 

市内には、ため池が 353 か所あり、ため池等整備事業により玉泉ため池、長尾ため池等が全面

改修されている。 
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第2節 社会的条件 

第1項 人口 

近年の本市の人口は11万人から12万人の間で推移しており、令和2年に行われた国勢調査の

人口は、113,979人である。 

世帯数は48,858世帯で、１世帯当たりでは2.3人となり、わずかではあるが増加傾向にある。 

また、65 歳以上の人口は 35,036 人で比率にして 31.0%と、全国平均の 28.6％を上回って

いる。 

こうした核家族化、高齢化の進展は、災害時に住民の連携を困難にさせることや、高齢者、障害

者その他の特に配慮を要する者（以下「要配慮者」という。）の増大による被害の拡大につながるこ

とが想定され、日常からのコミュニティ活動がより重要となってくる。 

資料編［防災上の市の概況］ 

 １-３-２ 人口の推移 

第2項 交通 

1 道路 

本市の広域幹線道路網は、市域を東西に走る山陽自動車道、国道２号と国道２号沖高井交差点か

ら山口市に延びる国道 262 号のほか、主要地方道６路線、一般県道８路線によって形成されてい

る。 

都市計画道路は、現在 44路線を定めて整備を進めており、引き続き今後も整備推進を行ってい

く。 

資料編［防災上の市の概況］ 

 １-３-３ 道路の状況 

 

2 公共交通 

本市には、西日本旅客鉄道株式会社の山陽本線が東西に走っており、市内には富海駅、防府駅及

び大道駅の３駅がある。 

バス輸送は、防長交通株式会社及び中国ジェイアールバス株式会社の民間２社によって運行され

ており、市内はもとより周辺市を結んでいる。 

離島航路は、野島港と三田尻港を結ぶ野島～三田尻港が、有限会社野島海運によって運航されて

いる。 

第3項 産業 

1 農林水産業 

本市の農業は、水稲を中心に麦、野菜、果樹、花き、畜産等を組み合わせた複合経営が行われて

いるが、過疎化、高齢化の進行等で農業人口は減少を続けている。 

林業については、本市の林野面積は、市域の約 1／2を占めているが、近年林業を取り巻く諸情

勢は外材の輸入等により年々厳しくなっており、市民の林業に対する経済的依存度は低い。 

水産業は、７漁港を基地とした小型底引網、刺網、一本釣り等による沿岸漁業が主体をなしてい
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る。 

 

 

2 工業 

本市の工業は、製造品出荷額においては県内でトップクラスであり、最も多いのが輸送機械器具

製造業で、次いで化学工業である。 

 

3 商業 

本市の商業は、昭和 54年以降卸売業、小売業とも年間商品販売額は増加傾向にあったが、平成

６年以降減少傾向に転じている。 

第4項 土地利用 

本市の総面積は、189.37平方キロメートルで約半分は山林である。 

近年の利用区分別面積をみると、農用地が減少傾向にある反面、宅地が増加している。 

また、本市は都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）の施行により、昭和 46 年に都市計画区

域の見直しを行ない、行政区域のうち小野及び野島地域を除く区域を都市計画区域に指定し、計画

的な市街地形成を図っている。 

資料編［防災上の市の概況］ 

 １-３-４ 地目別民有地面積 

 １-３-５ 都市計画用途地域 
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第3節 防府市の気象と災害 

第1項 気候 

本市は、瀬戸内気候区に属しており、内陸部に比べ比較的温暖で降水量は少ない。 

年平均気温は 15.9℃で、平均気温の最も高い月は 8 月の 27.5℃、最も低い月は 1 月の 5.0℃

である。 

年降水量は1,653.7mmで、月降水量の多い月は7月の315.7mm、次いで6月の241.8mm

と、この2か月で年間降水量の34％を占める。年平均風速は2.0m/sで、夏は東南東の風が、冬

は北西の風が吹き、平均風速は春～夏（4～8月の約2.1m/s）に比べ秋～冬（10～2月の約1.8m/s）

の方が弱い。年間日照時間は 2,045.4 時間で、最も多い月は 8 月の 212.7 時間、最も少ない月

は1月の139.4時間である。 

※防府地域気象観測所の平年値（統計期間 1991年～2020年。） 

第2項 災害 

1 台風 

台風は、海水温が低い場所や陸地などでは衰弱する。このため、台風が山口県に影響する場合に

は九州や四国に上陸した後に弱まって接近することが多く、九州各県などに比べれば台風による被

害は少ないと言える。しかし、勢力の強い台風が、九州の西海上を衰弱することなく北上して、対

馬海峡を通過したときや長崎県に上陸した後北東に進んだ場合には、山口県内でも大きな災害が発

生する。 

本市においても、近年では、平成 3年 9月の台風 19号、平成 11年 9 月の台風 18号、平成

17年 9月の台風 14号等が襲来し、暴風・大雨・高潮等により、家屋の倒壊や床上浸水等の被害

が生じている。 

また、最近は台風が大型化する傾向にあり、経路によっては大きな被害が発生する可能性が強まっ

ている。 

 

2 大雨 

大雨による災害は、集中豪雨で起こることが多く、特に梅雨前線が停滞したり、南北へ小刻みに

移動したりすると大雨になりやすい。 

近年では、平成21年7月の「中国・九州北部豪雨」により、集中豪雨による河川の氾濫、山崩

れ、がけ崩れ、土石流等により甚大な被害が発生し、防府市においては、災害関連死5人を含む死

者19人の犠牲者を出し、家屋・施設被害や農林業関連の被害等、広範囲にわたる甚大な被害となっ

た。 

 

3 大雪 

中国山地の影響により晴れることが多い。しかし、寒気の吹き出しが強い場合には、日本海で発

生した雲が山岳を越えて瀬戸内海側に流れてくることがしばしばある。また、冬に九州南岸を低気

圧が通過するような場合には、瀬戸内側でもまとまった積雪になることがある。平成26年2月に

は関東地方を中心に北海道から宮崎県まで広い範囲にわたり被害が生じた大雪災害が発生しており、

防府市においても今後雪害が発生する可能性は十分に考えられる。 

本市における積雪は、山間部を除けばそれほど多くない。しかし、大雪災害時には、道路や鉄道
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における交通障害など経済活動や市民生活に支障が出るおそれがあり、その社会的影響は大きい。 

雪による災害はこの他、電線等に降雪が付着し雪の重みによる電線の切断・短絡や、電柱・支柱

等の傾斜・折損などを起こすことによる停電や電話の不通、なだれによる被害、ビニールハウスな

どの倒壊や道路脇の樹木の折損による交通障害などが考えられる。 

 

4 高潮 

山口県における瀬戸内海（周防灘）沿岸は、対岸距離が長く、入り江、湾形の多い南向きの海岸

であるため、台風時における高潮・高波の被害を受けやすい。また、周防灘西部では、南～南東の

強風が吹くと吹き寄せられた海水が関門海峡によってせき止められるため、高潮が大きくなる傾向

がある。 

本市においては、平成11年台風18号が襲来し、高潮に伴う床上浸水等の被害が発生している。 

現在の想定では、山口南沿岸においては上陸時の気圧が我が国における既往最大規模の台風（室

戸台風等）が、防府市に最も影響のある経路を進んだ場合を想定してハザードマップを作成し、令

和5年度に全世帯への配布やホームページへの掲載等を行っているが、実際の高潮災害では、想定

以上のものが発生し得ることを十分に市民へ周知する必要がある。また、ハザードマップの表示に

よってイメージが固定化されないよう柔軟な対応ができる活用法の啓発が必要である。 

 

5 地震 

山口県の歴史地震（昭和以前）については、「新編・日本被害地震総覧」、「山口県の過去300年

の地震記録」等により、県内では「1707年 防長の地震」、「1793年 長門・周防の地震」、「1857

年 萩の地震」、「1898 年 見島の地震」が、また周辺地域では「1676 年・1778 年・1859

年 石見の地震（いずれも）」があげられる。 

また、気象庁資料が整っている 1923 年 8 月以降についての山口県周辺の被害地震についてみ

ると、島根県東部や日向灘において繰り返し発生している。 

山口県や九州地方はユーラシアプレート上に位置し、フィリピン海プレートがその下に沈み込ん

でいる。その沈み込んだフィリピン海プレート内部でも地震が発生しており、特に伊予灘、豊後水

道及び国東半島にかけては、深さ120km程度までの地震活動が活発で、時には被害を伴う地震が

発生する。特に、伊予灘、豊後水道及び大分県内で、120㎞以浅の地震活動がやや活発となってい

る。さらに、平成２８年熊本地震発生後は熊本・大分県を中心に地震が頻発している。 

市に大きな影響がある断層として周防灘断層帯や佐波川断層がある。平成２８年７月１日に地震

調査研究推進本部（本部長：文部科学大臣）から初めて公表された「中国地域の活断層の長期評価」

によると、周防灘断層帯は主要活断層に位置付けられており、３０年発生確率も「高い」ものに分

類されている。また、中国地方の活断層で発生する地震の長期評価として、山口県も含む西部地域

内において、Ｍ（マグニチュード）６．８以上の地震が３０年以内に発生する確率は、１４～２０％

とされている。 

山口県付近の主な地震は、九州に比べると少ない現況にあるが、1997 年 6 月 25 日には県北

部を震央とする M（マグニチュード）6.6 の地震が発生し、また、2001 年 3 月 24 日には安芸

灘を震央とするM6.7の地震「平成 13年（2001 年）芸予地震」が、2014 年 3月 14日には

伊予灘を震央とするM6.2の地震が発生するなど、本県における地震被害が少ないことを保障する

ものではなく、長期評価からも地震の被害想定に基づく対策を急ぐことが求められている。 

また、震央分布図をもとに、山口県周辺で発生したM5以上の地震をみると、内陸部での発生は

少ないが、M5程度の地震でも浅いところで発生した場合は、注意が必要である。 

 

6 津波災害 
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津波は、20～30cm 程度の高さでも人は速い流れに巻き込まれてしまうおそれがあり、大変危

険である。また、物的被害についても、1ｍ程度で養殖用の筏の破損、漁船・漁具の流出などの被害

が発生することがあり、2ｍ近くになると、これらに加えて流出した船舶や木材などが港湾施設、

家屋、橋などに衝突して破壊する二次災害が起きる可能性がある。 

瀬戸内海沿岸に来襲した津波は、過去には1707年の宝永地震（山口県内で推定1.5m）、1854

年の安政南海地震（山口県内で推定1～1.8m）等がある。 

 

7 火災 

市街地の密集地帯は、火災の発生による延焼の危険度が高く、工業の発展及び市民の生活環境の

変化に伴い、ガスや石油燃料に加えて IH等の電気機器の使用が増加している。また、太陽光発電シ

ステムの普及等により災害発生要因が多種多様化している。よって、それらの災害防止については、

新しい観点から検討を要するところである。 

なお、防府市においては、平成 18 年及び 19 年に、それぞれ 70a の雑木を焼損する山林火災

が発生している。 

 

8 事故災害 

近年の社会・産業の高度化、複雑化、多様化を背景として、高度な交通・輸送体系の形成、多様

な危険物等の利用の増大、トンネル、橋りょうなどの道路構造の大規模化に伴い、海上災害、航空

災害、危険物等災害、大規模な火災、林野火災など大規模な事故による被害（事故災害）について

も一層の充実強化が求められている。 

資料編［防災上の市の概況］ 

 １-３-６ 過去の主な災害の状況 
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共通編 第１編 総則 

第２章 防災面からみた防府市の概況 

共通編１ 第２章 - 8 
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共通編 第２編 災害予防計画 

第１章 第 1節 災害に強い都市基盤の整備 

共通編２ 第１章 -1 

第１章 災害に強いまちづくり 

第1節 災害に強い都市基盤の整備 

主な担当関係部署：都市計画課、河川港湾課、道路課、建築課、開発建築指導課、農林漁港整

備課 

上下水道局、クリーンセンター、教育委員会（教育総務課） 

主な担当関係機関：国土交通省山口河川国道事務所、防府土木建築事務所、山口農林水産事務

所、西日本電信電話㈱山口支店、中国電力ネットワーク㈱山口ネットワー

クセンター、山口合同ガス㈱防府支店 

市民の生命と財産を守り、安全で安心な暮らしやすいまちづくりを行うため、市、県及び防

災関係機関は市民参画を推進し、市民との協働のもと、幹線道路、公園、河川などの都市基盤

整備を進め、災害に強い都市基盤の方策を検討する。 

現状と課題 

本市では、減災に向けたまちづくりを目指し、河川や橋りょう、小・中学校などの公共施設等の

耐震化事業に取り組むとともに、快適な生活環境を確保するため、道路、公園、公共下水道、公共

施設など都市基盤整備や、農業用排水路、ため池の改修や排水機場、海岸保全施設等農業用施設の

点検等、国・県の事業も活用し、各種の事業を推進している。 

しかし一方で、狭隘な道路や空き家の問題、人口減少及び高齢化による農業用施設を始めとする

各施設の維持管理等の担い手不足、施設の老朽化に伴う施設改修や整備等の課題も明らかとなって

いる。 

基本方針 

○建物の安全性の向上及び災害に強い都市の形成を目指し、市街地整備を推進する。 

○自然災害の発生を抑制するために重要な役割を果たす、山林や農地の保水機能や遊水機能を維

持・保全するために植林や農地保全を図り、無秩序な市街化を抑制する。 

○農業用排水路、ため池等農業用施設や海岸保全施設等の整備事業を推進する。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 市街地の整備 

1 防災の観点を取り入れた都市計画の計画的推進 

本市の都市づくりのマスタープランとなる「防府市の都市計画に関する基本的な方針」に基づき、

防災の観点からの安全・安心なまちづくりを目指し、各種事業を検討する。 

2 防災空間の整備 

避難路となる道路や、延焼遮断効果のある緑道、公園の整備、河川敷空間の活用等、防災空間の
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共通編 第２編 災害予防計画 

第１章 災害に強いまちづくり 

共通編２ 第１章 -2 

整備を検討する。 

【達成目標】 

○無秩序な市街化を抑制するためにも、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めること

を継続する。 

○避難路や延焼防止帯等の確保を推進する。 

第2項 地盤災害の防止 

1 地盤災害防止措置等の要請 

市は、土砂災害の発生を防止するため、地盤整備に係る各種事業を通じて整備を図るとともに、

災害時に人命や住家等に危険が生じるおそれのある区域について、調査等により事前に状況把握し、

県に対し災害防止のための調査、工事等の必要な措置を要請していく。 

また、液状化現象の危険度が高いとされた地域を周知するとともに、県及び防災関係機関や大学

等の研究機関による調査研究の成果を積極的に活用し、土木施設や建築物、ライフライン等の地下

埋設管に対する液状化対策を推進していく。 

 

2 災害危険区域の把握とパトロール等 

市は、県及び防災関係機関と連携して災害危険区域の調査や防災パトロールを実施し、その実態

把握や予想される諸問題の予防・応急・復旧対策の検討により、災害発生時に迅速に対処できるよ

うにする。 

また、危険区域については、市民に対し、災害発生時の危険性の周知を図るとともに、災害発生

時の警戒避難体制の整備等を進める。 

【達成目標】 

○土砂災害等の危険区域の調査・監視を行い、県に対し災害防止工事等を働きかける。 

○土砂災害等の危険区域の防災マップを整備する等、危険の周知を行う。 

第3項 公共土木施設・ライフライン施設等の整備 

1 道路、橋りょう及び河川施設の整備 

市は、道路及び橋りょうの耐震化等の土木施設の整備を行う。また、浸水防止のため、河川施設

の保守点検、改修等の整備を行うとともに、地震による損壊からの二次災害を防ぐため、施設・設

備の耐震性の向上を図る。 

 

2 ライフライン施設等の整備 

市及びライフライン事業者は、ライフライン関連施設や廃棄物処理施設について、災害に対する

安全性の確保を図る。また、系統の多重化、拠点の分散、代替施設の整備、施設の長寿命化計画等

を進める。 

 

3 農業用施設等の整備 

ため池、頭首工、用排水路等の農業施設の管理者に対して、保守点検を徹底し、老朽化や安全性

に問題がある施設については、必要な対策工事や修理・補修を行うよう指導する。 

なお、市が取り組む農地防災事業は次の表のとおりであり、これらの施設については、長寿命化
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共通編 第２編 災害予防計画 

第１章 第 1節 災害に強い都市基盤の整備 

共通編２ 第１章 -3 

計画の策定・実施等により、適切な維持管理に努める。 

 

実 施 機 関 山口農林水産事務所、市（農林漁港整備課） 

湛水防除事業の促進 

 豪雨時の湛水による、農地、農業用施設、農作物等の被害の発生を防除す

るため、湛水地域に対し湛水防除の調査計画をし、施設整備事業の実施を

図る。 

ため池等整備事業 

 農業用ため池の堤体、樋管等が老朽化し、速やかに施設の補強を要するも

の及び立地条件等からみて適切な維持管理を行う必要のあるため池につ

いてため池等整備事業を進める。 

農地保全事業 

 豪雨等の災害による農地の被害を防止するため、特殊土壌地帯、急傾斜地

帯の農用地を対象に災害防止とともに農地の流亡防止のため農地保全事

業の実施を進める。 

海岸保全事業 
 高潮及び浸蝕による被害から海岸を防護し、もって国土保全に資するた

め、農林水産省所管海岸保全区域について海岸堤防の整備を図る。 

土砂崩壊防止事業 
 風水害等による土砂崩壊の危険の生じた箇所において、農地及び農業用

施設の災害を防止するための事業を進める。 

農業用河川工作物 

応急対策事業 

 洪水、高潮等による災害発生を未然に防止するため、治水機能の劣ってい

る施設の整備補強を図る。 

 

【達成目標】 

○橋りょうの長寿命化計画を推進する。 

○関係機関と連携し、電線類の地中化、水道管及び下水道管の耐震化、水源地の整備等につい

て促進する。 

○浄化センター及び公共下水道汚水管渠の長寿命化計画を推進する。 

○災害のおそれのあるため池については、早期の整備を実施する。 

○海岸保全施設の改修整備については、県とも連携し早期完成を推進する。 

○基幹的農業用排水路及び排水機場設備については、計画的な改修を実施する。 

○国・県の事業も活用し、農業用排水路等農業用施設や海岸保全施設等の長寿命化計画を推進

する。 

第4項 危険区域からの家屋移転の推進 

市民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域については、適切な居住地の選択を誘導する観点か

ら、「がけ地近接等危険住宅移転制度」等を活用し、危険区域からの移転事業を推進する。 

資料編［予防］ 

 ２-１-１ 危険住宅の移転事業 

【達成目標】 

○土砂災害特別警戒区域から住宅を移転する場合の融資制度や補助制度の周知を行い、危険

区域からの移転を推進する。 
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共通編 第２編 災害予防計画 

第１章 災害に強いまちづくり 

共通編２ 第１章 -4 

第2節 建築物等の安全化の促進 

主な担当関係部署：建築課、開発建築指導課 

災害による建築物の被害は、倒壊や損傷による建築物自体の被害の他、設備の転倒や天井落

下、ブロック塀の倒壊による被害など広範囲に発生する。これらの被害は、人的な被害に結び

つくばかりでなく火災の要因ともなるため、耐震性の確保や不燃化を促進する。 

特に公共建築物は、災害対応上重要な役割を担うため、計画的に施設の整備を進める。 

現状と課題 

本市では、平成 20年 3月に防府市耐震改修促進計画（令和 5年 3月改正）を定め、住宅・建

築物の耐震化を進めてきている。今後も引き続き、さらなる減災を目指し、建築物の安全対策を促

進していく。 

基本方針 

○公共建築物は、施設の用途や重要度に応じて安全化対策を推進し、施設の機能確保を図る。 

○一般建築物は、防府市耐震改修促進計画に基づき、耐震化を促進する。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 建築物等の安全化 

1 公共建築物の安全化 

新耐震法改正以前に設計された建築物について、市は、庁舎、消防署、小・中学校、病院等防災

上重要な機能を有する施設や不特定多数の者を収容する施設など、その重要性や規模、建築年次、

利用状況等を考慮した上で、建築物の耐震改修の促進に関する法律の対象枠を拡大して安全化に取

り組む。また、新規建設に当たっては、施設の重要度等を勘案し、耐震性能の確保及び不燃化に努

める。 

 

2 一般建築物の安全化 

市は、新耐震法改正以前の建築物について、防府市耐震改修促進計画に基づき、市民に対し、耐

震診断・改修に関する普及啓発、相談窓口の開設等により改修を促進する。特に、建築物の耐震改

修の促進に関する法律に基づく特定建築物の所有者に対し、耐震診断及び改修の指導・助言を行い、

安全対策の促進を図る。 

 

3 工作物・設備等の安全化 

ブロック塀、家具、ガラス、天井、自動販売機、エレベーター等の安全化対策を計画的に進める。 

【達成目標】 

○発災直後から防災拠点としての機能が確保されるよう、計画的に公共建築物の安全化を進

める。 

○防府市耐震改修促進計画に基づき、一般建築物の耐震化を促進する。 
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共通編 第２編 災害予防計画 

第２章 第 1節 防災に関する普及啓発 

共通編２ 第２章 - 1 

第２章 災害に強い人づくり・地域づくり 

第1節 防災に関する普及啓発 

主な担当関係部署：防災危機管理課、消防本部、教育委員会（学校教育課、生涯学習課）、 

健康増進課、子育て支援課、高齢福祉課、障害福祉課、社会福祉課、 

地域振興課、くらし環境課、観光振興課、文化振興課 

主な担当関係機関：市社会福祉協議会 

災害による被害を最小限に止めるためには、市、県及び防災関係機関による災害対策の推進

と同時に、事業所の職員や市民一人ひとりが家庭や地域社会において、災害や防災に関する正

しい知識を持ち、自らの命は自らが守る「自助」や助け合いの中で地域を守る「共助」を大事

にし、行動する必要がある。 

市は、行政主導のソフト対策のみでは限界があることを前提とし、職員及び市民・事業所に

対し、「自らの命は自らが守る」という意識の徹底や、災害に関する防災知識の普及啓発を推進

するとともに、県及び防災関係機関と連携し、個人や家庭、地域、企業、団体等が日常的に減

災のために行動することや、地域コミュニティにおける多様な関わりの中で「防災文化」の普

及・定着を促すことにより、地域防災力の向上を図る。 

現状と課題 

■自主防災思想の普及啓発 

本市では、市広報や防災ファイル等により、市民への啓発を推進している。地震・津波災害や

局地的な豪雨災害など大規模災害へ備えるため、今後も継続して市民への自主防災思想の普及啓

発を推進する必要がある。 

また、職員研修や講演会、防災出前講座等において、市職員や児童生徒、市民等に対する防災

教育を推進しているが、今後は、南海トラフ巨大地震等に伴う地震・津波についての啓発を行う

とともに、近隣の負傷者や要配慮者を助ける、避難所等で自主的に活動する、市が行っている防

災活動に協力するなど、防災知識の普及啓発についても推進していく必要がある。 

■災害教訓の伝承 

本市では、平成 21年７月の中国・九州北部豪雨における対応等の検証をするため、防府市豪

雨災害検証委員会を設置し、平成 22年 12月に提出された「防府市豪雨災害検証報告書」を、

市ホームページで公表している。また、被害状況写真のパネルを作成し、講演会等の開催時に展

示・啓発している。 

さらに、防府市社会福祉協議会においても、豪雨災害時に開設した災害ボランティアセンター

やボランティアの活動の様子をまとめたパネルやＤＶＤを作成しており、イベント等における展

示・啓発に活用している。今後も引き続き災害事例や教訓を伝承させるため、講演会等や学校教

育・社会教育の中で啓発を続けて行く必要がある。 

また、学校教育においても、災害の教訓を踏まえた啓発を折に触れて行っており、今後も過去

の教訓を決して忘れることなく、災害時の迅速かつ安全な対応につなげていくよう、教育・訓練
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共通編 第２編 災害予防計画 

第２章 災害に強い人づくり・地域づくり 

共通編２ 第２章 - 2 

を継続して行う必要がある。 

基本方針 

「防災の日常化」を基本として、以下の取組を実施する。 

○「自らの身の安全は自らが守る」「自らのまちは自らが守る」という考え方を基本とし、自主防

災思想の普及啓発を図る。 

○要配慮者への支援の視点や男女共同参画の視点等に配慮し、防災知識の普及啓発に当たる。 

○市職員に対し、研修会等を通じて防災教育を推進するとともに、防府市災害対策本部（以下「市

本部」という。）各対策部（第３編第１章第２節の市本部各対策部をいう。以下同様。）はマニュ

アルを作成し、所属職員に周知するなど、平常時からの防災対策を推進する。 

○市民防災の日、防災週間、防災とボランティア週間、土砂災害防止月間等に防災に関する市民参

加・体験型のイベントを開催し、市民の意識の高揚や自主防災組織等の活動の活性化を促進す

る。 

○講演会開催時等に平成 21年中国・九州北部豪雨災害時の写真パネルの展示をする等、過去の災

害の教訓を伝承させることを推進する。 

○児童生徒が過去の教訓を忘れることなく、災害時に安全な行動をとることができるよう、防災教

育・訓練等を継続して実施する。 

○学校教育において、児童生徒が災害時に安全を最優先した行動がとれるよう、防災知識の普及啓

発を図る。 

○事業所への防災出前講座等により、地震・津波対策、浸水対策等についての啓発を推進する。 

○各地域において、自助・共助の取組が適切かつ継続的に実施されるよう自主防災組織リーダー等

の育成に努める。 

○防災担当部門と福祉（地域包括支援センター・ケアマネジャー）の連携により、高齢者の避難行

動に対する理解の促進を図る。 

○防災気象情報や避難に関する情報等の防災情報を災害の切迫度に応じて、５段階の警戒レベル

により提供すること等を通して、受け手側が情報の意味を直感的に理解できるような取組を推

進する。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 防災に関する普及啓発 

1 自主防災思想の普及啓発 

「自らの身の安全は自らが守る」「自らのまちは自らが守る」という考え方を基本とし、市民一人

ひとりが行動できるよう、平常時から、初期消火・救出・救命等の災害対応力の向上を図り、災害

発生時には、市、県、防災関係機関、自主防災組織、事業所及び市民が連携を図り、災害に対応す

ることが重要である。 

市は、市民・事業所等に対し、防災知識の普及啓発や防災教育を計画的に実施し、自主防災思想

の普及啓発の徹底を図るものとし、そのために重点課題の設定や関係機関の連携等を戦略的に行っ

ていく。 

 

2 「いのちを守る」ための避難に関する普及啓発 

避難行動及び避難生活には、「自助」・「共助」による対応が不可欠である。このため、市は、市民

一人ひとりが適時に自ら避難の必要を判断し、近隣の負傷者や要配慮者を援護しながら避難を行い、
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指定緊急避難場所や指定避難所で自主的に活動することができるよう、平常時から避難に関する情

報提供を行い、防災知識の普及啓発に努める。 

 

3 対応上の重要な事項に関する普及啓発 

平成23年3月11日に発生した東日本大震災を契機として、我が国の防災対策は抜本的な見直

しが図られており、内閣府をはじめ各省庁において様々な検討会が立ち上がり、防災に関する指針

やガイドラインが示されている。これらを踏まえ、市は、特に以下の点に留意し、普及啓発を行う。 

要配慮者支援の

視点 

高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、日本語の理解が不十分な外国人など災害に対

して迅速に必要な情報を得ることや、行動を取ることが困難な者で、災害時に特に

配慮を要する者（以下「要配慮者」という。）に対し、要配慮者の状況に応じた広報

媒体や情報媒体にて情報提供を行い、要配慮者への支援に関する普及啓発に努め

る。 

※要配慮者に関する詳細については、第８章「要配慮者のための環境整備」を参照

のこと。 

男女共同参画の

視点 

被災時の男女のニーズの違い等、男女双方の視点に十分配慮するよう努め、防災

に関する政策・方針決定の過程や災害現場における女性の参画を拡大するなど、男

女共同参画をはじめとした多様な主体の視点を踏まえた防災対策を行うよう、普及

啓発に努める。 

外国人旅行者を

含めた観光客等

帰宅困難者への

配慮の視点 

災害時には居住する住民だけではなく、通勤・通学者や外国人旅行者を含めた観

光客など市域に集まる全ての人への配慮が必要となることを踏まえ、帰宅困難者対

策に関する防災知識の普及啓発に努める。 

動物救護の視点 

近年、ペットが家族の一員であるという意識が一般的な傾向になりつつあり、

ペットと共に避難する同行避難が、飼い主である被災者の心のケアの観点からも重

要となっている。また、被災動物の放置の問題からも、飼い主責任による同行避難

への配慮が必要となることを踏まえ、動物救護に関する防災知識の普及啓発に努め

る。 

 

4 災害教訓の伝承 

市は、過去に発生した大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、大規模災害

に関する各種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、市民が閲覧できるよう地図情報

その他の方法により公開に努める。また、災害に関する石碑やモニュメント等の持つ意味を正しく

後世に伝えていくよう努めるものとする。市民は、自ら災害教訓の伝承に努めるものとし、市はそ

の取組を支援する。 

また、学校教育や社会教育における防災教育においても、災害教訓の伝承を推進する。 
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5 普及啓発の内容 

防災に関し、普及啓発すべき事項を、対象者別に以下に示す。 

対

象 
平 常 時 の 活 動 災 害 時 の 活 動 

市
職
員 

 災害(風水害、地震、事故等)に対する基礎

知識 

 市防災計画と防災基本計画並びに県防災

計画との関係及び市防災計画に示す災害

対策 

 市本部各対策部におけるマニュアル作成

及び所属職員への周知 

 災対法、救助法など防災関連法に関する知

識 

 家庭における災害対策と自主防災組織の

育成強化対策 

 注意報、警報、特別警報発表時及び発災時

に、具体的にとるべき行動に関する知識 

 職員が果たすべき役割（職員の動員体制と

任務分担、情報収集・伝達、県への報告等） 

 災害対策の課題その他必要な事項 

学
校 

 児童生徒に対する防災教育に関する指導

計画の作成 

 学級活動、学校行事等教育活動全体を通じ

た災害の基礎的な知識及び発災時の対策

等の指導 

 児童生徒の発達段階や地域の特性に応じ

た避難、発災時の危険及び安全確保の指導 

 中学校の生徒を対象とした応急手当の習

得のための指導 

 安全な場所の把握 

 避難経路の考察 

市
民 

 災害の基礎的知識、市内の災害発生実態や

被害想定及び住宅周辺の災害特性の把握 

 自主防災思想及び自主防災組織の普及 

 わが家の安全点検実施（住宅の耐震診断と

補強、転倒防止対策及び消火器の普及） 

 ハザードマップ等を用いた災害リスクの

確認 

 災害リスクを踏まえた避難行動や避難先

の確認 

 ３日分の食料、飲料水、携帯トイレ、トイ

レットペーパー等生活必需品の備蓄 

 非常持出し品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、

乾電池等）の準備 

 自動車へのこまめな満タン給油 

 保険・共済等への加入 

 防災マップ等による災害危険区域の把握

（浸水想定区域（津波、洪水及び高潮）、

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区

域） 

 家族防災会議の開催 

 市の防災対策 

 地震発生時に自動車運転者が措置すべき

事項の把握 

 緊急地震速報についての知識 

 安全確保、出火防止、初期消火活動、応急

手当等看護の知識 

 家族等との安否確認・連絡方法（NTT等の

電気通信事業者が災害時に提供する伝言

サービスの仕組みや利用法） 

 防災気象情報、避難に関する情報、５段階

の警戒レベルに対応した取るべき行動 

 避難行動（避難場所、避難路、その他避難

対策） 

 要配慮者への支援 

 正しい情報の収集方法 

 その他地域として必要な行動 

 避難生活への対応 

 自立へ向けた行動 
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事
業
所 

 防災計画の策定 

 事業継続計画の策定 

 重要書類及びデータの保存対策の実施 

 情報連絡の複数ルートの確保 

 自衛消防隊の充実・強化 

 資機材の整備 

 市及び地域との共同計画の検討 

 負傷者の手当及び初期消火の実施 

 災害対策本部の設置 

 地域との共同（消火･救出作業、避難場所

としての提供） 

 社員の安否確認 

 救援物資の調達 

 被災者の避難所への移動に伴う市との連

携 

 業務の再開 

 地域コミュニティの一員としての災害対

策活動 

 

 

6 普及啓発の方法、手段 

防災に関する普及啓発を行う際の主な方法及び手段を以下に示す。 

なお、これら普及啓発の推進に当たっては、参加者に応じた学習の場を提供する。 

講座・研修等 

 各種講座（公民館等における講座、各年齢期に応じた学習会等） 

 防災研修 

 防災訓練 

広報活動等 

 防災ファイル、防災リーフレット、防災マップ等の配布 

 市広報、掲示板、パンフレット、ポスター、ダイレクトメール等 

 インターネット及び報道媒体を通じた情報提供 

 ビデオ、災害シミュレーション装置等の活用 

 住民に対する巡回指導 

各種団体等の

活動との連携 

 自治会、女性団体、ＰＴＡ、青少年団体、高齢者団体その他の団体を対象とした

各種研修会、集会、防災出前講座等 

 各種団体が開催する研修会・講習会等に、防災に関する内容を取り入れるよう

要請 

その他 

イベント等 

 市民防災の日、防災週間、防災とボランティア週間、水防月間、土砂災害防止月

間等の期間に重点的に行うイベント等の活用 
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【達成目標】 

■災害教訓の伝承 

○大規模災害に関する各種資料を住民が閲覧できるよう公民館、図書館、地域協働支援セン

ター等に置く。 

○学校教育や社会教育における防災啓発のなかで、過去の災害教訓を伝えることを推進する。 

■市職員に対する防災教育・研修 

○地震、風水害等の災害対応に関する市職員研修を継続的に開催することで、職員への災害知

識の普及や災害対応力の向上を進める。 

○市本部各対策部は、所管する所掌事務についてのマニュアルを作成し、又は見直すととも

に、所属職員に対し周知する。また、毎年マニュアルの見直しを検討する。 

○毎年、指定緊急避難場所や指定避難所に関する市職員研修を開催する。 

■学校に対する防災教育 

○児童生徒に対し、防災教育に関する授業及び防災に係る避難訓練等を位置付け、毎年１回以

上実施する。 

○県教育委員会が出している「防災訓練実践集」を活用し、学級活動等を通じて児童生徒の発

達段階に応じた指導を特別活動年間指導計画に位置付ける。 

■市民に対する防災教育 

○市広報、防災ファイル、出前講座等により、避難場所や避難行動要支援者名簿等の啓発を推

進する。 

○土砂災害警戒区域の指定の見直しや、洪水等浸水想定区域の公表・見直しがあったときは、

防災マップを作成し、全世帯に配布する。 

○土砂災害警戒区域や津波災害警戒区域、洪水等浸水想定のある地区を対象とした出前講座

等により避難等の啓発を継続して実施し、市民の防災意識の向上を図る。 

○大規模災害時を想定し、地域主体の避難所の開設・運営ができるよう研修等を開催してい

く。 

○公民館での学級・教室や聞いて得するふるさと講座において、防災についての普及啓発を継

続して行う。 

○防府市市民防災の日等に防災講演会など啓発行事を継続して開催する。 

■各種団体等に対する防災教育 

○女性団体やＰＴＡ等が開催する研修会や講演等に防災に関する内容を取り入れることを促

進する。 

■事業所に対する防災教育 

○商工会議所と連携するなど、防災出前講座等により、事業所への地震・津波災害等の啓発を

推進する。 

○災害ボランティアに関する研修等を開催する場合には、事業所にも参加を呼びかけ、ボラン

ティアが被災地で活動する上で必要となる知識や技術を習得できるようにする。 
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第2節 地域における防災活動力の強化 

主な関係法令  ：災害対策基本法 第５条第２項、第 42条第３項、第 42条の２ 

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 

主な担当関係部署：防災危機管理課、消防本部 

地域社会の安全確保は、市、県及び防災関係機関の活動だけでなく、地域の消防防災活動の

中核となる消防団や地域住民による防災組織の体制整備を図ることで、初めてその目的が達成

できる。 

中でも、消防団・水防団は、地域における消防防災活動の中核として重要な役割を果たして

おり、発災時における初期対策等、消防防災活動に大きな期待が寄せられていることから、市

は、消防団・水防団の活性化を推進し、その育成を図っていく必要がある。 

また、災害に対処するためには、市、県及び防災関係機関と地域住民による自主防災組織が

一体となって総合的な防災体制を確立し、災害予防や応急活動を行うことが重要である。この

ため、地域住民による相互助け合いの精神に基づく自主防災組織を育成し、防災活動が効果的

に行われるよう協力体制を確立する。その際、女性の参画の促進に努める。 

現状と課題 

■自主防災組織の育成強化 

市は、自主防災組織の未結成自治会への結成に向けた支援や、結成された組織への活動支援を

継続的に行っている。 

なお、高齢化等に伴い自主防災組織の単独での結成が難しい自治会については、複数の自治会

による結成もできることなど、啓発を推進していく必要がある。 

■地区防災計画に関する普及啓発 

平成 25年 6月の災対法の改正により新たに地区防災計画の作成について規定され、平成 26

年 4月 1日に施行された。本市では、今後、住民や事業所に対して啓発を図っていくとともに、

計画作成に意欲がある地区に対して、作成における普及啓発を進める。 
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基本方針 

■消防団・水防団の育成強化 

○消防団・水防団への入団を促進するとともに、地域内事業所との連携に努める。 

○防災訓練や研修会等への参加を促し、団員等の防災知識の向上を図る。 

○活動の拠点となる施設及び水防資機材の充実を図る。 

■自主防災組織の育成強化 

○地域住民及び施設の関係者による自主的な防災組織の結成・育成の促進、訓練の実施並びに資機

材の充実についての支援を推進する。 

○自主防災組織において地域の実情に応じた防災マニュアルを作成することなどにより、平常時

及び災害時において効果的な防災活動を行う。 

■企業防災活動の推進 

○企業において、災害時の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定、災害時行動マニュアルの作成、防災体

制の整備、防災訓練等を実施する。 

○企業防災の防災意識の普及啓発に努める。 

■住民及び事業所による地区防災計画作成の支援 

○自主防災活動に熱心な地区の居住者等に対し、地域の特性に応じた自発的な防災活動に関する

「地区防災計画」の作成を支援するなど、自主防災組織の活動支援を推進する。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 消防団・水防団の育成強化 

市は、消防団・水防団への入団を促進するとともに、災害発生時に消防、警察、自衛隊等の救助

活動部隊と連携し、消火活動、救助活動、避難誘導、避難者への各種救援活動等を行うため、以下

に掲げる事項を中心とし、消防団、自主防災組織等の育成強化を図る。 

消防団の育成強

化 

 消防団の活性化につながる研修、訓練等を立案する。 

 団員確保のため、青年層・女性層を対象に、消防団への入団を促進するとと

もに、地域内事業所との連携に努める。 

 防災訓練や研修会等への参加を促し、団員等の防災知識の向上を図る。 

 消防団の施設・装備の充実を推進する。 

水防団の育成強

化 

 水防団の拠点となる施設及び水防資機材の充実を図る。 

 水防団員の知識や技術等の指導を行う。 

【達成目標】 

○消防団員の条例定数を確保する。 

○消防団員・水防団員に対する教育訓練を年一回以上実施する。 

○消防団の施設・装備の充実を図る。 

○水防団の拠点となる施設及び水防資機材の充実を図る。 
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第2項 自主防災組織の育成強化 

市は、地域住民及び施設の関係者による自主的な防災組織の結成・育成を促進する。また、防災

活動が効果的に行われるよう、自主防災組織との協力体制を確立し、訓練の実施、資機材の充実を

図る等、自主防災組織の活動を支援する。その際、女性の参画の促進に努める。 

なお、県及び防災関係機関は、相互に有機的連携のもとに市の推進活動に積極的に協力する。 

1 自主防災組織の結成・育成 

市は、地域住民及び事業所を対象とし、自主防災組織の結成・育成を図る。 

地域住民を対象と

する自主防災組織 

 自治会等による自主防災組織の結成を促進し、活動の支援をする。 

 自治会単位、学校区単位等、住民が無理なく活動できる規模とすることを基

本とする。 

 住民が、連帯感に基づいて、防災活動を行うことが期待できる規模 

 地理的状況、生活環境等から、日常生活上の基礎的な地域として一体性を有

する規模 

 自治会連合会による協議が行える機会を設定し、組織的な展開を図る。 

 防災士や消防団員の積極的な協力を得て育成する。 

事業所等における

自主防災組織 

 学校、病院、百貨店、スーパー等多数の者が利用し、災害時に大規模な人的・

物的被害が発生する危険性を有する事業所等を対象とし、防災管理体制の強

化を図る。 

 危険物施設、高圧ガス施設等を対象とし、自衛消防組織の育成を図る。 

 多数の従業員がいる事業所で、組織的に防災活動を行うことが望まれる施設

を対象とし、自衛消防隊の育成を図る。 

 

2 自主防災組織の活動内容 

自主防災組織の主な活動内容を以下に示す。 

活動の種類 平 常 時 の 活 動 災 害 発 生 時 の 活 動 

本部  防災マニュアルの作成 

 関係機関との連絡体制の構築 

 役員の招集とあらかじめ定められてい

る役割分担の確認 

 各班の活動の統制 

情報  防災意識の高揚 

 防災に関する知識の普及 

 情報収集及び伝達体制の構築と訓練 

 情報収集、伝達及び広報 

 地域住民の安否確認 

初期消火  出火防止及び初期消火の徹底 

 初期消火訓練の実施・参加 

 出火防止及び初期消火 

救出・救護  防災資機材の備蓄及び保守管理 

 救出及び救護訓練の実施並びに参加 

 負傷者の救出及び救護 

 地域の要配慮者への支援 

避難誘導 

 

 地区一時避難場所、指定緊急避難場

所及び指定避難所への経路の確認 

 危険箇所の確認 

 避難誘導訓練の実施及び参加 

 率先避難や呼びかけの実施 

 避難誘導 

地区一時避難

場所の運営 

 地区一時避難場所の指定（任意） 

 地区一時避難場所の運営の確認 

 市との連絡体制の確認 

 地区一時避難場所の開設・運営 

 市への連絡 

避難場所等の

運営※ 

 避難場所等開設並びに運営手順の確

認及び訓練の実施 

 避難場所等開設及び運営 

給食・給水  食料、飲料水等の備蓄 

 資機材の備蓄及び保守管理 

 炊き出し訓練の実施及び参加 

 避難所における炊き出し 

 食料及び応急物資等の調達・配分 

※運営主体は、各地域の状況により異なる。 
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3 自主防災組織の活動支援 

市は、自主防災組織の結成支援や活動支援を行うため、防府市防災士等連絡協議会と連携し、防災

出前講座等に防災士を派遣するなど、積極的な指導援助の体制を構築するとともに、自主防災組織や

県、防災関係機関、学校、事業所等の参加による防災訓練や研修会等、地域の防災力を高める支援を

行う。 

また、その他の防災関係機関においても、市の自主防災組織の結成や活動等に対し、積極的に協

力する。 

主な活動支援内容を以下に示す。 

自主防災マニュアル

の作成支援 

 自主防災組織ごとに、地区の実状に応じた防災マニュアルを作成する。 

 防災マニュアルに基づき、平常時及び災害時において効果的な防災活動

を行う。 

 市職員及び消防団員は、積極的に協力し、指導援助を行う。 

 災害時のみに限定することなく、平常時の活動についても工夫し、自主防

災組織の活動の形骸化防止に努める。 

防災資機材等の整備  自主防災組織の活動に必要な防災資機材、活動拠点等の整備を促進する。 

講習会等の実施 

 防災資機材の操作及び使用方法の講習会や応急手当の講習会を実施し、

自主防災組織の指導援助に努める。 

 自主防災組織と連携した地域住民への防災講演会、防災出前講座等を実

施し、地域住民の自主防災活動に対する関心を維持していく。 

自主防災リーダーの

育成 

 研修会等を実施し、地域の要となる自主防災リーダーの育成に努める。 

 男女共同参画の視点から、女性リーダーの育成・支援を推進する。 

 防災士養成講座を開催し、自主防災組織のリーダー的な役割を果たすな

ど、防災活動の推進役となる人材育成に努める。 

資料編［予防］ 

 ２-１-２ 自主防災組織における防災マニュアルの作成手順 

【達成目標】 

■自主防災組織の結成・育成 

○自主防災組織の未結成自治会に対する説明会を開催するなど、組織結成に向けた啓発を推

進する。 

○市内の事業所に対し、自衛消防組織の活動促進や自主防災組織との連携等を啓発する。 

■自主防災組織の活動支援 

○各自主防災組織において、地域の実情に即した防災マニュアルを作成するよう促進する。 

○防府市自主防災組織育成事業補助制度の活用啓発等により、自主防災組織の活動の活性化

や資機材等の整備の充実を図る。 

○防災ファイル等により、地域の自主防災組織に対して平常時や災害時の役割などを啓発す

る。 

○自主防災リーダー育成のため、研修会等を毎年実施する。 

○防災士養成講座を開催するとともに、フォローアップ研修などにより、防災士が自主防災組

織のリーダー的な役割が担えるよう支援する。 
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第3項 企業防災活動の推進 

県（経営金融課）及び市は、商工関係団体等と連携し、災害時に備え企業における防災の取組に

関する情報提供等を進めるとともに、事業継続計画（BCP）の策定等を促進する。 

企業は、災害時において果たすべき役割（従業員及び顧客の安全確保、経済活動の維持、地域住

民への貢献等）を十分認識して、各企業において災害時に重要業務を継続するための事業継続計画

（BCP）の策定、災害時行動マニュアルの作成、防災体制の整備、防災訓練等を実施するなどして、

企業防災の推進に努める。 

【達成目標】 

○企業に対し、災害時の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を促進する。 

○企業の実情に即した防災マニュアルを作成し、訓練等により運用するよう指導する。 

第4項 住民及び事業所による地区防災計画の作成の支援 

市の一定の地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者（以下「地区居住者等」という。）

が、当該地区における防災力の向上を図るため、必要に応じて、当該地区における自発的な防災活

動に関する計画を作成し、これを地区防災計画の素案として市防災会議に提案するもので、災対法

の改正に伴い新たに規定され、平成26年4月1日に施行された。 

市は、住民、事業所等が地区の特性に応じて自助・共助による自発的な防災活動を促進し、地区

の防災力の向上を図るため、「地区防災計画」の作成に向けた取組や防災活動を支援する。 

地区防災計画に 

定める主な事項 

 地区の特性（自然特性、社会特性）の把握及び地区の防災上の課題等の検討 

 地区居住者等の防災活動に必要な物資及び資材の備蓄 

 災害が発生した場合における地区居住者等の相互の支援 

 地区居住者等が共同して行う防災訓練 

 その他、当該地区の特性に応じた活動 

 

なお、市防災会議は、市防災計画に地区防災計画を位置付けるよう地区居住者等から提案を受け

たときは遅滞なく市防災計画に当該計画提案を踏まえた定めの必要を判断し、必要があると認める

ときは、市防災計画に地区防災計画を定める。 
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第3節 ボランティア活動の環境整備 

主な担当関係部署：社会福祉課、地域振興課、防災危機管理課 

主な担当関係機関：市社会福祉協議会、県社会福祉協議会 

大規模災害時には、市、防災関係機関等の救助活動に併せ、ボランティア精神に基づく一般

市民の救援活動への協力を必要とする。 

このため、ボランティアの育成、登録、支援体制の整備や災害ボランティアセンターの運営

など、災害時におけるボランティア活動が円滑かつ効率的に行えるよう、災害に備えて、平常

時における環境整備等について必要な事項を定める。 

現状と課題 

市は、社会福祉協議会及び市民活動支援センターを通じてボランティア活動の普及・啓発の取組

を行っており、ボランティア登録団体数は増加している。今後も引き続き啓発活動に努めるととも

に、ボランティアの能力向上及びその能力を活かせる体制の構築を図っていく必要がある。 

 また、災害ボランティアセンターの運営体制等を協議し、災害時に円滑かつ効率的に運営等が行

えるよう訓練の実施や、マニュアルの見直し等を行う必要がある。 

基本方針 

○社会福祉協議会、ボランティア団体及び NPO等との連携を図るとともに、災害中間支援組織（ボ

ランティア団体・NPO等の活動支援やこれらの異なる組織の活動調整を行う組織）を含めた連携

体制の構築を図り、支援体制の整備に努める。 

○社会福祉協議会及び市民活動支援センターと連携し、防府市ボランティアセンターへの登録を

呼びかける。 

○災害ボランティアセンター運営従事者の養成を図り、人材育成・強化に努める。 

○災害時のボランティアの受入体制の強化に努める。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 ボランティア活動の推進 

1 ボランティアの養成 

市、社会福祉協議会及び市民活動支援センターは、災害時のボランティアの積極的な活動を促す

ため、関係機関と連携し、以下によりボランティアの養成に努める。 

 

ボランティアに関する

研修等の実施 

 市民、企業及び団体に対して研修等を実施し、ボランティアが被災地で

活動する上で必要となる知識や技術を習得できるよう、ボランティア

の養成を行う。 

ボランティアへの参加

の呼びかけ及び登録 

 災害時におけるボランティア活動についての関心を深め、多くの市民

の積極的な参加を呼びかける。 

 社会福祉協議会で災害時におけるボランティアの事前登録を行う。 

災害ボランティアセン

ター運営従事者の養成 

 ボランティアが被災地で円滑な活動を行うため、運営従事者の養成を

図る。 
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ボランティア団体等へ

の協力要請 

 平常時に活動するボランティア団体等に対し、災害時にもボランティ

ア活動を行うよう要請する。 

 

なお、市防災計画でいうボランティアは、消防団のように防災活動への従事義務がある団体の構

成員を除き、災害時において被災者の救援活動に自主的・自発的に参加する者を指し、専門的知

識・技術や特定の資格を有する者（以下「専門ボランティア」という。）及びそれ以外の者（以下

「一般ボランティア」という。）に区分する。 

専門ボランティアと一般ボランティアの活動内容は、資料編による。 

資料編［ボランティア活動］ 

 ２-２-１ ボランティアの活動内容 

 

2 災害ボランティアセンターの運営体制等の整備 

市及び社会福祉協議会は、災害時に災害ボランティアセンターの運営等が円滑かつ効率的に行え

るよう、以下の取組を行う。 

受付体制の整備 
◆ 円滑かつ効率的な受付を行うため「災ボラＱＲアプリ」等の導入を検討

する。 

訓練及びマニュアルの

見直し 

◆ 市、社会福祉協議会は、災害時におけるボランティア活動が円滑かつ効

率的に行えるよう、社会福祉協議会を中心に、災害ボランティアセン

ター運営訓練を実施し、災害ボランティアセンター設置・運営マニュア

ルについて見直しを行う。見直しに当たっては、県社会福祉協議会との

連携を図る。 

活動拠点及び連携体制

の整備 

 市内のどこで災害が発生しても対応できるよう、活動拠点、必要な連携

体制等について検討を行う。 

 

資金・資機材、人材支援

の準備 

 市は、社会福祉協議会と連携して、災害ボランティアセンターの設置及

び運営に必要な資金、資機材及び人材支援の整備を計画的に進める。 

災害ボランティアセン

ターの体制強化 

 社会福祉協議会は、災害時のボランティア活動が円滑かつ効率的に行

えるよう、県社会福祉協議会の作成するガイドライン等を共有すると

ともに、大規模災害時には県社会福祉協議会の形成する近隣県との

ネットワークを活用する。 

 

3 専門ボランティアの受入れ体制 

市各担当課は、専門ボランティアの受入れ等についてあらかじめ検討し、災害時の受入れやボラ

ンティア活動が円滑にできるよう努める。 

【達成目標】 

○市、社会福祉協議会等で災害ボランティアセンターの運営等について協議し、災害時の体制

を構築する。 
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第4節 防災訓練による災害対応力の強化 

主な担当関係部署：防災危機管理課、高齢福祉課、障害福祉課、教育委員会（学校教育課）、   

消防本部 

災害発生時に迅速かつ的確な行動をとるためには、市、県、防災関係機関、市民それぞれが、

災害発災時にとるべき行動を想定した実践的訓練が重要となる。防災訓練は、災害時の行動手

順の確認・習得を第一とし、防災計画の熟知、市、県及び防災関係機関相互や市民との協力連

携体制の確立、市民に対する防災知識の普及啓発、防災計画の検証等、副次的な効果も高いも

のとする。 

市は、単独で実施するほか、防災関係機関、他の市町等と共同で防災訓練を実施する。また、

自治会・自主防災組織、民間企業、ボランティア団体、地域住民等とも連携し、継続的に実施

する。 

現状と課題 

■総合防災訓練 

市ではこれまでに市本部の設置訓練や、風水害や地震の発生を想定した実動型訓練を実施し、

県及び防災関係機関との連携や、市民が参加した避難訓練等により、自助・共助の推進をしてい

る。 

 また、東日本大震災の教訓を踏まえ、職員の災害対応や地域と協力した避難所の開設等、実動

を重視した訓練を行う自治体が増えている。さらに、市では、業務継続計画（第 3章第７節を参

照）や職員行動マニュアルの作成に伴い、各班の実動訓練も取り入れる必要がある 

今後は、災害時の初動対応力の向上を図るため、地域や関係団体と連携し、避難所の開設・避

難者の受入れ、要配慮者支援、救護所の開設等を行うとともに、災害ボランティアセンターの開

設・運営等についても検討する。 

また、訓練シナリオ等を明らかにしない発災型（ブラインド型）の実践的な訓練や、要配慮者

を対象とした地域防災力の強化に資する訓練、複合災害を想定した訓練等を取り入れ、災害対応

職員の育成や県及び防災関係機関との連携体制強化などを図ることが必要である。 

■市及び防災関係機関による個別防災訓練 

市職員の参集・各対策部の初動対応、津波の浸水が想定されている各地域を対象とした避難訓

練、地域団体主体による避難所開設・運営訓練等の訓練など、新たな訓練の実施が求められてい

る。 

■学校による訓練 

市内全小・中学校では火災等を想定した避難訓練等を実施しており、災害対応訓練についても、

多くの学校で実施している。今後は、全小・中学校で地域と連携した災害対応訓練をする必要が

ある。 

基本方針 

○毎年、訓練内容（災害想定、実施時期、時間帯等）を変えた訓練の実施に努める。 

○避難・避難所開設・避難者受入れ・安否確認等初動時に必要な対応を重点的に行う。その際、防

災関係機関や関係団体等との連携を図る。また、訓練後は、参加者による振り返りや第三者によ

る検証などを通して、訓練内容や各種マニュアルの見直しをする。 

○要配慮者支援、男女共同参画の視点等を取り入れた訓練を実施する。 
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共通編 第２編 災害予防計画 

第２章 第 4節 防災訓練による災害対応力の強化 

共通編２ 第２章 - 15 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 総合防災訓練 

防災関係機関等が実施すべき各種応急対策の実践を通じて防災対策の習熟を図るとともに、各種

ボランティア団体等の協力、連携体制の確立など、市防災計画の検証を行うことを目的とし、市、

消防本部、警察署、学校、幼稚園、保育所、農業協同組合、商工会議所、漁業協同組合、医師会、

山口県建設業協会等や一般市民が参加した実践的な総合防災訓練を実施する。 

訓練の実施に当たっては、地域の特性や防災環境の変化、男女共同参画の視点、要配慮者支援の

視点等を取り入れるよう努める。 

なお、訓練の実施主体別に実施を検討すべき訓練内容は、資料編のとおりとする。 

また、訓練の実施に当たり、以下の点を考慮するものとする。 

 災害、被害想定等を明らかにするとともに、勤務時間外での発災、複合災害の想定等、

様々な条件を設定し、実践的なものとなるよう配慮する。 

 避難、避難所開設、避難者の受入れ、要配慮者支援等の実動型訓練を行う。 

 訓練終了後においては、訓練参加者による振り返りや、第三者による検証などを通して、

訓練の課題等を明らかにし、必要に応じて今後の防災活動に反映させ、その成果を次回

以降の訓練において検証する等、訓練を活用した実効性の高い災害対応力向上の取組を

進める。 

資料編［予防］ 

 ２-１-３ 防災訓練内容 

【達成目標】 

○毎年開催する総合防災訓練において、避難～避難所開設・避難者受入れ・要配慮者支援など

を重点的に行い、市職員の災害対応力の向上と自治会・自主防災組織との連携強化や住民の

意識の向上を図るとともに、各小・中学校における避難所開設体制を整備する。 
 

第2項 市、県及び防災関係機関による個別防災訓練 

市、県及び防災関係機関は、それぞれの実情に合わせ、対応力向上のための個別訓練の実施に努

める。 

 なお、市においては次の点に配慮するものとする。 

情報の収集及び伝

達訓練 

 被災地の概況の早期把握に向け、情報収集・集約・伝達に係る訓練 

 市本部の組織と自治会（自主防災組織）、学校、病院、企業等その他の防災関

係機関等との情報伝達訓練 

職員の参集訓練 
 動員の連絡系統の確認や自主参集 

 徒歩・自転車・バイク等による実践的な参集訓練 

通信訓練 

 県防災行政無線（地上系・衛星系）、市防災行政無線（同報系・移動系）、

アマチュア無線等を使用した気象予警報の伝達や被害状況の収集及び情報

伝達の通信訓練 

要配慮者支援訓練 
 高齢者、車椅子利用者、妊婦、幼児を連れた家族、外国人等を想定した避難

誘導、安否確認・情報伝達など要配慮者支援の訓練 
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共通編 第２編 災害予防計画 

第２章 災害に強い人づくり・地域づくり 

共通編２ 第２章 - 16 

津波避難訓練  南海トラフ巨大地震などを想定した避難訓練（毎年１回以上） 

土砂災害を想定し

た訓練 

 土石流が流れてくると予想される区域や危険な急傾斜地から離れる方向に

速やかに避難するなど、実践的な避難訓練となるよう工夫し、広く住民の参

加が得られるよう努める。 

その他個別防災訓練 
 大規模災害を想定した個別防災訓練（物資輸送訓練など）について、県、防

災関係機関及び民間団体等と協力し実施する。 

【達成目標】 

○消防・警察等の防災関係機関や学校、ライフライン事業者等と連携し、本部設置時の情報伝

達訓練を実施することで、災害時の情報伝達体制の向上を図る。 

○市職員による参集・初動対応訓練や本部設置訓練を実施する。 

○毎年１回以上、南海トラフ巨大地震などを想定した津波避難訓練を実施し、避難に対する意

識啓発を図る。 

第3項 施設、事業所、自主防災組織等による訓練 

市民、施設及び事業所の協力を促すため、それぞれに対し、様々な機会をとらえて訓練実施を促

す。この際、被災時の男女のニーズの違い等多様な主体の視点に十分配慮するよう努める。 

施設及び事業所に

おける訓練 

 学校（幼稚園、小学校、中学校、高等学校等）、病院、社会福祉施設、工場、

興行場、デパート及びその他消防法で定められた事業所（施設）の防火管理者

等は、その定める消防計画に基づき、避難訓練、消火訓練及び通報訓練を行う。 

 事業所等は地域の一員として市、消防本部、消防団、自主防災組織等の地域の

防災組織の行う訓練に参加するよう努める。 

自主防災組織にお

ける訓練 

 各自主防災組織は、地域住民の防災意識の向上並びに市、県及び防災関係機関

との連携を図るため、市、消防本部及び消防団の指導を受けるなどにより、避

難、初期消火、応急救護、要配慮者の安全確保、避難所運営等の訓練を行う。 

市民に対する参加

の呼びかけ 

 市民一人ひとりの災害時の行動の重要性を考慮して、市、県及び防災関係機関

が実施する防災訓練への参加を求め、防災行動の習熟、防災知識の普及啓発及

び防災意識の高揚を図るよう努める。 

【達成目標】 

○自主防災組織や学校と協働した初動対応及び避難所開設時の情報伝達訓練を実施する。 

第4項 複合災害を想定した訓練 

市は、防災関係機関等と連携して、防災体制の確立と防災業務関係者の防災技術の向上を図り、

併せて市民等の防災意識の高揚を図るため、同時あるいは短時間のうちに複数の災害が発生する複

合災害を想定した訓練の実施に努める。 

訓練の実施に当たっては、様々な複合災害を想定し、情報収集・伝達、輸送路確保、資源配置等

の机上訓練を行い、結果を踏まえて災害ごとの対応計画の見直しをするよう努める。 

【達成目標】 

○様々な災害の教訓を分析することにより、複合災害発生に備えるために必要な事項を整理し、

対策を検討する。 
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共通編 第２編 災害予防計画 

第３章 第 1節 市の活動体制の整備 

共通編２ 第３章 - 1 

第３章 災害活動体制の整備 

第1節 市の活動体制の整備 

主な関係法令  ：災害対策基本法第 23条の 2 

主な担当関係部署：各課共通 

災害発生時には、即時に災害応急対策の体制を確立し、市民の生命を守り、被害の拡大や社

会生活の混乱を最小限に抑えるための迅速な災害応急活動を実施する必要があり、そのための

体制づくりが不可欠である。 

特に、事前に予測することが難しい地震や短時間の大雨、竜巻等の災害発生時には、職員の

参集・配備や初動時の災害対応が重要であり、状況の変化に応じて、災害対応に係る組織体制

を見直すとともに、県及び防災関係機関との連携を図る必要がある。 

これらを踏まえ、事前に災害発生を見据えた体制を確保し、防災拠点施設、資機材等の整備

を推進するとともに、大規模な災害時に備え、広域的な応援体制の整備を図る。 

現状と課題 

災害発生時の応急活動体制として、職員を市本部各対策部各班に割り当て、全職員体制で行うこ

とにしている。しかし、大規模災害時等においては、職員だけでの対応は難しく、指定緊急避難場

所や指定避難所の開設・運営など、地域の協力が不可欠である。 

また、防災拠点においては、既存施設の老朽化等が進んでいるため、改修や補強工事等の計画的

実施が課題となる。それらの対策ができるまでの間の対応も検討し、可能な限り実施していく必要

がある。 

基本方針 

○応急対策に係る政策・方針決定の過程における男女共同参画を推進するため、災害対策本部の本

部員に女性職員を配置するよう努める。 

○様々な現象の災害に対応するため、配備体制、参集基準、事務分掌等の見直しを毎年検討する。 

○データやバックアップの強化、マニュアルの作成、訓練の実施等、災害時の対応の迅速化により

被害の軽減を図る。 

○災害対応の中枢機能が中断することのないよう、施設・設備の耐災害性の強化を複合的に推進す

る。 

○市庁舎が被災した場合の代替候補施設をあらかじめ決めておくことや公民館、小・中学校などへ

の太陽光発電の整備等、災害時の影響を最小限に軽減する対策を講じる。 

○防災拠点機能を強化した庁舎建設の検討を進める。 
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共通編 第２編 災害予防計画 

第３章 災害活動体制の整備 

共通編２ 第３章 - 2 

具体的な取組と達成目標 

第1項 配備体制等の整備 

市は、災害発生の状況や、被害の実態、被災後の時間経過に伴う対策の推移に即応できるよう、

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の配備体制や市本部体制の充実を図る。 

また、県や防災関係機関等と連携し、様々な状況に応じ臨機応変な災害応急対策がとれるよう検

討を行う。 

資料編［配備体制］ 

 ２-３-１ 防府市の動員配備 
 

資料編［条例等］ 

 ２-４-１ 防府市災害対策本部条例 

 ２-４-２ 防府市災害対策本部設置運営要綱 

【達成目標】 

○各体制ごとの参集及び配備について、職員への周知徹底を図るため、毎年度当初に班長説明

会等を開催する。 

○市本部各対策部間及び各機関との連絡体制を毎年度当初に確認し、災害に備える。 

第2項 職員の参集体制の整備 

配備体制に応じ、あらかじめ所属長が指名した職員をもって配備に当たる。速やかに適切な配備

体制を構築できるよう、職員の参集基準、参集の方法及び連絡方法の明確化、連絡手段の確保等に

ついて定める。その際、臨機応変に対応できるよう、職員個人による様々な災害場面を想定した対

応を検討する。 

また、職員の安否確認について、各部班における連絡体制を構築するほか、職員メールによる安

否確認を行う。 

【達成目標】 

○参集途上で情報収集すべき事項や内容を整理し、マニュアルを作成する。 

○異動時期に所属ごとの参集シミュレーションを行い、職員配備体制を更新する。 

第3項 災害時の職員行動マニュアルの整備 

災害発生時の応急対策等を各部班ごとに体系的に整理した災害時の職員行動マニュアルについて、

職員への周知を図るとともに、各部班は定期的に、活動手順、使用する資機材の取り扱いの習熟、

他の職員、関係機関等との連携等について検証し、必要に応じてマニュアルを見直す。 

 

資料編［災害対応］ 

 ２-５-１ 市及び県の応急活動事例（時系列表） 

 ２-５-２ 勤務時間外での地震発生への対応フロー図 
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共通編 第２編 災害予防計画 

第３章 第 1節 市の活動体制の整備 

共通編２ 第３章 - 3 

【達成目標】 

○所属長は、平常時の業務に災害予防対策業務を位置付けるとともに、災害に備えた対策を推

進する。 

○所属長は、毎年職員行動マニュアル等の内容を所属職員に周知し、災害に備えた意識啓発等

を図る。 

○災害対応力を向上させるため、一般職員向け・幹部職員向けの災害対応研修等を実施する。 

第4項 防災拠点の整備 

災害発生時において市、県及び防災関係機関が円滑に活動するためには、これらの機関の防災中

枢機能の確保が前提となることから、それぞれの機関の防災中枢機能を果たす施設・設備等につい

て次の対策を講じ、安全性の確保及び充実を図る。 

既存の施設・設備にあっては、安全点検を行い、浸水対策等の強化を行う等必要に応じて、移転・

改修・補強工事等を実施していく。 

  

防災拠点施設 

 市庁舎、消防庁舎、消防署出張所、上下水道局庁舎 

 小・中学校 

 保健センター・休日診療所、福祉センター、中高年齢労働者福祉センター 

 公民館、文化福祉会館、青少年科学館、文化財郷土資料館 

 スポーツセンター（体育館・武道館・陸上競技場・運動広場・人工芝多目的グラウンド）、

サイクリングターミナル 

 公会堂、地域交流センター 

 クリーンセンター、青果物地方卸売市場、競輪場 

 

主な対策 

 防災中枢機能を持った災害対策活動の拠点施設（市庁舎・公民館等）の整備 

 市庁舎被災時の代替施設について、必要な設備等の整備 

 庁舎及び医療機関等が保有する施設・設備の自家発電設備の整備（代替エネルギーの活

用を含む。） 

 資料の被災を回避するための各種データの整備保全やバックアップ体制の整備 

【達成目標】 

○市庁舎が使えない場合の代替施設に、事前に必要な設備等を整備する。 

○耐震性の不足している施設については、耐震補強工事や改築を検討し、計画的に実施する。 

第5項 必要資機材の整備 

災害応急対策を円滑に発揮できるよう、燃料、発電機、建設機械、車両等市本部の運営及び応急・

復旧活動時に有用な資機材等について、それぞれ調達方法や集積・輸送体制等についてあらかじめ

定める。 

また、定期的に備蓄・保管している資機材等の整備点検を行うとともに、不足が懸念される場合

に備え、市内の備蓄量、供給事業者の保有量を把握した上で、防災関係機関や民間事業者との相互

連携により速やかに補充できるよう努める。 
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【達成目標】 

○地域内の資機材及び燃料について、供給事業者との協定締結を推進するとともに、備蓄量の

把握を行う。 
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第2節 災害情報の収集・伝達体制の整備 

主な担当関係部署：防災危機管理課、行政管理課、消防本部 

主な担当関係機関：西日本電信電話㈱山口支店 

市、県及び防災関係機関が緊急対策並びに応急対策を迅速かつ的確に実施するため、災害情

報の収集・連絡体制の整備及び通信手段の整備拡充を図る。また、市民への的確な情報を提供

する体制及び施設・設備の整備を図る。 

現状と課題 

■情報網・通信手段の整備 

現在、市において使用可能な通信手段は、一般加入電話（携帯電話を含む。）、FAX、災害時優先

電話（携帯電話を含む。）、県防災行政無線、県衛星通信、市防災行政無線（同報系・移動系）、消防

救急デジタル無線（消防本部）、簡易無線（クリーンセンター）、市メールサービス、LINE、Net119、

緊急告知防災ラジオ、緊急速報メール及び同報系防災行政無線のテレフォンサービスがある。 

このうち、防災行政無線（同報系）については平成 21年４月にデジタル化し、平成 25年度に

予備親局を消防本部庁舎に設置している。今後は、庁舎の建て替えに伴い防災行政無線（同報系）

の親局の更新を行っていく。 

資料編［通信施設］ 

 ２-６-１ 市防災行政無線（移動系）の現況 

 ２-６-２ 市防災行政無線（同報系）の現況 

 ２-６-３ 消防無線一覧 

基本方針 

○庁内外の情報連絡体制の確保として、通信網の整備拡充を図る。 

○ＳＮＳの導入を研究するなど、情報伝達手段の多様化及び情報伝達体制の充実を図る。 

○自然現象の観測及び予報に必要な施設を、県等と連携して整備を図る。 

○地震による孤立可能性のある集落において、防災行政無線屋外拡声子局の被災や停電の発生等

により陸上系の情報通信手段が途絶する場合に備え、衛星携帯電話や非常用発電機等の配備を

進める。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 情報処理体制の整備 

1 情報収集・伝達体制の整備 

市は、県及び防災関係機関と連携し、災害発生時に情報収集・伝達連絡業務を円滑に行うため、

体制の整備確立に努める。その際、夜間、休日等においても適切に対処できる体制となるようにす

る。 
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 情報収集連絡窓口の明確化及び責任者並びに担当者の事前指定 

 被災現場での情報収集担当地域及び担当者の事前指定、情報収集資機材の確保対策等 

 通信機器の運用計画の作成（移動系の通信輻輳等に関連して） 

 航空機、無人航空機、車両等による機動的な情報収集活動ができるよう防災関係機関間

における事前調整等による体制の整備 

 

2 情報処理・分析体制等の整備 

（1）災害情報データベースシステムの整備 

市は、日頃から自然情報、社会情報、防災情報等防災関連情報の収集・蓄積、防災マップの

作成、地理情報システムの構築に努めるなど、災害時に活用できるような災害情報データベー

スシステムの整備を推進する。 

（2）観測機器等の整備及び整備への協力 

市内には、水位、雨量、風速、地震等の観測施設がある。この予報の正確度を高め、局地的

予報を的確に行い、適切な予警報について時期を失することなく伝達できるよう、市は、自然

現象の観測及び予報に必要な施設を、国及び県の整備方針に基づき、県等と連携して整備を図

る。 

また、国及び県が機器等を設置する場合、用地のあっせん等について積極的に協力する。 

資料編［観測、予報情報等］ 

 ２-７-１ 水位観測所及び通報水位・警戒水位 

 ２-７-２ 雨量観測所 

 ２-７-３ 風速計一覧 

 ２-７-４ 潮位観測所一覧 

（3）情報の分析体制の整備 

市は、収集した情報を的確に分析整理するため、必要な人材の育成を図るとともに、必要に

応じて専門家の意見が活用できるシステムづくりに努める。 

 

3 複合災害を想定した情報連絡体制の整備 

各機関は、複合災害の発生により通常の通信手段が確保できない場合等、より厳しい条件となる

場合を想定した中での代替ルートの確保等、情報連絡体制の整備に努める。また、情報がわずかし

か届かない状況でも適切に対応できるよう、情報処理体制及び行動基準の確立等の対応強化を図る。 

【達成目標】 

○市、県及び防災関係機関相互の情報連絡手段や情報共有内容を確認し、マニュアルを更新す

る。 
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第2項 通信網・通信手段の整備 

1 通信機能の確保に向けた整備 

市、県及び防災関係機関は、災害発生時の情報収集や伝達を確実・円滑に行うため、次のような

対策を講じ、通信機能の確保を図る。 

（1）通信路の充実 

通信路の多ルート化、通信ケーブル等の地中化の推進、無線を活用したバックアップ対策、

デジタル化の推進等を図る。 

（2）電源等の確保及び機器の安全対策 

通信機能を確保するため、自家発電設備、無停電電源装置及びバッテリー等の予備電源や、燃

料確保を図る。その際、通信設備のみならず庁舎全体の停電対策に配慮したものへ整備していく。 

また、各種機器には、転倒防止措置を講じる。気象情報、災害情報等の情報収集伝達機器等

が設置される場所は、振動を緩和する免震床等とすることについても検討を行っていく。 

（3）非常通信体制の確保 

非常通信協議会と連携し、非常通信体制の確保を図る。 

（4）通信取扱責任者及び通信担当者の選任 

災害発生時における通信連絡事務を迅速円滑に行うため、防災危機管理課の中から通信取扱

責任者及び通信担当者をあらかじめ選任しておく。本市の通信取扱責任者は、防災危機管理課

長とする。 

通信取扱責任者は、自己の通信回線の確保並びに県及び防災関係機関の通信施設の使用優先

利用等について、適時適切に通信の確保が図られるよう努める。 

 

2 通信手段の拡充 

（1）多様な通信手段の整備 

本市においては、有線通信が使用不能となった場合の県及び防災関係機関との連絡手段は、

消防本部を除いては、代替設備がほとんどない状況であるため、災害の未然防止の観点から、

災害情報等の一斉伝達に大きな効果がある防災行政無線（同報系）の整備拡充を推進する。 

また、職員の持つ携帯電話を災害時に活用できるように連絡網等の整備を進めるとともに、

衛星携帯電話の整備等、移動体通信の確保に努める。 

さらに、インターネット通信を災害時の連絡・広報手段として活用できるよう、データ通信

端末など通信ルートの多様化の整備検討を行う。 

 市防災行政無線の整備 

・防災行政無線（同報系）の整備拡充 

 職員参集システムの整備推進 

 防災相互通信用無線の整備 

 衛星携帯電話の整備 

 携帯電話を含めた多様な通信手段の確保 

 その他、インターネット通信を利用した連絡方法等 

 

（2）消防無線通信等の整備 
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消防・救急活動の効果的な遂行に欠かせない消防救急無線のデジタル化整備を既に実施し、

通信の秘匿性が図られるなど通信の高度化を実現している。無線の周波数の割当は、本市の消

防・救急業務の活動に用いる活動波２波、都道府県単位で割り当てられる主運用波７波及び全

国共通に用いる統制波３波である。 

なお、従来のアナログ無線については、他行政間の連絡運用手段である防災相互波の維持

管理を継続する。 

資料編［通信施設］ 

 ２-６-３ 消防無線一覧 

 ２-６-４ 災害時の電話・電報施設の利用 

 ２-６-５ 災害時の非常通信の利用 

 

（3）民間団体等の無線通信の活用に向けた準備 

アマチュア無線、タクシー等の業務用無線は、災害発生直後は、被害概況等の情報提供に、

また応急対策活動時においては、その機動力を活用しての情報収集・伝達等に威力を発揮する。

このため、市は、通信途絶時等における情報収集・伝達手段を補完するものとして、これらの

者の円滑な協力が得られるよう、協力内容の協議等を行う。 

【民間の無線通信の活用】 

アマチュア

無線の活用 

 市は、アマチュア無線関係団体と市内のアマチュア無線災害ボランティアに対

して、あらかじめ災害時における協力の要請をしておく。 

 支援を受ける業務、連絡体制等について、十分検討しておく。 

※日本赤十字社山口県支部においては、災害発生時における各種の救援活動を円

滑に実施するため又は通信途絶時の非常通信活動に備え、山口県赤十字アマ

チュア無線奉仕団が結成されている。 

タクシー用

業務無線の

活用 

 市は、あらかじめ協議した事項等に基づき、市内に所在するタクシー事業者に

対して、協力要請をする。 

 県は、山口県タクシー協会にあらかじめ災害時の協力要請をする。 
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（4）電気通信事業者による整備 

西日本電信電話株式会社は、通信機能の確保に向け、以下の対策を実施する。 

電気通信設備の防災計画

の策定 

被災地に対する通信の途絶防止対策として、以下を実施する。 

・伝送路のループ化の推進 

・孤立防止対策用衛星携帯電話の設置 

・特設公衆電話の設置 

また、異常輻輳対策として、以下を実施する。 

・災害時優先電話の通信確保 

・ネットワークの効率的なコントロール 

資機材等の確保 

災害応急対策を円滑に実施するため、特に、緊急を要する応急復旧資機

材、救急用物資及び設営用物資の備蓄状況を常に把握し、定期的に点検

する。 

動員体制の確保 
社員等の動員体制について、１次動員体制及び２次動員体制を定め、迅

速的確な対応が実施できる体制を講じる。 

部外機関に対する応援又

は協力の要請方法等 

災害が発生した場合に、応援の要請又は協力を求める必要があることを

想定し、必要な体制を整備しておく。 

防災に関する訓練の実施 

防災活動を安全にして円滑かつ迅速に実施するため、電気通信設備等の

災害応急復旧並びに通信疎通訓練を山口支店及びＮＴＴグループ各社

と協力して、定期又は随時に実施する。 

また、県及び市防災計画に基づく訓練については、積極的に参加する。 

災害用伝言ダイヤル・災害

用伝言板の運用 

災害により被災者等の安否連絡が多発した場合や、電話の輻輳が想定さ

れる場合に運用するものとして、平常時から整備を行う。 

【達成目標】 

○衛星携帯電話の配置など、通信回線途絶時の連絡手段の確保対策計画を作成する。 

○データバックアップやシステムダウン対策として、クラウド型のシステム導入を検討する。 

○タクシー用業務無線の活用のため、市内に所在するタクシー事業者と災害時における協力

の要請について協議し、支援を受ける業務等について決めておく。 

第3項 市民への広報体制の整備 

災害発生後において、被災者の安全・安心を確保し、社会秩序の維持等を図るためには、災害情

報、生活情報、安否情報等を的確に伝達することが必要となる。 

このため、情報伝達手段の多様化及び情報伝達体制の充実を図り、適時的確な広報を実施できる

よう体制を整備する。 

1 広報の実施体制の整備 

市は、災害発生時に即時に広報体制を構築することができるよう、あらかじめ広報責任者及び統

括責任者をはじめとした各種の役割分担等の広報体制を整えておく。 

 

2 広報手段の整備 

市は、避難場所等への同報系防災行政無線、電話、FAX、インターネット等による通信網の整備

を拡充する。また、市メールサービス、LINE及び防災ラジオの普及、Lアラートの活用等、広報の

ための情報伝達手段の多様化を図るとともに、SNSの導入を研究する。 

また、被災者の情報ニーズは時間の経過とともに変化し、これに的確に対応していくためには市

の対応だけでは十分でないことから、放送事業者を含めた情報伝達体制の整備を行う。特に、地域

に密着したコミュニティＦＭ放送局（ＦＭわっしょい）と平成 22年 12月 28日締結した「災害

時等における放送要請に関する協定書」に基づき、災害時に各種災害情報や被災者支援のための生
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活関連情報の発信が円滑に行えるよう、あらかじめ協力体制を整えておく。 

 

3 市民へ提供する情報の整理 

被災者等に提供すべき情報については、あらかじめ整理し、市民等からの問い合わせに対応でき

る体制を整備しておく。 

【達成目標】 

○あらゆる情報伝達手段を使用できるよう、事前に整理し、対応可能な体制を構築する。 

○小・中学校の体育館などの避難場所等と市（総務部総務班）との情報伝達手段を確保するた

め、初動時においてＦＡＸや電話等が活用できるよう調整する。 
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第3節 県及び防災関係機関との連携体制の整備 

主な関係法令  ：災害対策基本法第 5条の 2 

主な担当関係部署：防災危機管理課、行政管理課、人事課、保険年金課（物資輸送班）、社会福祉

課、消防本部、上下水道局 

主な担当関係機関：山口県民局、防府警察署、ライフライン事業者 

 

災害発生時には、市、県及び防災関係機関相互の緊密な連携が重要となる。 

このため、市は、応急・復旧活動に関し、防災関係機関と相互応援協定を締結するなどして、

平常時から連携体制を確保・強化しておく。 

現状と課題 

災害発生時に迅速かつ効果的な災害応急対策等を行えるよう、平常時から市、県及び防災関係機

関間の連携の推進や、企業等との間で協定を締結するなど、後方支援の体制を整える必要があるが、

大規模災害への備えなど不十分な点も多く、以下のような課題がある。 

 災害時により迅速かつ効果的な災害応急対策等が行える初動体制及び市職員の配置体

制の構築 

 物資調整・手配、倉庫管理、輸送、渉外等を担える人材育成 

 専門的なノウハウを有する国、県、民間事業者、ＮＰＯ等との連携協定の締結 

 実務研修の実施及び他自治体で発生した災害に対する職員の派遣 

また、市では、県及び防災関係機関との連絡体制の強化や、実効性のある協定となるよう協定締

結自治体、民間事業者等との具体的な協議を進めるとともに、民間事業者等との新たな協定締結を

推進していく必要がある。 

基本方針 

○事前に関係団体と協定を結ぶよう努め、災害時に関係団体と協力して対策に当たることができ

るよう、平素から協定締結先と協議し、対応マニュアルを作成する。 

○災害時では対応する職員数に限界があるため、民間事業者、ＮＰＯ等市職員に不足するノウハウ

を有する組織と連携協定締結等を推進する。 

○物資調整・手配、倉庫管理等個別業務の研修を実施する。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 応援協定の締結 

1 他市町との相互応援協定の締結 

県内で災害が発生した場合、被災した市町のみでは十分な応急措置等ができない場合に備え、県

及び県内市町が迅速かつ円滑な応援を行えるよう、平成24年1月12日に「山口県及び市町相互間

の災害時応援協定」を締結している。また、大規模な災害が発生した場合の災害応急対策は、被災

市町村及び県のみでは十分な対応ができないことが予想されるため、遠方に所在する地方公共団体
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との間の協定締結も進める。 

また、周辺市町が被災した場合、必要に応じて後方支援を担える体制となるよう、市は、周辺市

町とあらかじめ協議するなど、必要な準備を整える。 

資料編［条例等］ 

 ２-４-３ 各種相互応援協定書一覧 

 

2 関係団体との協定の締結 

市本部各対策部は、それぞれの応急対策業務を適切に推進するため、関係団体とあらかじめ必要

な協定を締結するなど、災害発生時において積極的な協力が得られるようにしておく。 

 

3 民間事業者との協定の締結 

民間事業者に委託可能な災害対策に係る以下に示すような業務について、あらかじめ、市は、民

間事業者との間で協定を締結しておくなど協力体制を構築し、民間事業者の施設や能力、ノウハウ

を活用して、本市職員で不足する要員と物資を補完できるようにしておくとともに、物資や燃料等

の流通備蓄を活用できるようにしておく。 

 被災情報の整理 

 支援物資の調達・管理・輸送 

 避難所・在宅避難者等への食料の配布等 

 物資の提供、燃料の供給等 

【達成目標】 

○各対策部は、協定を締結している民間事業者や関係団体との連絡体制や要請手順等マニュ

アル化し、協定が実効性のあるものとなるよう推進する。 

○市本部各対策部は、輸送、倉庫管理、物資や燃料等、災害時の協定の締結を推進する。 

第2項 防災関係機関との連携体制の強化・充実 

1 県等との連携体制の強化・充実 

市は、県と協議し、大規模災害が発生した場合、必要に応じて職員を県災害対策本部等に派遣し、

災害現場における連携方法の調整、迅速な意思決定等を行うために必要となる事項を定めておく。 

 県災害対策本部及び現地活動連絡本部への職員の派遣方法 

 県災害対策本部並びに現地活動連絡本部との通信連絡体制及び調整連携の要領 

 

2 ライフライン事業者との連携体制の強化・充実 

市は、大規模災害が発生した場合、被害が大きなライフライン事業者が必要に応じて市本部等に

現地情報連絡員（リエゾン）を派遣し、被害情報等の共有化を図ることができるよう、あらかじめ

必要な事項を定めておく。 

 市本部への連絡員の派遣方法及び派遣先 

 市本部とライフライン事業者との通信連絡体制及び調整連携の要領 
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第4節 応援要請・受援体制の整備 

主な関係法令  ：災害対策基本法第 68条の 2、自衛隊法第 83条 

主な担当関係部署：防災危機管理課、行政管理課、人事課、社会福祉課、スポーツ振興課、 

消防本部、上下水道局 

主な担当関係機関：防府警察署、自衛隊、徳山海上保安部 

 

大規模災害発生時は、市の有する災害対応能力を超えた対応が求められることが想定される。

そのため、国、県、他の地方公共団体、各種団体等へ迅速な応援・協力要請及び受入のための

応援・受援体制の整備を図る。 

現状と課題 

大規模災害時は、災害発生直後から防災関係機関等と連絡を取り合い、必要に応じて速やかに応

援要請し、受入体制を整える必要があるが、災害発生当初は被災状況に応じた応援（受援）ニーズ

の把握・伝達が確実に困難となるなど、対応が難しい状況になることが想定される。あらかじめ災

害に備え、応援要請や受援の体制を検討しておく必要がある。 

基本方針 

○災害時に応援が必要となる状況や応援を要する内容を検討し、応援要請計画及び受援計画を作

成する。 

○応援・受援に備え、平常時から応援・協力関係の拡大に努め、関係団体と定期的な情報交換等に

よる、より実践的な体制の確立を図っておく。 

○自衛隊への災害派遣要請が円滑に実施できるよう、あらかじめ必要な手順等を定め、必要な準備

を整えておく。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 公共団体等への要請・受入体制 

1 応援要請体制の整備 

過去の災害の教訓や被害想定結果等を踏まえ、災害時に応援が必要となる状況や応援を要する内

容を検討し、自衛隊をはじめとする国、県、他の地方公共団体、民間企業、防災関係団体等への応

援要請とその受入れを前提とした応援要請計画を作成する。 

また、応援・受援に備え、平常時から応援・協力関係の拡大に努めるとともに、定期的な情報交

換等による、より実践的な応援要請体制の確立を図る。 

 

2 受入体制の整備 

大規模災害時に、市外から広域的な支援を必要とする場合に、速やかに要請し、円滑に受け入れ

る体制を具体的に定めた受援計画を策定しておく。 

なお、応援の受入に当たっては、応援要員及び支援物資等の効率的・効果的な集積と搬送を行う
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ため、専門性を有した民間機関及び民間事業者やボランティア団体などの活用も考慮する。 

また、広域的な応援の受入れとして、特に検討しておくべき事項は、以下のとおり。 

 近隣市町（消防本部）、隣接県等からの応援の受入窓口、指揮命令系統等に必要な体制を

整備する。 

 警察災害派遣隊の活動拠点候補地を定め、円滑な受入のための整備に努める。 

 大規模災害時の多数の救助部隊の活動拠点を確保するため、災害類型等に対応した活動

拠点の整理を行うとともに、高潮や津波被害を想定し、新たに内陸部に活動拠点の確保

を進める。 

 救援活動において重要となる臨時ヘリポート等を確保する。 

 応援機関の円滑な活動を支援するため、資機材、防災機関が活用する共通地図等を整備

する。 

 応援機関の災害従事者の宿泊について、市内の避難者用施設とは別に、公共施設や民間

施設等宿泊可能な施設の確保に努める。 

【達成目標】 

○市は、早急に要請の手順及び要請先、連絡調整窓口、連絡方法及び連絡先を見直し、派遣要

請が円滑に実施できる体制を整備する。 

○市は、近隣又は遠方の災害時相互応援協定締結自治体に対し、あらかじめ災害時の応援要

請、受入体制等を確認し、災害時の応援受援体制を強化する。 

○市は、大規模災害時の救助部隊の活動拠点等を確保するために、佐波川右岸に防災倉庫等を

備えた広域防災広場の整備を行う。 

○専門性を有した民間機関・民間事業者やボランティア団体に対し、あらかじめ受援体制を構

築できるよう協議を進める。 

第2項 自衛隊への要請・受入体制 

1 応援要請体制の整備 

市は、県を通じた自衛隊への派遣要請が円滑に実施できるよう、あらかじめ、災害派遣要請の手

順、要請先、要請内容、連絡手段、連絡調整担当等を定め、連絡体制等を整備する。なお、自衛隊

の災害派遣活動を迅速かつ的確なものにするため、防災関係機関との連携を図る。 

 

2 受入体制の整備 

市は、自衛隊の災害派遣部隊の受入を想定し、自衛隊と連携して災害対策本部として受入体制の

整備を図る。また、災害現場への誘導、作業の調整等の実施を円滑に行う等必要な措置をとる。 

なお、災害派遣活動を迅速かつ的確に行うため、自衛隊集結地を、つぎのとおりとし、円滑な受

入のための整備に努める。 

【自衛隊集結地】 

１ 防府市スポーツセンター人工芝多目的グラウンド 

２ 防府市スポーツセンター陸上競技場 

３ 航空自衛隊防府南基地総合訓練場等（必要に応じ） 

 

資料編［防災組織］ 

 ２-８-１ 自衛隊の派遣要請の流れ及び連絡窓口 
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【達成目標】 

○自衛隊の派遣要請について、要請の基準となる状況や要請を行う業務（偵察、消火、救助、

救急等）等の想定を行い、関係する機関と情報共有しておく。 

 

第3項 緊急消防援助隊への要請・受入体制 

市は、消防、救急、救助活動に必要な人員、資機材等が不足する場合は、山口県緊急消防援助隊

受援計画に基づいて応援要請を行い、救助活動に必要な体制を確保する。 

また、緊急消防援助隊が救助・救急・消火活動を行うための活動拠点として「防府市スポーツセ

ンター運動広場」に定め、円滑な受入のための整備に努める。 

 

第4項 海上保安部への要請・受入体制 

市は、海上での災害、海上輸送等における応急対策活動が円滑に実施できるよう、徳山海上保安

部との連携体制を整備しておく。 

資料編［防災組織］ 

 ２-８-２ 徳山海上保安部の連絡窓口 

【達成目標】 

○海上輸送における円滑な応急対策活動に向け、徳山海上保安部との連携体制を強化する。 

 

  

57



共通編 第２編 災害予防計画 

第３章 災害活動体制の整備 

共通編２ 第３章 - 16 

第5節 被災自治体への応援体制の整備 

主な担当関係部署：防災危機管理課、行政管理課、人事課、社会福祉課、健康増進課、都市計

画課、建築課、消防本部、上下水道局 

 

大規模な災害発生時等に、隣接する市町や協定を締結した自治体、県外の自治体が被災し、

応援要請や被災住民の受入要請があった場合に、迅速な応援ができる体制の整備を図る。 

現状と課題 

被災自治体から応援要請を受けた場合は、速やかに応援派遣体制を行う必要があるが、現状では、

具体的な応援派遣に関する準備は、課題となっている。 

基本方針 

○過去の災害対応事例などから自治体相互の応援に関する活動実態を把握し、応援に求められる

体制や業務の内容などを把握し、必要な体制の整備を図る。 

○応援協定の締結内容を踏まえ、協定上不可欠な人的・物的応援のための体制の整備を図る。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 他市町村災害時の応援体制の整備 

市は、被災自治体から応援要請を受けた場合に、直ちに派遣の措置を講じることができるよう、

派遣職員のチーム編成、携帯資機材、使用車両、作業手順等について検討し、整理しておく。 

なお、派遣職員の食料、衣料から情報伝達手段に至るまで自ら準備する自己完結型の体制の確保

を基本とし、以下の整備を行っておく。 

 「山口県及び市町相互間の災害時応援協定」による担当課は、応援体制の整備を行う。 

 市の防災備蓄等を活用することが予想されるため、効率的な備蓄・保管体制の整備を行

う。 

 運搬車両や運転手の確保など、迅速な運搬体制の整備を行う。 

 被災自治体のニーズに合わせた支援となるよう、災害状況に応じた物資供給体制の整備

を行う。 

また、市は、被災市町からの応援要請に迅速に対応できるよう、平素から必要な資料について整

備を行っておく。 

資料編［応援・受援］ 

 ３-６-12  山口県及び市町相互間の災害時応援協定担当課一覧 

【達成目標】 

○近隣又は遠方の災害時相互応援協定締結自治体に対し、あらかじめ災害時の応援協力体制

等を確認し、災害時の応援体制を強化する。 

○備蓄を推進するに当たり、広域応援等による物資提供も踏まえた検討を行い、応援体制を整

える。 
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○災害時の宿泊施設となりうる公共施設の選定や民間施設との協定締結を推進する。 

第2項 他市町村からの被災住民の受入体制の整備 

県外市町村が被災し、被災都道府県から県に対し、救助法に基づく被災住民の受入要請があった

場合は、県と協力し、速やかに避難所等を開設するなどして、県外からの被災住民を受入れること

となる。このため、市はあらかじめ受入れ先や受入れ体制の検討、整理を行っておく。 

なお、受入れ先としては、市営住宅や県営住宅、民間賃貸住宅等の活用も検討しておく。 

また、市は県と協力して受入れた被災住民の生活状況を把握し、様々なニーズに沿った支援や情

報提供を的確に行うことができるよう、体制の整備を図っておく。 

【達成目標】 

○被災した他市町村を受入れた場合に開設する避難所をあらかじめ選定する。 
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第6節 複合災害を想定した活動体制の整備 

主な担当関係部署：各課共通 

主な担当関係機関：防災関係機関 

同時又は連続して複数の災害が発生し、それらの影響が複合化することにより、被害が深刻

化し、災害応急対応が困難になる事象（以下「複合災害」という。）への予防として、市及び

防災関係機関は、平素から備えを充実するとともに、市防災計画各編に記載する対策の内容を

踏まえ、複合災害への対応に留意し、所要の措置を講じる。 

現状と課題 

東日本大震災では、本震と繰り返す余震、大規模な津波、原子力発電所事故が連続的に発生し、

激甚な被害や影響が生じた。このように、一つの現象が発端となり他の災害を誘発する場合や、地

震発生後に大雨が発生する場合など、災害を誘発する現象が連続的に生じ、被害や影響が複雑に拡

大する場合など、より現実的かつ厳しい事態の発生を想定した対策の構築が求められており、今後、

複合災害を想定した対策の検討が必要となっている。複合災害を想定した運用の検討、訓練の実施

等に関しては未実施であり、想定事象の設定等がこれからの課題である。 

基本方針 

○複合災害を想定した資源確保及び資源の配置の検討を行い、活動体制の基盤を確立する。 

○複合災害を想定した各種事象を検討し、運用面からの対応骨子を確立する。 

 

具体的な取組と達成目標 

1 複合災害時の資源配分体制の整備 

市は、複合災害が発生した場合、災害対応に当たる要員、資機材等について、後発災害の発生が

懸念される場合には、先発災害に多くを動員し、後発災害に不足が生じるなど、望ましい配分がで

きない可能性があることに留意しつつ、それぞれの災害に対して適切に対応するため、災害業務の

機能分担を行い、互いに連携すること、また、要員や資機材等の資源配分に関して調整を行うこと、

外部からの支援を早期に要請すること等についてあらかじめ定めるよう努める。 

【達成目標】 

○複合災害時に想定される最も厳しい災害事象を想定した活動体制の構築をする。 
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第7節 業務継続体制の整備 

主な担当関係部署：各課共通 

市民の生命や財産を守り、被災者の生活の早期復旧及び経済活動の回復を図ることは、市政

の最大の責務であり、大規模災害の発生直後であっても、市の行政機能低下を最小限にとどめ、

緊急時の業務や、法律上必要な届出等の受付や衛生業務など、市民生活に必要不可欠な行政サー

ビスは継続していかなければならない。このため、災害時でも市が最優先に行うべき業務を事

前に定め、業務の維持又は最短の期間での復旧を図る業務継続計画（BCP（Business Conti

nuity Plan））を策定している。 

なお、策定後は業務継続に向けた体制を強化するため、平常時から対策を推進する業務継続

マネジメント（BCM（Business Continuity Management））により、継続的に計画の見

直しを図る。 

現状と課題 

大規模な災害が発生した場合には、職員や庁舎の被災、停電・通信途絶等により、市自体が機能

不全となり、業務継続に支障を及ぼす事態も想定される。これらを踏まえ、市の行政機能に制約が

伴う状況下にあっても業務を遂行することのできる体制を定め、発災直後からの災害対応業務や優

先度の高い通常業務を適切に実施できるよう業務継続計画の策定が必要である。 

なお、計画策定に当たり、庁舎の代替施設の選定、電気（非常用発電機等）の確保、職員用食料・

飲料水等の備蓄、災害対策本部本部室設置場所の見直しや災害業務体制の再編成、職員行動マニュ

アルの策定や関連マニュアルの見直し等を行う必要がある。 

基本方針 

○災害対応業務の実施や優先度の高い通常業務を適切に継続・実施できるよう、策定した業務継続

計画について見直しを行う。 

○事前対策の推進を図り、業務継続計画を強化充実する業務継続マネジメント体制を構築する。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 業務継続計画の策定 

市は、大規模な災害により市庁舎が被災した場合でも、発生直後からの災害対応業務、災害応急

対策等の実施や優先度の高い通常業務を適切に継続・実施できるよう、業務継続計画を策定してい

る。 
 

【業務継続計画の主な内容】 

計画の発動 
・防府市災害対策本部長が必要と認めた場合 
・市内に震度 6弱以上の地震が発生した場合 

対象の非常時優先業務 ・非常時優先業務の選定 

業務継続のための業務実

施体制 

・職員の安否確認 
・職員の参集体制 
・指揮命令系統の確立 
・職員の健康管理 
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業務継続のための執務環

境の確保 

・庁舎、電力、エレベーター 
・通信、情報システム、消耗品等 
・職員のための食料・水・トイレ等 

業務継続力の向上 ・点検、改善、教育、訓練、マニュアル整備、推進体制 

 

【達成目標】 

○大規模災害発生時の業務継続体制等を検討し、非常時に備えた体制整備を図る。 

第2項 業務継続マネジメントの推進 

業務継続計画を策定した時点では、優先業務を目標時間内に遂行するための対策が記載されてい

るに過ぎず、業務継続の実効力向上のためには、以下のような PDCA サイクルで計画を推進する

必要がある。 

このため、その中心的な組織として設置している防災対策庁内推進会議において、全庁的な業務

継続管理体制を構築し、継続的に計画の検証や改善等を行う業務継続マネジメントの推進により、

計画実現に向けた取組を行う。 

【業務継続マネジメント運用に向けた主な検討内容】 

業務継続管理体制の構築 防災対策庁内推進会議 

業務継続管理 

年次別実施計画の作成 
各対策部における対策の具体化・実施 
訓練による災害対応の習熟と計画の検証 
対策の実施状況、訓練の実施結果の評価 
業務継続計画の修正 

 

【達成目標】  

○災害時の業務継続や災害対応のため、市（総務部職員班）、消防本部及び上下水道局は、職
員用の食料等の確保について検討し、計画的な備蓄を推進する。 

○防災訓練等において実動訓練を行うことにより、関係班の連携等を確認するとともに、職員
の災害対応力の向上を図る。 
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第４章 消防・救急活動体制の整備 

第1節 消防活動体制の整備 

主な担当関係部署：消防本部  

大規模な災害における消火、救急及び救助体制の充実をはじめ、情報収集、伝達機能の強化、

車両、機材等の整備など総合的な消防活動体制の整備を図るとともに、災害時に広域応援体制

を迅速に確立するための、緊急消防援助隊をはじめとする応援部隊の受入体制の整備を図る。

  

また、消防団の活動体制の充実強化及び自主防災組織、自衛消防組織等との連携強化を図る。 

現状と課題 

災害時の消防活動については、既に防府市警防規程（平成15年防府市消防本部訓令第 1号）に

規定している。今後は、より円滑かつ的確な消防活動を実施するため、地域特性を踏まえた防御活

動計画を策定する必要がある。 

なお、災害時の電力確保については、既に消防本部全庁舎で非常用発電設備を設置し、非常用電

源を確保している。 

基本方針 

○大規模災害発生時の消防体制の強化を目的とした人員の増強、消防団の強化、消防車両及び消防

資機材の高度化、消防水利の整備等を計画的に行い、整備充実に努める。 

○県内消防機関や緊急消防援助隊との受援体制の整備に努める。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 消防活動体制の整備 

1 消防力の強化 

市（消防本部）は、大規模災害発生時には火災の多発及び多数の人命危険が予想されるため、消

防力の充実強化及び消防対応力の強化を図る。 

なお、消火活動の詳細については、個別災害編（火災対策編）を参照のこと。 

（1）消防活動計画の策定 

被害想定を踏まえ、地域の実情に即した防御活動計画の策定を図る。 

（2）受援体制の整備 

緊急消防援助隊や県内広域消防応援隊の応援要請を行った際の受入体制を整備するとともに、

関係消防機関との合同訓練等の実施により、連携体制の確保・強化を図る。 

（3）消防団の維持・強化 

消防団の活動拠点の整備を進めるとともに、機動力や活動態勢の維持・強化を図るため、消
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防ポンプ自動車、小型動力ポンプ積載車や資機材の整備・更新を行う。 

また、消防団への入団の促進、支援の充実に努め、団員の確保・強化を図る。 

その他、幹部教育、新入団員教育、普通救命講習などの実施を通じて、市民指導能力の向上

を図るとともに、火災防御訓練の実施を通じて実践的な能力の向上を図る。 

【達成目標】 

○訓練等の実施を通じて、体制の強化を図る。 

 

2 消防施設、装備等の整備 

消防活動を迅速かつ的確に行うため、消防施設、装備及び体制の整備を推進する。 

（1）消防署等消防施設・設備の整備 

災害時に消防活動機能を確保するため、消防庁舎及び消防分団器庫の耐震性の強化など、施

設・設備の整備・維持を計画的に行う。 

（2）消防車両の整備 

消防車両の計画的な更新・整備に努める。 

（3）消防装備の整備 

資機材等の計画的な更新、災害対応資機材など消防活動の基盤となる装備の充実に努める。 

（4）消防水利の整備 

消火栓については、上下水道局の配水管整備事業に合わせて整備を進める。また、防火水槽

については、原則として耐震性を有したものとし、効果的な配置を考慮して順次整備するよう

努める。 

【達成目標】 

○大規模災害に備えた施設設備を計画的に整備・更新するとともに、その強化・充実化を図る。 
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第2節 救急・救助活動体制の整備 

主な担当関係部署：消防本部 

大規模災害時は、救急・救助を必要とする多数の負傷者の発生が予想されるため、発災当初

における市、県及び防災関係機関の最も重要な活動は、一人でも多くの人命を救出するための

行動をとることにある。 

このため、市、県及び防災関係機関が一体となった救急・救助及び搬送活動が、初動期から

実施できるよう、体制の確保を図る。 

現状と課題 

市では、自治会単位による自主防災組織の育成を行っている。 

また、消防本部は、一人でも多くの人命を救うため、毎月１回、市民を対象に普通救命講習を実

施するとともに、消防団及び市民に対し、救急・救助活動を効果的に実施するための教育指導を引

き続き推進する。 

基本方針 

○救急・救助体制の強化を目的とした人員の増強、救急救命士や救助隊員の育成、これらの隊員が

使用する救急自動車、救助工作車及び救急・救助資機材の高度化を計画的に推進し、隊員の育

成、必要な車両の確保及び施設・設備の整備充実に努める。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 救急・救助体制の整備 

市は、大規模災害時に多発することが予想される救急・救助要請に対し、迅速かつ的確に対処す

るため、次の体制の整備・充実を図る。 

【救急・救助体制に係る主な対策内容】 

連絡体制の整備 
情報の収集・分析・連絡等を迅速かつ適切に行うため、情報連絡や災

害対応調整等のルール化に努め、必要な通信手段の確保を図る。 

広域消防応援体制の整備 
県内広域消防相互応援協定等に基づく応援隊等の受入れや、現場にお

ける活動が円滑に実施されるよう、受援体制についての計画を定める。 

救急・救助隊員の増強 
大規模災害時に、迅速かつ的確に救急・救助に対応するため、隊員の

増強を図る。 

救急・救助技術の高度化 救急業務の高度化や都市型救助等の高度救助技術の導入を推進する。 

救急・救助用資機材の整備 救急自動車、救助工作車及び救助機材等の整備充実に努める。 

【達成目標】 

○救急救命士の養成を継続的に行う。 

○救助隊員の養成を継続的に行う。 

○大規模災害等に対応するため、各機関の協力を得て、定期的に図上訓練や実働訓練を実施す

る。 

  

65



共通編 第２編 災害予防計画 

第４章 消防・救急活動体制の整備 

共通編２ 第４章 - 4 

第2項 傷病者搬送体制の整備 

災害発生時の混乱のなかでも円滑な傷病者搬送を行えるよう、各機関が連携し、搬送体制の整備

に努める。 

【傷病者搬送体制に係る主な対策内容】 

情報連絡体制の整備 

 傷病者を迅速かつ的確に後方医療機関へ搬送するために、収容先医

療機関の情報の把握が必要となるため、管内医療機関との連絡体制

を整備する。 

搬送経路、搬送先の検討 

 市内の各医療機関について、およその収容可能者数を想定してお

く。 

 大規模災害発生の想定に基づき、負傷者の搬送経路や搬送先などを

検討する。 

連携体制の確保 

 傷病者の迅速な後方医療機関への搬送を行えるよう、緊急道路の管

理者である国（国土交通省）、県関係対策部（道路整備課・交通規制

課）との連携体制を確保しておく。 

 傷病者の迅速な搬送を行えるよう、搬送経路となる市道の管理者で

ある市（土木都市建設部）との連携体制を確保しておく。 

トリアージ・タッグの配備 

 大規模災害時に傷病者の適切な処置、搬送を混乱なく行い、治療順

位を決定する際に必要となるトリアージ・タッグ（様式は県に準じ

たもの）の配備に努める。 

 

資料編［医療・保健］ 

 ２-９-１ 救急告示病院 

 ２-９-２ 災害拠点病院等 

 ２-９-３ 防府市内の医療関係者の人員調 

 ２-９-４ ＤＭＡＴ及びＪＭＡＴやまぐち 

【達成目標】 

○各機関と連携し、搬送体制の整備に努める。 

 

66



共通編 第２編 災害予防計画 

第５章 第 1節 医療救護活動体制の整備 

共通編２ 第５章 - 1 

第５章 医療救護活動体制の整備 

第1節 医療救護活動体制の整備 

主な担当関係部署：健康増進課、消防本部  

主な担当関係機関：山口健康福祉センター、防府医師会、防府歯科医師会、防府薬剤師会、 

山口県看護協会 

災害時の迅速な災害医療救護本部の設置、医療救護所の設置及び医療救護班の編成・派遣に

より、被災地内で早期に応急医療を提供できるよう体制の整備を図る。また、負傷者の発生状

況及び医療機関の状況把握のための情報連絡体制や重症者を医療機関に的確に搬送・治療する

ため、医療機関との連携体制を確立する。 

現状と課題 

市は、災害時の医療救護活動を速やかに実施するため、医療関係団体等との協議や防府医師会と

協定を締結するなど、活動体制の整備を図っている。一方、防府医師会では緊急災害対策班を編成

するなど、医療関係機関においても医療救護班等の編成による体制づくりを進めている。今後は、

大規模災害時の対応が行えるよう市や関係団体等で協議し、体制の見直し等を検討するなど、災害

時医療救護活動体制を強化する必要がある。 

基本方針 

○市は、医療救護活動体制を県及び関係機関と調整の上、確立しておく。 

○市は、血液製剤の確保体制について関係機関と協議しておく。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 医療救護活動体制の整備 

1 保健センター及び休日診療所の整備 

保健センターは、市の災害時医療救護活動及び保健活動の拠点としての整備をするとともに、受

援時の医療関係者や応援保健師等の参集予定場所とする。市（健康福祉部救護班）は、拠点として

活用できるよう応援保健師等や必要な物品等の受入体制等を整備しておく。 

また、市（健康福祉部救護班）は、災害時に休日診療所を医療救護所として活用できるよう体制

等を整備する。 

2 災害医療救護本部設置体制の整備 

市は、災害時において、被災状況を把握し、災害医療体制を早急に構築するため、災害医療の指

揮命令や調整を行う統括及び地域医療活動の継続・復旧を目的とする災害医療救護本部を保健セン

ターに設置する。このため、災害時に本部を迅速に設置できるよう、防府医師会、防府歯科医師会、

防府薬剤師会、山口県看護協会等と協議し、災害医療救護本部の体制、設置基準等をあらかじめ決
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めておく。 

なお、市は、防府医師会と協議し、災害医療救護本部において災害時の医療救護活動を円滑に遂

行し、市内の医療救護活動等を統括・調整するために助言を行う災害医療コーディネーターを防府

医師会所属医師の中から委嘱する。また、災害医療コーディネーターの不在時等において、災害医

療救護本部の運営が円滑に遂行できるようあらかじめ医師会等と協議をする。 

 

3 医療救護所の整備 

市は、災害時の医療救護活動が迅速に行えるよう、医療救護所の設置体制を整える。災害時の医

療救護所は、拠点救護所、現場救護所、医療機関前救護所及び避難所救護所に分けられる。市は、

防府医師会、防府歯科医師会、防府薬剤師会、山口県看護協会等と救護所の設置・運営等について

協議し、災害時の拠点となる救護所の指定及び体制等の整備を進めるとともに、市民へ周知する。 

また、市は、災害の状況により、災害現場や医療機関付近、避難所等に救護所を設置できるよう

関係機関で協議する。設置場所は、原則として、避難所、医療機関付近、被災地付近の学校、公民

館、寺院、その他公共施設等及び災害現場とする。 

資料編［医療・保健］ 

 ２-９-５ 医療救護所備付物品医療品器具基準表 

 

4 医療救護班による応急医療に関する協力体制の整備 

市は、防府医師会、防府歯科医師会、防府薬剤師会、山口県看護協会等と医療救護班の編成、物

資・要員の調達等について協議し、災害発生直後から迅速に医療救護班の編成や派遣、ＤＭＡＴ（災

害派遣医療チーム）やＪＭＡＴ（日本医師会災害医療チーム）、ＤＨＥＡＴ（災害時健康危機管理支

援チーム）などの受入れ及び救護所への受入れができるよう、初動医療体制の整備を進める。 

なお、防府医師会は災害時に緊急災害対策班の編成ができるよう体制を整備するほか、防府歯科

医師会及び防府薬剤師会においても医療活動を円滑に行えるよう、活動体制を整備しておく。 

資料編［医療・保健］ 

 ２-９-４ ＤＭＡＴ及びＪＭＡＴやまぐち 

 ２-９-６ 県立総合医療センターの医療救護班 

 ２-９-７ 日本赤十字病院救護班 

 ２-９-８ 防府医師会緊急災害対策班 

 

5 県、医療機関等と連携した医療救護活動体制の整備 

市は、県、防府医師会、防府歯科医師会、防府薬剤師会、山口県看護協会等との連携体制の強化

を図るととともに、市・県は災害時における医療救護活動体制として、以下の事項の整備に努める。 

 

医薬品、医療資機材

の備蓄整備 
被害想定等を踏まえ、応急救護用医薬品、医療資機材等の備蓄に努める。 

医療システムの整

備 

災害時に医療施設の診療状況等の情報を迅速に把握するため、広域災害・救急

医療情報システム（ＥＭＩＳ）の整備に努める。また、システム操作等の訓練を

定期的に行う。 

災害拠点病院（三田

尻病院）における機

能の充実 

災害拠点病院においては、ヘリポートの整備や食料、飲料水、医薬品、非常電

源用燃料の備蓄等の充実や協定等の締結によりライフラインの維持に努める。 

医療機関相互の連

携体制の強化 

消防と医療機関及び医療機関相互の連絡体制の強化を図るとともに、訓練等

を通じて、医療機関相互の連携体制の強化を図る。 
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広域搬送拠点の整

備等 

広域後方医療施設への傷病者の搬送に当たり搬送拠点として使用することが

適当な自衛隊の基地、大規模な空き地等をあらかじめ抽出しておく。 

広域搬送拠点でのトリアージや救急措置等を行うための場所・設備を整備し

ておくよう努める。 

資料編［医療・保健］ 

 ２-９-２ 災害拠点病院等 

 ２-９-３ 防府市内の医療関係者の人員調 

 ２-９-４ ＤＭＡＴ及びＪＭＡＴやまぐち 

 ２-９-９ 医療救護班の活動体系 

第2項 医薬品・血液製剤等の確保体制の整備 

市は、防府薬剤師会と連携し、災害時の薬剤の迅速な供給体制の確保に努める。 

また、災害時の血液製剤の輸送体制の確立を図るとともに、災害時における血液不足に備え、市

民に対して献血を啓発する。 

第3項 救護に関する普及啓発 

市は、市民に対し、災害時の自主救護や市民互助への理解に関する普及啓発を行うとともに、自

主防災組織等が行う救護に関する教育訓練等を積極的に支援する。 

自主救護に関する

普及啓発 

災害時の自助・共助の精神での活動の必要性、軽度の傷病に対する応急措置方

法、自宅での医薬品の準備などについて、普及啓発を図る。 

訓練等を通じた救

護活動体制の強化 

市民、自主防災組織等の参加による救助・救護活動に関する講習会の開催や訓

練の支援を通じて、地域における救助・救護活動体制の確保・強化を図る。 

応急手当て技術の

習得 

県、市、日本赤十字社山口県支部及び医療機関が実施する応急手当等の技能研

修等への参加を促進し、市民等の応急手当等の実践的能力向上に努める。 

常備薬の整備 

慢性疾患等のための常備薬について、お薬手帳を日頃から活用し整備してお

くことや、高齢福祉課が配布している「救急おたすけっと」を持ち出すことを啓

発する。 

 

【達成目標】 

○防府医師会等と協議し、災害医療救護本部や医療救護所のマニュアルを作成するとともに、

定期的に訓練等の実施により、災害時の医療救護活動体制の強化を図る。 
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第６章 緊急輸送活動体制の整備 

第1節 緊急輸送ネットワークの整備 

主な担当関係部署：道路課、農林水産振興課、保険年金課（物資輸送班）、社会福祉課、 

防災危機管理課、消防本部、スポーツ振興課 

主な担当関係機関：国土交通省山口河川国道事務所、陸上自衛隊、県、防府土木建築事務所、

防府警察署、西日本高速道路㈱ 

災害時の救急搬送や物資輸送等の緊急輸送が円滑かつ確実にできるよう、道路機能の確保と

ともに、緊急輸送ネットワークとしての多重化や代替性を確保する。 

また、被災者の救護や救済のための大量の物資等の輸送を円滑に実施できるよう、物資集配

拠点の整備や体制の強化等、円滑な緊急輸送体制の整備を図る。 

現状と課題 

市内の輸送拠点としては、防府市公設青果物地方卸売市場を指定している。また、防府高校、佐

波小学校、桑山中学校等を臨時ヘリポートとして使用する。引き続き、災害状況に応じた拠点の整

備や、効果的な物資集配の拠点の整備、体制の強化等を進める。 

基本方針 

○緊急輸送ネットワークの形成、強化に向け、民間事業者等関係機関の連携の推進を図る。 

○道路啓開に関連する事業者との協定の締結を推進する。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 緊急輸送ネットワークの形成 

1 輸送施設、拠点等の指定及び周知 

（1）輸送施設、拠点等の指定 

県は、大規模災害時に物資の受入れ、被災地への輸送、被災者の避難先・拠点医療機関等へ

の移送等緊急な輸送対応が確保されるよう、陸・海・空の交通手段を活用するため、以下の路

線等を対象に緊急輸送道路等の道路施設を指定し、緊急輸送ネットワークの整備を進めている。 

 県庁や近隣市町と市役所を結ぶ主要幹線道路 

 高速自動車道、一般国道とこれにアクセスする幹線的な道路 

 主要施設（港湾（漁港）、災害拠点病院等）、警察署、消防本部、消防署及び自衛隊基地（駐屯地）

を結ぶ道路 

 救援物資等の備蓄倉庫及び集積地点を結ぶ道路 

 その他主要な道路 
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市は、災害発生時の緊急輸送活動に必要な輸送拠点として防府市公設青果物地方卸売市場を

指定している。また、県が三田尻中関港築地第４号岸壁を広域輸送基地と指定していることか

ら、市においても県に準じて、潮彩市場防府を含めた周辺緑地を広域輸送基地を補完する区域

と定め、輸送物資の一時保管場所として利用するほか防災施設の整備を行うことにより物資の

備蓄及び大規模災害時における臨時的な避難スペースとしての機能をもたせる。 

輸送施設及び輸送拠点の指定・見直しに当たっては、災害に対する安全性を考慮しつつ、県

及び防災関係機関と協議の上、多重化や代替性の確保を図る。 

市は、県が指定する緊急輸送道路と物資輸送配送のために市の防災拠点（小・中学校等の避

難所、輸送拠点等）とをネットワークする市道について緊急輸送道路への指定を検討する。 

資料編［輸送］ 

 ２-10-１ 県の措置による輸送施設、輸送拠点等の指定事項 

 

（2）代替輸送拠点の検討 

市は、市内の輸送ネットワークの状況を踏まえ、民間事業者等との協議を進める中で民間倉

庫等の活用なども検討し、必要に応じて輸送拠点を見直す。 

また、災害の状況により、防府市公設青果物地方卸売市場を拠点として使用しない場合も考

えられるため、代替候補地を事前に選定するよう努める。 

（3）輸送拠点等の指定の周知 

あらかじめ、施設の管理者と災害時の利用形態等について協議しておくとともに、災害時の

活用について、広報紙等を活用して関係機関・市民等に周知を図る。 

 

2 輸送拠点の整備 

輸送拠点については、緊急時における輸送の重要性から、耐震化や浸水防止等、災害に対する安

全性の確保に配慮する。緊急輸送施設として指定された施設の管理者は、施設の災害に対する安全

性の確保等防災対策に努める。 

なお、災害時の円滑な利用に向け、通信機器等の機材を備蓄するよう努める。 

また、輸送拠点の整備に当たっては、地域の社会特性（人口、交通施設の整備状況、交通利便性

等）や被害特性を考慮し、必要に応じ備蓄倉庫等の整備を進める。 

 

3 物資集配体制の整備 

災害発生時に生活物資・食料等の物資を効率的に配分するため、物資の在庫管理・入出庫・配送

を一元的に行う物資集配の体制を整備する。 

なお、物資集配拠点の効率的運営及び集配業務の円滑な実施のため、ノウハウを有する民間運送

事業者との協定等を通じて、連携体制の確保に努める。 

 

4 臨時ヘリポートの設定 

（1）臨時ヘリポートの確保 

市は、災害時の対応に備え、市内に災害時のヘリコプターの離発着場（臨時ヘリポート）予定地

を確保している。今後も必要により予定地の確保に努める。 
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（2）臨時へリポートの選定 

消防防災ヘリコプターの臨時ヘリポート予定地については、市長は県（防災危機管理課）と協議

して定める。また、自衛隊ヘリコプターの臨時ヘリポート予定地については、市長は県（防災危機

管理課）経由により、陸上自衛隊第 17普通科連隊（第 13飛行隊）と協議し現地調査のうえ定め

る。 

なお、臨時ヘリポートの選定条件及び予定地については、資料編のとおりとする。 

資料編［輸送］ 

 ２-10-２ 臨時ヘリポートの選定条件 

 ２-10-３ 臨時ヘリポート予定地 

【達成目標】 

○物資の輸送・配送等について、民間事業者等と協議し、連携体制を構築する。 

○防府市公設青果物地方卸売市場の施設・設備や災害時の輸送拠点としての体制の確認や民

間倉庫等の活用を含めた輸送体制・輸送拠点の見直し等をし、輸送拠点の体制強化を図る。 

 

第2項 道路交通管理体制の整備 

道路管理者は、災害時の円滑な通行の確保に向けて、以下の対策を推進する。 

1 関係者間の連絡体制の整備 

警察、消防その他の防災拠点に当たる各施設の施設管理者等関係者と協議のもと、災害時に関係

者間で迅速な情報共有と円滑な連絡を行うための連絡体制を整備するとともに、情報受伝達手段の

拡充に努める。 

 

2 緊急交通路指定時情報の伝達体制の整備 

災害時に県警察本部により緊急交通路が指定され、緊急通行車両以外の車両に対し交通規制がか

けられた場合に、迅速に市本部各対策部や関係機関へ伝達し、市民へ周知を図られるよう体制の整

備に努める。 

 

3 通行規制実施体制の整備 

県警察本部等関係機関と協議の上、災害時に円滑な通行規制を行うための連携体制を整備する。 

また、災害時の通行規制を円滑に行うため、警備業者等との間に交通誘導の実施等の応急対策業

務に関する協定等の締結に努める。 

 

4 道路交通関連施設・設備の安全性の確保 

標識、道路照明灯等の道路交通関連施設の安全性の確保を図る。 

【達成目標】 

○道路照明灯等の点検調査を行い、施設の安全性確保を図る。 

第3項 道路啓開体制の整備 

1 道路啓開体制の整備 

市は、災害発生後の道路の障害物の除去、応急復旧等に必要な人員、資機材の確保を図るため、
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建設業者、関係団体等との間であらかじめ協定を締結するなど体制の整備を図る。特に県指定緊急

輸送道路として市道が指定されている箇所については、防府土木建築事務所と啓開体制について協

議しておく。 

また、道路啓開を迅速に行い早期の輸送ネットワークを確保するため、関係機関と協議の下、あ

らかじめ道路啓開等の計画を作成する。 

 

2 啓開対象道路の事前周知 

市は、緊急に啓開すべき道路と定める以下の道路について、災害時に他の道路に優先して啓開す

るよう、建設業者等に対し、あらかじめ周知しておく。 

 県指定緊急輸送道路と市の防災拠点を結ぶ市道 

 災害対策本部の設置場所となる市本庁舎、物資の輸送拠点となる防府市公設青果物地方

卸売市場、ヘリポートのほか、他市町、避難所、主要な病院等を結ぶ道路 

 

3 道路啓開に必要な資機材の整備 

市は、平素から道路啓開に必要な資機材の備蓄整備を行うとともに、建設業者等を通じて使用で

きる建設機械等、必要な資機材確保に努める。 

【達成目標】 

○各地の拠点を結んでの情報処理訓練を実施し、拠点の整備状況の検証を行う。 
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第2節 緊急輸送体制の整備 

主な担当関係部署：行政管理課 

主な担当関係機関：運送事業者 

大規模災害時に発生する輸送需要に対し、必要な人員、物資、資機材等の輸送を円滑に行う

ため、あらかじめ輸送力の確保に係る計画について定め、輸送体制を整備し、災害時の輸送力

の確保に向けた体制の強化を図る。 

現状と課題 

市は、所有又は使用する車両（以下「公用車」という。）のうちから広報装置付車両、４輪駆動車

やマイクロバス等の車両を市の緊急輸送車両等に指定し、災害予防時や災害時に各部署において必

要に応じて使用している。これらの車両は、平常時に、公用車として使用しているため、災害発生

時に迅速かつ、正常に使用できる環境の確保が課題となる。 

また、大規模災害発生時には公用車のみでは対応が困難であることも予測されるため、緊急輸送

車両等の絶対数確保が課題となる。 

基本方針 

○緊急輸送車両等の確保に向け、市と運送事業者等との連携強化を図る。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 緊急輸送体制の整備 

市は、緊急輸送が円滑に実施されるよう、あらかじめ運送事業者等と協定を締結するなどし、緊

急輸送体制を整備する。 

なお、物資の輸送拠点における業務、物資の輸送拠点としての輸送事業者等の施設の活用などに

ついても、あらかじめ協議し、運送事業者等の活用により円滑な緊急輸送を行うための体制の整備

に努める。 

【達成目標】 

○運送事業者等との緊急輸送車両等の確保に係る協定を締結する。 

第2項 資機材・燃料等の整備 

市は、平素から緊急輸送に必要な資機材の備蓄を行うとともに、運送事業者等との協定を締結す

るなどして、災害時に運送業者等を通じて緊急輸送に必要な資機材等を確保できるよう、体制を整

備する。 

また、発注方法の標準化、物資の輸送拠点となる民間施設への非常用電源や非常用通信設備の設

置に係る支援、緊急通行車両等への優先的な燃料供給等の環境整備を推進する。 

【達成目標】 

○運送事業者等との災害時の資機材調達等に係る協定を締結する。 
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共通編 第２編 災害予防計画 

第６章 緊急輸送活動体制の整備 

共通編２ 第６章 - 6 

第3項 緊急通行車両の届出等 

災害時に緊急通行車両として使用する予定の車両については、県公安委員会への緊急通行車両標

章交付のための事前届出を推進する。 

なお、輸送協定を締結した民間事業者等の車両については、事前届出制度が適用され、発災後、

当該車両に対して緊急通行車両標章を円滑に交付されることとなることから、民間事業者等に対し

て周知を行うとともに、自らも事前届出を積極的にするなど、その普及を図る。 

【達成目標】 

○各車両所管課は、緊急通行車両等の事前届出をし、届出済証の交付を受ける。 

○緊急通行車両確認証の届け出の実施状況を毎年４月に更新する。 
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共通編 第２編 災害予防計画 

第７章 第 1節 避難指示等の判断基準及び伝達体制の整備 

共通編２ 第７章 - 1 

第７章 避難体制の整備 

第1節 避難指示等の判断基準及び伝達体制の整備 

主な関係法令  ：災害対策基本法第 56条、60条、61条の２ 

主な担当関係部署：防災危機管理課、障害福祉課、高齢福祉課 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、市民の生命及び身体の安全を確保するため

には的確な避難行動が不可欠である。 

市民一人ひとりが安全確保のための適切な判断を行い、確実に避難行動をとることができる

よう、適時的確に避難に関する情報を提供するため、高齢者等避難、避難指示及び緊急安全確

保（以下「避難指示等」という。）、災害発生情報の発令及び伝達体制等の整備を図る。 

現状と課題 

令和 3 年の災対法の改正により、避難のタイミングを明確にするため、警戒レベル 4 の避難勧

告と避難指示（緊急）について「避難指示」に一本化されたことから、これまでの避難勧告のタイ

ミングで避難指示を発令する。また、災害が発生・切迫し、避難場所等への避難が安全にできない

場合に、自宅や近隣の建物で緊急的に安全確保するよう促す情報を警戒レベル 5「緊急安全確保」

として位置づけられた。 

 そのほか、警戒レベル3「避難準備・高齢者等避難開始」は名称が長く、高齢者等に避難を求め

る情報であることが伝わりにくかったことから、「高齢者等避難」に見直された。 

 今後も引き続き、避難場所への移動時間を考慮した迅速な判断による避難指示等の発令と伝達が

できるよう体制整備に努めるとともに、避難指示においては立退き避難を原則としながらも、発災

の状況により立退き避難が危険な場合は、屋内での待機等の安全確保を適切に呼びかけていく必要

がある。 

基本方針 

○災害事象別に避難指示等を発令する判断基準や伝達事項、伝達方法等について「避難情報に関す

るガイドライン（内閣府）」等を参考に取りまとめ、避難指示等判断基準・伝達マニュアルを整

備する。また、毎年見直しを検討し、必要に応じて適宜修正する。 

○放送事業者と連携し、災害時の避難指示等の伝達体制の強化を図る。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 避難指示等の判断基準の整備 

市は、災害事象ごとの避難種別に応じて発令を行う判断基準及び発令後に市民に求める行動の目

安を定める。また、避難指示等の判断に際し、指定行政機関や都道府県等の気象・災害関連の専門

機関に対して適切な助言を求めることができるよう、あらかじめ連絡窓口の整備等を行う。  
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共通編 第２編 災害予防計画 

第７章 避難体制の整備 

共通編２ 第７章 - 2 

資料編［避難指示等］ 

 ２-11-１ 避難指示等の発令の判断基準及び市民に求める行動（全般） 

 ２-11-２ 避難指示等の判断基準 

 ２-11-３ 避難指示等の判断の際に助言を求めることのできる主な専門機関 

【達成目標】 

○「避難情報に関するガイドライン（内閣府）」等を参考に、避難指示等の判断・伝達マニュ

アルを速やかに改訂し、避難指示等の伝達体制等を整備する。 

○毎年、避難指示の判断に関する専門機関との連絡体制を確認し、改善する。 

第2項 避難指示等の伝達に係る必要事項の整備 

1 避難指示等の伝達内容の整備と周知 

市は、避難指示等の発令に当たり正確な情報が迅速に伝わるよう、避難が必要な理由、対象地域

の範囲、時期、求められる避難行動等の必要な伝達事項をあらかじめ定めるとともに、避難指示等

の判断・伝達のマニュアルとして整備する。 

また、避難指示等の対象となる避難行動として、地域の状況に応じて、災害が発生するおそれが

極めて高い状況等を踏まえ、指定緊急避難場所への避難に限らず、近隣の安全な場所への避難や、

屋外での移動がかえって命に危険を及ぼしかねない場合には、屋内での退避等の安全確保も含めた

緊急避難も避難であり、実際に災害が発生していることを把握した場合には、可能な範囲で命を守

る最善の行動をとる必要があることを、市民に対しあらかじめ周知するなど普及啓発する。 

 

2 要配慮者の特性に配慮した避難情報の伝達 

災害の恐れがある場合に、市は、避難行動要支援者をはじめとする避難に時間を要する高齢者等

の要配慮者が安全に避難できるタイミング等の早めの避難を促すため、高齢者等避難を伝達する必

要がある。 

このため、災害事象ごとに、避難すべき区域や伝達事項、伝達方法を明確にした高齢者等避難に

関するマニュアルを整備する。 

なお、避難行動要支援者の避難支援については、第8章「要配慮者のための環境整備」を参照の

こと。 

【達成目標】 

○災害事象に応じた的確な発令が迅速に伝達できるよう、避難指示等判断基準・伝達マニュア

ルに反映する。 

第3項 避難指示等の伝達手段の整備 

市は、避難指示等を発令した際の伝達手段等を定め、確実に運用するための体制を整備する。そ

の際、夜間に避難指示等を発令した場合の伝達手段や視聴覚障害者等の要配慮者への伝達体制につ

いても定めておく。 

また、地域住民に周知徹底するため、市による伝達だけでなく、警察、自衛隊、海上保安部、放

送局等の協力による伝達体制を整備しておく。  
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共通編 第２編 災害予防計画 

第７章 第 1節 避難指示等の判断基準及び伝達体制の整備 

共通編２ 第７章 - 3 

【達成目標】 

○迅速、確実に伝達するため、市民のおかれた状況に配慮した様々な伝達手段を確保する。 

○土砂災害警戒区域内や洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設、津波災害警戒区域内の避

難促進施設との連絡体制を毎年確認し、災害時の情報伝達体制を整える。 

○防災ラジオの更なる普及に努める。 

○聴覚障害者等の要配慮者に対しては、広報伝達を確保するため、各団体と協議し、伝達手段

について取り決める。 
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共通編 第２編 災害予防計画 

第７章 避難体制の整備 

共通編２ 第７章 - 4 

第2節 避難体制の整備 

主な関係法令  ：災害対策基本法第 60条、水防法第 14条、第 15条、第 15条の 3 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第 4条、

第 7条、第 8条、第 9条、 

津波防災地域づくりに関する法律第 53条、第 54条、第 55条 

主な担当関係部署：防災危機管理課、行政管理課、河川港湾課、高齢福祉課、障害福祉課、 

子育て支援課、こども家庭課、健康増進課、教育委員会（学校教育課）、消

防本部、上下水道局 

主な担当関係機関：医療機関、私立学校、県立学校、幼稚園、福祉関係施設 

災害時に迅速かつ安全に避難するため、地域や事業所ごとに避難体制や避難経路等をあらか

じめ定め、地域住民相互の連携による避難体制を整備するとともに、日頃から市民に対し避難

場所や避難路、避難方法等について周知徹底を図る。 

なお、避難体制の検討に当たっては、要配慮者に配慮するよう努める。 

また、的確な避難誘導・避難行動を行うため、防災関係機関や自主防災組織等と連携した訓

練等の実施を通じて避難体制を確立する。 

現状と課題 

市では、自主防災組織、自治会、事業所等が行う自主防災活動への支援や、消防の査察・指導を

通じ、避難体制の強化を図っているが、「屋内での待機等の安全確保（垂直避難）」についての周知

等は今後の課題になっている。 

また、災害に備えて取り組まれている避難訓練について、市内小・中学校では、火災を想定した

避難訓練を全ての学校で実施しており、地震・浸水等の災害を想定した避難訓練についても、多く

の学校で実施している。今後は、地域と連携した災害対応訓練が必要である。 

基本方針 

○早期避難につながるよう、災害を想定した避難訓練を継続して確実に実施する。 

○防災マップ等の配布等により、土砂災害警戒区域等を啓発する。 

○学校や福祉施設等において、避難計画（避難マニュアル）を整備し、訓練を実施する。 

○広域避難の対応ができるよう、あらかじめ備えておく。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 避難体制の整備 

円滑かつ安全な避難が確実に実施されるよう、避難の際に配慮が必要な者の特性を十分に考慮し、

関係者等と調整の上、あらかじめ次の事項について定め、避難の体制を整備しておく。 

なお、避難行動要支援者の避難支援については、第8章「要配慮者のための環境整備」を参照の

こと。 

 誘導責任者及び協力者の選定 
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共通編 第２編 災害予防計画 

第７章 第 2節 避難体制の整備 

共通編２ 第７章 - 5 

 避難経路の選定 

 避難の順位の設定 

 避難時の主な携帯品の設定 

資料編［避難体制］ 

 ２-12-１ 主な避難誘導体制の整備事項 

【達成目標】 

○自治会、自主防災組織等に対し、避難誘導への協力を求めるとともに、自主防災組織等の避

難計画や活動マニュアル等に避難体制等を明記する。 

○防災マップ等や市広報、出前講座などで、地域住民に対し、あらかじめ指定緊急避難場所等

への避難経路等を確認し、災害に備えるよう啓発することで、避難についての防災意識を向

上させる。 

○自主防災組織と連携し、避難行動要支援者を含めた要配慮者の避難訓練等を実施すること

により、避難支援体制の構築を図る。 

第2項 特別な区域における避難体制の整備 

1 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 

県知事は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12年法律

第57号。以下「土砂災害防止法」という。）の規定に基づき、基礎調査の結果を公表するとともに

区域を明示するため、土砂災害警戒区域（以下「警戒区域」という。）及び土砂災害特別警戒区域を

指定している。 

 

土砂災害警戒区域 急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生

ずるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知及び警戒避難体

制の整備を行う。 

土砂災害特別警戒

区域 

警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が

生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認め

られる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等を

行う。 

 

 

市は、警戒区域の避難体制について、次の事項を定める（土砂災害防止法第８条）。 

 

 土砂災害に関する情報の収集及び伝達並びに予報又は警報の発令及び伝達に関する事

項 

 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

 災対法第 48 条第 1 項の防災訓練として市長が行う土砂災害に係る避難訓練の実施に

関する事項 

 警戒区域内の要配慮者利用施設の名称及び所在地（資料編に記載） 

 救助に関する事項 

 上記に掲げるもののほか、警戒区域内における土砂災害を防止するために必要な警戒避

難体制に関する事項 

 警戒区域内における警戒避難体制の整備（要配慮者利用施設を含む） 
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共通編 第２編 災害予防計画 

第７章 避難体制の整備 

共通編２ 第７章 - 6 

 住民等への周知 

※要配慮者利用施設：社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者

が利用する施設。 

 

(1) 市防災会議は、上記の規定により市防災計画において上記に掲げる警戒区域内の要配慮者

利用施設の名称及び所在地を定めるときは、当該市防災計画において、急傾斜地の崩壊等が発

生するおそれがある場合における要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を

確保するため、上記に掲げる事項として土砂災害に関する情報、予報及び警報の伝達に関する

事項を定める。 

 (2) 市は、市防災計画に基づき、国土交通省令で定めるところにより、土砂災害に関する情報

の伝達方法、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における避難施設その他の避難場

所及び避難路その他の避難経路に関する事項その他警戒区域における円滑な警戒避難を確保す

る上で必要な事項を住民等に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物（ハザードマッ

プ等）の配布その他の必要な措置を講じる。 

(3) 市防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、

国土交通省令で定めるところにより、洪水の浸水のおそれがある場合における当該要配慮者利

用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に

関する計画を作成する。国、県及び市は、連携して啓発や計画作成・訓練実施に向けた支援を

行う。 

(4) 上記(3)の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、上記(3)の計画を作成したときは、遅

滞なく、これを市に報告する。これを変更したときも、同様とする。 

(5) 市は、上記(3)の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が上記(3)の計画を作成していない

場合において、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における当該要配慮者利用施設

を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため必要があると認めるときは、当該要

配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、必要な指示をすることができる。 

(6) 市は、上記(5)の指示を受けた要配慮者利用施設の所有者又は管理者が、正当な理由がな

く、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

(7) 上記(3)の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、上記(3)の計画で定めるところによ

り、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における上記(3)の要配慮者利用施設を利

用している者の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を行い、その結果を市に報告しなけれ

ばならない。 

(8) 県及び市は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等について、

定期的に確認する。また、市は、当該施設の所有者又は管理者に対して、必要に応じて円滑か

つ迅速な避難の確保を図るために助言等を行う。 

 

資料編［避難体制］ 

 ２-12-２ 土砂災害警戒区域における避難体制の整備 

資料編［災害危険区域］ 

 ２-13-２ 土砂災害警戒区域の指定箇所一覧 
 

資料編［要配慮者関係］ 

 ２-14-１ 土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設 

 

【達成目標】 
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○市民に防災マップ（土砂災害編）を配布し、土砂災害時の情報伝達方法、急傾斜地での避難

場所、その他警戒区域における警戒避難の確保等について周知を図る。 

○各公民館や郵便局等に防災マップ（土砂災害編）を掲示し、市民への周知を図る。 

 

2 洪水浸水想定区域 

市は、水防法（昭和24年法律第193号）第10条第2項（県知事においては第 11条第１項）

若しくは第13条第1項（県知事においては同条第2項）の規定に基づき、国土交通大臣又は県知

事により指定された洪水予報河川若しくは水位周知河川における浸水想定区域ごとに、住民の円滑

かつ迅速な避難を確保するため、次の事項を定める（水防法第15条）。 

 洪水予報等の伝達方法 

 避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置 

 災対法第48条第１項の防災訓練として市長が行う洪水に係る避難訓練の実施に関する

事項 

 洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主と

して防災上の配慮を要する者が利用する施設をいう。）でその利用者の洪水時等の円滑

かつ迅速な避難の確保を図る必要があると認められるものの名称及び所在地（資料編に

記載） 

 住民等への周知 

 

 (1) 市防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、

国土交通省令で定めるところにより、洪水の浸水のおそれがある場合における当該要配慮者利

用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に

関する計画を作成する。国、県及び市は、連携して啓発や計画作成・訓練実施に向けた支援を

行う。 

(2) 上記(1)の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、上記(1)の計画を作成したときは、遅

滞なく、これを市に報告する。これを変更したときも、同様とする。 

(3) 市は、上記(1)の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が上記(1)の計画を作成していない

場合において、洪水の浸水のおそれがある場合における当該要配慮者利用施設を利用している

者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため必要があると認めるときは、当該要配慮者利用施設

の所有者又は管理者に対し、必要な指示をすることができる。 

(4) 市は、上記(3)の指示を受けた要配慮者利用施設の所有者又は管理者が、正当な理由がな

く、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

(5) 上記(1)の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、上記(1)の計画で定めるところによ

り、洪水の浸水のおそれがある場合における上記(1)の要配慮者利用施設を利用している者の

円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を行い、その結果を市に報告しなければならない。 

(6) 県及び市は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等について、

定期的に確認する。また、市は、当該施設の所有者又は管理者に対して、必要に応じて円滑か

つ迅速な避難の確保を図るために助言等を行う。 

 

資料編［避難体制］ 

 ２-12-３ 洪水浸水想定区域における避難体制の整備 

資料編［要配慮者関係］ 

 ２-14-２ 洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設（佐波川） 
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 ２-14-３ 洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設（馬刀川、柳川） 
 

【達成目標】 

○市民に防災マップ等を配布し、洪水予報等の伝達方法、避難場所、その他洪水時における警

戒避難の確保等について周知を図る。 

 

3 雨水出水浸水想定区域 

 水防法第13条の2の規定に基づき、雨水出水により相当な被害を生ずるおそれがある地下街等

が発達している区域等に存する公共下水道等の排水施設等として市長が指定したものにおいて、想

定し得る最大規模の降雨により雨水を排除できなくなった場合に浸水が想定される区域のことであ

り、当該区域が指定された場合は、２と同様の事項を定める。 

 

4 高潮浸水想定区域 

 水防法第13条の3の規定に基づき、高潮により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして県

知事が指定した海岸（水位周知海岸）において、想定し得る最大規模の高潮した場合に浸水が想定

される区域のことであり、当該区域が指定された場合は、住民の円滑かつ迅速な避難を確保するた

め、次の事項を定める（水防法第15条）。 

 高潮予報等の伝達方法 

 避難場所その他高潮時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置 

 災対法第48条第１項の防災訓練として市長が行う洪水に係る避難訓練の実施に関する

事項 

 高潮浸水想定区域内の要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主と

して防災上の配慮を要する者が利用する施設をいう。）でその利用者の高潮時等の円滑

かつ迅速な避難の確保を図る必要があると認められるものの名称及び所在地（資料編に

記載） 

 住民等への周知 

 

資料編［避難体制］ 

 ２-12-５ 高潮浸水想定区域における避難体制の整備 

資料編［要配慮者関係］ 

 ２-14-５ 高潮浸水想定区域内の要配慮者利用施設 

 

【達成目標】 

○市民に防災マップ、防災ファイル等を配布し、洪水・高潮予報等の伝達方法、避難場所、そ

の他洪水・高潮時における警戒避難の確保等について周知を図る。 

 

5 津波災害警戒区域 

市は、津波防災地域づくりに関する法律（平成23年法律第123号）第53条の規定に基づき、

平成27年3月24日に県知事により指定された津波災害警戒区域について、津波浸水区域や津波

災害警戒区域を示した防災マップや避難場所等及び避難路の周知に努める。また、警戒区域の避難

体制について、次の事項を定める。 

 津波に関する情報の収集及び伝達、予報又は警報の発令及び伝達に関する事項  
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 避難場所その他円滑かつ迅速な避難の確保のために必要な事項 

 津波災害警戒区域内の社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を

要する者が利用する施設のうち、その利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避

難を確保するための体制を計画的に整備する必要があると認められる施設（避難促進施

設）への津波に関する情報、予報及び警報の伝達方法 

 住民等への周知 
 

資料編［要配慮者関係］ 

 ２-14-４ 津波災害警戒区域内の避難促進施設 
 

資料編［避難体制］ 

 ２-12-４ 津波災害警戒区域における避難体制の整備 

【達成目標】 

○市民に防災マップ、防災ファイル等を配布し、津波災害時の情報伝達方法、避難や避難場所

等についての周知を図る。 

○避難促進施設の所有者又は管理者は、避難確保計画を作成するとともに、訓練等により津波

災害に備えた避難体制を構築する。 

第3項 学校その他防災上重要な施設の避難計画の整備 

学校、病院その他多数の者を収容する施設、福祉関係施設管理者等は、次の事項に留意し、市、

県、防災関係機関等と協議の上、あらかじめ避難計画（避難マニュアル）を作成し、関係職員等に

周知徹底するとともに、訓練等を実施するなど、避難について万全を期するよう対策を行う。 

学校及び幼児

教育施設 

 それぞれの地域の特性等を考慮した避難場所、経路、時期及び誘導方法の設定 

 指示伝達の方法、収容施設の確保、保健衛生等に関する事項の設定 

病院  患者を他の医療機関又は安全な場所へ避難させる場合の収容施設の確保、移送の

方法、保健衛生等に関する事項の設定 

 施設間の協定締結の推進 

福祉関係施設  入所者に対する避難の指示伝達、職員の分担、移送、介護等に関する事項の設定 

 施設間の協定締結の推進 

その他防災上

重要な施設 

 避難場所、経路、誘導責任者、指示伝達方法等に関する事項 

 【達成目標】 

○社会福祉施設、学校、医療施設（有床施設のみ）等に対し、避難計画（避難マニュアル）の

策定状況を確認するとともに、訓練等の実施を踏まえ、必要に応じて避難計画（避難マニュ

アル）の見直しをするよう啓発する。 

 

第4項 広域避難体制の整備 

市は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能となるよう、他の地方公共団

体との応援協定の締結を進めるとともに、広域避難における居住者及び広域一時滞在における被災

住民（以下、広域避難者という。）が円滑に移動できるよう、運送事業者等との協定の締結を図る。
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また、具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう努める。 

なお、避難場所等での生活が極めて困難な要配慮者については、あらかじめ、公的宿泊施設や公

営住宅、社会福祉施設等に対し、協力を要請し、連携体制を整備しておく。また、市有施設の中か

ら、あらかじめ広域避難者受入れ可能な施設を把握しておく。 

また、その他必要事項については、県及び近隣市町と平素から協議しておく。 

【達成目標】 

○運送事業者等と広域避難者の移動に関する協議をし、協定の締結等災害時に備えた体制を

構築する 
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第3節 避難場所等の指定及び整備 

主な関係法令  ：災害対策基本法第 60条、第 49条の４、第 49条の７ 

主な担当関係部署：防災危機管理課、行政管理課、障害福祉課、高齢福祉課、子育て支援課、 

こども家庭課、健康増進課、社会福祉課、 

教育委員会（学校教育課・教育総務課・生涯学習課） 

市は、地震・津波・洪水・高潮・土砂災害等による被害のおそれのある地域の住民に、日常

から指定緊急避難場所及び指定避難所（以下「避難場所等」という。）並びに避難路を周知し、

個人の避難行動が容易となるよう啓発する。 

また、避難場所等の指定については、あらかじめ施設管理者の同意を得た上で指定する。 

現状と課題 

本市では、避難場所等については、公民館、小・中学校、福祉センター等を中心に災対法の基準

等に基づき、指定をしている。今後は、地域ごとのバランスを考慮するなど、引き続き避難場所等

の指定を推進していく必要がある。併せて、社会福祉施設等との協議を進め、避難生活に特別な配

慮が必要となる者（高齢者、障害者、妊産婦など避難所生活において何らかの特別な配慮を必要と

する者で、介護保険施設や医療機関等に入所・入院するに至らない程度の在宅の要配慮者）が一定

期間避難する福祉避難所の指定を推進する必要がある。 

基本方針 

○災害の状況や地域の実情に合わせた、適正な避難場所等の指定を行う。 

○福祉避難所の指定を行うとともに、円滑な開設、運営等が可能となるよう環境を整備する。 

○男女共同参画の視点や要配慮者への配慮、感染症対策等を反映した避難所運営マニュアルを整

備するとともに、開設・運営訓練等を実施する。 

○避難場所等における避難生活を支援するため、通信機器等の通信手段の確保や、避難場所等ごと

の食料、飲料水、生活必需品、暖房等の備蓄を整備する。 

○甚大な災害等により避難生活が中長期に及ぶことも想定し、指定避難所ごとに食料、飲料水等の

備蓄を推進する。なお、女性、乳幼児、高齢者等に配慮したものとする。 

○地区一時避難場所と市との連絡体制などをマニュアル化しておく。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 避難場所等の指定及び周知 

1 避難場所等の指定 

（1）指定緊急避難場所、指定避難所の指定 

市は、災害の種類ごとに、切迫した災害の危険から逃れるため一時的に収容し、保護する施

設として指定緊急避難場所を、また、被災者を一時的に滞在させ被災者の生活の場とするため

の施設として指定避難所を、それぞれ指定する。その際、警戒区域外の施設を指定するものと

する。 

避難場所等の対象地域の区分けは、自治会や小学校区単位等を原則とするが、主要道路、鉄
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道、河川等を横断しないよう留意し、各地域住民の歩行距離や危険負担がなるべく均等となる

よう配慮する。 

なお、避難人口は、夜間人口を想定する。 

また、避難場所等の指定の際には、他の市町村からの被災者受入れも想定し、受入施設をあ

らかじめ決定しておくよう努める。 

資料編［避難場所等］ 

 ２-15-１ 避難場所等の指定基準等 

 ２-15-２ 避難場所等 

（2）福祉避難所の指定 

市は、指定避難所内の避難スペースでは生活に支障があり、特別な配慮を必要とする人を受

け入れる２次避難所としての福祉避難所の指定を進め、協定の締結に努める。 

なお、福祉避難所の指定については、第８章第３節第２項「福祉避難所の指定等」を参照の

こと。 

（3）孤立が予想される地域の避難施設の検討 

市は、離島や災害の状況により孤立が想定される地域に関しては、集団避難施設等を事前に

検討しておく。 

（4）地区一時避難場所の整備 

市は、市が指定する指定緊急避難場所までは遠いなどの理由から、まずは近くで安全を確保

するために自治会や自主防災組織等が定める一時的な避難場所（以下「地区一時避難場所」と

いう。）の届出等についてルールを定めるとともに、自主的な避難時や市災害対策本部設置時

における市との連絡体制等について、マニュアル等を整備する。 

（5）ホテル・旅館の活用 

感染症対策について、感染患者が発生した場合の対応を含め、平常時から防災部局と保健部

局が連携して、必要な場合には、ホテルや旅館等の活用等を含めて検討しておく。 

 

2 避難場所等の周知 

市は、指定緊急避難場所等の種類や位置、避難に関する事項などを、次の方法等により市民等へ

周知する。 

 市広報等への掲載 

 市ホームページへの掲載 

 防災マップ等への掲載 

 説明会の開催 

 出前講座等の際に周知 

なお、災害時に、避難場所等の周知が迅速かつ的確に行えるよう、あらかじめ広報体制を整備する。 

また、市民への広報体制については、第3章第2節第3項を参照のこと。 

【達成目標】 

○自治会や自主防災組織等に対し、避難場所等についての説明会等を開催するとともに、地区

一時避難場所の指定などを積極的に促す。 

○避難場所等を市民に周知するため、市広報、防災マップ等、防災出前講座等により啓発する。 

○市は、地区一時避難場所開設時の市との連絡体制や市災害対策本部設置時の対応などのマ
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ニュアルを作成し、地区一時避難場所届出自治会等に配布する。 

第2項 避難場所等の運営管理体制の整備 

1 避難場所等となる施設管理者との事前協議 

避難場所等の施設管理者とあらかじめ協議し、利用可能スペースの設定等、使用に当たっての協

定等を取り交わしておくとともに、災害発生に備え、連絡方法及び連絡事項について定めておく。

また、管理責任者をあらかじめ決めておく。 

指定管理施設を指定避難所とする場合には、指定管理者との間で事前に避難所運営に関する役割

分担等を定めるよう努めるものとする。 

 

2 避難場所等の整備 

市は、災害時の避難場所等の機能を確保するため、施設管理者と連携して、施設・設備について

の整備計画を策定し、計画的に整備を進める。 

施設・設備の整備においては、男女共同参画の視点での対策の検討や、要配慮者の特性を十分に

考慮した対策となるよう配慮する。 

安全確保の対策  防火対策、耐震対策、落下・転倒対策、浸水対策等 

環境の整備  空調、照明、防音等 

 電源・燃料の多重化、非常用電源の配備等 

施設・設備の整備  貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、シャワー、ガス設備、マッ

ト、簡易ベッド、パーテーション等 

情報機器等の整備  通信機器、テレビ、ラジオ、パソコン、情報 LAN等 

 

3 避難場所等台帳（カルテ）の整備 

市は、選定した避難場所等について、あらかじめ指定条件、収容人数、建物図面、位置図等所要

事項を記載した台帳（カルテ）を整備しておく。 

 

4 避難所運営マニュアルの作成 

市は、避難場所等の円滑な開設・運営をするとともに、男女共同参画の視点、感染症対策、女性、

子育て家庭、障害者、高齢者等に配慮した避難所運営等をするため、避難場所等の開設や運営に関

するマニュアル（以下「避難所運営マニュアル」という。）を作成している。今後は、国・県の指針

等の見直しや訓練の課題などを踏まえ、適宜見直しを検討する。 

なお、福祉避難所についても施設管理者主体向けの福祉避難所運営マニュアルを作成している。 

 

5 避難所運営体制の整備 

市は、地域団体、施設管理者と連携し、避難所運営マニュアルに基づいた訓練等を行い、随時見

直しを図るなど、平常時から避難所の開設・運営体制の整備に努める。 

 

6 指定避難所における備蓄対策の推進 

（1）備蓄計画の策定 

食料品・飲料水等や常備薬、マスク、消毒液、体温計、間仕切り、使い捨て手袋、キャップ
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等衛生用品、炊き出し用具、毛布等の生活必需品などのうち、避難生活に必要な物資として市

が備蓄する品目等を定めた備蓄計画を策定し、随時更新を図る。この際、男女共同参画の視点

や、要配慮者の特性に十分考慮した計画となるよう配慮する。 

（2）備蓄場所の整備 

小・中学校及び公民館、福祉センターの避難場所等において、防災倉庫を活用し、避難場所

等開設時に必要な物品や生活用品等を中心に備蓄を計画的に推進する。併せて家庭や事業所等

における備蓄を促していく。 

なお、食料・飲料水等については保管状態も考慮し、空き教室や倉庫などの備蓄場所を確保

するなど、備蓄環境を整える。 

また、物資の供給体制についての詳細は、第10章を参照のこと。 

（3）家庭等の備蓄の推進 

家庭や事業所に対し、最低限３日分の食料、飲料水等（ペット等がいる家庭はペット用の餌

等も）の備蓄の推進を啓発する。 

【達成目標】 

○避難所運営マニュアルに基づき、地域団体主体の避難所開設・運営訓練を実施し、体制づく

り等を進める。 

○福祉避難所運営マニュアルを基に、毎年１回、施設研修会、模擬訓練等を開催し、開設・運

営の体制づくりをする。 

○各小・中学校における食料・飲料水等の備蓄場所の検討を進め、備蓄計画に反映させる。 

○防災ファイル、市広報、出前講座等を通じて、各家庭や事業所に対し、最低限３日分の食料、

飲料水等（ペット等がいる家庭はペット用の餌等も）の備蓄をすることについて啓発する。 
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第８章 要配慮者のための環境整備 

第1節 要配慮者支援体制の整備 

主な担当関係部署：高齢福祉課、障害福祉課、子育て支援課、こども家庭課、社会福祉課、 

健康増進課、文化振興課、防災危機管理課、消防本部、地域振興課  

主な担当関係機関：山口健康福祉センター、中央児童相談所 

要配慮者は、災害発生時にはその行動等に多くの困難が伴い、さらに避難生活では厳しい環

境下に置かれるなど、特に支援が必要となる。 

要配慮者の特性を十分考慮した防災対策を推進し、安全確保体制を整備するため、社会福祉

施設等での防災対策を進めるとともに、在宅要配慮者の支援体制づくり、防災知識の普及啓発、

福祉避難所の確保対策等を推進する。 

現状と課題 

市内の社会福祉施設の中には、土砂災害警戒区域内や浸水警戒区域内にあるものもあり、災害時

における避難等のマニュアル整備や実地訓練等が必要である。 

また、在宅要配慮者への対応については、自主防災を基本とし、本人や家族でできることは本人

や家族で、地域でできることは地域で、それでもできないことは行政が担うという原則ではあるも

のの、要配慮者は周囲の人の支援が必要なことが多くあり、また、支援の程度は千差万別であるこ

とから、家族、地域、関係団体及び行政が緊密に連携して支援していくことが重要となる。今後は、

要配慮者の個人の特徴を支援者が把握した上で支援体制を構築する必要がある。 

基本方針 

○社会福祉施設間においては、災害時の相互協力体制の整備を支援する。 

○関係機関と連携し、在宅要配慮者を支援する体制を構築する。 
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具体的な取組と達成目標 

第1項 施設における要配慮者支援体制の整備 

1 施設における要配慮者の支援に係る連携・協力体制の整備 

市は、社会福祉施設、病院等の管理者に対し、災害時における高齢者、障害者等の入所者、入院

患者等の安全確保に係る体制の整備等、次のような取組の実施に努めるよう指導する。 

計画策定等体

制の整備 

 職員の役割分担、動員計画、緊急連絡体制等を明確にした施設内防災計画（防

災マニュアル）を作成する。 

 夜間や休日における消防機関等への緊急通報や入所者の避難誘導に十分配

慮した体制を整備する。 

普及啓発・訓練 

 市、施設相互間、自主防災組織、近隣住民等との連携による安全確保に関す

る協力体制づくりに努め、防災意識の高揚を図る｡ 

 職員や入所・入院者に対する防災教育、防災訓練等を定期的に実施する。 

危険地域の施

設の対策 

 洪水、高潮、土砂災害等による被害のおそれのある地域にある施設の管理者

は、入所者の避難に相当の要員と時間を要することを考慮し、安全な場所の

確保、避難への近隣住民の協力をあらかじめ得る等の対策を進める。 

また、市は、施設と自治会や事業所防災組織等との連携・協力体制の整備を支援するため、防災

共助マップ作成等の研修・訓練の実施支援、協力の呼びかけや連絡協議会の設置など、各種調整を

行う。 

 

2 施設・設備等の整備 

市は、要配慮者利用施設の耐震化や、土砂災害警戒区域等に立地する入所・入院施設の土砂災害

防止等の安全化対策を進める。また、社会福祉施設、病院等の管理者に対し、災害時も入所・入院

者等へのサービスを継続し、緊急受入れにも対応できるよう、施設・設備の整備、緊急受入れ体制

の整備等の対策を指導する。 

安全化対策  施設・設備の耐震、土砂災害防止等の安全化対策を進める。 

備蓄の整備 

 食料、飲料水、生活必需物資等の備蓄に努める。 

 災害により新たに援護、治療等を必要とする者に対する緊急受入その他の

サービスを実施するため、救急用の資材や救急薬品、生活支援のための物資

の備蓄に努める。 

設備等の整備 
 消防機関等への緊急通報設備や入所・入院者の避難誘導設備、防災資機材等

の点検・整備を進める。 

 

3 情報伝達体制の整備 

市は、要配慮者利用施設への災害情報の確実な伝達に向け、同報系防災行政無線、防災ラジオ、

LINE 及び市メールサービスの配信などの情報伝達手段の整備を進める。特に、土砂災害警戒区域

等に立地する入所・入院施設に対し迅速な情報伝達が行えるよう、情報伝達体制の強化に努める。 

また、施設との交信手段の取り決め等、各施設と市との連絡体制の整備を図る。 

【達成目標】 

○災害時における施設間の相互協力を促進するため、社会福祉施設間や病院間における相互

協力協定の締結を促進する。 
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第2項 地域における要配慮者支援体制の整備 

1 要配慮者の事前把握 

市は、災害時に特段の配慮を必要とする要配慮者の事前把握に努める。 

また、要配慮者の特性に応じた必要な支援内容の把握に努めるとともに、避難に際しての支援の

必要性や地域の特性を考慮した把握を進める。 

 

2 在宅の要配慮者の支援に係る協力体制の整備 

市は、在宅の要配慮者に対する情報伝達、避難誘導、救助、見守り活動等の支援を確実かつ円滑

に実施するため、次の事項に留意して、体制の整備に努める。 

 社会福祉協議会、ボランティア等との連携体制の整備・強化を図る。 

 地域住民、自主防災組織、関係団体、福祉事業者等の協力を得て、災害情報の伝達、避

難誘導、救出・救護の実施、協力等が行える体制の整備に努める。 

 洪水、高潮、土砂災害等のおそれのある地域の在宅の要配慮者の避難については、迅速

な避難誘導等の協力が得られるよう、地域住民、自主防災組織等と連携した支援体制の

整備に努める。 

 

3 要配慮者の特性に配慮した情報伝達体制の整備 

市は、次の事項に留意し、情報伝達体制の強化に努める。 

 迅速な避難を支援するため、同報系防災行政無線、市メールサービス、LINE、FAX、電

話、防災ラジオ等により要配慮者の特性に配慮した様々な形態による防災情報伝達手段

の整備に努める。 

 災害救助や要配慮者に対する支援業務を適切に行うため、職員の確保や業務分担の確認

等を行う。 

 山口健康福祉センター、中央児童相談所等の相談機関、保健福祉サービス事業者等との

連絡・連携体制を整備する。 

 避難行動に時間を要する要配慮者に対し、早めの段階で避難行動の開始を求める「高齢

者等避難」を発令するための基準策定をする。 

 

4 要配慮者及びその支援者等に対する防災知識の普及啓発 

市は、要配慮者及びその支援者等に対する防災知識の普及啓発に努める。 

住民に対する 

普及啓発 

 高齢者、障害者及びその家族等に対し、以下の事項等を分かりやすい広報資料、

パンフレット等により広報する。 

・災害の基礎知識 

・災害発生時の避難行動及び安否確認方法 

・消火器の設置 

・住宅用火災警報器の設置 

・家具の転倒防止措置等 

地域における 

普及啓発 

 地域における要配慮者支援の取組を促すため、防災研修会、防災に関するイベン

ト等を開催し、要配慮者の支援方法等の普及啓発に努める。 

施設管理者に対

する普及啓発 

 施設の職員や入所者に対し、災害に対する基礎的な知識や災害時にとるべき行動

等について定期的に防災教育を実施する等の防災活動への支援を行う。 
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外国人に対する

普及啓発 

 災害に関する知識が乏しい、地理に不案内、日本語の理解が不十分等の状況に配

慮し、外国語の防災関連パンフレットの配布を行う。 

 県が新たに開設した多言語コールセンターや、災害時に（公財）山口県国際交流

協会が設置する山口県災害時多言語支援センターについて啓発する。 

 

5 防災機器等の設置促進 

市は、在宅のひとり暮らし高齢者、重度障害者等が、災害時においても緊急に連絡でき、安全の

確保が図られるよう、緊急通報機器の普及を進めるとともに、災害時における出火を防止するため、

住宅用防災警報器、簡易自動消火装置等の設置促進に努める。 

また、耳や言葉の不自由な方が緊急時に通報できる「Net119」の普及・啓発をし、さらに聴覚

障害者等への災害情報の伝達を効果的に行うため、文字放送受信装置の普及にも努める。 

【達成目標】 

○各地区の自主防災組織等と連携し避難訓練を実施することで、要配慮者への具体的な支援

内容を確認する。 
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第2節 避難行動要支援者の避難支援体制の整備 

主な関係法令  ：災害対策基本法 第 49条の 10、第 49条の 14 

防府市避難行動要支援者名簿の提供に関する条例 第４条、第５条 

主な担当関係部署：高齢福祉課、障害福祉課、子育て支援課、こども家庭課、社会福祉課、 

健康増進課、防災危機管理課 

主な担当関係機関：山口健康福祉センター 

市は、在宅の要配慮者のうち、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に自ら避難す

ることが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者（以

下「避難行動要支援者」という。）の把握に努め、その生命又は身体を災害から保護するため

に必要な避難の支援、安否の確認その他の措置（以下「避難支援等」という。）を実施するた

めの基礎となる名簿（以下「避難行動要支援者名簿」という。）を作成し、要配慮者避難支援

ガイドラインを作成する。また、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等の実施に携わ

る関係者（以下「避難支援等関係者」という。）と連携し、避難支援体制を構築する。 

現状と課題 

市では、避難行動要支援者の把握に努め、名簿の作成及び管理に取組んでおり、災対法に基づき、

避難支援等関係者へ提供する名簿を作成している。 

この名簿に掲載された避難行動要支援者の災害時の円滑な避難の実効性を確保するため、避難支

援等関係者との連携のもと、避難行動要支援者の個別避難計画を作成する必要がある。 

基本方針 

○円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、避難行動要支援者の特徴や状況把握を行い、要配慮者避

難支援ガイドラインを作成する。 

○避難行動要支援者名簿の作成及び避難支援等関係者への周知を図る。 

○避難支援等関係者との連携のもとに、避難行動要支援者の個別避難計画の作成に努める。 

資料編［条例等］ 

 ２-４-４ 平常時における防府市避難行動要支援者名簿の提供に関する条例 

具体的な取組と達成目標 

第1項 避難行動要支援者の個別避難計画の作成 

1 避難行動要支援者名簿へ登録する要配慮者の把握 

市は、避難行動要支援者に該当する者を把握するため、関係部課で把握している情報を集約する

よう努める。また、難病患者に係る情報等、市で把握していない情報のうち、避難行動要支援者名

簿の作成のために必要があると認められる情報については、県等に対し、情報提供を積極的に求め、

取得する。 

 

 

2 全体計画の作成 
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共通編２ 第８章 - 6 

市は、地域における避難行動要支援者を支援する体制の整備に努めるとともに、避難行動要支援

者の迅速な避難を支援するため、自治会、自主防災組織、社会福祉協議会、民生委員・児童委員等

との連携の下に、平常時からの情報伝達体制の整備、避難行動要支援者に関する情報の把握・共有、

円滑な避難支援に向けた連絡・連携体制の整備等を詳細に規定した要配慮者避難支援ガイドライン

を作成する。 

 

3 避難行動要支援者の範囲の設定 

避難行動要支援者名簿に登載する者の範囲は、生活の基盤が自宅にある者のうち、以下の要件に

該当する者とする。 

要介護者 
 要介護３～５の認定を受けている者 

 要介護１、２の認定を受けている者で本人等から申し出のあった者 

障害者 

 身体障害者手帳１～３級の交付を受けている者 

 療育手帳の重度(Ａ)の判定を受けている者 

 精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている者 

 障害を理由とする公的年金の１級を受けている者 

 特別児童扶養手当の１級又は特別障害者手当を受けている者 

難病患者 

 特定医療費（指定難病）受給者のうち、「人工呼吸器装着者」の認定を受けている

者 

 小児慢性特定疾患医療受給者のうち、「人工呼吸器装着者」の認定を受ている者 

その他 

 乳幼児で保護者等から申し出のあった者 

 妊産婦で本人等から申し出のあった者 

 外国人で本人等から申し出のあった者 

 上記以外で市長又は避難支援等関係者が避難支援等の必要があると認めた者で本

人等から申し出のあったもの 

 

4 避難行動要支援者名簿の作成 

避難行動要支援者の対象範囲に基づき、避難行動要支援者名簿を作成する。避難行動要支援者名

簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 

 氏名 

 生年月日 

 性別 

 住所又は居所 

 電話番号その他の連絡先 

 避難支援等を必要とする事由 

 上記に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項 

 

5 避難行動要支援者名簿の更新及び情報管理 

市は、地域における避難行動要支援者の居住状況や避難支援を必要とする事由を適切に反映した

ものとなるよう、住民の転入・転出、介護認定、身体障害者手帳等の事務を通じて避難行動要支援

者名簿を定期的に更新し、名簿情報を最新の状態に保つ。また、避難行動要支援者の避難支援に必

要となる事項に変化が生じた時は速やかに更新し、その情報を市及び関係者間で共有する。 

なお、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿管理

の際は、データベース化やバックアップなど適切な管理を行えるよう整備を図るとともに、災害時

の停電を考慮し、安全に配慮した紙媒体で保管するなど名簿情報の適切な管理に努める。 

6 個別避難計画の作成 
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市は、迅速で円滑な避難を実現するため、要配慮者避難支援ガイドラインを基に避難支援等関係

者との連携を図り、避難行動要支援者名簿の避難行動要支援者ごとに次に掲げる事項を定めた個別

避難計画を作成するよう努めるものとする。ただし、個別避難計画を作成することについて、当該

避難行動要支援者の同意が得られない場合はこの限りではない。 

また、個別避難計画の実効性を確保する観点等から、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要

支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図

るよう努めるものとする。その際、個別避難計画情報の漏えいの防止等必要な措置を講じるものと

する。 

 

7 申し出がない要配慮者への支援 

避難行動要支援者名簿への登載の申し出がない妊産婦や乳幼児等は短期間で状態が変化し人の入

れ替わりが頻繁で、避難行動要支援者名簿に掲載されないことが考えられることから、その事前把

握の方法を検討するとともに、避難に時間と支援を要することが多いことを考慮し、優先的な避難

等の実施など、安全確保対策を検討する。 

【達成目標】 

○避難行動要支援者の把握のため、避難行動要支援者名簿を作成し、毎年更新するとともに、

災害時に備えデータのバックアップ等の整備をする。 

市は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等の実施に携わる避難支

援等関係者に対し、避難行動要支援者本人等の同意を得た上で、事前に避難行動要支援者名簿の提

供を行い、災害発生後の迅速な避難支援・安否確認の実施体制の充実を図る。 

なお、防府市避難行動要支援者名簿の提供に関する条例（平成 26年防府市条例第 32号）に基

づき、名簿情報の提供について拒否の申し出をした者以外の避難行動要支援者名簿の提供をするも

のとする。 

避難支援等関係者 

 防府市消防本部 

 防府警察署 

 民生委員・児童委員 

 防府市社会福祉協議会 

 自主防災組織及び自治会 

 その他避難支援等の実施に携わる関係者 

 

8 災害発生時における避難行動要支援者名簿の提供体制の整備 

市は、災害時に避難行動要支援者の安否確認及び避難支援を速やかに実施するため、災害後に限

り必要と認められる住民へ避難行動要支援者名簿を提供できることを踏まえ、あらかじめその提供

方法等を検討し、体制の整備を行う。 

 

9 避難支援等関係者名簿の提供に関する情報漏えいの防止 

避難行動要支援者名簿の提供に際しては、避難支援等関係者が適切な情報管理を図るよう、市は、

次に掲げる措置を講ずる。 

 当該避難行動要支援者を担当する地域の避難支援等関係者に限り提供する。 

 災害時に避難支援等を行う者の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号その他連絡先 

 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

 上記に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項 

97



共通編 第２編 災害予防計画 

第８章 要配慮者のための環境整備 

共通編２ 第８章 - 8 

 災害対策基本法に基づき避難支援等関係者個人に守秘義務が課せられていることを十

分に説明する。 

 避難行動要支援者名簿は、施錠可能な場所へ保管するなど、厳重なる保管を行うよう指

導する。 

 避難行動要支援者名簿を必要以上に複製しないよう指導する。 

 避難行動要支援者名簿の提供先が個人ではなく団体である場合には、その団体内部で避

難行動要支援者名簿を取扱う者を限定するよう指導する。 

 個人情報の適正管理について、避難支援等関係者と協定を締結する。 

 

 

10 迅速な避難行動を促すため情報伝達体制の整備 

市は、避難指示等の発令等を確実に避難行動要支援者や避難支援等関係者に伝え、迅速な避難行

動に結びつけるため、避難情報の連絡体制や伝達体制の整備を図る。 

なお、情報伝達に当たっては、避難行動要支援者の特性に配慮し確実に情報内容が伝達されるよ

う、その手段や内容に留意して整備する。 

 

11 避難支援等関係者の安全行動に向けた思想の普及・浸透 

市は、災害時に避難行動要支援者の避難支援において、避難支援等関係者の安全確保が図られる

よう、あらかじめ避難支援等関係者に対し、災害時の自身の生命及び身体の安全の確保を前提とす

る行動等災害時の安全行動に向けた思想の普及・浸透を図る。同時に、避難行動要支援者に対し、

「避難支援等関係者は全力で助けようとするが、助けられない可能性もあること」も含め、避難支

援について正しく理解してもらうよう周知に努める。 

 

12 避難支援体制の強化 

市は、円滑かつ適切な避難支援を行えるよう、避難行動要支援者名簿を活用した安否確認や避難

支援体制の訓練を行うなど、支援体制の強化に努める。 

【達成目標】 

○市と個人情報に関する協定を締結した避難支援等関係者に避難行動要支援者名簿を提供

し、平素からの支援体制の強化を図る。 

○避難支援等関係者が適切な情報管理を図るよう、避難支援等関係者を指導する。 
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共通編２ 第８章 - 9 

第3節 要配慮者に対する避難生活支援体制の整備 

主な関係法令  ：災害対策基本法 第 49条の 11、第 49条の 12、第 49条の 13 

主な担当関係部署：高齢福祉課、障害福祉課、子育て支援課、こども家庭課、社会福祉課、 

健康増進課、防災危機管理課 

主な担当関係機関：山口県看護協会、市社会福祉協議会 

要配慮者に配慮するため、指定避難所においては福祉避難室の設置等の対応が求められるが、

要配慮者のうち指定避難所での生活が困難な者が安心した生活を送ることができるよう、福祉

避難所の指定・整備を図り生活の場を確保するとともに、要配慮者の特性に配慮したきめ細や

かな支援を行うため、関係者との連携・協力体制の強化に努める。 

現状と課題 

要配慮者は、災害時には避難場所等に一旦は避難することになるが、被災等により継続して避難

をする場合に、要配慮者にとって厳しい環境となる指定避難所の生活に配慮し、あらかじめ福祉避

難所を指定し、指定避難所での生活が困難な要配慮者等の生活の場の確保や支援体制の整備に努め

る必要がある。 

市は、社会福祉施設等を福祉避難所として指定しているが、市内全域にわたる要配慮者の避難生

活への支援としては、まだ不足しているのが現状である。 

基本方針 

○福祉関係団体と連携し、障害者支援施設、介護保険施設等の福祉避難所の指定を推進する。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 避難場所等における要配慮者への配慮 

指定避難所においては、福祉避難室等のスペースを確保するなど、要配慮者に配慮した避難所運

営ができるよう環境整備を推進する。避難所担当職員研修時に、要配慮者の対応が出来るよう内容

を検討する。 

 

また、要配慮者の特性に十分考慮した備蓄の推進を図る。 

第2項 福祉避難所の指定等 

市は、要配慮者が相談等の必要な生活支援を受けられるなど、安心して避難生活を送ることがで

きるよう福祉避難所の整備を推進する。 

社会福祉施設等を福祉避難所として整備するにあたっては、あらかじめ施設管理者と必要な物品、

費用負担、介助者や相談員等の配置や派遣などについて協議をしておくとともに、看護・福祉関係

団体、福祉事業所、医療機関等と連携を図る。 

また、社会福祉施設、病院等の入所・入院施設が避難する際の施設の避難先については、施設間

協定の促進等により対応する。 
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【達成目標】 

○市内に 10か所程度福祉避難所を指定し、協定を締結する。 

第3項 支援関係者との連携・協力体制の強化 

避難場所等における高齢者、障害者等の生活の場の確保対策として、宿泊施設、公的住宅、社会

福祉施設等との連携体制を整備しておくとともに、近隣市の施設についてもその活用が図られるよ

う連携の強化に努める。 

また、避難場所等における高齢者、障害者等の食事の介助や生活援助物資の供給などの支援体制

を確保するため、福祉関係団体、ボランティア等との連携・協力体制の整備に努める。 

第4項 避難所等における要配慮者への援護体制の整備 

市は、避難所の開設・運営等の防災訓練を通じ、自治会、自主防災組織等と連携して住民の助け

合いによる要配慮者の援護体制の整備を図る。 

また、災害発生後に福祉避難所の開設が必要な場合に迅速に対応が可能となるよう、施設管理者

等と連携した援護体制を整備する。この際、福祉関係団体、ボランティア等と連携した福祉避難所

の運営体制の整備を図る。 

さらに、災害発生後に応急仮設住宅等が建設された場合を想定し、福祉関係団体やボランティア

等と連携した、要配慮者の入居実態把握、見守り運動の推進等の体制を整備する。 

【達成目標】 

○要配慮者が参加する避難所開設・運営訓練を実施する。 
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第９章 被災者支援のための事前準備 

第1節 被災者支援体制の整備 

主な関係法令  ：災害対策基本法第 90条の３、第 90条の４  

主な担当関係部署：社会福祉課、市民課、課税課、収納課、建築課、開発建築指導課 

大規模災害時は、多くの人々が被災し、住居や家財の喪失、経済的困窮などにより、地域社

会が混乱し、迅速な復旧を妨げる要因となる可能性がある。市は、避難生活をできるだけ早く

解消し、安定した生活を確保するため、被災者支援制度の事前整備及び応急仮設住宅建設へ向

けた事前整備を推進する。 

現状と課題 

災害発生後の混乱の中でも迅速な被害認定及び罹災証明書発行を実施するため、市では、庁内関

係課同士の連携を図りつつ、住家被害調査の担当者の育成や、被害認定に必要な判断士に関する情

報収集、罹災証明書発行システムの整備、罹災証明書等の申請時における相談業務の支援に関する

協定、他の地方公共団体及び民間団体等との応援協定の締結等の取組を行っている。 

基本方針 

○罹災証明書の迅速な発行に向け、被災者台帳や罹災証明書交付台帳等の整備を進める。 

○住家被害調査を行う要員確保のため、県と県内市町との協定などにより他自治体との連携を推

進するとともに、研修等へ積極的に参加し、職員の育成を図る。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 救助事務処理上必要な帳簿の整備、記録及び保存 

円滑な災害復旧を図るため、あらかじめ重要な所管施設の構造図、基礎地盤状況等の資料を整備

しておくとともに、資料の被災を回避するため、複製を別途保存するよう努める。また、各種デー

タの総合的な整備保全（戸籍、住民基本台帳、固定資産税情報、地籍、公共施設・地下埋設物等情

報及び測量図面等データの整備保存並びにバックアップ体制の整備）を推進する。 

【達成目標】 

○戸籍情報、住民基本台帳、固定資産税情報等、被災者支援に必要な各種データの整備状況及

びバックアップ状況を調査し、確実な保存と円滑な活用に向けた整備を進める。 

 

  

101



共通編 第２編 災害予防計画 

第９章 被災者支援のための事前準備 

共通編２ 第９章 - 2 

第2項 被災者台帳の作成 

被災者台帳は、災害時の被災者支援について支援漏れや手続きの重複をなくし、中長期に渡る支

援を総合的かつ効率的に実施するため、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、

配慮を要する事項等を一元的に集約するものである（災対法第 90条の３、90条の 4及び災対法

施行規則第8条の5）。 

市及び県は、被災者台帳の活用により被災者情報の共有化を図り迅速かつ的確な支援を行えるよ

う、あらかじめ、被災者台帳の導入等による被災者支援業務の標準化を図るなど、被災者支援体制

を整備する。 

【達成目標】 

○県と連携して被災者台帳の整備を進め、被災者支援のための業務の標準化を図る。 

第3項 罹災証明書等の発行準備 

災害発生時には、被災者の自立に対する援助・助成措置について、広く被災者に広報するととも

に、総合的な相談支援窓口を設置し、被災認定や罹災証明書や罹災届出証明書の交付等の被災者支

援を円滑に行うことが求められる。このため、市は、事前に相談窓口対応や住家被害の調査や罹災

証明書等の交付の担当部局を定め、被災者生活再建支援システム操作の習熟を含めた住家被害の調

査の担当者の育成、他団体等との応援協定の締結、応援の受入れ体制の構築等を計画的に進めるな

ど、平時から罹災証明書等の交付に必要な業務の実施体制の整備に努める。 

また、災害時に、罹災証明書等の交付が遅滞なく行われるよう、以下に示すような対策を進める

ことにより、災害時の住家被害の調査の迅速化を図り、罹災証明書等の交付に必要な業務の実施体

制の整備に努める。 

 住家被害調査の担当者の育成 

 罹災証明書及び罹災届出証明書の発行体制の整備 

 他の地方公共団体及び民間団体等との応援協定の締結 

 住家被害調査の担当者のための研修機会の充実 

【達成目標】 

○罹災証明書発行手順等のマニュアルの作成等により、被害調査・発行・再調査等の手順を構

築する。 

○被害認定について、職員の研修受講等を推進するとともに、（一財）日本建築防災協会との

連携を図り、外部からの判断士の確保についても検討を進め、災害時に備えた体制づくりを

する。 

 

102



共通編 第２編 災害予防計画 

第１０章 第 1節 食料の確保・供給体制の整備 

共通編２ 第１０章 - 1 

第１０章 物資供給体制の整備 

第1節 食料の確保・供給体制の整備 

主な担当関係部署：防災危機管理課、農林水産振興課、人事課、子育て支援課、こども家庭課、 

教育委員会（学校教育課）、消防本部、上下水道局 

市は、大規模災害が発生した場合の被害を想定し、孤立が予想される地域の地理的条件等も

踏まえ、必要とされる食料についてあらかじめ備蓄・調達体制を整備し、食料の確保・供給の

ための計画を定めておく。 

現状と課題 

市では、これまで災害時の食料供給体制を確保するため、一定の食料の備蓄を進めてきた。しか

し大規模災害時には、大幅な不足が予測され、また物資の調達や輸送が平常時のようには実施でき

ないことが考えられるため、さらに十分な量の備蓄を進めるとともに、調達体制を強化する必要が

ある。 

なお、物資供給の効率化に向けた集中・分散備蓄の検討や備蓄拠点の整備も行い、総合的な食料

供給体制の整備を進める必要がある。 

基本方針 

○迅速な食料供給及び的確な需要の把握のための連絡体制の強化を図る。 

○災害時の備蓄確保や配送に関する協定の締結を推進する。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 食料の確保・供給体制の整備 

1 食料の備蓄 

市は、災害直後に生じる流通の混乱や道路障害等による輸送の困難性を考慮し、調達体制が確保

されるまでの間に必要となる食料について、県による被害想定調査結果（平成 20年３月）におけ

る想定避難所生活者数（佐波川断層地震：３万４千人）に基づき、計画的に備蓄を行う。 

なお、市職員等災害対応に従事する者への食料や、保育所、小・中学校における児童生徒等用の

食料についても同様に、各部署で備蓄を進めていく。 

 

2 食料の調達体制の整備 

市は、想定避難所生活者数の予測結果と備蓄量との比較により調達する必要のある食料の数量を

把握し、関係団体、民間企業等に対し応援協定を締結するなど、食料の調達要請、受入、管理、配

給に関する体制を整備する。また、食料の流通在庫量又は製造能力の把握に努める。 

さらに、市の能力のみでは食料の供給ができない場合を想定し、市町相互の応急用食料の調達・

供給に関する広域的な応援体制や、農林水産省農産局長、自衛隊等と連携した供給体制の整備に努
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共通編 第２編 災害予防計画 

第１０章 物資供給体制の整備 

共通編２ 第１０章 - 2 

める。 

 

3 市民及び事業者等による備蓄及びその促進 

市民及び事業所は、大規模災害発生直後から３日程度は自力で生活できるよう、最低 3日分の食

料等を備える。また、市は、市民及び事業者等に対し、3日分の備蓄を行うよう啓発に努める。 

 

【達成目標】 

○事業者との食料調達に関する応援協定の締結を推進する。 
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共通編 第２編 災害予防計画 

第１０章 第 2節 応急給水体制の整備 

共通編２ 第１０章 - 3 

第2節 応急給水体制の整備 

主な担当関係部署：上下水道局、防災危機管理課 

市は、大規模災害が発生した場合の被害を想定し、孤立が予想される地域の地理的条件等も

踏まえて応急給水需要を予測し、目標とする飲料水量を供給するのに必要な給水用車両等の数

量及び要員数を把握する。また、関係団体や他都市への応援要請を含めた応急給水体制を整備

する。 

現状と課題 

市では、これまで災害時の飲料水の供給体制を確保するため、一定の飲料水の備蓄を進めてきた。

しかし、大規模災害時には、大幅な不足が予測され、また、物資の調達や輸送が平常時のようには

実施できないことが考えられるため、十分な量の備蓄を進める。さらに、迅速に応急給水活動を行

うための体制として、今後、給水拠点の整備や必要な資機材、浄水機器等の整備、関係団体等の応

援体制の強化を図り、生活用水や地域活動のための用水を順次確保できる体制の整備を進めていく

必要がある。 

基本方針 

○災害時の応急給水及び応急復旧に関する協定の締結を推進する。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 応急給水体制の整備 

1 応急給水活動計画の作成 

上下水道局は、給水拠点において給水活動が円滑に実施できるよう、応急給水活動計画を定めて

おく。 

 

2 給水拠点、供給施設等の整備 

上下水道局は、水道施設、設備等の災害に対する安全性の確保のため、必要に応じて施設の耐震

補強等の耐災害補修を計画的に実施するとともに、配水池等に緊急遮断弁を計画的に整備し、被災

時の飲料水の確保を図る。 

 

3 飲料水等の確保体制の整備 

上下水道局は、大規模災害が発生した場合の被害想定を行い、被害想定を参考に、最大断水時の

延べ影響人口を対象とする必要量（１人１日３リットル）を目標に飲料水の確保に向けた備蓄の整

備や調達体制の整備を行う。 

そのほか、市は避難所となる学校等の施設において、飲料水（ペットボトル）の備蓄、水洗トイ

レ等の生活用水を確保するための設備の整備や資材の備蓄を行う。 

 

4 応急給水資機材の整備 

上下水道局は、給水タンク車、給水タンク、ポリ容器、ポリ袋等の応急給水に必要な資機材の計
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共通編 第２編 災害予防計画 

第１０章 物資供給体制の整備 

共通編２ 第１０章 - 4 

画的な整備に努める。 

 

5 応援協力体制の整備 

上下水道局は、応急給水及び応急復旧に必要な資機材の備蓄及び人員の確保に努めるとともに、

他市町、民間業者団体等との間に応援協定を締結するなど、応急給水及び応急復旧体制の充実に努

める。 

資料編［食料・飲料水・生活必需品等］ 

 ２-16-１ 防府市指定給水装置工事事業者一覧（支援協定締結業者） 

 

6 市民及び事業者等による備蓄及びその促進 

市民及び事業所は、大規模災害発生直後から３日程度は自力で生活できるよう、最低 3日分の飲

料水等を備える。また、市は、市民及び事業者等に対し、3日分の備蓄を行うよう啓発に努める。 

【達成目標】 

○給水に関する応援協定を他市町、民間業者団体等と締結する。 
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共通編 第２編 災害予防計画 

第１０章 第 3節 生活必需品等の供給体制の整備 

共通編２ 第１０章 - 5 

第3節 生活必需品等の供給体制の整備 

主な担当関係部署：社会福祉課、防災危機管理課、行政管理課、健康増進課 

市は、大規模災害が発生した場合の被害を想定し、孤立が予想される地域の地理的条件等も

踏まえ、必要とされる生活必需品その他の物資について備蓄・調達体制を整備する。また、必

要な物資の供給のための計画を定めておく。 

現状と課題 

市では、これまで災害時の生活必需品等の供給体制を確保するため、一定の生活必需品等の備蓄

を進めてきた。しかし大規模災害時には、大幅な不足が予測され、また物資の調達や輸送が平常時

のようには実施できないことが考えられるため、生活必需品等の備蓄の充実化を図る必要がある。

また、迅速に調達する体制を強化する。 

基本方針 

○迅速な物資の供給及び的確な需要の把握のための連絡体制の強化を図る。 

○災害時の備蓄確保や配送に関する協定の締結を推進する。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 生活必需品等の供給体制の整備 

1 生活必需品の備蓄の整備 

市は、災害直後に生じる流通の混乱や道路障害等による輸送の困難性を考慮し、調達体制が確保

されるまでの間に必要となる生活必需品及び医薬品等について、計画的に備蓄の整備を図る。 

 

2 生活必需品の調達体制の整備 

市は、被害想定調査結果に基づく避難者数の予測結果と備蓄量との比較により調達する必要のあ

る生活必需品の数量を把握し、関係団体、民間企業等に対し、流通業者、流通在庫量等の把握を行

い、災害後、直ちに出荷要請を行うことができるよう、応援協定を締結するなど、生活必需品の調

達要請、受入、管理、配給に関する体制を整備する。また、これらの調達可能量（流通在庫量）の

把握に努める。 

さらに、市内の能力のみでは物資の供給ができない場合を想定し、市町相互の応急用物資の調達・

供給に関する広域的な応援体制の整備に努める。この際、備蓄の需給対策として、他市町との共同

備蓄、備蓄の相互融通、流通備蓄にも考慮する。また、被災者に生活必需品等を給（貸）与する場

合の配分方法等について県（厚政課）と協議しておく。 

 

3 市民、事業者等による備蓄及びその促進 

市民及び事業所は、災害後に自力で生命の安全を確保し生活を維持できるよう、各人の健康状態

を考慮して、生活必需品や医薬品等を備える。 

また、市は、市民及び事業者等に対し、生活必需品や医薬品等の非常持出し品を備えるよう啓発

に努める。 
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共通編 第２編 災害予防計画 

第１０章 物資供給体制の整備 

共通編２ 第１０章 - 6 

【達成目標】 

○事業者との物資調達に関する応援協定の締結を推進する。 
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共通編 第２編 災害予防計画 

第１１章 第 1節 学校等における防災体制の整備 

共通編２ 第１１章 - 1 

第１１章 文教施設における防災体制の整備 

第1節 学校等における防災体制の整備 

主な担当関係部署：教育委員会（教育総務課、学校教育課、生涯学習課） 

主な担当関係機関：県 

災害が発生した場合、学校（幼稚園）等において、幼児、児童生徒、教職員等の安全を確保

し、施設の保全への対策により、早期の学校教育等の再開を行うための体制整備を図る。 

なお、学校施設の多くが避難所として指定されていることを踏まえ、避難所の開設・運営時

の市と学校等の連携による支援体制を整備しておく。 

現状と課題 

学校、社会教育施設等は、児童生徒が一日の大半を過ごす場であり、市は、児童生徒等の安全確

保及び教育活動の確保に必要な施設設備の整備に努めてきているが、さらに、大規模地震等の災害

による被害防止の観点から、学校施設の整備や耐震化を計画的に図る必要がある。 

 また、災害時に備え、避難所となる学校施設としての整備を進めていくとともに、学校施設にお

ける応急対策計画の策定を推進し、災害に備える体制を強化していく必要がある。 

基本方針 

○学校施設長寿命化計画の実施により、施設の長寿命化及び適切な維持管理に努める。 

○学校施設の耐震化工事等を推進する。 

○避難所としての施設機能の強化を図る。 

○学校における災害応急対策計画の策定を支援する。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 建物の安全対策 

1 既存建築物の安全化対策 

（1）学校施設等 

建物の構造体に対する耐震化工事は完了したため、引き続き、屋内運動場体育器具等非構造

部材の落下防止対策工事を進める。 

（2）社会教育施設等 

社会教育施設等は、防災拠点としての機能を果たすことから施設の耐震性の確保や防災機能

の強化を図る。 
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共通編 第２編 災害予防計画 

第１１章 文教施設における防災体制の整備 

共通編２ 第１１章 - 2 

2 危険建物等の改築 

市は、老朽化した建物や耐震補強による耐震化が構造的に困難な建物について、計画的に改築事

業を実施する。 

【達成目標】 

○学校施設の屋内運動場体育器具等落下防止対策を計画的に実施する。 

第2項 施設機能の強化・安全点検 

1 避難所としての施設機能の強化 

市は、学校が避難所として、防災上重要な役割を担っていることを考慮し、備蓄倉庫の設置等、

必要に応じ防災機能の整備を図る。 

また、避難場所等としての機能を果たすため、災害対策本部からの緊急物資が届くまでの間、市

立小・中学校 26か所へ設置している防災倉庫や学校の校舎等に食料、飲料水、生活用品等必要な

物資等の備蓄の推進を図る。 

 

2 施設設備の安全点検 

市立小・中学校の校長（以下「校長」という。）は、災害発生時の被害を最小限に止めるため、学

校施設・設備の日常点検を実施するなど、常に保安状況を把握しておく。 

資料編［防災物資、施設、資機材］ 

 ２-17-１ 学校施設設備点検箇所一覧 

【達成目標】 

○防災倉庫の備蓄状況等を毎年確認するとともに、計画的に更新する。 

第3項 児童生徒の安全対策 

市教育委員会は、災害時において、児童生徒の生命身体の安全を確保するため、これまでも計画

的・組織的に児童生徒に対して防災教育を実施し、指導助言をしていたが、さらに次の視点に立っ

た取組を推進する。 

 様々な災害を想定した学校安全計画の充実 

 大規模災害を想定した避難訓練の実施 

 安全に関する職員研修の充実 

 通学路の安全点検 

 家庭・地域社会との連携強化 

 ボランティア活動の推進 

 自他の生命を尊重する態度の育成 

 安全な生活態度や習慣の確立 

 

第 4項 学校等の災害時の対応体制の整備 

市は、所管する学校について、災害時の児童生徒の安全確保及び教育活動の確保に関し、計画的・

組織的な視点に立った以下のような対策を推進するとともに、災害対応上必要な措置を実施し、ま
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た、指導助言及び援助を行う。 

1 災害応急対策計画の策定指導 

市は、校長に、学校の立地条件、児童生徒の特性等を考慮した、次のような項目を内容とする災

害時の応急対策計画を策定させるとともに、その計画について、児童生徒、教職員及び保護者に周

知するよう指導する。 

 防災組織・情報伝達（組織の役割分担） 

 参集体制（災害種別、勤務時間外等における連絡・参集の体制） 

 情報収集（気象情報（警報等）に基づく情報の収集・伝達） 

 休校等の決定（休校（自宅待機）の決定、報告） 

 関係機関（県・市教育委員会、警察署、消防署（団））及び保護者への連絡体制 

 避難指示及び避難誘導（避難場所（２次避難場所）、避難ルート、避難方法、在校時・登

下校時・休日等の状況に応じた避難誘導） 

 実験・実習中の対策 

 火元の遮断と初期消火活動 

 救護活動（児童生徒、避難者） 

 避難所の開設・運営（市との連携体制・初動対応） 

 児童生徒の登下校方法及び保護者への引渡し方法 

 

2 防災訓練の実施 

校長は、児童生徒が災害時に迅速的確な対応がとれるよう、市、県及び防災関係機関等が実施す

る防災訓練等に参加し、又は自ら防災訓練を実施するものとする。 

 

3 家庭との連絡体制の整備 

校長は、保護者と相談の上、緊急時の連絡先等を定めた緊急連絡票を作成し、教員・保護者双方が

常備しておくとともに、家庭訪問、保護者会等で災害発生時の連絡先、児童生徒の引き渡し方法につ

いて保護者と確認し、徹底しておく。また、携帯電話のメール機能を活用した連絡体制を整備するよ

う努めるとともに、各学校のホームページによる情報提供が速やかに行える準備を整えておく。 

なお、個人情報が漏えいしないよう、緊急連絡票の管理には十分留意するものとする。 

 

4 児童生徒・教職員用の備蓄等 

市は、災害時に学校で児童生徒を保護する場合、保護者への引き渡しまでの時間等を考慮し、教

職員分も含め、各小・中学校への水、食料等の備蓄等を検討する。 

 

5 応急教育・学校教育再開体制の整備 

市は、学校施設の被害予測及び避難者の発生予測を基に、学校施設の避難所としての開放や応急

教育の実施体制について検討しておく。また、児童生徒及び教職員の被災数を想定し、学校教育再

開のための就学環境の整備、教職員の確保や児童生徒、教職員等の精神的ケア等への対応体制を整

備する。 

また、市教育委員会は、学校施設として代替可能な公共施設の状況（収容人数、教育設備・備品

の状況や通学手段の有無等）について、あらかじめ把握しておく。  
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第2節 文化財への防災体制の整備 

主な担当関係部署：文化振興課 

文化財は郷土の歴史や文化を正しく理解するための貴重な歴史的財産であり、適切な保存と

活用の調和を図りながら後世に伝えていかなければならない。 

このため、災害時における被害を未然に防止する観点から実状に即した対策を講じ文化財を

保護するとともに、文化財防災ウィール（文化庁のマニュアル）及び各施設の消防計画等に基

づき、災害時の対応を定める。特に、入館者及び施設利用者の安全かつ迅速な避難のため、避

難経路の表示と避難路・避難場所の安全確保を行い、避難訓練を定期的に実施する等の対策の

推進に努める。 

現状と課題 

災害による影響は、直接の被害を受ける可能性が大きいだけでなく、その地域の条件によっては、

出火、延焼という二次災害によって文化財そのものが焼損する可能性がある。また、災害後に未評

価の美術工芸品や資料が処分され、散逸するおそれもある。このため、関係機関、文化財所有者、

地域の住民、専門家の協力のもと総合的な対策を進める必要がある。 

基本方針 

○文化財の調査を効率化するための資料の整理を進め、文化財専門家との連携体制を強化する。 

○文化財が被災した場合の修復の手続きについて、所有者との協議を進める。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 施設・文化財の被害予防対策の推進 

1 文化財の倒壊・転倒防止、出火予防対策の推進 

文化財の所有者・管理者は、倒壊・転倒防止や出火、浸水防止等の防災措置に努めるものとする。

なお、市は、市内に所在する文化財の現状を把握し、その所有者・管理者に対し、文化財保護及び

防災対策について啓発・指導を行う。 

なお、市が把握した文化財の現状について、必要に応じて県の文化財保護関係機関に報告する。 

 

2 文化財の搬出作業の準備 

市と文化財所有者・管理者は、日常の保存・管理方法や災害時の保護や搬出等の対応について、

あらかじめ協議しておく。 

【達成目標】 

○文化財の耐震状況の調査を実施する。 

第2項 文化財保有施設における避難対策の推進 

1 施設入館者の安全確保対策の推進 

文化財保有施設の管理者は、入館者及び施設利用者の安全を確保するため、施設の耐震化等の安
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全対策を推進するとともに、迅速な避難のため、避難経路の表示と避難路・避難場所等を整備する。 

また、避難訓練を定期的に実施する等の対策推進に努める。 

第3項 被災した文化財等への対応体制の整備 

市と文化財所有者・管理者は、災害発生時の被災した文化財の修理・修復に係る役割や対応すべ

き事項等について、あらかじめ協議しておく。 

【達成目標】 

○文化財所有者と被災時の対応に向けた協議を行い、協定等を締結しておく。 
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第１２章 帰宅困難者のための体制の整備 

第1節 帰宅困難者の支援体制の整備 

主な担当関係部署：防災危機管理課、観光振興課 

主な関係機関：西日本旅客鉄道株式会社 

大規模災害が発生した際には、通勤・通学者や外国人旅行者を含めた観光客など、多くの人

が市内で滞留し、交通事情等から帰宅困難となることが予想される。このため、市は市民及び

事業者に対し、帰宅困難になった場合の対処方法等について啓発するとともに、県、防災関係

機関等と連携し、災害時における情報提供方法や帰宅行動への具体的な支援策を実施する。 

現状と課題 

平成 20年 3月に山口県が公表した地震の被害想定結果によると、防府市では 8,101人の帰宅

困難者が発生すると想定され、平成26年3月に山口県が公表した南海トラフ巨大地震による被害

想定結果によると、防府市では 4,308 人の帰宅困難者が発生すると想定されているなど、災害発

生直後は市内に多くの帰宅困難者の発生が予想されている。平日には通勤・通学者が、休日には多

くの観光客が本市に訪れていることから、災害発生時の混乱を防ぐため、帰宅困難となる人々への

支援方法を確立しておく必要がある。 

基本方針 

○市民に対し、帰宅困難時にとるべき行動についての普及啓発を推進する。 

○外国人旅行者を含めた観光客等の帰宅困難者への対策を定める。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 帰宅困難者への支援体制の整備 

1 帰宅困難時にとるべき行動（一斉帰宅の抑制）の周知、普及啓発 

市は、災害が発生した場合「むやみに移動を開始しない」という帰宅困難者対策に対する基本原

則について、市民に対しあらかじめ周知を図るとともに、事業者等に対し、災害時の従業員・利用

者等の一斉帰宅の抑制及び一時収容を促すなど、あらかじめ普及啓発を行う。 

併せて、災害時の家族との連絡・安否確認手段として、「災害用伝言ダイヤル（171）」や「災害

用伝言板（web171）」、携帯電話事業者の「災害用伝言板」等を活用するよう、周知を図る。 

 

2 帰宅困難者への対応体制の整備 

市は、災害発生時に円滑な帰宅困難者への対応を実施できるよう、以下の体制の整備に努める。 

  

115



共通編 第２編 災害予防計画 

第１２章 帰宅困難者のための体制の整備 

共通編２ 第１２章 - 2 

 一時的に滞在する避難場所の確保について検討する。 

 発災時における交通情報や一時滞在場所等の情報収集及び帰宅困難者への情報提供に

必要な体制を整備する。 

 鉄道事業者、防府警察署、事業所、自治会等と協力し、帰宅困難者の誘導体制を構築す

る。 

 観光施設等において災害時の外国人旅行者を含めた観光客等への対応をあらかじめ決

めておくよう促す。 

 飲料水・食料の配布等、帰宅困難者の対応事項を定める。 

 事業所等に対し、一時滞在場所の開放や情報・物資の提供等、帰宅困難者への対応をあ

らかじめ決めておくよう要請する。 

 

3 一時滞在のための備蓄の推進 

災害が発生した場合、事業所等に対して、従業員等を一定期間事業所等内に留めておくことがで

きるよう、必要な物資の備蓄等を促すなど、帰宅困難者対策に努める。 

なお、備蓄に当たっては、鉄道事業者等による受入れが困難な場合を想定し、あらかじめ帰宅困

難者を収容する滞在場所の確保と食料や飲料水等の備蓄に努める。 

また、滞在場所の確保に当たっては、男女のニーズの違いや、要配慮者への配慮に努めるものと

する。 

【達成目標】 

○市民に対し、市内外を問わず災害時に帰宅困難者になった際の行動等について啓発を行う。 

○市内の事業者に対し、必要な物資の備蓄や従業員等への周知などを啓発する。 

○観光施設や観光イベント等において、外国人旅行者を含めた観光客等の帰宅困難者への対

応をあらかじめ検討しておく。 

○備蓄する際には、帰宅困難者対策を想定した備蓄を考慮する。 
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第１３章 保健衛生及び防疫活動体制の整備 

第1節 保健衛生活動体制の整備 

主な担当関係部署：健康増進課  

主な担当関係機関：山口健康福祉センター 

避難場所等における保健衛生活動や、被災者の健康面、精神面のケアなど、災害時における

防疫、保健衛生活動の円滑な実施のため、協力体制の構築、知識の普及、資機材の備蓄等に努

める。 

現状と課題 

平成20年3月に山口県が公表した地震の被害想定結果によると、防府市では佐波川断層地震の

1 日後に 34,000 人の避難所生活者が発生すると想定され、平成 26 年 3 月に山口県が公表した

南海トラフ巨大地震の被害想定によると、防府市では、災害発生直後には 9,579 人の避難者が発

生し、１か月後でも 686 人が避難生活を送ると想定されている。また、在宅避難者も多数にのぼ

ることが想定され、通常時の体制のみで対応することは困難と考えられるため、大規模災害時の保

健衛生の活動内容を明確にし、活動体制を整備するなどの対策が必要となっている。 

基本方針 

○市は、災害時保健活動マニュアルの作成等により、保健師や栄養士が、被災者に対する巡回指

導、被災者の健康管理、栄養指導等の保健衛生活動ができるよう体制の整備を行う。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 保健衛生体制の整備 

市は、市の保健師及び栄養士が、災害時に巡回指導等により被災者の健康管理及び栄養指導がで

きるよう、健康福祉部救護班の中に市の保健師及び栄養士（健康福祉部要配慮者支援班に所属する

課の職員も含む。）で構成する保健活動班を設置し、災害時の保健指導体制を確立しておく（災害時

保健活動マニュアル参照）。また、市、山口健康福祉センター及び精神保健福祉センターは連携し

て、メンタルヘルスケア体制の整備を図る。 

【達成目標】 

○災害時保健活動マニュアルを必要時更新するとともに、山口健康福祉センター等との平常

時からの連携体制を整える。 

「災害時の保健活動推進マニュアル」（日本公衆衛生協会、全国保健師長会） 

「山口県災害時健康管理マニュアル」 

「大規模災害時の栄養・食生活支援活動ガイドライン」参照 
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第2項 保健衛生用資機材の整備 

市は、毎年、保健衛生用資機材の保有状況の把握を行い、所要の資料を整備するとともに、備蓄

及び調達計画を策定しておく。 

【達成目標】 

○毎年保健衛生用資機材の備蓄点検を行い、調達先等の情報を更新する。 
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第2節 防疫活動体制の整備 

主な担当関係部署：くらし環境課、クリーンセンター、健康増進課 

主な担当関係機関：山口健康福祉センター 

市は、被災時に発生する感染症の予防を図るため、防疫に必要な各種の消毒剤や資機材等を

備蓄するとともに、平常時から災害時の衛生管理に関わる事項等について市民への周知に努め、

災害時の防疫活動の迅速かつ適切な推進を図る。 

現状と課題 

災害時には、避難場所だけでなく、被災地全体の衛生環境が劣化するとともに、栄養不足やスト

レスにより被災者の病気に対する抵抗力が低下するため、感染症の蔓延等が大きな問題となる。通

常時の保健活動体制のみで対応することは困難と考えられるため、大規模災害時の防疫活動内容を

明確にし、活動体制を整備するなどの対策が必要となっている。 

基本方針 

○市は、感染症の発生を予防するための防疫活動を円滑に実施するため、山口健康福祉センターと

連携した防疫活動体制の整備を行う。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 防疫活動体制の整備 

市は、被災時における感染症の蔓延等を予防するため、消毒、巡回、感染者の収容施設設置、感

染患者の輸送等の防疫活動が円滑に実施できるよう、山口健康福祉センターとの連携体制を整備し

ておく。 

また、災害時の衛生管理について、市民に対する普及啓発活動を行う。 

【達成目標】 

○各機関と協議し、防疫活動マニュアルを作成する。 

第2項 防疫薬剤及び資機材の整備 

市は、毎年、防疫薬剤及び資機材の保有状況の把握を行い、所要の資料を整備するとともに、備

蓄及び調達計画を策定しておく。 

資料編［防災物資、施設、資機材］ 

 ２-17-２ 医療品・防疫薬剤主要調達先 

【達成目標】 

○毎年防疫薬剤及び資機材の備蓄点検を行い、調達先等の情報を更新する。 
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共通編 第２編 災害予防計画 

第１３章 保健衛生及び防疫活動体制の整備 

共通編２ 第１３章 - 4 
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共通編 第２編 災害予防計画 

第１４章 第 1節 動物救護活動のための体制の整備 

共通編２ 第１４章 - 1 

第１４章 動物救護のための体制の整備 

第1節 動物救護活動のための体制の整備 

主な担当関係部署：くらし環境課、防災危機管理課  

主な担当関係機関：山口健康福祉センター、山口県獣医師会 

近年、ペットが家族の一員であるという認識が一般化され、ペットと共に避難する同行避難

が、飼い主である被災者の心のケアの観点からも重要となっている。また、被災動物の放置の

問題からも、飼い主責任による同行避難への配慮が必要となる。 

市は、このようなことを踏まえ、ペットの適正な飼育、災害への備え等に関する飼い主への

普及啓発を行う。 

現状と課題 

災害時の動物救護に関しては、環境省から平成25年6月に「災害時におけるペットの救護対策

ガイドライン」が出され、平成26年3月に山口県動物愛護管理推進計画が改訂されている。この

ガイドラインは、平成28年4月に発生した熊本地震への対応状況を検証し、より適切な対策が講

じられるようにするため、平成 30年3月に「人とペットの災害対策ガイドライン」に改訂されて

いる。今後は、このガイドラインや計画に基づき、動物愛護推進員や関係団体・機関と連携して、

災害時のペットとの同行避難が受け入れられる、人と動物の共生する社会づくりを推進するととも

に、平常時から行うべき対策や災害時の同行避難等について、飼い主による日頃からのしつけや予

防接種等の健康管理、避難のためのゲージやペットフード等の用意など、飼い主による平時の備え

や避難先のルールについて普及啓発を行う必要がある。 

基本方針 

○災害時のペットの同行避難の際の責任や心構えについて、飼い主への普及啓発を図る。 

○動物救護対策を円滑に進めるため、獣医師会や保健所等関係機関との連携体制を強化する。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 動物避難の事前対策 

1 飼い主等の責任と事前対策 

災害発生時における動物の避難は、動物の管理者が自己責任にて行うものとする。 

飼い主（管理者）は、飼育用品や食料等の物資を備蓄し、ワクチンの接種、避難用品の確保に努

めるとともに、一時的に飼育困難となり、他に預ける場合にあっても、長期に渡り放置することの

ないよう、ペットの安全を確保するための対策に努める。 
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共通編 第２編 災害予防計画 

第１４章 動物救護のための体制の整備 

共通編２ 第１４章 - 2 

 

2 飼い主等に対する普及啓発 

市は、飼い主に対し、以下の事項についての普及啓発を行う。 

 ペットの安全を確保する対策の推進 

 ペットのしつけと健康管理 

 名札やマイクロチップ等での所有者の明示 

 ペット用の避難用品及び備蓄品の確保 

 避難場所等への避難ルートの確認 

【達成目標】 

○災害時のペットの取り扱いに関するパンフレットを作成し、広報する。 

第2項 避難所におけるペットの受入体制の整備 

市は、災害時の同行避難により避難所内でペットを受け入れることを想定し、あらかじめペット

のためのスペースの確保に努める。 

第3項 動物救護体制の整備 

県は、市と連携し、負傷した動物や飼い主不明の動物、被災地に残された動物の救護を行い、一

時的に預かるとともに、被災動物間の感染症の発生や拡大を防ぐため、動物の健康管理活動を実施

するための体制の整備に努める。 

【達成目標】 

○獣医師会等と連携し、災害時の動物の保護に関する連携体制についての協議を行う。 
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共通編 第２編 災害予防計画 

第１５章 第 1節 行方不明者の捜索及び遺体の処理体制の整備 

共通編２ 第１５章 - 1 

第１５章 行方不明者の捜索及び遺体処理の体制整備 

第1節 行方不明者の捜索及び遺体の処理体制の整備 

主な担当関係部署：消防本部、消防団、市民課、くらし環境課 

主な担当関係機関：防府警察署、徳山海上保安部  

大規模災害により多数の行方不明者や死者が発生した場合、関係機関と連携し、迅速な行方

不明者の捜索や遺体の取り扱いを行うための体制を整備するとともに、他の自治体や関係団体

等への応援要請を行うための体制を整備する。 

現状と課題 

平成20年3月に公表された山口県の地震被害想定では、佐波川断層地震による防府市内の死者

は最大で 339 人にのぼると想定されている。大規模災害で多数の行方不明者や死者が発生した際

の捜索や遺体の取り扱い、埋葬の体制整備や応援要請に向けた準備が必要となる。 

基本方針 

○一度に多数の遺体を取り扱い埋火葬する際の体制の整備に努める。 

○災害に備え広域火葬実施要領を作成し、近隣市町との応援協力体制を構築する。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 行方不明者の捜索体制の整備 

1 行方不明者の捜索体制の整備 

市は、警察署と連携して、市民から行方不明者の届出があった場合に捜索を行うための体制を整

備するとともに、警察署、海上保安庁等の防災関係機関と行方不明者情報を共有するための体制を

関係者間で協議し、整備しておく。 

第2項 遺体の処理体制の整備 

1 遺体収容所の指定 

 市は、遺体収容所として、防府競輪場を指定している。あらかじめ遺体の収容体制等を検討し、

災害時の遺体収容所の管理等ができるよう運営体制を検討する。 

 

2 遺体の処理体制の整備 

 市は、毎年、火葬場処理能力の把握に努め、施設の維持管理を行っておくとともに、近隣市の施

設利用について、災害時における支援協力にかかる依頼、手続等にかかる事務処理体制を整備して

おく。 
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共通編 第２編 災害予防計画 

第１５章 行方不明者の捜索及び遺体処理の体制整備 

 

共通編２ 第１５章 - 2 

第3項 埋葬体制の整備 

1 遺体の埋葬体制の確保 

市は、平常作業及び臨時雇い上げ等により埋葬体制を確立するとともに、あらかじめ棺、骨つぼ

の調達が迅速に図られるよう、業者との連携体制を確保しておく。 

 

2 広域火葬計画 

 広域火葬が必要となった場合には、死者への尊厳と遺族への配慮を失することのないよう行動す

ることを基本とし、市は山口県広域火葬実施要領に基づき、広域火葬実施要領を作成し、近隣市町

等との応援協力体制を整えておく。  

資料編［防災物資、施設、資機材］ 

 ２-17-３ 火葬施設処理能力 

【達成目標】 

○市広域火葬実施要領を作成するとともに、近隣市町等との連携体制を整備する（人員、資材

等）ことにより、災害に備えた広域火葬体制を構築する。 
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共通編 第２編 災害予防計画 

第１６章 第 1節 災害廃棄物等の処理体制の整備 

共通編２ 第１６章 - 1 

第１６章 災害廃棄物等の処理体制の整備 

第1節 災害廃棄物等の処理体制の整備 

主な担当関係部署：クリーンセンター  

主な担当関係機関：山口健康福祉センター 

大規模災害では、建物の倒壊や水没、火災等により廃棄物が多量に発生し、市民の日常生活

等に著しい障害を及ぼすおそれがある。また、下水道施設等の被害によるし尿処理も困難にな

ることが想定される。 

このため、あらかじめ災害廃棄物の処理、し尿処理及び障害物の除去に必要な事項について

定め、処理体制の整備を推進するとともに、県や近隣市町との連携を強化する。 

現状と課題 

本市では、平成３１年４月に「防府市災害廃棄物処理計画」を策定しており、この計画は環境省

の示した「災害廃棄物対策指針」を踏まえ、本計画、「防府市ごみ処理基本計画」及び「山口県災害

廃棄物処理計画」との整合を図ったもので、大規模な地震や風水害の発生時に、迅速かつ適切に災

害廃棄物の処理を行うことで、速やかに市民生活を復旧・復興させることを目的としている。 

この「防府市災害廃棄物処理計画」により構築されている、発災時の廃棄物処理体制について、

適宜見直しを行い、より実効性のあるものとする必要がある。 

基本方針 

○大規模な地震や風水害の発生時に、迅速かつ適切に災害廃棄物処理を行うため、本市を取り巻く

状況等の変化にあわせて、「防府市災害廃棄物処理計画」の見直しを適宜行い、災害廃棄物処理

体制を強化する。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 災害廃棄物の処理体制の整備 

（1）市の取組 

市は、大規模災害により大量の災害廃棄物が発生した場合においても円滑な処理が行えるよ

う、災害廃棄物に関する情報の収集・更新や、「防府市災害廃棄物処理計画」に基づく処理体制

等の構築・見直しを行い、これらを職員等へ周知する。 

また、災害時には、必要に応じ県を通じて国、近隣市町、その他の地方自治体の関係機関等

から人員及び資機材の応援を得て廃棄物処理を実施する場合や、民間の建設業者や廃棄物処理

業者に廃棄物処理を依頼する場合もあるため、市は、あらかじめ、災害時における人員、資機

材等の確保に関し、迅速かつ積極的な協力が得られるよう協力体制を整えるとともに、応援受

入体制、作業手順等について所要の対策を講じておく。 
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共通編 第２編 災害予防計画 

第１６章 災害廃棄物等の処理体制の整備 

共通編２ 第１６章 - 2 

(2) 県の取組 

県は、災害に備え、あらかじめ市町と協議の上、市町相互間の補完体制を整えておく。 

また、国や他の地方自治体の応援を必要とする場合や被災市町からの要請に基づく代行措置

等に備え、所要の体制を整えておく。 

【達成目標】 

○災害廃棄物の処理体制等について職員等への周知を進める。 

○廃棄物処理業者など民間の事業者等との災害時の応援協力に関する協定の締結を進める。 

第2項 し尿処理体制の整備 

災害によるライフライン、下水道施設等の被災に伴い、通常のし尿処理が困難になることが予想

される。このため、市は、被災地における衛生環境の確保の観点から、必要に応じ避難所等に仮設

トイレを設置し、し尿の収集を行う。 

 そのため、市は、あらかじめ民間のし尿処理業者及び近隣市町等との間に、災害時のし尿収集に

おける人員、資機材等の確保について迅速かつ積極的な応援が得られるよう、必要な体制を整えて

おく。 

さらに、市及び県は、仮設トイレの確保のため、山口県衛生仮設資材事業協同組合及び民間リー

ス業者との間の協力体制の確立及び仮設トイレの所有状況等を把握する。 
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共通編 第２編 災害予防計画 

第１７章 第 1 節 建物応急対策の整備 

共通編２ 第１７章 - 1 

第１７章 応急復旧及び復旧対策のための体制整備 

第1節 建物応急対策の整備 

主な担当関係部署：建築課、社会福祉課、都市計画課、開発建築指導課 

大規模災害では、短期間に大量の住宅需要が発生することが予想されるため、事前に関係部

局、機関で連携して、応急的な住宅の供給方法についての検討を行う。また、災害後の被災建

築物の迅速な危険度判定により、二次災害を防止し住民の安全の確保を図るため、応急危険度

判定士の養成、登録の支援などを推進し、応急危険度判定制度の実施体制の整備を図る。 

現状と課題 

大規模災害が発生した場合は、多数の被災住宅が発生し、判定が困難になるおそれがある。この

ため、今後も判定士の養成とともに、応援要請や派遣者の受入体制の整備を進めていく必要がある。 

また、大規模災害により多くの住宅が被災した場合、応急仮設住宅の供給需要も膨大になると考

えられるため、現在候補地としているグラウンド等の他にも候補地を選定し整備を進めるとともに、

事前に関係機関等による調整を行い、応急仮設住宅用地、建設資材、建設要員等の確保について検

討しておく必要がある。 

基本方針 

○被災建築物応急危険度判定士及び被災宅地危険度判定士の人的ネットワークを構築するととも

に、受入体制を整備する。 

○応急仮設住宅の建設候補地の選定を進め、所有者との調整、協定締結等を図る。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定体制の整備 

1 被災建築物応急危険度判定に係る体制の整備 

地震発生後の建築物の二次災害の防止のための判定や、防災上重要な建築物の利用の可否の判定

を速やかに行えるよう、あらかじめ、県及び中国・四国被災建築物応急危険度判定協議会と連携し、

判定士ネットワークの構築や判定要領の制定、判定活動に必要な資材・装備の備蓄等、被災建築物

応急危険度判定体制の整備を図る。 

 

2 被災宅地危険度判定に係る体制の整備 

災害により宅地が大規模また広範囲に被災した場合、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、

二次災害を軽減・防止するため、あらかじめ、県及び被災宅地危険度判定連絡協議会と連携し、判

定士ネットワークの構築や判定要領の制定、判定活動に必要な資材・装備の備蓄等、被災宅地危険

度判定体制の整備を図る。 

127



共通編 第２編 災害予防計画 

第１７章 応急復旧及び復旧対策のための体制整備 

共通編２ 第１７章 - 2 

【達成目標】 

○被災建築物応急危険度判定士及び被災宅地危険度判定士の登録呼びかけを行い、県が実施

する講習等への積極的な参加を呼びかける。 

○判定マニュアル及び判定用の資材・装備の整備を進める。 

第2項 応急仮設住宅の建設及び住宅の提供体制の整備 

市は、被災者に対して、応急仮設住宅等の住宅が迅速に提供されるよう、以下の事項等について、

あらかじめ必要な体制を整備しておく。 

 

1 応急仮設住宅の候補地の選定 

応急仮設住宅建設候補地は次のとおりとする。なお、市は、今後も建設候補地の選定を進めるな

ど、供給体制の整備を推進する。 

応急仮設住宅

建設候補地 

岩畠公園 防府市岩畠一丁目３９３０ 

三田尻御茶屋公園 防府市お茶屋町１３０７－1 

牟礼中学校グラウンド 防府市敷山町１−１ 

松崎小学校グラウンド 防府市東松崎町１−１ 

華西中学校グラウンド 防府市大字西浦１０５４５－２ 

西浦小学校グラウンド 防府市大字西浦１９４４−１ 

富海小学校グラウンド 防府市大字富海１２４８ 

富海中学校グラウンド 防府市大字富海１２４６－１ 

大道中学校グラウンド 防府市大字台道１１２４ 

 

2 応急仮設住宅の建設用資材等の整備 

応急仮設住宅の建設に必要な資機材に関し、供給可能量の把握及び調達・供給体制をあらかじめ

整備しておく。 

 

3 公営住宅への入居方法の事前整備 

公営住宅の空き状況を常に把握し、災害時における被災者へ迅速に提供する。 

【達成目標】 

○公営住宅を災害時に活用できるよう空き状況をデータ等で管理する。 

○応急仮設住宅用地の候補地の拡充を図る。 
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第2節 公共施設等の応急復旧体制の整備 

主な担当関係部署：各施設所管課 

市、県、公共機関が所有する施設及び設備は、市民が日常生活を営む上で重要な役割を担っ

ており、これが被災すると各種の緊急対策及び応急対策に重大な支障が生じることから、早期

の応急復旧措置を講じる必要がある。このため、早期復旧に向けた体制を整備するとともに、

復興の円滑化のために必要な各種データの総合的な整備保全等を図る。また、定期的な連絡会

議等を開催し、関係機関間の連携強化に努める。 

現状と課題 

公共施設については、順次耐震化や転倒防止対策等を進めているところであるが、大規模な災害

が発生した場合に備え、引き続き安全化対策を推進していく必要がある。また、被災した場合でも

施設としての機能を維持し、できる限り早期に復旧できるよう、施設の重要度を踏まえつつ、応急

復旧に必要な各種資機材の効果的な備蓄及び調達体制を強化していく必要がある。 

基本方針 

○災害発生時の各機関の相互協力を強化するため、情報収集・伝達体制等の体制整備を進める。 

○病院、社会福祉施設、学校、鉄道等公共施設に対し、地域での重要な拠点としての位置づけを啓

発し、安全確保対策の促進を図る。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 公共施設等の応急復旧対策の整備 

1 公共土木施設等 

市（土木都市建設部）は、被災施設設備の迅速な応急復旧に備え、次の体制整備を行っておく。 

緊急動員 

 情報収集・連絡体制、活動体制の確立 

 応急工事の施工に必要な技術者、技能者の現況の把握 

 職種別、地域別人員等の資料の整備 

 地元建設業者の施工能力の把握、協定の締結など協力体制の整備 

資機材配備 

 応急復旧に必要な各種資機材の把握 

 民間業者等と協定の締結 

 輸送体制の整備（輸送方法、輸送経路等の設定） 

 

2 公共施設等 

災害発生時において、病院、社会福祉施設、学校等公共施設の的確な応急・復旧措置は、被害の

軽減につながることから、施設管理者は平常時から、施設利用者等の安全を確保するための応急措

置、災害活動、救助等にかかる体制の整備をしておく。 

【達成目標】 

○各機関の連絡窓口を共有化する等、情報連絡体制の整備を図る。 
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第3節 ライフライン施設の応急復旧体制の整備 

主な担当関係部署：上下水道局 

主な担当関係機関：県企業局、中国電力ネットワーク㈱山口ネットワークセンター、山口合同

ガス㈱防府支店、 

西日本電信電話㈱山口支店、西日本旅客鉄道㈱ 

電気、ガス、電信電話、上下水道などのライフライン施設は、市民生活の基幹をなすもので

あり、これらの施設が災害により被害を受け機能低下した場合、市民生活に大きな影響が生じ

る。このため、ライフライン施設が災害発生時においてもその機能を十分確保し、二次災害の

発生を予防するために必要な対策を講じ、安全性の向上を図る。 

現状と課題 

ライフライン施設の安全化対策及び被災時の応急体制については、これまでの災害等を踏まえ、

随時、各事業者にて推進が図られている。今後は、大規模災害の発生に備え、各機関が連携してよ

り効果的な災害時の対応を行っていけるよう、応援協定の締結を進めるとともに、訓練等を通じて

連携体制の強化を図る必要がある。 

基本方針 

○復旧応援体制を確保するための協定締結等を進める。 

○各ライフライン機関合同での訓練を実施し、連携強化を図る。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 ライフライン施設の応急復旧体制の整備 

1 上下水道事業者（市上下水道局） 

災害時における飲料水の確保及び施設被害の応急復旧に対処するため、情報収集連絡体制、活動

体制並びに必要な資機材の備蓄及び調達体制の整備に努める。また、水道事業者相互間、関係業者

団体等との間に応援協定を締結するなどして、応急復旧体制の充実に努める。 

また、下水道施設の被災に対し、迅速な応急復旧が可能となるよう平成29年2月に「下水道業

務継続計画（ＢＣＰ）地震・津波編」を作成し、平成30年3月に上水道施設を加えた「上下水道

業務継続計画（ＢＣＰ）地震・津波編」を作成した。令和3年3月には、下水道の施設浸水対策を

加えた「上下水道業務継続計画（ＢＣＰ）地震・津波及び水害編」を作成し、今後は、洪水に備え

た浸水対策や活動体制並びに必要な資機材の備蓄及び調達体制を整備する。また、下水道事業者相

互間、日本下水道事業団、関係業者団体等との間に応援協定を締結するなどして、応急復旧体制の

充実に努める。 

 

2 工業用水道事業者（県企業局・市上下水道局） 

災害時における工業用水の確保及び施設被害の応急復旧に対処するため、情報収集連絡体制、活

動体制並びに必要な資機材の備蓄及び調達体制の整備に努める。また、応急復旧が速やかに行われ

るよう緊急施工業者をあらかじめ選定し、応急復旧体制の充実に努める。 

130



共通編 第２編 災害予防計画 

第１７章 第 3節 ライフライン施設の応急復旧体制の整備 

共通編２ 第１７章 - 5 

 

3 電気事業者（中国電力ネットワーク株式会社） 

電気施設が被災した場合には、二次災害を防止し、速やかに応急措置を講じ施設設備の機能を維

持する必要があることから、情報連絡体制の整備、応急対策要員の確保等に係る体制の整備を図る

とともに、必要な資機材の備蓄や調達体制の整備に努める。 

また、他部署からの応援、同種の会社、関連企業等からの応援等も含めた体制の整備に努める。 

 

4 ガス事業者（山口合同ガス株式会社） 

二次災害の発生を防止するため発災時の初動措置、応急措置及び応急復旧に必要な活動体制の整

備を図るとともに、必要な資機材の備蓄及び調達体制の整備に努める。また、広域的な応援を前提

として、あらかじめ事業者間で広域応援体制の整備に努める。 

 

5 通信事業者（西日本電信電話株式会社） 

(1)  通信の途絶は、災害応急活動の阻害要因になるとともに、社会的混乱のおそれをきたすな

どその影響が大きいことから、通信施設設備の確保、応急復旧及び復旧対策に必要な体制の

確立を図るとともに、必要な資機材の備蓄、調達体制の整備に努める。 

また、他部署からの応援、関連企業等からの応援等も含めた体制の整備に努める。 

(2)  通信事業者は，応急復旧のために通信用機材等の運搬や道路被災状況等の情報共有が必要な

場合は，国〔中国総合通信局〕を通じて非常対策本部や被災地方公共団体に協力を要請するも

のとする。 

6 鉄道施設(西日本旅客鉄道株式会社) 

多数の人員を高速で輸送している鉄道は、直接人命に関わる被害が発生するおそれがあるため、

機敏かつ適切な応急措置を講じる必要があることから、発災時の初動措置等（運転規制、乗務員の

対応、乗客の避難誘導、救護活動等）に必要な体制の確立、復旧活動に必要な体制の確立に努める。 
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第4節 農業災害に係る応急体制の整備 

主な担当関係部署：農林水産振興課 

主な担当関係機関：山口農林水産事務所 

市は、県と連携し、農地、農業用施設の被害防止及び災害発生時の迅速な応急対応のため、

防災営農指導体制を強化する。 

現状と課題 

市は、県（山口農林水産事務所）との連携により取り組んできた、災害の発生が予想される場合

の技術的防止対策の周知、災害が発生した場合の被害実態の把握及び必要な技術指導については、

引き続き実施するとともに、その周知等の徹底を図ることとする。 

基本方針 

○農業者に対する災害発生時に予想される防災技術や技術的防除対策の指導を強化する。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 防災営農指導体制の整備 

市は、県と連携し、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に必要な対策について、以下

のような防災営農指導を実施する。 

実施機関 山口農林水産事務所、市（農林水産振興課） 

指導組織 
 各種の災害による農作物等の被害を防止するため、山口農林水産事務

所に対策指導班及び現地指導班が設置される。 

指導対策 

対策指導班 

 農業普及指導員等は普通作物、野菜、花き、果樹、畜産、病害虫、土

壌肥料並びに農業経営・生活など専門項目について、試験研究機関等

における災害別による研究成果を把握し、農家に対し周知徹底を図

る。 

 気象庁の行う長期、短期予報、災害警報等を農家に通知し、予想され

る防災技術について指導を行う。 

 各種の災害が発生した場合には、技術的防除対策を早期に樹立し関係

機関に指示を行うとともに、重要事項については直接農業普及指導員

等を現地に派遣して指導する。 

現地指導班 

 現地指導班は、関係機関・団体と連携し、災害の発生が予想される場

合は、技術的防止対策の周知徹底を図るとともに、災害が発生した場

合には、速やかに被害実態を把握し、必要な技術指導を行う。 

防災営農方式の確立 

 災害常襲地域又は異常災害が発生したときは、それぞれの地域の特性

と発展の方向に応じ、水稲、野菜、花き、果樹、飼料作物、畜産等の

作目ごとに必要とする防災営農方式を確立する。 

【達成目標】 

○山口農林水産事務所等の関係機関との連携を強化し、被害防止のための技術的情報を農家

に周知する。 
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第5節 家畜災害に係る応急体制の整備 

主な担当関係部署：農林水産振興課 

主な担当関係機関：山口農林水産事務所 

市は、災害による畜舎等の施設への被害発生を予防するため、畜産・農業関係団体の協力を

得て、施設の安全化及び家畜管理の体制整備、飼料備蓄の整備等を行う。 

 

現状と課題 

市は、これまで県（山口農林水産事務所）との連携のもと、畜産、農業団体との連絡体制の構築

や、防災上必要な技術指導について実施してきているが、今後も引き続き実施するとともに、大規

模災害発生時を想定した連携の強化等、その周知等の徹底を図る必要がある。 

基本方針 

○飼料の調達及び確保について、畜産・農業関係団体との体制整備を図る。 

○施設設備の安全化及び飼料等の備蓄を推進する。 

○関係機関と連携し、被災した家畜の管理体制の整備を図る。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 家畜の管理体制の整備 

市は、台風等により被害が発生するおそれがあるとき、施設の安全措置及び家畜の避難体制を整

備するよう指導する。また、災害発生により被災した家畜の管理について、市は、水系及び発生す

る災害の程度を考慮して、場所、施設の選定及び資材の所在、輸送等について関係機関、団体及び

周辺関係者と協議しておく。 

その際、大家畜 10 頭、中家畜 20 頭、小家畜 100 羽につき管理者１人の割合で家畜の管理者

を確保し、市の関係地区ごとにあらかじめ定めておく。 

【達成目標】 

○山口農林水産事務所等の関係機関との連携を強化し、被害防止及び被災後の家畜管理のた

めの技術的情報等を畜産農家及び関係団体に周知する。 

第2項 施設整備、飼料の備蓄等の推進 

畜舎、鶏舎等施設の補強整備、施設場所の選定の整備等の指導を推進する。また、飼料の加工、

貯蔵の整備を助長し、乾燥サイレージ等貯蔵飼料の普及を図る。 

【達成目標】 

○施設設備の整備及び災害発生に備えた飼料の備蓄等の推進を、畜産農家及び関係団体に周

知する。 
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第１８章 災害対策に係る資金の運用 

第1節 災害対策基金の運用 

主な担当関係部署：財政課  

市は、災害対策事業費等の財源として活用するため、山口県市町総合事務組合規約に基づく

基金の積立てを行う。 

現状と課題 

市では、災害対策の財源確保のための取組として、基金への積立てを行っている。 

基本方針 

○災害対策基金の積立てについては、県内全市町をもって構成する山口県市町総合事務組合が設

置している災害基金を活用する。 

 

具体的な取組と達成目標 

第1項 市における災害対策基金の運用 

市は、災害による災害対策事業費等の費用の財源に充てるため、山口県市町総合事務組合におい

て災害対策のための積立てを行う。 

積立は、平成３年度における基準財政需要額により算定された組合市町の納付目標額に達するま

で、毎年度、前年度の地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額の 100 分の 0.2 に相当する

金額（その金額が組合市町の当該平均額を超える場合にあっては、平均額を上限とする。）を組合に

納付するものとする。 

なお、積立金の処分に関する詳細は、資料編のとおりとする。 

資料編［金融・貸付等］ 

 ２-18-１ 山口県市町総合事務組合積立金 

【達成目標】 

○積立額１億円を目標に、毎年、基準額の積立てを行う。 
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共通編 第２編 災害予防計画 

第１８章 災害対策に係る資金の運用 

共通編２ 第１８章 - 2 
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第3編 災害応急対策計画 
 

  



 



共通編 第３編 災害応急対策計画 

第１章 第 1節 市活動体制の確保 

共通編３ 第１章 - 1 

第１章 応急活動体制の確立 

第1節 市活動体制の確保 

主な担当関係部署：各課共通 

市域に災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合、市、県、防災関係機関及び市

民は一致協力して、災害応急対策に従事する者の安全の確保を図るよう十分配慮しつつ、災害

の拡大防止と被災者の救援救護に努め、被害の発生を最小限に止める必要がある。このため、

法令及び本計画の定めるところにより防災関係機関の応援・協力を得て、災害応急対策を実施

するための活動体制を決定し、確保する。 

活動方針 

○気象状況、災害発生状況等を考慮し、あらかじめ定められた基準により、配備体制を決定する。 

○決定した配備体制を伝達し、定められた要員に動員を指示する。 

○震度６弱以上の地震発生の場合は、自主参集する。 

○必要に応じ他の部へ応援を要請し、要員の調整を行う。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 災害発生前 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 配備体制の決定        

2 体制の確保        

第1項 配備体制の決定 

気象状況及び災害発生状況等を考慮し、あらかじめ定められた基準により、配備を決定する。 

第１警戒体制 
特に関係のある部課の少数所要人員にて配備し、情報収集及び連絡活動を主と

し、さらに高度な配備体制に迅速に移行し得る体制 

第２警戒体制 
災害応急対策に関係のある部課の所要人数で配備し、情報収集、連絡活動及び災

害応急措置を実施するとともに、直ちに災害対策本部体制に切り替え得る体制 

災害対策本部体制 

市の地域の全部若しくは一部に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に

おいて、若しくは危機管理監の進言により、災害予防の措置又は災害応急対策を

迅速かつ強力に実施する体制 

第1警戒体制から災害対策本部体制までの詳細な基準は、資料編のとおりとする。 

資料編［配備体制］ 

 ３-１-１ 配備体制表（地震、津波、その他の災害等） 

 ３-１-２ 職員の動員に係る留意事項 
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共通編 第３編 災害応急対策計画 

第１章 応急活動体制の確立 

共通編３ 第１章 - 2 

第2項 体制の確保 

1 動員要請 

（1）配備体制の伝達による動員要請 

各体制の配備指令は、原則として市長の指示を受け、危機管理監（危機管理監に事故あると

きは総務部次長）が発する。伝達手段を以下に示す。 

勤務時間内 市メールサービス（職員向け）、庁内放送、電話、ＦＡＸ等 

勤務時間外 
一般加入電話、携帯電話、市メールサービス（職員向け）等 

考え得る伝達手段を駆使し、各部課ごとに伝達する。 

なお、勤務時間内及び勤務時間外における決定並びに伝達系統は、資料編のとおりとする。 

資料編［配備体制］ 

 ３-１-３ 配備体制の伝達系統（勤務時間内・勤務時間外）  

（2）自主参集 

以下の場合、職員は、あらかじめ定められた伝達系統による動員の命令を待たず、自主的に

参集する。 

震度６弱以上の地震発生の場合 勤務時間外において震度６弱以上の大規模地震が発生した場合 

なお、災害による交通途絶のための所定の配備につくことができない場合、本庁又は最寄り

の出先機関に参集し、各部長又は所属出先機関の長の指示に従う｡ 

資料編［災害対応］ 

 ２-５-２ 勤務時間外での地震発生への対応フロー図 
 

資料編［災害対応］ 

 ３-２-１ 参集時の対応の流れ（震度６弱以上の地震が発生した場合） 

 

2 動員 

配備体制に応じて、あらかじめ定められた職員を動員する。詳細については、資料編のとおりと

する。 

資料編［配備体制］ 

 ２-３-１ 防府市の動員配備 

 

3 応援調整 

（1）応援要請 

市本部の各部長は、他の部の職員の応援を受けようとするときは、次の事項を示して総務部

職員班に要請する。 
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共通編 第３編 災害応急対策計画 

第１章 第 1節 市活動体制の確保 

共通編３ 第１章 - 3 

 応援を要する時間 

 応援を要する職種等 

 勤務場所 

 勤務内容 

 集合日時、場所及び携行品 

 その他参考事項 

 

（2）応援職員の調整 

総務部職員班は、応援要請の内容により、余裕のある他の部署から動員の措置を講ずる。 

応援のための動員指示を受けた部は、部内の実状に応じて協力班を編成し、所要の応援を行う。 

資料編［災害対応］ 

 ２-５-１ 市及び県の応急活動事例（時系列表） 
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共通編 第３編 災害応急対策計画 

第１章 応急活動体制の確立 

共通編３ 第１章 - 4 

第2節 災害対策本部等の設置・運営等 

主な関係法令  ：災害対策基本法第 23の２ 

主な担当関係部署：各課共通 

市は、「防府市災害対策本部設置運営要綱」に基づき、災害状況に応じて市本部を設置し、

総合的な災害対策を実施する。 

活動方針 

○気象状況及び災害状況を考慮し、あらかじめ定められた基準により、災害対策本部等を設置す

る。 

○市本部各対策部各班は、あらかじめ定められた分掌事務に従い、措置を行う。 

○災害のおそれが解消し、又は応急対策がおおむね完了したと認めたときは、市本部を廃止する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 災害発生前 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 災害対策本部等の設置          

2 市本部の運営        

3 市本部の廃止        

第1項 災害対策本部等の設置 

1 第 1警戒体制、第 2警戒体制 

（1）第１警戒体制 

 気 象 災 害 の 場 合 地震災害の場合 津波災害の場合 

第１警戒 

体制 

 市内に大雨、洪水、高潮注意報のうち一以上が発表されたと

き。 

 

市内で震度３の

地震が発生した

場合 

 

遠地地震により

「山口県瀬戸

内海沿岸」に

津波警報等が

発表される可

能性があると

き。 

本部の設置 第１警戒体制においては、本部は設置せず、通常の体制の範囲の中で対応に当たる。 

実施する 

業務 

 災害の拡大を防止するため、必要な準備の開始及び災害情報の収集並びに広報活動を行う。 

 必要に応じ次の情報を収集し、資料を作成する。 

・雨量、水位、潮位等に関する情報の収集 

・人命及び家屋に関する被害情報の収集 

 県防災行政無線は常時開局し、平常時の勤務時間中は防災危機管理課が、勤務時間外は市役所宿

日直室が受信するが、第１警戒体制など職員配備時には、防災危機管理課が受信する。 

 災害状況に応じ無線の使用を制限することがある。 

 その他の防災対策については、市本部設置時における各班の所掌事務に準じ実施する。 
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共通編 第３編 災害応急対策計画 

第１章 第 2節 災害対策本部等の設置・運営等 

共通編３ 第１章 - 5 

（2）第２警戒体制 

 気 象 災 害 の 場 合 地震災害の場合 津波災害

の場合 

その他の災害の場合 

第２警戒 

体制 

 市内に大雨、洪水、高潮、

波浪、暴風、暴風雪又は

大雪警報のうち一以上

が発表されたとき。 

 

市内で震度４の地震

が発生した場合 

－  市内に大規模な火災、危険

物等に係る事故、原子力事

故が発生した場合 

 その他人的物的被害が甚大

な事故が発生した場合（社

会的影響度が高いもの） 

本部の設置 第２警戒体制においては、本部は設置せず、通常の体制の範囲の中で対応に当たる。 

実施する 

業務 

 災害の拡大を防止するため、必要な準備の開始及び災害情報の収集並びに広報活動を行う。 

 必要に応じ次の情報を収集し、資料を作成する。 

・気象情報の収集・分析 

・県等関係機関との連絡 

・市民広報の実施 

・災害危険箇所のパトロール 

・被害状況調査の実施 

・海面監視 

・応急対策用資機材の確保 

・資機材及び人員の輸送 

・避難場所等の設置準備 

 県防災行政無線は常時開局しておくものとし、平常時の勤務時間中は防災危機管理課が、勤務時

間外は市役所宿日直室が受信するが、第２警戒体制など職員配備時には、防災危機管理課が受信

する。なお、災害状況に応じ無線の使用を制限することがある。 

 その他の防災対策については、市本部設置時における各班の所掌事務に準じ実施する。 

※ 台風の接近等、必要に応じ危機管理監招集のもと、庁内情報共有会議を開催し、防災気

象情報の共有や今後の各部局の対応方針等の確認を行う。  

資料編［配備体制］ 

 ３-１-４ 第１警戒体制、第２警戒体制における業務の流れ 
 

資料編［災害情報の収集・伝達］ 

 ３-３-１ 災害対策本部の連絡系統図 

 

2 水防本部の設置 

下表の基準の１つに達した場合、危機管理監の進言により、水防長（副市長）は、水災を予防警

戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減するために必要と認めたときは、水防非常体制に移行さ

せ、１号館２階防災危機管理課内に水防本部を設置する。災害の状況により水防非常体制ではなく、

第１非常体制へ移行する場合あり。 

なお、水防本部については、市水防計画を参照のこと。 

 気 象 災 害 の 場 合 

水防非常体制

（水防本部 

設置） 

◆ 洪水予報河川（佐波川）及び水位周知河川（柳川、馬刀川）の水位が、水防団待機水位を越え、

更に水位の上昇が認められるとき。 

◆ 土砂災害危険度情報（警戒（警戒レベル３相当））が発表され、かつ今後も大雨が続くと予想さ

れるとき。 

◆ 梅雨前線が停滞し、先行雨量その他の状況から必要と認められるとき。 

◆ 台風の暴風域が２４時間以内に防府市にかかると予想されるとき。 

◆ 高潮による被害が予想されるとき。 
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共通編 第３編 災害応急対策計画 

第１章 応急活動体制の確立 

共通編３ 第１章 - 6 

3 災害対策本部の設置 

市の地域の全部若しくは一部に下表に示す災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におい

て、若しくは危機管理監の進言により、市長は、災害予防の措置又は災害応急対策を迅速かつ強力

に実施することが必要であると認めたときは、市本部を設置する。 

 気 象 災 害 の 場 合 地震災害・津波災害の場
合 

その他の災害の場合 

非常体制 

（災害対策
本部設
置） 

【第１非常体制】 

◆ 水防非常体制の配備状況で、危険箇所等の発

見など、複数箇所において、災害の発生のお

それがあるとき 

◆ 防災気象情報等の有無にかかわらず、市内に

局地的豪雨等により、現に災害が発生し、そ

の規模及び範囲等の状況から必要と認められ

るとき 

◆ 台風が防府市に上陸すると予想されていると
  き 

 

【第１非常体制】 

◆ 市内で震度５弱又は

震度５強の地震が発

生したとき 

◆ 「山口県瀬戸内海沿
岸」に津波注意報が発
表され、その状況から
必要と認められると
き 

 

 市内に大規模

な火災又は爆

発が発生し、

必要と認める

とき。 

 市内に有害

物、放射性物

質の大量の放

出又は多数の

傷病者、遭難

者を伴う列

車、航空機及

び船舶等の事

故その他重大

な事故が発生

し、必要と認

めるとき。 

 その他救助法

による救助を

適用する災害

が発生し、必

要と認めると

き。 

※ ｢必要と認め
るとき｣の基
準は、気象災
害の場合に準
ずる。 

【第２非常体制】 

◆ 特別警報（大雨、大雪、暴風、暴風雪、波浪、
高潮）が発表されたとき、又は発表のおそれが
あり、相当規模の災害が発生し、若しくは発生
のおそれがあるとき 

◆ 市内全域にわたる災害が発生したとき、局地的

災害であっても被害が甚大であるとき又は大

規模の災害発生を免れないと予想されるとき。 

 

【第２非常体制】 

◆ 市内で震度６弱以上
の地震が発生した場
合 

 ｢山口県瀬戸内海沿

岸｣に津波警報又は

大津波警報が発表さ

れたとき。 

 

設置者 市長（代行第１位：副市長（副本部長）、代行第２位：総務部長、代行第３位：土木都市建設部長） 

設置場所  本部統括部総括班は、直ちに市役所１号館３階南北会議室に本部統括部の執務室を設置する。 

 災害の状況により直ちに本部員会議を開催する必要がある場合は、他の会議室で本部員会議を開

催し、本部統括部の執務室の設置や各班の体制が整い次第、１号館３階南北会議室に移行する。 

 市内において震度６弱以上の地震が発生した場合や、市庁舎が被災し、使用不能のときは、議会

棟３階全員協議会室に本部統括部の執務室を設置する。 

設置に伴う 

事務 

市本部の設置が決定されたとき、直ちに以下の要領にて本部統括部の執務室の設置等の措置を行う。 
1 総務部総務班及び本部統括部広報班は、本部統括部の執務室の開設を補助する。 

2 本部設置の措置 

・机、椅子及び事務用品を整備する。 

・災害情報表示を準備する。 

・気象、災害情報収集用紙及び管内地図を整備する。 

・市本部設置を庁内、出張所、既に開設されている指定緊急避難場所や地区一時避難場所、県、

その他防府市防災会議各機関に連絡する。 

3 本部統括部情報発信班及び本部統括部広報班は、報道機関、広報車等を通じて、市民へ本部設置

を周知する。 

4 総務班は、全車両を本部運用体制に切り替える。 
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共通編 第３編 災害応急対策計画 

第１章 第 2節 災害対策本部等の設置・運営等 

共通編３ 第１章 - 7 

（1）市本部の組織体制及び実施する事務 

市本部の組織は、本部長（市長）、副本部長（副市長）及びその下に設置される各対策部班

をもって構成する。本部長が不在等により指揮を行うことが不能のときは、下表の順位にて災

害対策の重要事項の指揮・命令を行う。 

 

本部長 

市長 

（代行第１位：副市長（副本部長）、 

代行第２位：総務部長、 

代行第３位：土木都市建設部長） 

副本部長 

副市長 

（代行第１位：総務部長、 

代行第２位：土木都市建設部長、 

代行第３位：総合政策部長） 

資料編［配備体制］ 

● ３-１-５ 災害対策本部の組織構成図 

 

各対策部は本庁における災害対策実施組織として、各対策部の判断により災害対策業務の実

施に当たる。 

部には部長及び副部長を置く。副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務

を代理する。市本部に置く部、構成する組織及び部の設置基準は、資料編のとおりとする。 

資料編[配備体制] 

● ３－１－６ 本部の組織体制及び部の設置基準 

また、水防活動について、市防災計画により市本部が設置されたときは、水防本部の組織は

市本部の組織に代わるものとし、本部長の統轄のもとにその組織に従って水防活動を行い防災

の万全を期する（消防団及び水防団の配備出動については、それぞれ防府市警防規程及び防府

市水防計画による。）。 

 

（2）設置の通知 

市本部を設置したときは、設置の場所その他必要な事項を以下の通知先へ公表する。公表の

方法は、状況に応じ次のいずれかを使用し伝達する。 

公表又は通知先 方 法 担 当 

庁内各部 

(出先機関を含む。) 

庁内放送、電話、庁内イントラネット等 

※出先機関をもつ部課は、それぞれから連絡する。 
情 報 発 信 班 

県知事 

(防災危機管理課) 

山口県総合防災情報システム・ＦＡＸ又は県防災行政無線電話 総括班、情報

発 信 班 

防府警察署 ＦＡＸ又は電話 総 括 班 

防災関係機関 ＦＡＸ又は電話 〃 

報道機関 文書、口頭、電話等 広 報 班 

市民 

広報車、市メールサービス、LINE、防災ラジオ、市ホームページ、

ケーブルテレビ等 
情 報 発 信 班 

報道機関（テレビ、ラジオ、新聞等） 広 報 班 
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共通編 第３編 災害応急対策計画 

第１章 応急活動体制の確立 

共通編３ 第１章 - 8 

4 現地災害対策本部の設置 

本部長は、災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により、災害応急対策を

強力に推進するため、現地において機動的かつ迅速に処理する必要がある場合には、名称、所管区

域及び設置場所を定めて、現地災害対策本部（以下｢現地本部｣という。）を設置することができる。 

設置者  現地本部の設置は、本部長が決定する。 

設置場所  所管区域及び設置場所については、その都度本部長が定める。 

設置に伴う事務  本部長は、現地本部設置に先立ち、速やかに担当職員を現地に派遣し、現地

本部の標識をわかりやすい場所に掲げ、現地本部設置の措置を行う。 

・机、椅子及び事務用品を整備する。 

・災害情報の表示を準備する。 

・気象、災害情報収集用紙及び管内地図を整備する。 

・現地本部設置を庁内、出張所、県、防災関係機関等に連絡する。 

現地本部の 

組織体制 

 現地本部長は、本部長が指名する者をもって充てる。 

 現地本部長は、本部長の命を受け、現地本部の事務を総括し、所属の職員を

指揮・監督する。 

 現地本部の職員は、被害状況及び対応状況等を踏まえ、本部長が選任する。 

現地本部の組織 

及び実施する事務 

 現地本部を構成する機関その他組織等に関して必要な事項は、被害状況及

び対応内容を踏まえ、その都度本部長が定める。 

第2項 市本部の運営 

1 各対策部における活動 

市本部各対策部各班は、あらかじめ定められた事務分掌に従い、措置を行う。 

なお、事務分掌の詳細は、資料編のとおりとする。 

また、市本部が設置されていないときであっても、事務分掌に従って、防災対策を実施するもの

とする。 

資料編［配備体制］ 

 ３-１-７ 災害対策本部における事務分掌 

 

2 本部統括部における活動 

（1）本部統括部における情報の収集、整理 

本部統括部は、災害応急対策の迅速な実施を図るため、各対策部各班、対策部連絡員等から

の報告を通じ、管内の異常情報、各班の対応状況等を収集・整理する。 

 市本部各対策部は、入手した災害の情報をとりまとめ、速やかに電話又は文書連絡によ

り本部統括部情報整理班へ通知する。 

 本部統括部情報整理班で整理した情報は、その内容に応じて本部長に報告し、本部員会

議における対策検討資料とする。 

 参集職員は、参集途上で知り得た情報を各所属長に報告する。 

（2）各対策部連絡員による報告 

本部統括部に派遣された各対策部連絡員は、本部統括部で収受した情報を所属部署へ報告す

るとともに、所属部内の各班における対策の実施状況、被害報告、その他所要の情報を常時把

握し、本部統括部総括班に報告する。 
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第１章 第 2節 災害対策本部等の設置・運営等 

共通編３ 第１章 - 9 

3 本部員会議の実施 

市本部の運営及び災害対策の推進に関し、必要に応じて、以下の要領にて本部員会議を開催する。 

招集者  本部員会議の開催の要否は本部長が決定し、招集する。 

 なお、本部員は、当該部局の所管事項に関し本部員会議の開催を必要と認

めるときは、その旨を危機管理監に申し出る。 

本部員会議の構成  本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。 

 本部員会議の庶務は、本部統括部総括班が担当する。 

会議の実施場所 ◆  １号館３階南北会議室で行う。（災害の状況により直ちに本部員会議を開催する必

要がある場合は、他の会議室で本部員会議を開催し、本部統括部の執務室の設置や

各班の体制が整い次第、１号館３階南北会議室に移行する。） 

 市内において震度６以上の地震が発生した場合や、市庁舎が被災し、使用不能のと

きは、議会棟３階第４委員会室で行う。 

会議における 

決定事項 

 本部体制の配備及び廃止に関すること。 

 避難指示等の発令に関すること。 

 重要な災害情報、被害状況の分析及びそれに伴う対策の基本方針に関する

こと。 

 災害対策の重要な指示に関すること。 

 救助法の適用に関すること。 

 自衛隊の災害派遣に関すること。 

 指定行政機関、指定公共機関等に対する応急措置の実施要請及び他の市町

に対する応援要請に関すること。 

 災害対策に関する経費に関すること。 

本部員会議の通知  本部員会議により決定された事項については、本部員が対策部各班に通知・

伝達する。 

防災関係機関  必要に応じ、意見聴取・連絡調整等のため、県及び防災関係機関の出席を求

めるものとする。 

 

4 支援活動体制 

県、防災関係機関等は、現地情報連絡員（リエゾン）を市本部に派遣することなどにより、相互

に緊密な連携の確保及び情報交換に努めるものとする。 

第3項 市本部の廃止 

市長は、市の地域において災害が発生するおそれが解消したと認めたとき又は災害応急対策がお

おむね完了したと認めたときは、市本部を廃止する。 

市本部を廃止したときは、市本部設置の場合に準じて公表する。 
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共通編 第３編 災害応急対策計画 

第１章 応急活動体制の確立 

共通編３ 第１章 - 10 

第3節 関係機関間による相互の連携体制の確保 

主な担当関係部署：防災危機管理課 

主な担当関係機関：県、徳山海上保安部、西日本旅客鉄道㈱ 

災害応急対策責任者は、各防災関係機関の応援を受けて災害応急対策を実施する場合、被災

地近くに災害対策総合連絡本部を設置し、県及び防災関係機関や災害対策本部長と密接な連絡

をとり、応急対策を実施する。 

活動方針 

○災害の状況等を考慮し、県及び防災関係機関と調整し、災害対策総合連絡本部の設置を検討す

る。 

○災害対策総合連絡本部の設置が決定した場合は、被災地付近に連絡本部を設置し、各機関と密接

な連絡をとり、応急対策を実施する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 災害発生前 直後 30 分～ 2 時間～ 24時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 災害対策総合連絡本部の設置        

2 災害対策総合連絡本部の運営        

第1項 災害対策総合連絡本部の設置 

災害応急対策責任者は、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、県、市町、警察、

他の地方公共団体、公共的団体、医師会、企業体等の各種機関の応援を受けて災害応急対策を実施

する場合は、各機関が有機的な関連をもって、役割と分担を明確にし、有効に防災活動を実施する

ため、下記により災害対策総合連絡本部（以下「連絡本部」という。）の設置を決定する。 

連絡本部を設置すべき機関以外の機関が連絡本部設置の必要を認めたときは、設置すべき機関に

その旨を申し出る。 

市長 主として陸上災害の場合 

知事 ２以上の市町にわたる主として陸上の大災害の場合 

海上保安部長 主として海上災害の場合 

空港事務所長 主として航空事故の場合 

西日本旅客鉄道（株）広島

支社長又はその指名する者 

ＪＲの事故の場合 

その他 主として、上記以外の機関の管理に属する施設等にかかる災害又は事故 
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共通編 第３編 災害応急対策計画 

第１章 第 3節 関係機関間による相互の連携体制の確保 

共通編３ 第１章 - 11 

第2項 災害対策総合連絡本部の運営 

連絡本部の設置が決定した場合、災害状況に応じ、被災地付近に連絡本部を設置し、各所属機関

の長又は災害対策本部長と密接な連絡をとり、応急対策を実施する。 

連絡本部の構成機関  災害応急対策の実施に当たる機関の長又は災害現地に出動した部

隊等の指揮者をもって構成するものとし、各機関は積極的に参加す

る。 

連絡本部の長  設置機関の長又はその指名する者が本部の長となる。 

 本部の長は、連絡本部を設置しようとするときは、関係機関にその

旨を連絡するとともに、本部の所掌事務を統括する。 

連絡本部の設置場所  設置機関の事務所又は被災地付近の適当な場所とする。 

連絡本部の所掌事務  連絡本部における主な応急対策は以下のとおりとする。 

・災害応急対策を効果的に推進するための協議 

・災害情報の収集、分析及び検討 

・総合的応急活動計画の樹立とその実施の推進 

・各機関の活動の連絡調整 

・その他災害応急対策実施についての必要な事項 

各機関との関係  連絡本部で協議した応急対策は、各機関の責任のもとに実施するも

のであるから、連絡本部の各構成はそれぞれ所属機関の長又は災害

対策本部長と密接な連絡をとり、応急対策の円滑なる実施の推進に

努める。 
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共通編 第３編 災害応急対策計画 

第２章 第 1節 災害発生直前の情報収集・伝達 

共通編３ 第２章 - 1 

第２章 災害情報等の収集・伝達 

第1節 災害発生直前の情報収集・伝達 

主な担当関係部署：防災危機管理課、地域振興課（出張所班）、消防本部、消防団 

主な担当関係機関：下関地方気象台、国土交通省山口河川国道事務所、徳山海上保安部、 

山口農林水産事務所、防府警察署、西日本電信電話㈱山口支店 

市は、災害が発生し、又は災害の発生のおそれがある場合は、災害の発生を未然に防ぎ、あ

るいは、被害の軽減を図るため、気象警報・注意報等の気象に関する情報等を速やかに把握し、

市民及び関係機関に伝達する必要がある。このため、本節では、気象警報・注意報等の情報収

集・伝達について必要な事項を定める。 

活動方針 

○県及び防災関係機関と連携し、気象に関する情報等を迅速に把握し、速やかに市民及び関係機関

に伝達する。 

○大規模火災等の特殊災害発生等、市民等からの通報を受けた場合は、速やかに関係機関へ通報

し、情報共有する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 災害発生前 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 気象警報・注意報等の収集        

2 気象警報・注意報等の伝達        
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共通編 第３編 災害応急対策計画 

第２章 災害情報等の収集・伝達 

共通編３ 第２章 - 2 

具体的な活動内容 

第1項 気象警報・注意報等の収集 

市は、下関地方気象台等から気象警報・注意報、気象情報、土砂災害警戒情報等を収集し、避難

指示等の判断など災害対策活動に利用する。主な気象警報・注意報等を以下に示す。 

なお、詳細は、資料編のとおりとする。 

気象警報・注意

報等 

 下関地方気象台は、県内の市町ごとに以下の気象情報を発表する。 

「注意報」：大雨や強風などの気象現象により災害が起こるおそれのあるとき 

「警報」：重大な災害が起こるおそれのあるとき 

「特別警報」：重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合 

 大雨や洪水などの警報が発表された場合のテレビやラジオによる放送などで

は、簡潔かつ効果的に伝えられるよう、従来通り市町をまとめた地域の名称を

用いることがある。 

土砂災害警戒

情報 

 下関地方気象台と県砂防課は、大雨による土砂災害発生の危険性がさらに高

まったときに、市長が防災活動や市民等への避難指示等の災害応急対応を適時

適切に行えるよう支援するとともに、市民の自主避難の判断を支援することを

目的とし、発表する（気象業務法第11条・災対法第40条及び第55条・土砂災害防

止法第27条）。 

土砂災害緊急

情報 

 県砂防課は、地滑りによる重大な土砂災害が急迫していると予想される場合に

緊急調査を実施し、避難のための立退きの指示又は緊急安全確保の発令の判断

に資するため、重大な土砂災害が急迫していると想定される土地の区域及び時

期に関する情報を関係市長に通知するとともに、一般市民に周知することによ

り災害応急対応を適時適切に行えるよう支援することを目的とし、発表する（土

砂災害防止法第28条及び第31条）。 

噴火警報等 
 福岡管区気象台地域火山監視・警報センターは、阿武火山群にて火山活動が予

想される場合、気象業務法第13条の規定により噴火警報等を発表する。 

資料編［気象情報等］ 

 ３-４-１ 気象警報・注意報等の種類と発表基準 

 ３-４-２ 土砂災害警戒情報の発表基準 

 ３-４-３ 土砂災害緊急情報の周知基準 

 ３-４-４ 噴火警報等の発表基準 

 ３-４-５ 山口県の気象細分区域 

第2項 気象警報・注意報等の伝達 

市及び防災関係機関は、相互に連携し、気象警報・注意報等の必要な情報を迅速かつ正確に把握

し、入手した情報を速やかに市民及び関係機関に伝達する。 

なお、気象情報等の伝達系等及び伝達に係る各機関の措置事項についての詳細は、資料編のとお

りとする。 

市 

 特別警報・気象警報・注意報等について、県から通報を受けたとき、又は自ら

知ったときは、区域内の公共的団体、その他重要な施設の管理者、自治会（自主

防災組織）等に対して通報するとともに、直ちに、市民に周知する。 

 この場合、防府警察署、消防本部、消防団、県出先機関等へ協力を要請するなど

して、万全の措置を講じる。 

消防本部 

 異常現象、水防に関する情報を収集又は入手したときは､これを市防災危機管理

課､県（防災危機管理課（消防保安課））及び関係機関に通報するとともに、市

民に周知する。 
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共通編 第３編 災害応急対策計画 

第２章 第 1節 災害発生直前の情報収集・伝達 

共通編３ 第２章 - 3 

 

資料編［気象情報等］ 

 ３-４-６ 気象情報等の伝達系統 

 ３-４-７ 市内部における伝達系統（勤務時間内・勤務時間外） 

 ３-４-８ 県における伝達系統 

 ３-４-９ 大規模火災その他特殊災害発生時の市内部における伝達 

 ３-４-10 気象情報等に関する関係機関による措置事項 
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共通編 第３編 災害応急対策計画 

第２章 災害情報等の収集・伝達 

共通編３ 第２章 - 4 

第2節 災害発生時の通信手段の確保 

主な担当関係部署：防災危機管理課、行政管理課、消防本部 

主な担当関係機関：徳山海上保安部、防府警察署、西日本電信電話㈱山口支店 

災害発生時には、通信施設の損壊等により通信回線の途絶や輻輳、混信が予想される中、市、

県及び防災関係機関は、災害に関する予報、警報の伝達、被害情報の収集、その他応急対策に

必要な指示、命令、報告等を行うことになる。迅速で的確な情報収集・伝達のため、通信手段

の確保を優先する必要があり、災害の発生のおそれのある場合は、直ちに通信網の確保及び構

築に全力を挙げる。特に、通信施設が被害を受けた場合には、迅速な応急復旧及び代替措置を

実施する。 

活動方針 

○災害対応に必要な通信連絡手段を速やかに確保し、通信連絡体制を確立する。 

○災害時の通信体制を確保するため、多様な手段の確保に努め、整備を図る。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 災害発生前 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 通信体制の確保        

2 通信手段の確保        

3 通信設備の機能回復        

具体的な活動内容 

第1項 通信体制の確保 

市は、災害発生時における通信連絡事務を迅速かつ円滑に行うための通信担当者を定め、通信確

保のための体制を確保する。なお、本市の通信取扱責任者は、防災危機管理課長とする。 

通信取扱責任者及び通信担当者は、自己の通信回線の確保及び関係機関の通信施設の使用優先利

用等について通信の確保が図られるよう努める。 

第2項 通信手段の確保 

1 無線通信の確保 

市は、有線電話途絶時には、情報連絡手段としてあらかじめ整備している専用無線通信を確保

する。災害情報の収集・伝達のための中核施設として設置している県防災行政無線網（地上系・衛

星系）による重要情報の伝達を優先かつ迅速に行うため、次の措置をとる。 

回線統制 全回線又は任意の回線について、その発着信を統制する。 

割込み及び強制切断 任意の話中回線に、割込みを行うほか、その回線の強制切断を行う。 

なお、上記の措置をとる場合は、制限の内容その他必要事項について関係端末局の無線管理者(市

長、出先機関の長等)に事前に通知し、混乱を回避する。 
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2 その他様々な通信手段の確保 

市は、携帯電話の活用、消防無線その他の業務用無線の利用や連絡員の派遣など、災害の状況に

応じ、可能な限りの通信手段を確保する。 

なお、無線、携帯電話等の確保が不十分な場合は、国や通信事業者から通信機器の貸与を受け

るなどにより通信手段の確保に努める。 

 

3 他の機関の協力による通信手段の確保 

市は、大規模災害により通信の確保が困難になったときは、他の機関の設置する専用通信施設等

を使用するなどして、通信の確保を図る。 

電話・電報施設

の優先利用 

電話若しくは電報施設を優先利用し、又は他機関

が設置する専用電話を使用するなどして、通信の確

保を図る。 

一般電話及び電報 

専用電話 

携帯電話 

衛星携帯電話 

電話回線の被災

時の代替通信 

電話又は電報施設が利用不可能となった場合、無

線通信等の移動体通信を確保するとともに、イン

ターネットによる通信等、あらゆる手段を活用し、

通信手段を確保する。 

同報系防災行政無線 

携帯電話 

インターネット通信 

消防救急無線 

無線通信等の非

常通信の利用 

自己の無線通信機能が不通になったときは、代替

無線設備の配備あるいは他の機関が設置している

無線局に非常通信の協力を依頼する。（非常通信） 

非常通信（非常通信協議会

に加入する無線局） 

防災相互通信用無線 

災害対策用移動通信機器等 

臨時災害放送用機器 

災害対策用移動電源車 

民間団体等の通

信施設の活用 

通信途絶時等における情報収集・伝達手段を補完

するものとして、アマチュア無線、タクシー等の業

務用無線取り扱い者と、あらかじめ協議した内容に

基づき、協力を要請する。 

アマチュア無線 

タクシー用業務無線 

 

資料編［通信施設］ 

 ２-６-３ 消防無線一覧 

 ２-６-４ 災害時の電話・電報施設の利用 

 ２-６-５ 災害時の非常通信の利用 

第3項 通信設備の機能回復 

災害により通信機能等に支障が生じた場合は、通信担当者及び各庁舎・施設等の管理者は、通信

機能の被害調査、非常電源の点検等を行い、応急措置や修理会社への手配等を行う。 

特に通信設備や非常電源設備等の取扱者を定めていない場合や、勤務時間外に災害が発生した場

合等、設備等の取扱者が不在となるおそれのある場合は、必要な資格や技術を有する者の早期参集

を図るよう対応する。 
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第3節 災害情報・被害情報の収集・伝達 

主な担当関係部署：各課共通 

主な担当関係機関：国土交通省山口河川国道事務所、徳山海上保安部、山口県民局、 

防府土木建築事務所、山口健康福祉センター、山口農林水産事務所、 

防府警察署、西日本高速道路㈱ 

災害発生時において、被害状況の迅速かつ的確な把握は、あらゆる災害応急対策を実施する

上で基本となる。このため、市は、災害の発生に際し、速やかに管内における所掌業務に関し

て必要な情報を把握し、県等関係機関に報告する必要がある。 

ここでは、災害発生時の災害情報・被害情報の収集・伝達に関し、必要な事項を定める。 

活動方針 

○あらゆる手段を使って災害の全体像の迅速な把握に努める。 

○市、県及び防災関係機関は、連携を密にして、適時適切な情報の提供を行う。 

○収集・とりまとめた情報は、定められた様式にのっとり、速やかに担当部署へ報告する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 災害発生前 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 情報収集・伝達連絡体制の確立        

2 市の被害情報調査・収集・集約        

3 被害状況の報告        

 

具体的な活動内容 

第1項 情報収集・伝達連絡体制の確立 

市は県及び防災関係機関と協力し、災害発生時には積極的に所属職員を動員し、又は関係機関の

協力を得て、所掌する事務若しくは業務に関し被害状況及び災害応急対策に必要な情報を収集する

とともに、速やかに関係機関に伝達する。 

市本部各対策

部各班 

 被害状況の把握及び応急対策の実施状況の調査・収集は、原則として各対策部各

班が行う。 

 被害状況をとりまとめ、本部統括部情報整理班へ報告する。 

本部統括部情

報整理班 

 

 市本部における情報の収集及び整理を行う。 

 各対策部各班からの情報を取りまとめ、県等関係機関へ報告する。 

特に、本市が震源地又は震源地に近い地震が発生した場合等、大規模災害時は、通信･交通網の途

絶、庁舎被害等により、初期の災害応急活動に必要な情報収集に支障をきたすおそれがあるため、

市職員のみでは不足する場合も考えられるので、自主防災組織、防災関係機関等の協力を早急に確

保するとともに、調査事項、報告様式の事前配布及び調査要領の作成、連絡方法等の徹底を図る。 

なお、被害調査の報告については、資料編のとおりとする。 
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資料編［災害情報の収集・伝達］ 

 ３-３-２ 情報収集連絡系統 

第2項 市の被害情報調査・収集・集約 

1 災害情報の収集 

収集すべき情報内容は、人命救助に必要な情報を第一とし、負傷者の救出救助や消火活動を実施

する上で必要な情報（建物崩壊、出火、道路・橋りょう等の損壊状況、死傷者発生状況等）を収集

する。 

また、被害規模を早期に把握するための概括情報（緊急通報輻輳状況等）を積極的に収集する。 

以後、順次被災者の救援活動に必要な情報を計画的に収集する。法令等で報告を義務付けられた

事項に係る情報収集については、適時適切な情報収集を行う。 

（1）各対策部による災害情報の収集 

大規模な災害の場合、本部長は緊急調査を本部員に指示し、本部員は被害状況の収集を所掌

する各対策部に伝達する。各対策部に応援の必要がある場合は、本部員が増員を指示し、総務

部職員班が調整を行う。規模の小さな場合は、本部員の判断で調査を指示する。 

調査内容は人命救助に必要な情報を優先的に取り扱い、負傷者の救出救助、消火活動を実施

する上で必要な情報（建物倒壊、出火、道路、橋りょう等の損壊状況、死傷者発生状況）を収

集する。 

市が収集すべき情報の概要を以下に示す。 

なお、応急対策別に収集すべき情報及び各対策部が収集すべき情報の詳細は、資料編のとお

りとする。 

【収集すべき主な情報】 

災 害 発 生 直 後 そ の 後 の 段 階 

津波及び土砂災害の発生状況 被害状況 

人命危機の有無及び人的被害の発生状況 避難指示等又は警戒区域の設定状況 

家屋等建物の倒壊状況 避難所の設備状況 

火災等の二次災害発生状況及び危険性 避難生活の状況 

避難の必要の有無及び避難の状況 食料、飲料水、生活必需物資等の供給状況 

市民の動向 電気、水道、下水道、通信サービス等ライフライン

の復旧状況 

道路及び交通機関の被害状況（特に避難道路及び

橋りょう） 

医療機関の開設状況 

電気、水道、下水道、通信サービス等ライフライン

の被害状況 

救護所の設置及び活動状況 

その他災害の発生拡大防止措置上必要な事項 傷病者の収容状況 

【情報収集先関係機関】 

情 報 の 種 類 情 報 収 集 先 

地震及び津波に対する情報 気象台、県本部、放送局 

火災の発生状況 消防機関、警察、海上保安部 

死者、負傷者の状況及び被災者の状況 消防機関、警察、県本部 
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（2）防災危機管理課における災害情報の収集 

防災危機管理課は、概括的被害情報、ライフライン被害の範囲等、被害の規模を推定するた

めの関連情報を収集する。 

また、被害規模を早期に把握するため、消防本部による119番通報の情報を積極的に収集す

るものとし、その状況を県又は消防庁へ伝達する。 

（3）市職員による参集途上時の災害情報の収集 

夜間、休日等勤務時間外に参集を要する災害が発生した時、市職員においても、参集途上に

出来る限りの情報を収集する。 

登庁後は、各班長へ報告し、班長は、本部統括部総括班へ報告する。 

（4）消防本部、消防団及び自主防災組織（自治会等）による災害情報の収集 

災害発生時、消防本部及び消防団は、消火活動及び救出活動を全機能を挙げて行う。また、

自治会等の自主防災組織は、早急な救援活動を要請するため被害情報の収集に努める。 

消防本部 

 災害発生時、消火活動及び救出活動を全機能を挙げて行う。 

 各署所は、可能な限りの被害情報収集（資料編「各対策部別必要情報」参照）を

行い、電話又は消防無線を用い消防本部へ連絡する。 

 市本部への情報伝達を遅滞なく行い、情報の共有化を図る。 

本部統括部総括班は、被害規模を早期に把握するため、概括情報(緊急通報輻輳状

況等)の情報を積極的に収集する。 

消防団 
 災害発生時、消火活動及び救出活動を行う。 

 可能な限りの被害情報収集を行い、電話又は消防無線で消防本部へ報告する。 

自主防災組織 

（自治会等） 

 災害発生時には、初期消火、救出等自主防災活動を行うとともに、各対策部は（資

料編「各対策部別必要情報」参照）の情報について収集を行う。 

 各出張所との電話による連絡手段が確保できるときは、情報を電話により連絡す

る。連絡手段が途絶しているときには、可能な限り自主防災組織（自治会等）の

連絡員を各出張所へ派遣し、情報の伝達を行う。 

資料編［災害情報の収集・伝達］ 

 ３-３-３ 応急対策別必要情報 

 ３-３-４ 各対策部別必要情報 

（5）県等による措置 

災害発生時、県及び防災関係機関による被害状況の把握等の措置は、資料編のとおりとする。 

資料編［災害情報の収集・伝達］ 

 ３-３-５ 県等関係機関による被害状況の把握及び措置 
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2 住家・人的被害等の調査 

（1）住家被害の調査 

住家被害は、救助法の適用(申請)、罹災証明書等の発行、税の減免、救助物資の配分、義援

金品の配分等、被災者に対する各種の救援活動を実施する上で最も基本となる情報である。こ

のため、市は、住家被害を迅速・正確に把握する。 

総務部 

調査班 

 住家被害調査班を編成する。 

 「被害の分類認定基準・住家被害（内閣府）」に基づき住家被害調査をする。 

 甚大な被害を受けた場合は、市本部の指示により、土木都市建設部建築班の職員

及びボランティア（建築士等）の応援を得て行う。 

 被害が甚大なため、市において被害状況等の収集及び調査が不可能なとき、又は

調査に専門的な技術を必要とするときは、県に応援を求めるとともに、連絡調整

責任者の派遣を要請する。 

 状況の収集、調査については、警察、県及びその他の関係機関と十分連携をとる。 

（2）人的被害の調査 

人的被害の調査に当たっては、「被害の分類認定基準・人的被害（内閣府）」に基づき、次

により行う。 

消防対策部 

 消防対策部は、自主防災組織(自治会等）の協力を得て状況を把握し、本部統括

部総括班に報告する。 

 同時多発火災や救急医療需要の増大により、把握が困難になることが予想される

ため、警察署等関係機関と協力のもと､被害の把握を行う。 

（3）その他の被害の調査 

住家被害調査の進捗状況を見ながら、各班は、所管の施設等の被害調査を実施する。 

資料編［条例等］ 

 ３-５-１ 被害程度の認定基準 

 

3 被害状況調査の取りまとめ 

（1）被害調査の取りまとめ 

本部統括部情報整理班は、各被害調査の取りまとめを行う。取りまとめた情報は、危機管理

監から本部長（市長）へ適宜報告する。また、被害が甚大な場合は、被害状況のとりまとめに

時間がかかるなど報告が滞るおそれがあることを踏まえ、本部統括部情報整理班は、各対策部

各班からの報告を待つのみならず、積極的に各対策部各班への被害調査事項の確認等を行い、

被害状況の把握の円滑・迅速化に努める。 

なお、被害状況の写真は、被害状況確認の資料として、また記録保存のためにも極めて重要

であるため、本部統括部広報班において記録写真を収集し、災害応急対策等に活用するととも

に、報道機関及び市民の撮影分についても必要に応じて提供を受け、災害記録写真の収集確保

に努める。 

（2）災害情報に基づく意志決定及び共有化 

本部統括部総括班は、情報を分析し、応援要請、自衛隊派遣要請、避難指示等、警戒区域の

設定、事前措置、救助法の適用申請等の必要性の有無を検討し、本部長である市長（不在の場

合は、副本部長である副市長）に進言を行う。本部長は、その進言をもとに意思決定を行う。 

これらの情報については、本部員及び防災関係職員において（適宜、全職員）共有化を図り、

活動に統一性を与える。 
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第3項 被害状況の報告 

気象情報、災害発生の予想、避難に関する情報等は、市民その他関係機関に伝達して初めて効果

が現れるものであり、その伝達については、同報系防災行政無線をはじめ市メールサービス、電話、

ＦＡＸ、広報車、連絡員等状況に応じた方法により伝達を行うとともに、必要に応じその伝達につ

いて関係機関の協力を要請する。 

市において収集した情報は、県、防府警察署その他の関係機関に対して報告・伝達を行う。特に

人命に関わる場合、堤防の決壊等大規模な被害が予想される場合は、応援体制等の準備が必要とな

ることから、早期（未確認段階でも良い。）の伝達を行う。 

 

1 県への被害情報報告 

被害報告は、全体の被害状況が判明してからの報告では、県・国における対策に支障をきたすの

で、災害が発生した場合は、直ちに判明した範囲の災害の態様を通報するとともに、災害に対して

とった措置の概要を県（防災危機管理課及び山口県民局）に速報し、応援の必要性等を連絡する。

ただし､通信の途絶等により県に連絡できない場合は消防庁へ連絡する｡ 

県への被害報告の概要を以下に示す。 

なお、詳細は、資料編のとおりとする。 

（1）被害発生速報（被害発生報告書：資料編） 

次の重要被害について、発生の都度、直ちにその概要を文書又は電話等により報告する。特

に、死傷者、住家被害を優先的に取り扱う。 

速 報 速 報 内 容 

人 的 被 害 死者、行方不明者、重傷者、軽傷者 

家 屋 被 害 

住 家：全壊、半壊、一部破損、床上浸水、広範囲な床下浸水 

非住家：全壊、半壊 

被災者：世帯数、人数 

そ の 他 被 害 
ため池、河川、がけ崩れ等の公共施設関連の重要被害 

広範囲な停電、断水等による市民生活影響被害 

避 難 措 置 
市が立退きを指示した場合、警察官、海上保安官、水防管理者等が避難

措置を行ったことの通知を受けた場合 

災害対策本部設置状況 市本部を設置し、又は廃止した場合 

（2）中間報告（被害発生報告書：資料編） 

被害状況調査の進展に伴い、文書により順次報告する。 

（3）被害状況報告（被害発生報告書：資料編） 

災害に対する応急措置完了後 20日以内に文書により最終報告する。 

資料編［災害情報の収集・伝達］ 

 ３-３-６ 被害発生報告書様式 
 

資料編［条例等］ 

 ３-５-２ 被害発生報告書要領 

 

2 直接即報 

火災・災害等即報要領（昭和 59 年 10 月 15 日付消防災第 267 号）に定める「第３ 直接即

報基準」に該当する、火災・災害等が発生した場合には、第一報を県に加え、消防庁に対しても報
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告する。この場合、消防庁長官から要請があった場合については、第一報後の報告についても引き

続き消防庁に対しても行う。 

当該報告すべき火災・災害等を覚知したときは、原則として、覚知後 30分以内で可能な限り早

く、分かる範囲でその第一報を報告する。 

なお、直接即報に関する消防庁の報告先及び報告対象となる災害については、資料編のとおりと

する。 

資料編［災害情報の収集・伝達］ 

 ３-３-７ 直接即報の概要 

 

3 各種被害状況 

災害発生報告以外の各種被害報告は、関係法令及びそれぞれの機関が求める報告の取扱いによる。 

救助法に基づく報告については、第 13章｢災害救助法の適用｣に定めるところによる。 

 

4 その他の報告 

被害報告以外の報告は、関係法令、通達等に基づき取り扱う。 
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第4節 被災者情報の把握及び提供 

主な担当関係部署：市民課、社会福祉課、子育て支援課、子ども家庭課、高齢福祉課、障害福

祉課、防災危機管理課、行政管理課 

市は、中長期にわたる被災者支援を総合的かつ効率的に実施するため、個々の被災者の被害

状況、配慮事項等を一元的に集約し、被災者の個人情報管理を徹底し、被災者情報の把握に努

める。 

また、被災者の安否情報等の照会があったときは、情報提供に努める。 

活動方針 

○被災者等の権利利益を侵害しないよう配慮し、被災者に関する安否の情報を提供する。 

○被災者の被害情報や配慮事項を一元的に集約・管理する仕組みを早期に構築し、運用する。 

○被災者の個人情報の管理を徹底する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 災害発生前 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 被災者情報の把握        

2 安否情報等の提供        

 

具体的な活動内容 

第1項 被災者情報の把握 

市は、避難所等における被災者の被害状況等を集約し、被害の全体像を把握するとともに、個々

の被災者に対し配慮すべき事項の収集、個人情報管理の徹底に努め、被災者情報を一元的に集約し、

被災者状況の把握を行う。 

第2項 安否情報等の提供 

市は、被災者の安否について市民等から照会があったときは、被災者等の権利利益を不当に侵害

することのないよう配慮し、災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、安

否情報を回答する。 

この場合において、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、関係機関と協力して、

被災者に関する情報の収集に努める。 

なお、被災者の中に、配偶者等からの暴力、ストーカー行為、児童虐待等の被害を受け、加害者

から追跡されて危害を受けるおそれのある者等が含まれる場合は、その加害者等に居所が知られる

ことのないよう当該被災者の個人情報の管理を徹底する。 
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第３章 広報活動 

第1節 広報活動 

主な関係法令  ：災害対策基本法第 57条 

主な担当関係部署：広報広聴課（広報班）、行政管理課、防災危機管理課、 

地域振興課（出張所班）、消防本部 

主な担当関係機関：日本放送協会山口放送局、各放送機関 

市は、災害時における市民の適切な行動と民心の安定、秩序の維持を図るため、被害の拡大

防止に必要となる予警報及び災害情報を迅速に伝達するとともに、市民に適時的確な情報（ラ

イフラインの復旧状況、県・市が実施する各種応急対策、安否情報等）を提供し、被災地の社

会的混乱を最小限にとどめる必要がある。これらの情報を信頼性のあるものとして迅速に被災

市民等に伝達するため、県、防災関係機関のほか報道機関へ協力を求めるなど、あらゆる手段

を用いて広報を行う。 

なお、情報伝達に際しては、要配慮者に特に配慮するとともに、市民にとって分かりやすい

伝達に努める。 

活動方針 

○情報を一元的に集約・管理し、情報の混乱を防ぐため、統括責任者や広報責任者をはじめ、役割

分担等組織体制を整備する。 

○各報道機関との連携を密にし、重要な情報についての伝達を行う。 

○報道機関への情報提供や取材対応について、効率的かつ効果的に行うためのルールや手順のマ

ニュアル化を図る。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 災害発生前 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 広報体制の確保        

2 広報に必要な情報・資料の収集        

3 広報活動の実施        
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具体的な活動内容 

第1項 広報体制の確保 

1 広報の実施体制 

市は、広報活動を行うに当たり、県及び防災関係機関と連絡を密にして、適時適切な情報の提供

が行われるように努める。 

本部統括部広報班及び情報発信班は、広報責任者及び統括責任者をはじめとした各種の役割分担

を定める。 

なお、本部統括部広報班は、本部統括部情報発信班又は他対策部の応援を受けて、以下のような

広報業務を行う。 

 写真、映像及び記事用記録の収集・整備に関すること。 

(災害広報に必要な写真等を被災地、各対策部、報道機関等から収集の上、報道機関等庁

内外への提供に備える。) 

 広報印刷物の編集及び発行に関すること。 

 ラジオ・テレビ・新聞・有線放送等の活用に関すること。 

 報道機関への情報資料の発表に関すること。 

 記者会見に関すること。 

 報道機関への取材協力その他報道関係の諸連絡に関すること。 

 市民への広報に関すること。 

また、県及び各防災関係機関と連携して行う災害時の広報活動の流れは、資料編のとおりとす

る。 

資料編［災害情報の収集・伝達］ 

 ３-３-８ 広報活動の主な流れ 

 

2 広報内容 

市民に対する広報は、気象情報等の周知、安全確保上の注意事項等を迅速に伝達するほか、被災

状況や応急対策状況等、被災後に市民が必要とする情報を適時的確に周知する。 

なお、広報すべき主な内容は、資料編のとおりとする。 

資料編［災害情報の収集・伝達］ 

 ３-３-９ 広報すべき主な内容 

 

3 広報手段 

災害時には、災害状況により、通常の伝達手段が使用できなくなったり、市民へ届きにくくなっ

たりすることが想定されるため、知事を通じた報道機関への放送要請のほか、次に挙げる多様な広

報手段を活用し、広報の多重化を図る。 

広報の際は、本部統括部情報発信班、消防本部（消防団）、自主防災組織、自治会等と密接に連絡

をとるよう努める。また、視聴覚障害者や外国人等の情報弱者については、支援者等の協力を得な

がら、特性に応じた適切な情報提供となるよう配慮する。 

なお、主な広報手段は、資料編のとおりとする。 

資料編［災害情報の収集・伝達］ 

 ３-３-10 災害時の主な広報手段 
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第2項 広報に必要な情報・資料の収集 

市は、市民、県及び防災関係機関の協力を得て総合的な情報及び資料の収集に当たるものとし、

必要に応じて取材員、連絡員等を現地に派遣するなどにより対応する。県及び防災関係機関は、適

時適切な広報を実施する。 

なお、収集すべき内容及び収集対象とする機関については、資料編のとおりとする。 

資料編［災害情報の収集・伝達］ 

 ３-３-11 収集すべき内容及び収集対象とする機関 

第3項 広報活動の実施 

1 市各担当による広報 

市本部各対策部各班は、県、報道機関等と連携し、速やかに市民への広報を行う。 

 

2 報道機関に対する発表 

報道機関に対する発表は、本部統括部広報班が行う。発表時間及び場所は、本部統括部広報班が

関係者と協議して決定する。 

また、取材対応に関しては、本部統括部広報班が、来庁報道機関の待機場所や各種機器等の使

用や設置等を調整するとともに、電話も含め、問合せに関する対応を、本部統括部総括班をはじ

め関係者と協議しながら進める。 

なお、本部統括部総括班は、情報の公表及び広報活動の際、必要に応じその内容について、県及

び防災関係機関と連携を取り合う。 

 

3 放送機関等に対する放送の要請 

災害時においては、通信施設の損壊、輻輳等により市、県及び防災関係機関・市民とも必要な情

報が入らない、伝達できないという事態が生じるおそれがある。ラジオ・テレビ等の公共放送は、

市民が必要とする災害情報を広範囲から一斉に伝達できる手段として大変有効であり、これが途絶

した場合、被災市民に与える影響は極めて大きい。 

市長は、災害に関する予警報や災害に対してとるべき措置について、通知、要請、伝達又は警告

が緊急を要し、その通信に特別の必要があるときは、知事を通じ、放送機関又はインターネット事

業者に放送を要請し（災対法第５７条）、市民等へ必要な情報を提供する。 

資料編［災害情報の収集・伝達］ 

 ３-３-12 放送要請取扱要領 

 ３-３-13 放送局の報道計画 

なお、大規模災害の危険が迫っているとき、市民等に情報を提供する手段として緊急警報放送が

ある。これは、放送機関が発する緊急信号電波を、専用の受信機又はこれを内蔵したラジオ・テレ

ビ等が受信し、警報音等により市民に知らせるもので、緊急時には、知事がこの緊急警報放送を使

用して市民に災害情報の伝達ができることから、状況に応じて活用に努める。 

資料編［条例等］ 

 ３-５-３ 緊急警報放送実施要領 
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第４章 応援派遣・受援活動 

第1節 防災機関等との応援・受援 

主な担当関係部署：防災危機管理課、人事課、社会福祉課、消防本部、上下水道局 

市は、災害が発生した場合、市防災計画、個別マニュアル等に基づき、各種の応急対策を実

施することになるが、特に大規模災害発生時のように被害が広範囲にわたり発生する場合には、

市のみでの対応では困難なばかりか、県及び県内の各機関をもってしても十分な対応ができな

いことも考えられる。 

このような場合、被災地域での災害応急対策を迅速かつ円滑に実施するため、市、県及び防

災関係機関が相互に協力し、被害を受けていない市町や隣接県、国、自衛隊、民間団体等の応

援を得て災害対策を実施することとなり、県においては、山口県災害時広域受援計画等に基づ

いた受援調整体制を整える。 
防災関係機関等との相互応援及び受援に関する事項を以下に定める。 

活動方針 

○応急措置を実施する必要があると認めるときは、他の市町や県等に対し応援を求め、又は応急措

置の実施を要請する。 

○災害時相互応援協定を締結した他の自治体に応援要請し、迅速かつ円滑な災害応急対策を講ず

る。 

○関係民間団体へ協力を依頼する。 

○災害の形態により消防防災ヘリコプターによる活動が有効と判断された場合、ヘリコプターの

支援要請を行う。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 応援・協力の要請       

2 応援の受入       
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具体的な活動内容 

第1項 応援・協力の要請 

1 災害時の応急協力体系 

災害時の応急対策の応援協力については、災対法、消防組織法及び水防法により、次のように定

められている。 

災 対 法  市長は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、他の市町長等

に対し応援を求めることができる（災対法第 67条）。 

 市長は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、県知事に対し

応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請することができる(災対法第 68条)。 

消防組織法  市は、必要に応じ、消防に関し相互に応援するように努めなければならない(消防

組織法第 39条第１項)。 

 市長は、消防の相互の応援に関して協定することができる(消防組織法第 39 条第

2項)。 

 市長は、関係機関(消防庁、警察庁、県警察、県、市町及び水防管理者)と、地震、

台風、水火災等の非常事態の場合における災害の防御の措置に関しあらかじめ協

定することができる(消防組織法第 42条第２項)。 

水 防 法  水防管理者(市長)は、水防のため必要があるときは、警察署長に対して警察官の

出動を求めることができる(水防法第 22条)。 

 市長は、水防のため緊急の必要があるときは、他の水防管理者又は市町長若しく

は消防長に対して応援を求めることができる(水防法第 23条)。 

 

資料編［応援・受援］ 

 ３-６-１ 災対法による応援協力体系図 

 

2 県への応援要請又はあっせんの要請 

市長は、災害応急対策を実施するに当たり必要があると認めるときは、県知事に対し応援を求め、

又は災害応急対策の実施について要請する。また、災害応急対策又は災害復旧のため必要があると

きは、知事に対し、他の市町、県又は指定地方行政機関の職員の派遣要請若しくは派遣のあっせん

を求める（災対法第29条・第30条）。 

派遣要請者は市長、市の委員会又は委員とし、要請先は県本部本部室班とする。その際、迅速性

を確保するため、まず電話等により要請し、後日文書で改めて処理する。 

なお、知事は、市がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、市が実施す

べき応急措置のうち特に急を要する事項について、市長に代わって実施する。 

資料編［応援・受援］ 

 ３-６-２ 県への応援要請の概要 
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3 協定に基づく応援の要請 

（1）他の地方公共団体等への応援要請 

市長は、災害による被害が発生し、各部等だけでは災害応急対策の実施が困難な場合又は特

別な技術、知識、経験等を要する職員が不足するため他の地方公共団体等へ応援を要請する場

合、あらかじめ締結した協定に基づき、応援要請を行う。 

主な応援

要請基準 

 災害発生以降に応急対策の実施が困難と判断される場合又は応援を受けることが災

害対応により有効に機能すると判断される場合 

 特別な技術、知識、経験等を要する職員が不足する場合 

 その他本部長が応援要請の必要があると認めた場合 

主な要請

内容 

 災害の状況と応援を要請する理由 

 適用する法令、協定等 

 応援を求める種類、数量、期間等 

 参着希望日時及び場所 

 活動内容 

 その他必要な事項 

主な協定

締結先 

 山口県及び市町相互間の災害時応援協定書（山口県及び県下市町） 

 石油基地自治体協議会加盟団体災害時相互応援協定（加盟団体 53 自治体） 

 瀬戸内・海の路ネットワーク災害時相互応援に関する協定（海ネット共助会員のうち

77自治体） 

 防府市と安芸高田市の災害時相互応援に関する協定書 

 災害時相互応援協定書（東大寺サミット実行委員会構成自治体のうち９自治体） 

 雪舟サミット構成市災害時相互応援協定（構成６自治体） 

 山口県内広域消防相互応援協定書―全県下を対象とする広域消防相互応援協定 

 中国自動車道及び山陽自動車道における消防相互応援協定書―防府市、他 12団体 

 山口県消防防災ヘリコプター応援協定―全県下の市町等を対象 

 火災調査等にかかる消防相互応援協定書―防府市、他４団体 

（令和 4年 7 月末現在） 

資料編［条例等］ 

 ２-４-３ 各種相互応援協定書一覧 
  

資料編［応援・受援］ 

 ３-６-３ 県消防防災ヘリコプターの応援要請図 

 

4 関係団体への協力の要請 

（1）自主防災組織への協力の要請 

市は、災害発生時において自主防災組織に対し協力を要請し、緊密な連携のもと応急対策を

講じる。自主防災組織の協力業務として考えられる主なものを以下に示す。 

 災害発生時における出火の防止及び初期防火活動への協力 

 避難誘導、避難所開設・運営等への協力 

 避難行動要支援者等の避難支援及び安否確認 

 救助・救急活動を実施する各機関への協力 

 被災者に対する炊き出し、救助物資の配分等への協力 

 被災地域内の社会秩序維持への協力 

 その他の災害応急対策業務（地域、市の体制等勘案して）への協力 

 災害時要援護者の保護 等 
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（2）その他関係団体への協力の要請 

市は、災害発生時には市内のボランティア団体等関係団体に対し協力を要請し、連携して応

急対策を講じる。 

第2項 応援の受入 

市は、県及び他の市町村等に応援協力を求めた場合、以下により応援者の受入を行う。なお、上

下水道局に関する応援の窓口は上下水道対策部上下水道総務班、消防応援に関する窓口は消防対策

部警防班とする。 
 

項 目 担 当 部 署 関 係 機 関 

人的 総務部職員班（人事課） 県・相互応援協定締結市ほか 

物的 健康福祉部救助班（社会福祉

課） 

県・相互応援協定締結市 

日本赤十字社 

社会福祉協議会ほか 

 

1 応援者の受入 

（1）応援部隊の待機場所等の確保 

市は、応援自治体から派遣される部隊の待機場所及び協議場所を確保する。また、必要に応

じて駐車場、宿所、食料、飲料水等を、関係各対策部と調整の上、準備する。 

（2）応援部隊との活動調整 

応援自治体等からの応援部隊派遣の連絡を受けた際は、以下の事項等について連絡し、調整

する。 

なお、応援部隊到着後は、災害状況など今後の活動に必要な情報共有を行い、応援部隊に対

し希望する受援内容を伝えるなど、活動調整を行う。 

また、応援部隊は、市長の下に活動するものとする。 

 到着場所の指定 

 連絡場所の指定 

 連絡責任者の氏名 

 指揮系統の確認及び徹底 

 使用資機材の確保及び供給に必要な措置 

（3）関係機関相互の連携 

市は、活動の一体性を確保する観点から、応援自治体（先遣隊）の代表者を本部員会議に参

加してもらい、市本部の方針等を共有してもらうとともに、応援自治体からのアドバイスも得

るよう努める。同様の連携を活動現場においても確保し、共に災害対応を行う。 

 

2 応援を受けた場合の費用の負担 

他の地方公共団体の応援を受けた場合の応急措置に要する費用の負担は、原則として応援を受け

た自治体の負担とするが、当該費用を支弁するいとまがないときは、国又は応援を行った自治体に

対し、当該費用の一時繰替支弁を求めることができる。 

なお、費用の負担は災対法第 92条によるが、相互応援協定に特別の定めがある場合は、これに

よる。 

費用の負担の対象となるものは、おおむね次のとおりである。 
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 派遣職員の旅費相当額 

 応急措置に要した資材の経費 

 応援業務実施中において第三者に損害を与えた場合の業務上補償費 

 救援物資の調達及び輸送に要した経費 

 車両機器等の燃料費及び維持費 

 

3 派遣職員にかかる身分・給与等 

応援に派遣された職員の身分の取り扱いについては、災対法第 32条、同施行令第 17条及び第

18条にその取り扱いが規定されている。 
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第2節 自衛隊の災害派遣要請・受入 

主な関係法令  ：自衛隊法第 83条 

主な担当関係部署：防災危機管理課、スポーツ振興課、消防本部、消防団、上下水道局 

主な担当関係機関：県、自衛隊 

大規模な災害が発生した場合、市の力だけでは、救助活動に必要な人員、物資、設備、用具

等を確保することが困難な場合がある。このような場合、被害の状況に応じて自衛隊の派遣要

請を行うことになるため、これに必要な事項を定める。 

活動方針 

○災害が発生し、人命又は財産の保護のため必要があると認めた場合、県を通じて自衛隊に災害派

遣を要請する。 

○災害派遣の通知を受けた場合は、速やかに受入体制を整える。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 災害派遣の要請       

2 災害派遣の受入れ       

3 自主派遣の場合の措置       

4 災害派遣部隊の撤収       

具体的な活動内容 

第1項 災害派遣の要請 

自衛隊の災害派遣には、次の場合がある。 

 災害が発生し、知事が、人命又は財産の保護のため必要があると認めて要請した場合。 

 災害に際し、被害がまさに発生しようとしている場合で、知事が、予防のため要請をし、

事情止むを得ないと認めた場合。 

 災害の発生が突発的で、その救援が特に緊急を要し、知事等からの要請を待ついとまが

ないと認めて自主的に派遣する場合。 

自衛隊による救助活動は多岐にわたるが、要請に当たっての統一見解としておおむね次に掲げる

事項を満たすものについて、派遣要請を行う。 
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 災害に際し、人命又は財産の保護のため必要であること。 

 災害の状況、災害救助に従事している市、県及び防災関係機関の活動状況からみて、自

衛隊の活動が必要であり、かつ適当であること。 

 救助活動が自衛隊でなければ出来ないと認められる差し迫った必要性（緊急性）がある

こと。 

 人命又は財産の保護のため公共性を満たすものであること。 

 自衛隊のほかに災害救助活動について対応できる手段がないこと。 

 救援活動の内容が自衛隊の活動にとって適切であること。 

市における連絡窓口は、本部統括部総括班（防災危機管理課）において処理し、市長が知事に対

して要請依頼する。なお、派遣を要請しない場合、その旨を連絡する。 

資料編［応援・受援］ 

 ３-６-４ 自衛隊災害派遣要請の概要 

第2項 災害派遣の受入れ 

1 市による部隊の受入 

市長は、知事又は自衛隊から災害派遣の通知を受けたときは、速やかに派遣部隊の宿泊所、車両

資機材等の保管場所の確保、その他受入れのために必要な措置をとる。 

（1）部隊の受入準備 

市の職員のうちから、派遣部隊及び県との連絡を担当させるため、連絡担当員を指名する。 

連絡担当員は、応援を求める作業内容又は作業方法ごとに必要とする人員、資機材等の確保、

その他について計画し、部隊の到着と同時に作業が開始できるよう準備しておく。 

部隊が集結した後、直ちに指揮官と計画について協議し、調整の上、必要な措置をとる。 

（2）部隊誘導 

地理に不案内の他県の部隊のため、消防団員あるいは自主防災組織構成員等をもって、派遣

部隊を集結地に誘導する。 

（3）自衛隊の活動等に関する報告 

市長は、派遣部隊の指揮官から、当該部隊の長の官職氏名、隊員数、到着日時の申告を受け、

また従事している作業の内容その進捗状況等について報告を受け、適宜県災害対策本部本部室

班に報告する。 

 

2 経費の負担区分 

（1）自衛隊が負担する経費 

以下の事項の費用については、自衛隊が負担する。 

 部隊の輸送費 

 隊員の給与 

 隊員の食料費 

 その他部隊に直接必要な経費 
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（2）派遣を受けた側が負担する経費 

（1）に掲げる費用以外の経費は、派遣を受けた側が負担する。 

第3項 自主派遣の場合の措置 

自衛隊の災害派遣は、知事から要請することを原則とするが、要請による災害派遣を補完する措

置として、次のような場合、要請を待たないで部隊を派遣することがある。この場合、指定部隊の

長は、できる限り早急に県知事等に、派遣日時、派遣場所、救援活動内容、当該部隊の長の官職氏

名、隊員数等に関する情報を伝達する。 

 災害に際し、関係機関に対して当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集

を行う必要があると認められること。 

 災害に際し、知事等が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められる

場合に、直ちに救援の措置をとる必要があると認められること。 

 海難事故、航空機の異常を探知する等、災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が人

命救助に関するものであること。 

 その他の災害に際し、上記に準じ、特に緊急を要し、知事等からの要請を待ついとまが

ないと認められること。 

市長は、知事からの通知又は部隊の長から直接連絡を受けた場合は、直ちに前記に定める措置に

準じた措置をとる。 

第4項 災害派遣部隊の撤収 

自衛隊の災害派遣の目的が達成し、又はその必要がなくなった場合は、協議に基づき、速やかに

県知事に対して自衛隊の撤収要請を行う。 

撤収要請は、電話等により報告した後、速やかに文書を提出する。 
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第3節 広域消防応援・受援 

主な担当関係部署：消防本部 

地震、火災等による大規模災害又は特殊災害が発生し、市の所有する消防力だけでは対応が

困難な状況が生じた場合に、県内各消防機関、さらには他の都道府県が相互の消防力を活用し

て、災害の被害を軽減し、拡大防止を図るため、応援要請、応援部隊の派遣及び運用を円滑か

つ迅速に行うための必要事項について定め、消防応援及び受援体制等の整備、強化を図る。 

活動方針 

○迅速な情報収集による適切な判断をもって、県内広域消防相互応援協定に基づく応援要請を行

い、受援体制を構築する。 

○隣接する市町で大規模災害が発生した際は、積極的に情報を収集し、協定に基づく応援派遣を行

う。 

○迅速な情報収集による適切な判断をもって、県へ緊急消防援助隊の出動の要請を行い、受援体制

を構築する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 山口県内広域消防応援計画       

2 
緊急消防援助隊山口県大隊応援等 

実施計画 
      

3 山口県緊急消防援助隊受援計画       

4 
山口県緊急消防援助隊（航空部隊） 

受援計画 
      

 

具体的な活動内容 

第1項 山口県内広域消防応援計画 

山口県内において災害が発生し、広域的な消防の応援要請を行う必要が生じた場合において、山

口県内広域消防相互応援協定書及び山口県内広域消防相互応援協定実施細目に基づく応援要請、応

援隊の派遣及び応援隊の運用等について必要な事項を定める。 

資料編［応援・受援］ 

 ３-６-５ 山口県内広域消防応援計画 

 ３-６-６ 県内広域消防応援様式 

 

  

173



共通編 第３編 災害応急対策計画 

第４章 応援派遣・受援活動 

共通編３ 第４章 - 10 

第2項 緊急消防援助隊山口県大隊応援等実施計画 

緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱の規定に基づき、山口県大隊の応援等について必

要な事項を定め、山口県大隊が迅速に被災地に出動し、的確な応援活動を実施する 

資料編［応援・受援］ 

 ３-６-７ 緊急消防援助隊山口県大隊応援等実施計画 

 ３-６-８ 緊援隊応援様式 

 

第3項 山口県緊急消防援助隊受援計画 

緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱の規定に基づき、緊急消防援助隊の応援を受ける

場合の受援体制について必要な事項を定め、緊急消防援助隊が円滑に活動できる体制の確保を図る。 

市長は、災害規模及び被害状況、市及び県内の消防力を考慮して、大規模な消防の応援等が必要

であると判断した場合は、県知事に対して緊急消防援助隊の応援等要請及び当該要請に係る連絡を

行う。 

なお、知事と連絡を取ることができない場合は、消防庁長官に対して直接要請し、事後、速やか

にその旨を知事に対して報告する。 

資料編［応援・受援］ 

 ３-６-９ 山口県緊急消防援助隊受援計画 

 ３-６-10 緊援隊受援様式 

 

第4項 山口県緊急消防援助隊（航空部隊）受援計画 

緊急消防援助隊の航空部隊の受援については、本計画に基づき応援要請及び受入を実施する。 

資料編［応援・受援］ 

 ３-６-11 山口県緊急消防援助隊（航空部隊）受援計画 
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第４章 第 4節 被災自治体への応援 

共通編３ 第４章 - 11 

第4節 被災自治体への応援 

主な担当関係部署：防災危機管理課、人事課、社会福祉課、地域振興課、 

教育委員会（学校教育課）、消防本部、上下水道局 

主な担当関係機関：市社会福祉協議会 

被災市町村から応援要請をされた場合は、災対法に基づき、被災市町村に対し応援を実施す

る。ただし、緊急を要し要請を待ついとまがないと認められる場合は、自主的に他市町村への

応援を開始する。 

また、県外市町村が被災し、被災都道府県から県に対し、救助法に基づく被災者の受入要請

があった場合は、県と協力し、速やかに被災者を受け入れる。 

活動方針 

○被災自治体の被害情報の収集や応援方法の選択等を速やかに行い、的確に応援派遣を行う。 

○医療機関や福祉機関等と連携し、被災自治体からの被災者の一時受入れを円滑に行う。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 応援派遣活動       

2 他市町村からの被災者の受入れ       

具体的な活動内容 

第1項 応援派遣活動 

市は、災害発生時、被災市町村又は県等から応援を求められた場合、市の区域内において甚大な

被害がなく、自らの応急対策の実施に支障がない限り、被災した市町村への応援を行う。 

人的応援の場合、必要とする業務内容や、短期、中・長期での派遣など、被災自治体のニーズに

応える。また、山口県及び市町相互間の災害時応援協定に基づく派遣の場合は、派遣の内容等を県

と調整する。 

物的応援の場合、市の備蓄による対応は総務部防災危機管理課が窓口となり、日本赤十字社や市

社会福祉協議会等を通じた支援物資については健康福祉部社会福祉課が窓口となる。 

なお、上下水道局においては、応急給水・応急復旧や飲料水の支援を行う。 

また、各業務別の担当課は、資料編の「山口県及び市町相互間の災害時応援協定担当課一覧」に

準じる。 

資料編［応援・受援］ 

 ３-６-12  山口県及び市町相互間の災害時応援協定担当課一覧 
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第４章 応援派遣・受援活動 

共通編３ 第４章 - 12 

第2項 他市町村からの被災者の受入れ 

市は、国、県、他の自治体等と連携し、被災自治体からの被災者を受け入れる。その際、被災者

の各種ニーズを把握し、可能な限り対応に努める。 

主な支援例を以下に示す。 

指定避難所の開設・運営 

 市に避難してきた被災住民を受け入れる住宅が用意できるまでの間、受

入条件の整った施設（体育館等）を指定避難所として開設し、被災者を

一時的に受け入れる。 

住宅の提供 
 被災者の生活再建を支援するため、市営住宅の提供をはじめ、市民や各

種団体、企業、大学等に民間住宅の提供を呼びかけ、被災者に提供する。 

学校等への受入れ 
 被災者の児童・生徒が市立学校等に転入する場合、転入手続の簡略化及

び就学援助を必要に応じて行い、速やかに受け入れる。 

ボランティアとの連携 
 災害ボランティア活動に関する諸情報をボランティア団体等と共有し、

相互に連携協力して被災住民を支援できるよう体制整備を行う。 
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第５章 第 1節 消防活動 

共通編３ 第５章 - 1 

第５章 消防・救急活動 

第1節 消防活動 

主な担当関係部署：消防本部、消防団  

災害に伴う火災等から市民の生命、身体及び財産を保護するとともに、被害を軽減するため、

消防の施設、装備、人員等を最大限に活用して、迅速に消防活動を行う。 

特に地域に密着した活動が被害軽減に著しい成果を挙げることを踏まえ、消防団や自主防災

組織等との連携体制による活動を行う。 

活動方針 

○県、消防団及び自主防災組織と連携し、消防活動を実施する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 災害発生前 直後 30分～ 2時間～ 24時間～ 72時間～ 1週間～ 

1 消防活動体制の確保        

2 災害現場における出動消防活動        

具体的な活動内容 

第1項 消防活動体制の確保 

1 警防本部の設置及び職員の非常招集 

火災等の活動に対する方針の決定、消防隊の統制、指揮及び関係機関との連絡調整を実施するた

め、消防本部に必要に応じ警防本部を設置する。 

火災等が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要があると認めるときは、消防職

員の非常招集を行い対処する。 

なお、震度６弱以上の地震、津波警報、大津波警報その他の大規模な火災等を認知し、非常招集

が予想されるとき、消防職員は自主参集する。 

 

2 情報収集 

火災発生時における応急対策活動を効率的に実施するため、通報者から正確かつ的確な情報を入

手し、警防活動に有効活用する。 

現場指揮本部を設置し、現場の状況を迅速的確に警防本部に報告する。 

警防本部は、初期情報及び現場情報を基に活動方針を決定し、必要に応じ現場指揮本部に通知す

る。 
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共通編 第３編 災害応急対策計画 

第５章 消防・救急活動 

共通編３ 第５章 - 2 

3 応援要請、受入れ 

市長は、大規模災害等が発生し、現有消防力で対処できないと判断したときは、県内広域消防応

援隊又は緊急消防援助隊に対し応援要請を行い、応援隊を受け入れる。 

なお、緊急消防援助隊山口県大隊応援等実施計画、山口県緊急消防援助隊受援計画及び山口県内

広域消防応援計画に関する詳細は、第4章「応援派遣・受援活動」第 3節による。 

第2項 災害現場における消防活動 

1 災害現場への出動及び消防活動 

初期の火災に対しては、速やかに鎮圧するために必要な部隊を投入し、拡大防止を図る。 

炎上火災が市内の複数個所で発生したときは、火災の規模、延焼状況、人命に対する危険、地域

の特性等から判断して効率的な部隊運用を行い、全市的な観点からの被害軽減を図る。 

なお、救急・救助活動については、次節を参照のこと。また、水防活動については防府市水防計

画を参照のこと。 

 

2 消防団との連携 

消防団は、火災の早期鎮圧、水害抑止、市民の安全確保を目的として、人員、装備及び資機材を

最大限に活用しながら、管轄地域で速やかな災害対応を行う。その際、自身の身の安全確保に十分

留意するよう努める。 

また、警防本部と連絡を密にし、情報の共有に努める。 

 

3 関係機関等との連携 

災害現場において警察機関・自衛隊と人命救助活動等を共同で実施するときは、活動区域や活動

内容について調整を行い、重複活動を避けて効率化を図るとともに、相互の情報交換に努める。 

 

4 自主防災組織等との連携 

自主防災組織及び事業所における自衛消防組織は、「自分たちのまち、自分たちの事業所は、自分

たちが守る」の自主防災の理念の下、まず家庭や事業所において、身の安全を確保した後、出火防

止措置等を実行する。 

更に、地域や事業所等において互いに協力し、地域連帯による防災行動力を発揮し、人命の安全

確保と被害の軽減を図る。 
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第５章 第 2節 救急・救助活動 

共通編３ 第５章 - 3 

第2節 救急・救助活動 

主な担当関係部署：消防本部、消防団、防災危機管理課、健康増進課 

主な担当関係機関：徳山海上保安部、自衛隊、県、防府医師会、医療機関 

大規模災害発生時は、負傷者等の発生が多数にのぼることが予想されるため、消防本部は、

人命救助を第一とし、消防力を結集し迅速的確な救急・救助活動を実施する。現有消防力で対

処ができないと判断したときは、県内消防機関等からの応援により消防力を増強する。また、

消防団や自主防災組織等との連携体制による活動を行う。 

活動方針 

○各防災関係機関や医療機関等と連携し、市民の生命確保に向け、救急・救助活動を実施する。 

○ドクターヘリ、消防防災ヘリコプターを有効かつ適切に活用し、重篤な傷病者を迅速に後方医療

機関に搬送する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 災害発生前 直後 30分～ 2時間～ 24時間～ 72時間～ 1週間～ 

1 救急・救助活動の実施        

2 傷病者の搬送        

具体的な活動内容 

第1項 救急・救助活動の実施 

1 防災関係機関等による救助 

市、県、関係医療機関及び各防災関係機関は、負傷者・要救助者等の救助・救出に向け、緊密な

連携のもとで活動を行う。 

消防本部は、同時に救助事案が多数発生している場合は、多数の人命を救助できる事案を優先に

効率的な救助活動を行う。 

なお、各機関における主な活動内容については、資料編のとおりとする。 

資料編［救急・救助］ 

 ３-７-１ 各機関における救急・救助活動 

 

2 市民及び自主防災組織による救助 

市民及び自主防災組織は、自発的に被災者の救急・救助活動を行うともに、救急・救助活動を実

施する各機関に協力するよう努めるものとする。 

特に、道路交通網の寸断が予想されることから、消防機関等の現場到着前における初期救急・救

助活動は、人命救助の上から重要となるので、積極的に行うよう努める。 

 

3 資機材の調達 

救急・救助活動に必要な資機材は、原則として、当該活動を実施する機関が携行する。 
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第５章 消防・救急活動 

共通編３ 第５章 - 4 

4 救助法に基づく救助の実施 

救助法が適用された災害への救助の実施機関は、市長に委任されており、市が行う。 

生命身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者を捜索し、又は救出し、その者を保

護することを目的とした救助活動を実施する。 

なお、救助法による実施範囲と実施期間は、次のとおり。 

救助法による 

実施範囲 

災害のため、現に

生命身体が危険

な状態にある者 

 水害の際に流失家屋とともに流されたり、孤立した地点に取

り残されたような場合 

 地滑り、がけ崩れ等により生き埋めにあったような場合 

災害のため、生死

不明の状態にあ

る者 

 行方不明の者で諸般の情勢から生存していると推定される

者 

 行方不明は分かっているが、生命があるかどうか明らかでな

い者 

実施期間 
 災害発生の日から３日以内。ただし、災害の状況により、内閣総理大臣の同意を

得て救出期間を延長することができる（特別基準）。 

また、救助法の適用により国庫負担の対象となる範囲は、次のとおり。 

費用の範囲 

借上費又は 

購入費 

 船艇その他救助に必要な機械器具の直接捜索及び救出に使用

した期間中の借上費又は購入費 

 修繕費 

 救出のため使用（借上使用を含む。）した機械器具の修繕費 

燃料費 

 機械器具を使用する場合のガソリン代、石油代、捜索、救出作

業を行う場合の照明代又は救出した者を蘇生させるために必

要な採暖用燃料費 

第2項 傷病者の搬送 

1 傷病者の後方医療機関への搬送 

（1）傷病者搬送の判定 

医療救護班の班長は、救助隊から運び込まれた傷病者の医療救護を行った後、後方医療機関

に搬送するか否かを判断する。 

（2）傷病者の後方医療機関への搬送 

医療救護班又は消防機関の救急車等により搬送するものとするが、対応が困難な場合は、市、

県及び防災関係機関に搬送用車両の手配及び配車を依頼する。 

傷病者搬送の要請を受けた市、県及び防災関係機関は、医療救護班で示された順位に基づき、

収容先医療機関の受入体制を十分確認の上、搬送する。 

重傷者等の場合は、消防防災ヘリコプター及びドクターヘリを活用し、必要に応じて、県、

自衛隊、徳山海上保安部等に対し、ヘリコプターによる搬送を要請する。 
 

2 自衛隊による離島患者救急搬送 

市は、離島の救急重症患者を空輸により本土の医療機関に搬送する必要が生じた場合、「山口県消

防防災ヘリコプター応援協定」に基づき、県知事に応援要請を行うこととなるが、消防防災ヘリコ

プターが運航できない場合は、自衛隊の航空機による搬送を要請する。 

なお、離島患者救急搬送の手続き等、詳細については、資料編のとおりとする。 

資料編［救急・救助］ 

 ３-７-２ 離島患者救急搬送の概要 
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第６章 医療救護活動 

第1節 医療救護活動 

主な担当関係部署：健康増進課  

主な担当関係機関：山口健康福祉センター、日本赤十字社山口県支部、山口県赤十字血液セン

ター、防府医師会、防府歯科医師会、防府薬剤師会、山口県看護協会 

災害時は、災害拠点病院や機能している医療機関では重症患者を主な対象として、医療救護

所では軽症患者を主な対象として医療救護活動を行う。 

なお、特定の医療機関でしか対応できない重傷患者等や被災により医療が受けられない入院

患者等は、後方医療施設へ搬送する。 

また、救助法が適用された場合における医療救護については、同法に基づき実施する。 

活動方針 

○被災現場、救護所、災害拠点病院及び基幹災害拠点病院が連携し、医療救護体制を強化する。 

○災害医療救護本部及び医療救護所を設置するとともに医療救護班を編成し、医師会等への出動

要請を行い、迅速に医療救護活動を行う。 

○関係機関と連携し、医薬品、資機材、血液製剤等の適時調達に努める。 

○集団的に多数の被災者が発生したときは直ちに通報し、関係機関と連携して現場活動に当たる。 

○災害対策総合連絡本部設置時は連絡員を派遣し、相互の情報共有を緊密に行う。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 災害発生前 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 医療救護活動の実施        

2 医薬品・医療資器材等の補給        

3 集団発生傷病者救急医療活動の実施        

具体的な活動内容 

第1項 医療救護活動の実施 

災害時における救急医療を迅速に行うため、市（健康増進課）は、災害の状況により必要と認め

たときは、市内医療機関、防府医師会、防府歯科医師会、防府薬剤師会等の協力のもと、市災害医

療救護本部を設置する。災害医療救護本部は、災害医療コーディネーター（未配置等の場合は医師

会所属医師）を中心に医療救護所の設置や医療救護班を編成し、初動医療活動を開始するとともに、

使用する医療品等の調達を行う。 

また、応援を必要とする場合、市は県を通じ、医療救護班（災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ及び

ＪＭＡＴやまぐちを含む。））、医療実施関係機関（日本赤十字社山口県支部、県医師会等）に支援を
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要請する。 

資料編［救助・救急］ 

 ３-７-３ 各機関における主な医療活動 

 

1 災害医療救護本部の設置 

市は、災害の状況により必要と認めたときは、市本部の下に市災害医療救護本部を設置する。 

市災害医療救護本部の主な役割は、次のとおりとする。 

 避難所、医療救護所等の被災者への医療及び健康管理 

 避難所の公衆衛生対策、感染症対策、避難者の健康状態及び食生活の把握と改善 

 在宅患者の医療及び健康管理 

 医療支援が行き届いていない地域（医療支援空白地域）の把握及び巡回診療等の実施 

 現地の情報の収集、把握及び共有 

資料編［医療・保健］ 

 ２-９-５ 医療救護所備付物品医療品器具基準表 

 

2 医療救護班の編成 

市は、被害状況に応じ、必要な医療救護所数及び医療救護班数を算出し、管内の医療関係団体等

の協力を得て、災害時の医療救護班を確保する。 

医療救護班 

１班の編成 

医師 １～２人 

薬剤師 １人 ※必要に応じて編入 

看護師 ２～４人  

事務職員 １人 

運転手 １人（必要に応じて） ※診療車等の車両を有するとき 

医療救護所

内の班編成 

１救護所１班を最低とする。 

※災害の規模により配置する班数は変動 

医療救護班を編成した医療関係団体等は、市災害医療救護本部に医療救護班の編成について報告

する。 

 

3 医療救護所の設置 

医療救護班は、市があらかじめ定めた拠点救護所や、被害の状況に応じ開設した現場救護所、医

療機関前救護所及び避難所救護所において、救護活動を実施する。 

なお、医療救護所における救急医療の範囲は、病院その他の医療施設での本格的な治療を開始す

るまでの応急的処置で、おおむね次のとおりとする。 

 傷病者に対するトリアージ及び応急処置 

 後方医療施設への転送の可否及び転送順位の決定 

 助産救護 

 死亡の確認、遺体の検案・処理 

 

4 負傷者状況及び医療機関の被災状況の把握 

市は、負傷者状況や地域の救護体制の実情把握に努める。 

市及び関係機関は、災害時の医療施設の診療状況等の情報について、広域災害・救急医療情報シ
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ステム（ＥＭＩＳ）等を活用し、迅速に把握する。 

 

5 医療救護班の応援派遣要請 

医療救護班による活動体制が、市のみでは十分でないと判断した場合は、山口健康福祉センター

所長に応援要請を行う。この場合、次の事項を示した文書により要請する（ただし、緊急時には、

電話、口頭により要請を行い、事後速やかに文書を送付する。）。 

 医療救護班の派遣場所及び派遣期間 

 必要とする医療活動の内容（内科、外科、産婦人科等の別）及び必要資機材（防府医師

会と連携をとりながら行う。） 

 応援必要班数 

 現地への進入経路及び交通状況 

 その他参考となる事項 

なお、緊急を要する場合は、隣接の市等に応援の要請を行い、事後山口健康福祉センターにその

状況を報告する。この場合の要請内容は、上記に掲げる事項とする。 

 

6 後方医療機関による医療活動 

特定の医療機関でしか対応できない重傷患者等や医療機関の被災により医療が受けられない入院

患者等については、後方医療施設（災害拠点病院、救急告示医療施設、その他の病院などのうち、

被災を免れた全ての医療機関。）へ搬送し、被災現場での応急治療では十分でない中等傷及び重症

者、また特殊な治療を必要とする被災者等に対し、適切な医療救護活動を実施する。 

市は、後方医療機関への傷病者の搬送について、必要に応じ、県に輸送手段の優先的確保を要請

する。 

資料編［救助・救急］ 

 ３-７-４ 後方医療に関する主な医療活動 

 

7 人工透析患者、難病患者等への対応 

災害時の医療機関の被災、混乱等により継続的な治療を必要とする人工透析患者、難病等の慢性

的疾病者への対応が滞ることのないよう、これらの医療体制の確保を図る。 

なお、詳細は、資料編のとおりとする。 

資料編［医療・保健］ 

 ３-８-１ 人工透析患者・難病患者への対応 

 

8  災害救助法に基づく医療・助産計画 

市及び県は、救助法が適用される災害により医療機関が混乱し、市民が医療又は助産の途を失っ

た場合、これに必要な応急処置を実施し、被災者の保護を図るため、必要な対策を実施する。 

なお、救助法が適用されたときは、知事が行う。ただし、知事がその職権を市長に委任したとき、

又は緊急に医療救護を実施する必要があるときは、災害救助法施行細則（昭和 36 年山口県規則第

32号）第３条第１項の規定により、市長が着手することができる。 

また、日本赤十字社山口県支部は、救助法が適用されたときは、知事の委託を受けて医療救護・

助産活動に従事する。 

被災地における医療救護活動を実施するに当たり、救助法に関する事務の総括及び調整は、山口

健康福祉センターが行う。また、県（災害救助部医療班）は、医療救護班の派遣等の調整及び決定

183



共通編 第３編 災害応急対策計画 

第６章 医療救護活動 

共通編３ 第６章 - 4 

に当たっては、救助総務班及び日本赤十字社山口県支部と協議して、円滑な救助活動を実施する。 

市の区域については、県（災害救助部）が直接実施するか、又は市（健康福祉部救助班）が補助

執行する。 

資料編［医療・保健］ 

 ３-８-２ 災害救助法適用の場合の医療・助産体制の運用図 

 

9 臨時の医療施設に関する特例 

国は、激甚な災害で臨時の医療施設が著しく不足し、被災者に対して医療を迅速に提供すること

が特に必要と認められるものが発生した場合は、当該災害を政令で指定し、政令で定める区域及び

期間において市が開設する臨時の医療施設については、医療法第４章の規定を適用しない。 

 

10 医療ボランティアの受入れ 

ボランティアとして参加する医療関係者等は、災害医療救護本部で一括して受け入れる。受け入

れに当たっては、従事可能時間、従事機関等の医療活動に必要な事項を確認し、ボランティア登録

を行う。医療資格を確認する必要がある場合は、資格免許証、職員証等で必ず本人確認をする。 

災害医療コーディネーターは、登録された内容に基づき、医療ボランティアを派遣する医療救護

所、避難所その他の場所を決定する。 

第2項 医薬品・医療資器材等の補給 

1 医薬品・医療資器材等の確保 

緊急初動時の医療及び助産のために必要な医薬品、衛生材料及び医療機器は、当該業務に従事す

る医療機関の手持ち品を繰替使用する。不足する場合は、市内薬局及び防府薬剤師会から調達する。

また、山口県災害時医薬品等供給マニュアルにより県を通じて医薬品業界、県薬剤師会等と協力し

て医薬品の確保を図る。 

被災地への医薬品・器材等の輸送に当たっては、被災状況に応じ防災関係機関の協力を得ながら

迅速な輸送手段の確保を図る。 

なお、補給に係る体制については、資料編のとおりとする。 

資料編［医療・保健］ 

 ３-８-３ 医薬品・医療資器材の補給体制図 

 

2 薬剤師の派遣要請 

市は、必要に応じ、県薬剤師会に対し、災害薬事コーディネーター及び薬剤管理班の派遣を要請

する。 

 

3 血液製剤の確保 

市は、血液製剤の供給について必要と認めた場合、県を通じ、山口県赤十字血液センターに供給

を要請する。 

第3項 集団発生傷病者等における救急医療活動の実施 

大規模災害発生時には、停電、断水、施設設備の被災等により診療機能が低下する中、多数の負

傷者の発生が予測される。迅速かつ適切な集団発生傷病者への医療救護活動を実施するため、各機
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関が連携し、医療救護体制、後方医療体制等の確立を図る。 

本対策における救急医療の範囲は、病院その他の医療施設での本格的な治療を開始できるまでの

応急的措置とし、その内容はおおむね次のとおりとする。 

 災害現場での救出 

 現場付近での応急手当 

 負傷者のトリアージ 

 収容医療施設の選定 

 医療施設への輸送 

 関係機関への連絡通報その他の応急的措置 

なお、知事は、本項の対策実施について、県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、県看護協会及

び災害派遣医療チーム(ＤＭＡＴ)指定病院と「集団発生傷病者救急医療対策に関する協定」、「山口

県ＤＭＡＴに係る協定」「災害時における医療救護活動及び健康管理活動に関する協定」等を締結し

ている。 

また、各機関の措置及び災害現場に出動した各部隊の具体的な活動は、資料編のとおりとする。 

資料編［医療・保健］ 

 ３-８-４ 集団発生傷病者救急医療活動の概要 

 

1 各機関の連携の下での医療活動 

県防災計画に基づく災害対策総合連絡本部が設置された場合は、各関係機関はこれに参加し、又

は連絡員を派遣して、救急医療活動が迅速かつ適切に行えるよう相互に緊密な連携を保つよう努め

る。災害対策総合連絡本部が設置されない場合は、設置された場合の措置に準じて関係機関が相互

に連絡をとり、効果的な活動ができるよう努める。 
 

2 現場救護所での医療活動 

災害応急対策責任者は、災害の状況に応じて関係機関と協議の上、現場救護所を設置する。現場

救護所においては、傷病者をトリアージし、応急処置を行いつつ、搬送順位の決定その他の措置を

行う。 
 

3 市の措置事項 

市長は、災害発生の通報を受けたとき又はその他の方法で災害の発生を知ったときは、直ちに県

及び日本赤十字社山口県支部並びに防府医師会その他の関係機関に通報する。また、必要に応じて

医療救護班に出動を命じ、防府医師会長又は日本赤十字社山口県支部長その他の関係機関に出動を

要請し、知事、他の市町長等に応援を求めるほか、必要な措置を講じる。 
 

4 医師会長等に対する出動要請 

災害の発生により市長又は知事が医師会長等に対して医師等の出動を要請するときは、次に掲げ

る内容を示した文書により要請する。ただし、緊急を要する場合においては、電話、口頭等により

要請し、事後速やかに文書を送付する。また、災害医療コーディネーターを設置した場合も電話等

で連絡する。 

 災害発生の日時及び場所 

 災害の発生原因及び状況 

 出動を要する人員及び資機材 

 出動の時期及び場所 

 その他必要な事項 
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第７章 緊急輸送 

第1節 緊急輸送ネットワークの確保 

主な担当関係部署：防災危機管理課、道路課、農林水産振興、保険年金課（物資輸送班）、 

消防本部、スポーツ振興課 

災害発生時において、救出・救助活動、消火活動、救援物資・要員輸送等各種の災害応急対

策活動の実施に当たって、緊急輸送の果たす役割は極めて重要である。 

緊急輸送の確保は、情報の収集・伝達と並んであらゆる災害応急対策活動の基盤であること

を踏まえ、速やかに緊急輸送道路等を確保する。 

活動方針 

○緊急輸送道路等輸送施設の緊急輸送ネットワークを確保する。 

○緊急輸送施設の安全確保に努める。 

○緊急輸送ネットワークの中から広域輸送拠点を開設し、緊急輸送施設の確保を図る。 

○臨時ヘリポートを確保する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 災害発生前 直後 30分～ 2時間～ 24時間～ 72時間～ 1週間～ 

1 緊急輸送道路等緊急輸送施設の確保        

2 
大規模災害時における広域輸送拠点の 

確保 
       

具体的な活動内容 

第1項 緊急輸送道路等緊急輸送施設の確保 

1 緊急輸送道路等の確保 

県及び市は、大規模災害時に物資の受入れ、被災地への輸送、被災者の避難先・拠点医療機関等

への移送等緊急な輸送対応が確保されるよう、陸・海・空の交通手段を活用するため、あらかじめ

指定した緊急輸送道路等の緊急輸送ネットワークを確保する。 

  

2 臨時ヘリポートの確保 

大規模災害が発生した場合、救急患者の移送、緊急物資の輸送等にヘリコプターの活用が見込ま

れる。このため、災害時のヘリコプターの離発着場（臨時ヘリポート）としてあらかじめ確保して

いる次の予定地について、被害状況等の安全を確認した上で臨時ヘリポートを設置する。 

なお、大規模災害時には、県は、市町が確保した予定地のうちから広域市町圏域に１か所の広域

臨時ヘリポートを選定する。 
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また、臨時ヘリポートの設置に関する詳細については、資料編のとおりとする。 

資料編［輸送］ 

●３-９-１ 臨時ヘリポートの設置概要 

●２-10-３ 臨時ヘリポート予定地 

 

3 輸送拠点の確保 

市は、自らの調達物資及び県等からの緊急物資等の受入れ、一時保管並びに各地域内輸送拠点へ

の積替・配送するための拠点として次の施設を輸送拠点として指定する。 

施 設 名 所 在 地 連 絡 先 

防府市公設青果物地方卸売

市場 
防府市大字植松１１４３番地 0835-29-3452 

なお、以下の例のような状況により、防府市公設青果物地方卸売市場を拠点として使用しない場

合は、他市町との交通状況を勘案し、比較的被害が少なく、市役所又は交通・連絡に便利な避難場

所等として使用されない地域の公共施設や民間施設等を代替の輸送拠点として速やかに指定する。

また、民間倉庫等も活用する。 

＜防府市公設青果物地方卸売市場を拠点として使用しない場合の例＞ 

 防府市公設青果物地方卸売市場が被災し使用不能の場合 

 交通の状況により他の場所が適当であると思われる場合 

 災害規模により物資の量が少量で防府市公設青果物地方卸売市場では輸送拠点として

大きすぎる場合 

災害の状況により、あらかじめ指定した輸送拠点が確保できない場合は、県や近隣市、関係運輸

局に要請し、市外に物資の集積・輸送拠点を確保する。 

第 2節 大規模災害時における緊急輸送施設の確保 

市は、大規模災害時には、民間倉庫又は緊急輸送ネットワークの中から必要な広域輸送拠点を開

設するとともに、緊急輸送施設の確保を図る。 
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第2節 交通の確保 

主な担当関係部署：道路課、河川港湾課 

主な担当関係機関：国土交通省山口河川国道事務所、防府土木建築事務所、防府警察署、 

徳山海上保安部 

災害時における通行の確保は、避難救出、負傷者の搬送、緊急物資の輸送等、救援救護活動

を円滑に実施するために極めて重要となることから、迅速な通行規制等の実施を通じて、必要

な交通の確保を行う。 

活動方針 

○災害発生後の安全確保及び緊急通行車両の通行確保、被災者の避難路確保のため、県警察等と連

携し、法に基づく車両の通行規制を実施する。 

○県公安委員会に対し緊急通行車両の確認申請を行い、標章及び確認証明書の交付を受ける。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30分～ 2時間～ 24時間～ 72時間～ 1週間～ 

1 道路の通行の確保       

2 海上交通規制       

具体的な活動内容 

第1項 道路の通行の確保 

1 交通規制等の実施 

災害が発生し、又は発生のおそれがある場合の交通混乱を最小限に止め、被災者の安全と緊急通

行車両の通行を確保することを重点に、道路管理者及び防府警察署は、道路交通法、道路法並びに

災対法に基づき、車両の通行制限並びに交通規制を実施する。 

各実施者における交通規制の実施の概要を以下に示す。 

なお、詳細については、資料編のとおりとする。 

実施責任者 通 行 禁 止 及 び 交 通 規 制 の 範 囲 根 拠 法 

道路管理者 

 道路の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認めら

れる場合 

 道路についての工事を行うため、やむを得ないと認められる場合 

道路法 

第46条第1項 

公安委員会 

 地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合

において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするた

め緊急の必要があると認められる場合 

 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るなど

のため必要があると認められる場合 

災害対策基本

法 

第76条第1項 

道路交通法 

第4条第１項 

警察署長 
 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るなど

のため、必要があると認められる場合 

道路交通法 

第5条第1項 

警察官 
 道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通の

危険が生じ、又はそのおそれのある場合 

道路交通法 

第6条第4項 
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 ３-９-２ 交通規制の実施区分 

 ３-９-３ 災対法における現場措置 

通行の規制に当たっては、被災地域の人口集中地域を対象に、第一次規制、第二次規制の区分を

設け、路線の規制を行うとともに、必要に応じて地域を指定して規制を行う。 

なお、通行禁止は、各法令に定める道路標識、ロープ、防護柵等の資機材を活用して実施する。 

（1）第一次交通規制 

道路管理者及び防府警察署は、災害発生直後における交通混乱を最小限に止めるため、災害

発生と同時に、次の要領で規制措置を実施する。 

被災地域への流

入交通の抑止 

 被災地域における救援・救護活動を円滑に実施するため、被災地域に向かう車

両に対し、被災地域外の交通要所において緊急通行車両以外の車両の流入抑止

の規制広報を実施する。 

 迂回措置の可能な地点において、警察官等により、被災地に向かう緊急通行車

両以外の車両通行禁止措置を行うとともに、一般通行車両の迂回誘導を実施す

る。 

避難車両の流出

誘導 

 被災地域内にある道路のうちから避難交通路を確保し、交通の要所において、

避難車両の流出誘導を実施する。 

 被災地域内にある一般車両もできるだけ迅速に被災地から離れるよう整理・誘

導する。 

緊急通行車両の

通行の確保 

 救出救助、消火、医療救護等の緊急車両の通行を確保し、交通整理・誘導を実

施する。 

（2）二次交通規制 

道路管理者及び防府警察署は、緊急交通路の指定による交通規制を実施するほか、道路交通

法上の通行制限を行い、災害対策従事車両等の交通路を確保する。 

緊急交通路の指

定 

緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、次により規制を実施する。 

 緊急交通路の指定に併せて、通行妨害となっている物件を除去する。 

 迂回措置の可能地点において、被災地に向かう緊急通行車両以外の車両の通行

禁止規制及び一般車両の迂回についての広報を実施する。 

 規制起点については、検問を実施し、一般車と緊急通行車両を区分けし、一般

車については、他の路線に迂回誘導する。 

その他の交通規

制の実施 

 道路交通法上の規制を有効に活用して、一般車両の被災地域への流入抑止を図

るとともに、路線を指定して、被災地域への出入り交通路を確保する。 

 被災地域住民の生活道路の確保のための交通規制を実施する。 

 

2 交通情報の収集伝達 

道路管理者は、警察本部（交通管制センター）と連携して、道路状況並びに交通状況についての

情報共有を行い、各種広報媒体を活用して、市民及び道路利用者に対して情報を提供する。 

 

3 災害時における車両運転者の義務の周知 

市は、市民及び道路利用者に対し、通行の妨げにならないよう、車両運転者には以下の行動をと

る必要があることを広報する。 
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指定区域外への

移動措置 

 交通の規制が行われた場合は、規制が行われている道路の区間以外又は道路外

の場所へ速やかに車両を移動させる。 

移動困難な場合

の退避 

 速やかな移動が困難なときは、車両をできる限り道路の左側に沿って駐車する

など、緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車させる。 

移動・駐車等の

命令の受認 

 警察官の指示によって車両を移動又は駐車するが、その際警察官の指示に従わ

ず、また、運転者が現場にいない場合等は、警察官が自らその措置を執ること

があり、この場合、やむを得ない限度において、車両等を破壊することがある

ことを容認する。 

資料編［輸送］ 

 ３-９-４ 災害時における車両運転者の義務 

第2項 海上交通規制 

徳山海上保安部及び港湾管理者は、海上における災害の拡大防止及び船舶による被害の発生防止

等を図るため、情報の収集、航行規制等を実施する。 

市は、徳山海上保安部及び港湾管理者による海上交通規制の実施状況について情報収集を行う。 

被害状況の把握 

 徳山海上保安部は、被害状況、被害規模その他災害応急対策の実施上必要な

情報について、船艇、航空機等を活用し、積極的に情報収集活動を実施する

とともに、関係機関等と密接な情報交換等を行う。 
 特に地震災害等にあっては、海上及び沿岸部における被害状況のほか、陸上における被

害状況に関し情報収集活動を行うものとする。この場合、航空機による陸上におけ

る被害状況に関する情報収集活動の実施については、海上及び沿岸部の被災状

況に関する情報収集活動の実施その他海上における災害応急対策の実施に支

障を来さない範囲において行うものとする。 

規制措置 

 三田尻中関港長（徳山海上保安部長）は、在港船舶の安全を確保するため、海

上保安庁法等に基づき、在港する船舶に対して移動（避難）を命じる。 

 また、港則法に基づき、危険を防止するため必要と認められる場合、特定港内

において修繕中又はけい船中の船舶に対し、必要な船員の乗船を命ずる。 

 さらに、状況に応じて、被災地の港湾に入出港する船舶に対して、航行の制限、

禁止、避難指示等所要の措置を講じるとともに、船舶が輻輳する海域等におい

て交通整理を行う。 
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第3節 緊急道路啓開 

主な関係法令  ：災害対策基本法第 76条の 6、第 82条 

主な担当関係部署：道路課、農林漁港整備課 

主な担当関係機関：国土交通省山口河川国道事務所、防府土木建築事務所、西日本高速道路㈱ 

緊急道路啓開とは、災害発生直後における道路上の各種障害物の除去及び道路施設の応急修

復を行うことで、市は、各種救援活動を円滑に実施するため、緊急度の高い順に緊急啓開道路

を区分し、この路線における障害物の除去、道路の損壊等の応急補修を優先的に行う。 

活動方針 

○被災状況を確認し、緊急輸送道路ネットワーク対象路線から優先して道路啓開路線を選定する。 

○道路管理者等と協議のうえ、緊急啓開道路を選定する。 

○建設業者等に要請し、速やかに緊急啓開作業を実施する。 

○道路啓開に必要な資機材を確保する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30分～ 2時間～ 24時間～ 72時間～ 1週間～ 

1 緊急啓開道路の選定       

2 緊急啓開作業       

具体的な活動内容 

第1項 緊急啓開道路の選定 

市は、県、国土交通省山口河川国道事務所、西日本高速道路株式会社等の関係機関と協議の上、

それぞれが管理する幹線道路を中心として、緊急に啓開すべき道路を選定する。 

また、あらかじめ定める啓開すべき対象道路から、緊急に啓開すべき道路を定める。 

啓開道路の選定に当たっては、被災状況を確認し、山口県緊急輸送道路ネットワーク計画の対象

路線から以下の選定基準に基づき選定する。ただし、対象道路の損傷が大きく応急復旧が困難であ

る場合は代替路線を選定する。 

第１次緊急

啓開道路 

 高速自動車道、主要国道及びこれらを連絡するインターアクセス道路等の幹線道路 

 病院、消防署、警察署等の実活動部隊の拠点を結ぶ道路 

第２次緊急

啓開道路 

 第１次緊急啓開道路と市本部が設置される庁舎を結ぶ道路 

 第１次緊急啓開道路と主要公共施設を結ぶ道路 

 第１次緊急啓開道路と救援物資等の備蓄倉庫を結ぶ道路 

 他市町の第２次緊急啓開道路との接続道路 

第2項 緊急啓開作業 

1 緊急啓開路線の決定 

土木都市建設部道路班は、道路の損傷及び道路上の障害物等により通行不能となった道路につい
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て、県、国土交通省山口河川国道事務所、その他の道路管理者・港湾管理者又は漁港管理者及び防

災関係機関等と連携を図りつつ、啓開すべき道路を決定し、速やかに応急復旧や道路啓開を行う。 

なお、道路啓開を行う路線については、他の道路管理者、県警察及び県災害対策本部事務局とも

協議の上、第１次緊急啓開道路、第２次緊急啓開道路の順により優先順序を決める。特に避難、救

出、医療救護及び緊急物資の輸送に必要な主要路線を重点的に優先する。 

 

2 啓開作業の実施 

所管する道路の被害状況、道路上の障害物の状況を速やかに調査し、他機関からの情報収集に努

め、国土交通省山口河川国道事務所に報告するとともに、緊急度に応じ啓開作業を実施する。この

際、道路の損壊や建物倒壊等による障害物の除去については、防府警察署、防府市消防本部、占用

工作物管理者等の協力を得て実施する。 

路線の確保に当たっては、２車線の確保を原則とするが、止むを得ない場合には１車線とし、適

当な箇所に車両の交錯ができる退避所を設ける。 

（1）障害物の除去 

道路の損壊や建物倒壊等による障害物の除去については、防府警察署、防府市消防本部、占用工

作物管理者等の協力を得て実施する。 

（2）災対法に基づく車両等の移動 

各道路管理者・港湾管理者・漁港管理者（以下「道路管理者等」という。）は、車両の通行が停止

し、又は著しく停滞し、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより災害応急

対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあり、かつ緊急通行車両の通行を確保するために緊急の

必要があると認めるときは、道路の区間を指定し、当該車両その他の物件の占有者、所有者又は管

理者に対し、付近の道路外の場所への移動等を命ずることができる。 

その際、以下の場合は、道路管理者等自らが車両の移動等の措置をとる。 

なお、この場合、やむを得ない限度において、当該措置に係る車両その他の物件を破損すること

ができる。 

 車両の移動等の措置をとることを命ぜられた者が、当該措置を取らないとき。 

 命令の相手方が現場にいないために命ずることができないとき。 

 道路の状況その他の事情により、車両の占有者等に必要な措置をとらせることができな

いと認めて命令をしないとき。 

また、これらの車両等の移動の措置をとる際、必要な限度において、他人の土地を一時利用し、

又は竹木その他の障害物を処分することができる。 

 

3 応援の要請 

市は、被害の規模や災害の状況により、県を通じて自衛隊の応援を要請する。 

また、復旧工事、道路障害物の除去等に必要な人員及び資機材を確保するため、建設業協会等関

係団体に対し、支援を要請する。 

 

4 国による応急措置の代行 

災害の発生により市及び県がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、災

対法等に定めるところにより、指定行政機関又は指定地方行政機関が市長が実施すべき応急措置（特

に急を要する災害応急対策である緊急輸送道路確保のための緊急の瓦礫・土砂等の除去等）の全部

又は一部を代行する。 
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第4節 輸送手段の確保 

主な担当関係部署：行政管理課、農林漁港整備課 

輸送については、車両、列車、船舶、航空機、人力など様々な輸送手段が考えられるが、市

の地理的条件、社会的条件、被災状況等を総合的に判断して最も効率的で適切な輸送手段を確

保し、輸送を行う。 

活動方針 

○災害発生後速やかに車両の被害状況を把握し、協定締結事業者等と連携して車両及び燃料の調

達を行う。 

○災害発生後速やかに緊急通行車両の確認申請を行い、緊急通行車両を確保する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30分～ 2時間～ 24時間～ 72時間～ 1週間～ 

1 車両等の調達による輸送力の確保       

2 応援要請による輸送手段の確保       

3 緊急通行車両の確認       

具体的な活動内容 

第1項 車両等の調達による輸送力の確保 

1 市管理車両の調達 

災害輸送は、市本部各対策部（各班）の責任において実施する。市所有車両による輸送力の調整

確保措置は、総務部総務班が総括的に担当する。 

市本部各対策部（各班）が災害輸送のため配車要求を行う時は、次の経路により処理する。 

（配車申込書の提出及び運行の指示） 

 

総務部総務班は、災害輸送上の非常配置が必要であると認めるときは、管理車両及び運転士の招

集及び待機の措置を講ずる。 

上記の措置によってもなお車両が不足するときは、管理車両以外の庁用自動車の動員を行う。 

 

2 燃料の確保 

災害時における自動車燃料の確保は、総務部総務班が「（石油）災害時における石油類燃料の供給

に関する協定書」に基づき行う。 

 

3 災害救助法に基づく輸送 

救助法による輸送の範囲は、被災者の避難、医療及び助産、被災者の救出、飲料水供給、救済用

各対策部 
（各班） 

総務部総務班 車両 
（配車決定）② （運行指示）③ 

（要 求）① 
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物資輸送、遺体の捜索その他とする。 

なお、詳細については、資料編のとおりとする。 

資料編［輸送］ 

●３-９-５ 災害救助法に基づく輸送の対象範囲 

第2項 応援要請による輸送手段の確保 

市において輸送力の確保ができないときは、運送事業者等関係機関の応援を求めて実施する。 

 

1 車両の確保の要請 

市が運用調達する輸送車両等に不足が生じた場合又は生じるおそれがあると予想される場合には、

次の事項を明示して、他の市町又は県にあっせんを依頼する。 

 輸送区間及び借上期間 

 輸送人員又は輸送量 

 車両等の種類及び必要台数 

 集結場所及び日時 

 車両用燃料の給油所及び給油予定量 

 その他参考となる事項 

 

2 列車による輸送 

道路の被害により自動車輸送が不可能なとき又は遠隔地において物資及び資機材を確保した場合

などで、列車による輸送が適切であるときは、市は、西日本旅客鉄道株式会社（防府駅）及び日本

貨物鉄道株式会社に要請して、列車輸送を行う。 

 

3 船艇による輸送 

海上輸送を必要と認めるときは、総務部総務班が海上保安部及び中国運輸局に支援要請を行うほ

か、産業振興部農林水産班は、状況により漁業協同組合所有船舶（漁船）の借上げ等についてあっ

せんを行う。 

 海上保安部所属船艇への支援要請 

 中国運輸局に対する海上輸送措置のあっせん又は調整の要請 

 漁業協同組合等の公共的団体所有の船舶による輸送の協力要請 

 

4 人員・物資等の協力要請 

指定公共機関、指定地方公共機関に対し、人員・物資等に係る協力要請を行う。 

 西日本旅客鉄道株式会社（人員） 

 日本貨物鉄道株式会社（物資） 

 日本通運株式会社（人員・物資） 

 防長交通株式会社（人員） 

 山口県トラック協会（※県を通じて要請） 

 

 

195



共通編 第３編 災害応急対策計画 

第７章 緊急輸送 

共通編３ 第７章 - 10 

5 その他 

状況により、中国運輸局（山口陸運支局）を通じて、輸送力確保のあっせんを行うとともに、運

送事業者以外の個人、会社等が所有する車両の借上げ等による確保を行う。 

なお、車両の借上については、公共的団体の車両、営業所有者の車両、その他自家用車両の順序

で行う。 

資料編［輸送］ 

 ３-９-６ 市保有車両一覧 

 ３-９-７ 防長交通株式会社所有バスの配置状況 

 ３-９-８ 日本通運株式会社所有貨物自動車の配置状況 

 

6 自衛隊への応援要請 

他の輸送手段が確保できない場合、自衛隊に対し必要な要請を行う。 

 自衛隊所有車両による輸送支援の要請 

 海上自衛隊所属艦艇による輸送支援の要請 

 ヘリコプター等航空機による輸送支援の要請 

第3項 緊急通行車両の確認 

災害発生時、県公安委員会が緊急輸送を行う車両以外の一般車両の通行の禁止又は制限等の交通

規制を行った場合、災害応急対策に従事する緊急通行車両であることの確認が必要となることから、

交通規制が実施された場合は、速やかに、緊急通行車両の確認申請により緊急通行車両確認証明書

及び標章の交付を受ける手続を行い、緊急通行車両の通行の確保を図る。 

 

1 緊急通行車両の確認申請 

市が保有する車両を緊急通行車両として緊急通行車両等事前届出をし、届出済証の交付を受けて

いる場合や、新たに確認申請を行う場合は、行政管理課において、県公安委員会に申請を行う。 

緊急通行車両の確認申請の対象車両の選定は、災害発生後の被災地の状況等に応じて、応急復旧

のための人員及び資機材輸送に必要な車両について、緊急度、重要度等を考慮し実施する。 

なお、緊急通行車両により輸送する対象は、被災状況及び災害応急対策の進捗状況に応じ、人命

の安全、被害の拡大防止、災害応急対策の円滑な実施の順に優先度を考慮する。 

また、災害対応の各段階における輸送活動については、資料編のとおりとする。 

資料編［輸送］ 

 ３-９-９ 緊急通行車両確認申請の対象となる車両により輸送する対象 

 

2 緊急通行車両確認証明書等の交付 

緊急通行車両確認証明書の発行は、公安委員会（警察本部及び警察署）又は県（物品管理班）に

おいて行い、緊急通行車両の標章及び証明書を交付する。 

資料編［輸送］ 

 ３-９-10 緊急通行車両確認標章 

 ３-９-11 緊急通行車両確認証明書 
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第８章 避  難 

第1節 避難指示等の発令 

主な関係法令  ：災害対策基本法第 56条第１項・第２項、第 60条、第 61条の２、第 63条 

主な担当関係部署：防災危機管理課、行政管理課、 

地域振興課（出張所班）、高齢福祉課、障害福祉課、子育て支援課、 

こども家庭課、健康増進課、教育委員会（学校教育課）、消防本部 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、市民一人ひとりが自らの判断で、いのちを

守るための避難行動をとることができるよう、速やかに避難指示等の発令を行う。 

活動方針 

○市民の生命と安全を確保するため、気象や災害の状況に応じ、適時適切な避難指示等を発令す

る。 

○避難指示等を発令した場合は、速やかに県等の防災関係機関や市民、学校、福祉施設等へ連絡・

通知する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 災害発生前 直後 30分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 避難指示等の発令        

具体的な活動内容 

第1項 避難指示等の発令 

1 避難指示等の情報の種類 

避難指示等の種類について、概要を以下に示す。 

なお、土砂災害（土石流、がけ崩れ及び地すべり）、河川洪水並びに高潮に関する詳細な災害別の

判断基準、判断のフロー等の詳細については、資料編のとおりとする。 

【警戒レベル３】 

高齢者等避難 

 災害発生の危険性が高まったときに市が発する避難情報の一つとして、避

難指示より前の段階で発令されるもの 

 高齢者等避難とは、次のとおりである。 

 ・一般の人々に対して避難の準備を促すための情報 

・避難に時間を要する要配慮者等に対して早めの避難を促すための情報 

・土砂災害警戒区域、河川の浸水想定区域等の住民に対して、早めの自発的な

避難を促すための情報 

・自発的に避難を行う者を自主避難場所に受入れを始める目安となる情報 

（発令に合わせて指定した、指定緊急避難場所の開設の準備を行う。） 
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【警戒レベル４】 

避難指示 

 居住者等を避難のため立ち退かせる、又は屋内での安全な場所で退避させ

るためのもの 

 ただし、指示に従わなかった者に対しての直接強制権はない。 

【警戒レベル５】 

緊急安全確保 

 既に災害が発生し、安全な避難ができない状況であり、命を守るための最

善の行動をとることを求める情報 

 

資料編［避難指示等］ 

 ２-11-２ 避難指示等の判断基準 

 

2 避難指示等の内容 

避難指示等の発令の際は、以下の事項を明示して行う。 

避難対象地区  自治会単位を原則とする。 

避難の理由  避難要因となった危険要素とその所在地、避難に要する時間等 

避難先（避難方法）  安全な方向及び指定緊急避難場所の名称 

その他 
 避難行動時の最小限の携帯品 

 避難行動要支援者（要配慮者）の優先避難、介助の呼びかけ等 

 

避難行動については、令和 3 年の災対法の改正により、安全な場所へ移動する「立退き避難」、

屋内での待避その他の屋内における避難のための安全確保である「屋内安全確保」に加え、災害が

発生又は切迫しているため、安全に避難できない状況で緊急に安全を確保する「緊急安全確保」と

いう行動形態があることに留意する。 

立退き避難 

 指定緊急避難場所への移動 

 安全な場所への移動 

 近隣の高い建物等への移動 

屋内安全確保 
 建物内の安全な場所に留まり待避（上階への移動や高層階に留まること等に

より、計画的に身の安全を確保することが可能な場合） 

緊急安全確保 

 高所等への移動 

 近傍の堅固な建物への退避 

 屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避 

 その他の緊急に安全を確保する措置 

 

3 避難指示等の発令の判断 

市長は、災害情報を速やかに収集し、あらかじめ定めた判断基準に基づき、避難指示等の発令を

決定する。発令の決定の際には、以下の事項に留意する。 

発令の 

タイミング 

 避難行動要支援者を含む要配慮者に十分配慮し、避難の準備や移動に要

する時間を考慮した立ち退き避難を想定して決定する。 

避難の種別 
 避難場所への移動だけでなく屋内での安全確保措置も考慮し、災害状況

及び市民の置かれた状況に応じた避難指示等の種別を決定する。 

専門機関への

助言の求め 

 災対法第 61条の２に基づき、指定地方行政機関や県等に対し、ホット

ラインの活用等により積極的に助言を求め、重要な判断材料として扱う。 

なお、避難指示等の判断基準及び市民に求める避難行動についての詳細は、資料編のとおりとす

る。 
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資料編［避難指示等］ 

 ２-11-１ 避難指示等の発令の判断基準及び市民に求める行動（全般） 

 

4 避難指示等の伝達 

市長は、市民に伝達する避難指示等の内容を決定し、速やかに、防災行政無線（同報系）、市メー

ルサービス、LINE、電話、ＦＡＸ、緊急速報メール、Ｌアラート、広報車、報道機関の協力等、あ

らゆる広報手段を通じ、市民に周知する。その際、情報の伝わりにくい要配慮者への伝達、豪雨時

など情報が伝わりにくい状況での伝達、夜間の伝達等に配慮し、多様な伝達手段を活用して確実に

情報を周知するよう努める。 

特に、利用者が入所・入院する社会福祉施設、病院等に対しては、あらかじめ定めた情報伝達手

段により、伝達の徹底を図る。 

資料編［避難指示等］ 

 ３-10-１ 避難の指示権者及び時期 

 ３-10-２ 避難指示等に必要な事項と伝達手段 

 ３-10-３ 避難指示等の伝達系統図 

 

5 避難措置の報告及び通知 

市長は、避難指示等を発令した場合、次の要領にて通知・報告を行う。 

発令者 報 告 す る 時 期 報 告 先 根拠法令 

市 長 

 市長が、避難のための立退きの指示を行ったと

き（立退き先の指示を含む。）。 

 警察官又は海上保安官が避難のための立退き

を指示し、その旨を市長に通知したとき（立退

き先の指示を含む。）。 

 避難の必要がなくなったとき。 

県知事 

（県防災危機

管理課） 

災対法 

第 60条 

第４項・第５項 

水防管理者 

（市長） 
 避難のための立退きを指示したとき。 防府警察署長 

水防法 

第 29条 

資料編［避難指示等］ 

 ３-10-４ 避難の措置に関する通知・報告の処理体系 

 

6 避難指示等の解除 

避難の必要がなくなった場合、市長は、避難指示等の解除を行う。伝達方法等は発令に準じる。 

なお、避難指示の解除に当たっては、十分に安全性を確認の上、総合的に判断する。 

また、土砂災害防止法第３２条に基づき、市は国土交通大臣（中国地方整備局）又は県知事に対

し、必要な助言を求めることができる。 
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第2節 避難誘導 

主な担当関係部署：消防本部、消防団 

主な担当関係機関：防府警察署、徳山海上保安部、自衛隊 

避難指示等が発令された場合、避難対象区域内の居住者等を安全に避難させるため、被害状

況、想定される被害等を踏まえて避難先までの安全を確保し、警察、自主防災組織等と協力し

て、避難誘導を行う。 

活動方針 

○避難指示等が発令された場合は、警察や自主防災組織等と連携し、安全な場所へ避難誘導を実施

する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 災害発生前 直後 30分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 避難誘導        

具体的な活動内容 

第1項 避難誘導 

避難指示等を発令した場合、人命の安全を第一とし、警察署、自主防災組織等の協力を得て、一

定の地域又は自治会、事業所単位に集団の形成を図り、誘導員のもと、避難誘導を行う。誘導の際

の留意事項を以下に示す。 

なお、要配慮者（避難行動要支援者）の避難については、本編第9章「要配慮者の支援」を参照

のこと。 

情報の提供  避難場所及び避難路や洪水等浸水想定区域、土砂災害警戒区域等の所在、災害

の概要その他の避難に資する情報の提供に努める。 

避難誘導方法 

（優先順位） 

 空き地等の一時集合場所に避難者を集合させた後、あらかじめ定めている指定

緊急避難場所に誘導することを原則とする。 

 要配慮者及び妊産婦や乳幼児を連れた保護者は、避難に時間と支援を要するこ

とが多いため、優先して避難誘導する。 

経路の安全確保  出来るだけ危険な道路、橋、堤防その他新たに災害発生のおそれのある場所を

避け、安全な経路を選定する。 

 危険な地点には標示、なわ張りを行うほか、状況により誘導員を配置し、安全

を期する。 

 浸水地帯では、船艇、ロープ等を使用して安全を期する。 

誘導員の安全確保  誘導中は、避難誘導に携わる者の安全確保に十分配慮する。 

徒歩以外の避難  交通孤立地区等が生じた場合、ヘリコプターや船舶による避難も検討し、必要

に応じ県等防災関係機関に応援を要請し、実施する。 
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第3節 警戒区域の設定 

主な関係法令  ：災害対策基本法第 63条 

主な担当関係部署：防災危機管理課、消防本部 

主な担当関係機関：県、防府警察署、徳山海上保安部、自衛隊 

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する

危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市長は、二次災害防止のため、警戒区域

の設定を行う。 

活動方針 

○市民の生命又は身体に特に危険が迫っている場合は、警戒区域を設定し、立ち入りを制限する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 災害発生前 直後 30分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 警戒区域の設定        

具体的な活動内容 

第1項 警戒区域の設定 

1 警戒区域の設定 

市長若しくは委任を受けた職員は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合におい

て、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域を設

定し、当該区域への立ち入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命じる。 

資料編［警戒区域の設定］ 

 ３-11-１ 警戒区域の設定権者及びその内容 

 ３-11-２ 警戒区域の設定権者区分 

 

2 警戒区域の範囲及び制限の設定 

市長は、警戒区域の範囲と区域内での制限の内容を決定する。警戒区域の設定は、地域住民の生

活行動を制限するものであることから、被害の規模や拡大方向を考慮し、的確に設定する。また、

設定した警戒区域についての処分は市長の自由裁量行為であることから、どのような制限を行うか

等について、混乱を来さないよう十分留意する。 

 

3 警戒区域の設定及び伝達 

警戒区域を定めた場合、警戒区域の設定を行った者は、掲示板、ロープ、赤色灯、赤旗等を活用

して地域を明示する。この際、警戒区域内の事故防止に留意する。また、避難指示等と同様、市民、

県及び防災関係機関にその内容を伝達する。 
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資料編［警戒区域の設定］ 

 ３-11-３ 警戒区域の表示及び事故防止例 
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第4節 避難場所等の設置・運営 

主な関係法令  ：災害救助法、災害対策基本法第 86条の６・第 86条の７ 

主な担当関係部署：防災危機管理課、行政管理課、  

地域振興課（出張所班）、障害福祉課、高齢福祉課、子育て支援課、 

こども家庭課、健康増進課、社会福祉課 

市は、災害により住家を失った被災者や、災害による避難指示等の対象者（自主避難を含む。）

を保護するため、速やかに避難場所等を開設し、被災者を受け入れる。 

災害発生直後の被災地域は相当混乱していることが予想され、自治会、自主防災組織等の地

域団体、施設管理者、消防団、ボランティア団体等が協力して対応することが必要であり、開

設後の運営も含め、市と関係者が連携して運営に当たる。 

なお、地区一時避難場所の開設は、運営管理責任者、自治会、自主防災組織等が中心となっ

て実施する。 

活動方針 

○災害の特性に応じて指定された指定緊急避難場所に集まった施設管理者、地域団体（自治会、自

主防災組織等）避難者及び市職員が連携し、指定緊急避難場所を開設する。 

○男女のニーズの違い等多様な主体の視点に立つとともに要配慮者に配慮した避難所運営を実施

する。 

○警察や自主防災組織、市民等と協力し、地域の防犯に努める。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 災害発生前 直後 30 分～ 2 時間～ 24時間～ 72時間～ 1 週間～ 

1 避難場所等の開設        

2 避難場所等の管理・運営        

3 避難場所等の統合及び閉鎖        

具体的な活動内容 

第1項 避難場所等の開設 

1 指定緊急避難場所の開設 

（1）指定緊急避難場所 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害規模や被災状況等を勘案し、

指定緊急避難場所の開設を行う。その際、以下の措置をする。 
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 まず、公民館、学校、公共施設等において開設する。 

 必要に応じ、あらかじめ指定された施設以外の施設についても管理者等の同意を得て開

設する。 

 建築物の安全を確認した上で、開設する。 

 避難場所等の開設の指示は、市長又は委任を受けた職員が行う。開設の指示を受けた総

務部総務班（市本部未設置時は防災危機管理課。以下同様。）は、避難者が混乱しないよ

うに早急に避難場所等を開設し、避難場所等の運営の総括を行う。 

（2）自主避難場所 

市本部未設置時に自主避難を求められた場合、指定緊急避難場所のうち、あらかじめ自主避

難場所として指定した指定緊急避難場所を防災危機管理課長の指示により開設する。 

  また、高齢者等避難を発令したときは、その発令に合わせて指定した、指定緊急避難場所の

開設準備を行う。 

 

2 地区一時避難場所の開設 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、地区一時避難場所を指定している

自治会や自主防災組織等は、それぞれの判断により、地区一時避難場所を開設する。その際、

以下のことに留意する。 

 当該避難場所の運営管理責任者と自治会や自主防災組織等の判断により開設する。 

 災害種別、規模、周辺被災状況等を勘案し、安全に運営できることを確認した上で、開

設する。 

 地区一時避難場所の運営に当たり、運営管理責任者は、自治会、自主防災組織等の協力

を得ながら行う。 

 市（総務部総務班）に避難者等に関する情報を連絡する。 

なお、市は、地区一時避難場所の避難者情報等の把握に努めるとともに、当該地区が避難指示等

の対象地区とした際の取り扱いに留意する。 

 

3 指定避難所の開設 

被災者を一時的に滞在させ被災者の生活の場として指定避難所を開設する。その際、以下の措置

をする。 

 指定避難所の開設の指示は、市長又は委任を受けた職員が行う。開設の指示を受けた総

務部総務班は、避難者が混乱しないように早急に開設し、運営の総括を行う。 

 建築物の安全を確認した上で、公民館、学校、公共施設等において開設する。 

 指定避難所は、指定緊急避難場所を兼用する場合があり、その場合は指定緊急避難場所

から指定避難所に移行する。 

 総務部総務班は、指定緊急避難場所や地区一時避難場所等からの避難者の受入れについ

ての総括を行う。 

 指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、あらかじめ指定した指定避難所以

外の施設についても管理者等の同意を得て開設する。その際、土砂災害警戒区域及び土

砂災害特別警戒区域以外にある施設を開設するものとする。 

なお、福祉避難所については、本編第９章第２節第１項２「福祉避難所の設置及び要配慮者の移

送」を参照のこと。 
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4 避難場所等開設時の対応 

避難場所等を開設する場合は、あらかじめ指名した配置職員を派遣し、避難所運営マニュアルに

基づき、施設管理者や地域団体等の協力により、以下の対応を行う。 

なお、各項目の詳細については、資料編のとおりとする。 

 運営組織の設置 

 避難者名簿の作成 

 避難場所等の開設の周知 

 相談窓口の設置 

また、大規模災害時など避難場所等が著しく不足し、特に必要と認められるものが発生した場合、

当該災害について政令で定める区域及び期間に設置する避難場所等についての特例措置として、消

防法第 17条の規定は適用しないとされている。ただし、市は、可能な限り消防法に準拠した施設

設備の維持に関する基準を定め、安全確保に努める。 

資料編［避難場所等］ 

 ３-12-１ 避難場所等開設時の対応 

第2項 避難場所等の管理・運営 

1 避難場所等の運営 

避難場所等の開設後は、避難所運営マニュアルに基づき運営するが、可能な限り早期に地域住民

による主体的な運営が行われるよう努める。また、市及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生

活環境の継続的な確保のために、専門家、NPO・ボランティア等との定期的な情報交換や避難生

活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材の確保・育成に努めるものとする。 

特に指定避難所においては、以下の事項に留意した運営管理をする。 

なお、各項目の詳細については、資料編のとおりとする。 

 運営体制の確立（避難所運営組織の設置及び男女双方の運営責任者の配置） 

 衛生環境の維持 

 情報の提供 

 要配慮者の特性に配慮した生活環境の維持 

 男女のニーズの違い等多様な主体の視点に配慮した生活環境の維持及び物資供給 

 同行したペットのためのスペースの確保、ペット飼育のルールづくり及び飼い主に対す

る適正な飼育の指導や支援 

 防犯対策 

 在宅避難者等周辺地域の物資拠点としての対応 

 地域の防災活動の拠点としての対応 

※ペットの対応については、本編第17章「動物救護」を参照のこと。 

また、災害対策本部未設置時の自主避難者に対しては、避難場所のみの提供とする。 

 

資料編［避難場所等］ 

 ３-12-２ 避難場所の運営時の留意事項 
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2 救助法適用や災対法に基づく指定避難所開設・運営 

救助法が適用された場合における避難所の開設期間及び費用は、資料編のとおりとする。 

なお、指定避難所として指定していない施設を発災後に避難所として使用した場合も救助法に基

づく支援の対象となる。 

また、災対法第 86条の６に定める生活環境を確保する必要があることや、食事提供や物資の支

援が指定避難所以外の避難所を含め地域全体のために行われていることに留意し、避難所運営を行

うものとする。 

資料編［災害救助法、罹災証明等被害認定関連］ 

 ３-17-５ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間早見表 

第3項 避難場所等の統合及び閉鎖 

避難場所等の統合・閉鎖の判断は、危機管理監の進言により、市本部で決定する。 

統合・閉鎖に当たり、総務部総務班が総合的な調整をし、地域交流部出張所班は、地元の自治会

長等にその旨連絡する。 

 

1 避難場所等の統合 

避難指示解除や危険地域の減少などにより、避難者が減少した場合は、避難場所等を統合し、縮

小を図る。避難場所等を統合する際、閉鎖する避難場所等の避難者の避難所生活等に配慮し、極力

同じ地域内の避難場所等へ統合し、統合先の避難場所等への移動についても配慮すること。 

なお、市は、避難者の健全な住生活の早期確保のために、応急仮設住宅の迅速な提供等により、

避難場所等の早期解消に努める。 

 

2 避難場所等の閉鎖 

統合時又は避難指示等の全地域解除等による避難場所等の閉鎖について、避難所担当職員又は避

難所運営組織は、施設管理責任者へ閉鎖する旨連絡し、施設管理責任者の協力を得て、物資、食料

管理記録及び避難所の状況をもとに残存物資の確認、記録及び回収を行い、施設が通常使用できる

状態に戻す。 

閉鎖後は、総務部総務班へ状況を報告し、避難者名簿及びその他の記録簿等を引き継ぐ。 
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第5節 広域一時滞在 

主な関係法令  ：災害対策基本法第 86条の 8 

主な担当関係部署：防災危機管理課、行政管理課、広報広聴課（相談班）、子育て支援課、 

こども家庭課、建築課、教育委員会（学校教育課） 

主な担当関係機関：県 

大規模広域災害の発生時、災害の規模、被災者の避難状況、避難の長期化等を考慮し、市の

区域外への広域的な避難又は応急仮設住宅等への収容が必要であると判断したときや、被災者

の保護の実施のため緊急の必要があると認めるときは、県を通じ、広域一時滞在を行う。 

活動方針 

○市の被災状況や被災者の避難状況を勘案し、市外への広域的な避難を実施する。 

○大規模広域災害発生時における転入学や学校への一時受入などに柔軟に対応する。 

○他の自治体から避難の受入れが必要となった場合、広域避難者の受入れを行う。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 被災者の他地区への移送       

2 避難者の受入れ       

具体的な活動内容 

第1項 被災者の他地区等への移送 

広域一時滞在の必要があると認めるときは、県を通じて運送事業者等による被災者の運送を要請

し、安全な他の地区へ移送する。被災者の移送は県が決定し、県が調達したバス、貨物自動車を中

心に警察、自衛隊等の協力を得て実施する。 

なお、移送された被災者の避難所の運営は本市が行い、受入れ自治体は避難場所等の運営に協力

する。 

また、他地区への移送に関する市の措置及び県、国による措置についての詳細は、資料編のとお

りとする。 

資料編［避難場所等］ 

 ３-12-３ 他地区への移送に関する措置 

第2項 避難者の受入れ 

大規模広域災害が発生し、近隣の県等から多数の避難者の受入れが必要な場合、広域避難者の受

入れを行う。他の被災自治体からの被災住民受入れの際に行う主な事項を以下に示す。 

なお、詳細については、資料編のとおりとする。 
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 被災地からの情報収集及び連絡体制の整備 

 収容可能な避難施設の把握 

 避難所の開設・運営 

 応急仮設住宅等の提供 

 被災児童・生徒等の受入れ 

 県との連携（情報共有等） 

 避難者への被災地等からの情報提供 

資料編［避難場所等］ 

 ３-12-４ 他の被災自治体からの被災住民受入れ措置 
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第９章 要配慮者の支援 

第1節 避難における支援 

主な担当関係部署：高齢福祉課、障害福祉課、子育て支援課、こども家庭課、社会福祉課、 

健康増進課、学校教育課、防災危機管理課、地域振興課（出張所班）、 

建築課、観光振興課、消防本部、消防団、文化振興課 

主な担当関係機関：防府警察署 

災害時には、自らの行動等に制約のある高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人等要配慮

者の安全や心身の健康状態等に特段の配慮を行う必要がある。 

市は、発災前の情報提供から、避難誘導、またその後の生活に至るまでの各段階において、

時間の経過とニーズに応じたきめ細かな支援策を、保健・福祉施策等との連携のもとに、総合

的に講じていく。 

活動方針 

○警察・消防・自主防災組織等と協力し、要配慮者の避難行動の特性を考慮した避難誘導を行う。 

○避難行動要支援者名簿や個別避難計画に基づき、避難行動要支援者の安全な避難を支援する。 

資料編［条例等］ 

 ２-４-４ 平常時における防府市避難行動要支援者名簿の提供に関する条例 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30分～ 2時間～ 24時間～ 72時間～ 1週間～ 

1 避難指示等の発令時の配慮等       

2 避難誘導・避難行動支援等       

3 要配慮者の移送       

具体的な活動内容 

第1項 避難指示等の発令時の配慮等 

避難指示等を行う際、市長は、情報の伝わりにくい高齢者、障害者、外国人等要配慮者への伝達

や夜間における伝達には、特に配慮する。避難の必要がなくなった場合も同様とする。この際、地

理に不案内な外国人旅行者を含む観光客にも配慮する。また、外国人に対しては、県が開設してい

る多言語コールセンターの利用や（公財）山口県国際交流協会が設置する山口県災害時多言語支援

センターが開設された場合の情報提供などをする。 

 

1 避難行動要支援者への情報伝達 

避難行動要支援者に対しては、避難行動要支援者名簿を活用し、避難情報の発令後速やかに、避
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共通編 第３編 災害応急対策計画 

第９章 要配慮者の支援 

共通編３ 第９章 - 2 

難支援等関係者があらかじめ定めた方法により伝達し、着実な情報伝達及び早い段階での避難行動

を促進する。 

 

2 要配慮者利用施設（津波災害警戒区域の場合は避難促進施設）への情報伝達 

要配慮者利用施設の入所者は避難に時間を要することから、迅速な情報伝達に努める。伝達方法

は、加入電話による直接伝達、FAX送信、市メールサービス、広報車、同報系防災行政無線及び防

災ラジオによる伝達のほか、必要に応じ市職員や消防団員による口頭伝達など、状況に応じた方法

により、確実な伝達に努める。 

土砂災害警戒区域内の要配慮者利

用施設への情報伝達 

 土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設には、土砂災害危

険度情報が警戒（警戒レベル 3 相当）に達した時点で FAX

により伝達する。 

洪水浸水想定区域内の要配慮者利

用施設への情報伝達 

 洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設への洪水予報等の

伝達方法については、佐波川の場合は避難判断水位に、柳

川・馬刀川の場合は氾濫注意水位に達した時点で FAX によ

り伝達する。 

高潮浸水想定区域内の要配慮者利

用施設への情報伝達 

 高潮浸水想定区域内の要配慮者利用施設への警報等の情報

伝達については、市メールサービス等による。 

雨水出水浸水想定区域内の要配慮

者利用施設への情報伝達 

 水防法に基づき、市が想定最大規模降雨に伴う雨水出水浸

水想定区域を公表した場合は、伝達基準等を決めた上で、

FAX等で対象施設に情報伝達をする。 

津波災害警戒区域内の避難促進施

設への情報伝達 

 津波災害警戒区域内の避難促進施設への警報等の情報伝達

については、市メールサービス等による。 

資料編［要配慮者関係］ 

 ２-14-１ 土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設 

 ２-14-２ 洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設（佐波川） 

 ２-14-３ 洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設（馬刀川・柳川） 

 ２-14-４ 津波災害警戒区域内の避難促進施設 

第2項 避難誘導・避難行動支援等 

1 避難誘導及び避難行動支援 

避難指示等が発令された場合、市は警察署、消防署、消防団、自主防災組織等の協力を得て、地

域住民を避難場所等に誘導するが、この場合、要配慮者を優先して避難誘導する。 

避難行動要支援者については、避難行動要支援者名簿や個別避難計画に基づき、避難支援等関係

者及び地域の支援者等によって安全な避難を支援する。 

なお、避難支援等に際して、避難支援等関係者本人又は避難支援等関係者の家族等の生命及び身

体の安全が確保されていることを大前提に、地域の実情や災害の状況に応じて、可能な範囲で避難

支援を行う。 

 

2 避難行動要支援者名簿の活用による安否確認及び避難支援 

市は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、避難行動要支援者名簿の情報を平常時か

ら避難支援等関係者に対して提供することを拒否した者についても、避難行動要支援者名簿の情報

を避難支援等関係者その他の者に対し提供するなど効果的に活用し、迅速な安否確認や避難支援等
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共通編 第３編 災害応急対策計画 

第９章 第 1節 避難における支援 

共通編３ 第９章 - 3 

を行う。 

その際、提供を受けた者が情報の適正管理を図るよう、名簿情報の廃棄・返却等、情報漏えいの

防止のために必要な措置を講ずるよう努める。 

第3項 要配慮者の移送 

自力で避難できない場合又は避難途中危険がある場合、要配慮者、傷病者等の避難に際しては、

車両、船艇等による移送に配慮する。  
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共通編３ 第９章 - 4 

第2節 生活環境の確保 

主な担当関係部署：防災危機管理課、健康増進課、障害福祉課、高齢福祉課、 

子育て支援課、こども家庭課、社会福祉課 

主な担当関係機関：山口県看護協会 

災害時は、避難生活において特に厳しい環境下に置かれる要配慮者に対し、特段の配慮と支

援の必要がある。 

市は、避難場所等の運営に当たり、要配慮者の特性を踏まえた場の確保や生活を行う上での

きめ細やかな支援を行うとともに、高齢者、障害者等に配慮した生活の場の確保に努める。 

活動方針 

○福祉関係者や自主防災組織等の協力を得ながら、要配慮者の特性を考慮した避難場所等の開設、

管理運営を行う。 

○公営住宅等の借り上げ、宿泊施設の確保、応急仮設住宅等、要配慮者の生活の場としての住宅の

供与に努める。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30分～ 2時間～ 24時間～ 72時間～ 1週間～ 

1 避難場所等の設置・運営における配慮       

2 優先的な生活の場の確保       

具体的な活動内容 

第1項 避難場所等の設置・運営における配慮 

1 避難場所等の管理・運営における配慮 

市は、避難場所等の設置・運営に当たり、民生委員・児童委員など福祉関係者や自主防災組織等

の連絡・協力を得ながら、要配慮者へ配慮として、主に以下のような対応を行う。県は、市からの

応援要請があれば、広域的な福祉支援を実施するものとする。 

なお、避難場所等の運営時における要配慮者への留意事項の詳細は、資料編のとおりとする。 

 要配慮者用スペースの確保 

 避難場所等における安否確認等（入所状況の把握、外部からの問い合わせへの配慮） 

 要配慮者対応の相談窓口の設置（要配慮者のニーズを的確に把握し、迅速に必要な対策

を講じるため、手話通訳者、要約筆記者、ホームヘルパー、介護職員、カウンセラー等

を配置） 

 介護職員などの福祉人材が不足する場合における県への応援要請 

 生活環境への配慮 

 情報の伝達手段等への配慮 

 物資・食料の供給時の配慮 
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共通編３ 第９章 - 5 

資料編［避難場所等］ 

 ３-12-５ 避難場所等の運営時における要配慮者への留意事項 

 

 

2 福祉避難所の設置及び要配慮者の移送 

災害の状況や要配慮者の障害の状態、心身の健康状態を踏まえ、看護・福祉関係団体等と連携す

るなどにより必要なスタッフを確保した上で、福祉避難所を開設し、要配慮者を支援するものとす

る。市は、要配慮者の移送手段が不足する場合、県に応援要請を行うことができるものとする。ま

た、外国人旅行者を含む観光客の移送について、関係機関と連携を図り迅速かつ的確に行う。 

福祉避難所への移送の主な対象者は、以下のとおり。 

 長期収容が必要でかつ一般の避難者との共同生活が困難な介護等を必要とする者 

 一般の避難所での生活が困難だが専門施設への入所にまでは至らない者（必要性の高い

者から優先的に） 

 避難所での生活が極めて困難な者（公的宿泊施設、公的住宅、社会福祉施設等への一時

的な収容、移送等） 

 

3 広域避難時の支援 

大規模広域災害の発生時において広域避難が必要な場合、要配慮者の障害の状態や心身の健康状

態等を考慮し、専門施設への入所や福祉避難所への優先的な収容など必要な配慮を行う。 

第2項 優先的な生活の場の確保 

要配慮者に対する避難生活上の困難をなるべく早く取り除くため、優先的に公営住宅・一般住宅、

宿泊施設、応急仮設住宅等の生活の場の確保に努める。 

公営住宅・一般

住宅の確保 

 設備の整った公営住宅や一般住宅は、高齢者、障害者等健康面で不安のある者

にあっては最も適した住居となることから、確保に努める。 

宿泊施設の確保 
 施設設備が整っており、食事等についても確保されることから、高齢者、障害

者、妊産婦等の一時収容先として確保に努める。 

応急仮設住宅の

建設・供与 

 入居予定者の状況により、高齢者、障害者向けの仕様に配慮する。 

 入居者の選考に当たり、要配慮者世帯等に配慮する。 
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共通編３ 第９章 - 6 

第3節 保健・福祉対策の実施 

主な担当関係部署：高齢福祉課、障害福祉課、子育て支援課、こども家庭課、健康増進課、 

社会福祉課 

主な担当関係機関：山口健康福祉センター、精神保健センター、市社会福祉協議会 

災害時は、平常時から在宅保健・福祉サービス等の援護を受けている高齢者、障害者等に加

え、家庭機能の低下等により新たに援護を必要とする者が生じる。また、避難生活では、生活

環境の激変等に伴い、健康の確保や福祉対策が重要となる。 

このため、市は、関係団体、社会福祉施設、ボランティア等との連携のもとに、高齢者、障

害者等に配慮した保健・福祉サービスの提供、生活の支援等を行う。 

活動方針 

○応援職員、関係団体、ボランティア等の協力を得ながら、関係団体と連携し、各段階で生じる

ニーズに応じた保健・福祉サービスを提供する。 

○保健師等による健康相談、精神保健活動等を実施し、要配慮者の健康管理の把握に努める。 

○社会福祉協議会と連携し、ボランティアによるきめ細かな高齢者等の状況把握、対応を行う。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30分～ 2時間～ 24時間～ 72時間～ 1週間～ 

1 支援体制の確保       

2 保健対策       

3 福祉対策       

4 社会福祉施設の対応       

具体的な活動内容 

第1項 支援体制の確保 

要配慮者への対応は、災害直後から膨大な種類と量の業務が新たに発生する上に、応急仮設住宅

におけるサービスのように、災害発生後一定の期間を経て開始される業務も数多く存在する。 

このため、市は、災害の規模、行政機能の状況等を踏まえ、適宜時間経過に応じた組織と人員の

投入等を行って実施体制を確保し、各段階のニーズに応じた保健・福祉サービスの提供等を行う。 

第2項 保健対策 

被災者にとっては心身の健康の確保が特に重要であることから、市は、県と連携し、保健師等に

よる次のような健康相談、精神保健活動等を実施し、高齢者、障害者等の健康管理に十分配慮する。 

 県及び市の保健師等による避難場所等、仮設住宅等の巡回健康・栄養指導 

 県精神保健福祉センター、山口健康福祉センター等におけるメンタルヘルスケア 

 訪問指導、訪問看護等の在宅保健サービスの実施 
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第3項 福祉対策 

被災後の生活においては、高齢者、障害者等のニーズも多岐にわたることが見込まれるため、市

は、他市等の応援職員、関係団体、ボランティア等の協力を得ながら、介護等の必要な高齢者、障

害者等に対し、遅くとも１週間以内を目途に、組織的・継続的な福祉サービス（要配慮者の把握、

福祉サービス等の提供、生活資金等の支援など）を実施する。 

なお、主な福祉サービスの実施内容については、資料編のとおりとする。 

資料編［要配慮者関係］ 

 ３-13-１ 要配慮者への福祉サービス（概要） 

第4項 社会福祉施設の対応 

社会福祉施設は、公共的施設として、入所者へのサービスだけでなく避難施設としての機能を果

たすことが求められる。このため、市は、施設管理者と連携し、被災した社会福祉施設の施設機能

の早期回復とともに、相互支援関係にある施設、ボランティア等との連携のもと、高齢者、障害者

等のための速やかな対応を行うよう支援する。 

なお、社会福祉施設における主な災害対応については、資料編のとおりとする。 

資料編［要配慮者関係］ 

 ３-13-２ 社会福祉施設における主な災害対応 
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第１０章 第 1節 食料の供給 

共通編３ 第１０章 - 1 

第１０章 食料・飲料水及び生活必需品等の供給 

第1節 食料の供給 

主な担当関係部署：防災危機管理課、行政管理課、人事課、社会福祉課、保険年金課（物資輸

送班）、健康増進課、農林水産振興課、観光振興課（観光班）・商工振興課、

教育委員会（学校教育課）、消防本部、上下水道局 

災害発生直後の対応のなかでも、食料・飲料水の供給は、被災者の生命維持を図る上で最も

重要な対策である。市は、避難所に避難した方をはじめ、被災して在宅生活をしているが自ら

食料を確保できない者、災害応急対策に従事している行政職員や関係者等も含め、食料を供給

する。 

活動方針 

○物資調達や輸送に関する事業者と早期から連携し、効率的な輸送体制を構築する。 

○炊き出しによる食料の提供を早期から開始するため給食設備を有する施設との連携を強化す

る。 
 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 食料の供給       

2 炊き出しの実施       

具体的な活動内容 

第1項 食料の供給 

1 食料需要の把握 

応急用食料の需要の把握については、次により実施する。 

避難所 
 総務部総務班が避難所担当職員や自主防災組織（自治会等）の協力を

得て把握する。 

在宅避難者、一時縁故先

などへの避難者 
 健康福祉部救助班が自主防災組織（自治会等）の協力を得て把握する。 

旅行者  文化スポーツ観光交流部観光班が関係施設等の協力を得て把握する。 

災害対策業務従事者  総務部職員班が把握する（消防対策部・上下水道対策部を除く。）。 

救助活動従事者  消防対策部消防総務班が把握する。 

上下水道災害対応業務

従事者 
 上下水道対策部が把握する。 

資料編［食料・飲料水・生活必需品等］ 

 ３-14-１ 食料・飲料水・生活必需品等の担当部署 
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2 食料供給能力の把握 

応急用食料の供給能力の把握については、次により実施する。 

市の備蓄量  総務部総務班は、市の食料の備蓄数量等を把握する。 

給食関係施設の被害状

況 

 文教対策部学校教育班は、給食設備を有する施設の被害状況等を点検

し、炊き出しの実施が可能かを把握する。給食設備に被害が生じてい

る場合は、ガス事業者等に修理を要請し、機能の回復を図る。 

公的備蓄、調達可能業者

数及び調達可能量 

 市の能力のみでは食料の供給が出来ない場合、産業振興部農林水産班

は、県本部（救助総務班）を通じて農林水産省による応急用米穀の供

給申請を行い、公的備蓄の調達可能状況を把握する。 

 市内の米穀届出事業者等が保有している米穀等の食料把握を行う。 

 

3 食物アレルギー対応食料等の必要数の把握 

市（総務部総務班）は、各避難場所等からの報告により、食物アレルギーや食事制限等に関する

情報を把握する。なお、必要に応じて健康福祉部救護班に助言を求める。 

 

4 食料の応急供給方針の決定 

食料の応急供給は、おおむね以下によるものとするが、最終的には前述の状況把握に基づき決定

する。なお、被災者の備蓄品をできる限り利用してもらうよう周知を図る。また、食料品の給与は、

現に食し得る状態にある物で、現金、原材料等の給与は認められないことに留意する。 

市が調達する米穀及び 

食料品 

 パン等麦製品、缶詰、インスタント食品、カップ麺、おにぎり、弁当

等 

要配慮者への配慮  健康状態に応じた品目について考慮（季節・気温含む。） 

乳幼児への配慮  ミルク等 

その他の品目 
 避難所担当職員や自主防災組織（自治会等）を通じて要望を把握し、

被災者の健康上必要と判断したものは応急食料品として調達する。 

 

5 食料の調達・輸送・配布 

市（総務部総務班）は、協定業者等から食料を調達し、指定の集積地防府市公設青果物地方卸売

市場に集め、ボランティア等による仕分けの後、生活環境部物資輸送班（民間事業者に委託した場

合は当該事業者）が各避難場所等へ輸送する。各避難場所等では、避難場所等の収容者や自主防災

組織の協力を得て配布する。 

なお、食料の調達・輸送・配布時の留意事項等詳細については、資料編のとおりとする。 

資料編［食料・飲料水・生活必需品等］ 

 ３-14-２ 食料の調達・輸送・配布時の留意事項 

 

6 県への要請 

応急用食料の供給は、市を実施機関とし、県は市の要請を受け、主食である米穀を中心に、必要

により副食等についても供給する。なお、食糧の不足状況や入出荷の管理等については、物資調

達・輸送調整等支援システムを活用するものとする。 

県による食料の供給については、資料編のとおりとする。 

（１）応急用米穀の供給 

救助法が適用され、通常の供給方法では米穀の供給ができない場合は、市（産業振興部農林

水産班）は、県（救助総務班）へ応急用米穀の供給を要請する。なお、県が調達した食料につ

いては、実施機関である市が直接引き取ることを原則とする。 
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第１０章 第 1節 食料の供給 

共通編３ 第１０章 - 3 

（２）副食等の供給 

市（総務部総務班）は、通常の供給方法では副食等の確保が難しい場合は、県（救助総務班）

へ供給を要請する。 

（３）食料の輸送 

１ 輸送方法 

 県が調達した食料の市への輸送については、資料編のとおりとする。 

  ただし、市が指定する集積地から避難所への輸送については、生活環境部物資輸送班（民

間事業者に委託した場合は当該事業者）が各避難場所等へ輸送する。 

資料編［食料・飲料水・生活必需品等］ 

 ３-14-３ 県による食料の供給 

 ３-14-４ 災害救助法が適用された場合の災害救助用米穀の供給経路図 

 

7 災害救助法に基づく食料の供給 

救助法が適用された場合における食料の供給に関する対象範囲は、資料編のとおりとする。 

資料編［食料・飲料水・生活必需品等］ 

 ３-14-５ 災害救助法に基づく食料の供給に関する対象範囲 
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第2項 炊き出しの実施 

大規模災害発生時には、住家被害も多数にのぼり、自宅での炊飯等が難しい被災者も多く、また、

流通機構も一時的に混乱、麻痺し、食料品等の購入も思うようにならないため、被災者は日常の食

事にも困窮することになる。 

市は、協定業者等からの調達又は流通状況に応じた調達が困難な場合は、給食可能な施設等を利

用し、応急的な炊き出しを行う。また、必要に応じ、県を通じて日赤奉仕団に炊き出しの応援要請

を行う。そのほか、自衛隊等の協力を得て、移動炊飯器による野外炊飯の実施に努める。 

なお、炊き出しの実施に関する留意事項については、資料編のとおりとする。 

資料編［食料・飲料水・生活必需品等］ 

 ３-14-６ 炊き出しの実施に関する留意事項 
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第１０章 第 2節 応急給水活動 

共通編３ 第１０章 - 5 

第2節 応急給水活動 

主な担当関係部署：上下水道局 

主な担当関係機関：県生活衛生課水道班、日本水道協会山口県支部 

飲料水の確保は、被災者の生命維持を図る上で極めて重要となるが、大規模災害の発生時に

は、給水施設・設備の被災あるいは家庭、事業所等の被災により、給水機能が麻痺することが

考えられる。市は、迅速に飲料水を確保し、応急給水の実施等を行う。 

活動方針 

○確実な飲料水の供給を実施するため、応急給水体制の強化を図る。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 応急給水活動       

具体的な活動内容 

第1項 応急給水活動 

1 被害状況の把握 

災害発生後、上下水道対策部水道班は、直ちに、以下の事項等、給配水施設の被害及び水源施設

の被害についての調査を実施する。また、市民・自治会長及び避難場所等開設職員から断水情報を

収集する。この際、後方医療機関となる病院、透析医療機関、医療救護所等へは優先的に給水する

必要があるため、積極的な情報収集に努め、万全を期する。 

 施設の構造物の破損状況 

 施設内の漏水状況 

 電気の通電状況 

資料編［防災物資、施設、資機材］ 

 ３-15-１ 上水道の現況 

なお、市は、被害調査結果について、｢水道、飲料水施設被害状況等調査報告書｣及び｢水道施設被

害状況報告書｣を県生活衛生課及び山口健康福祉センターに報告する。 

 

2 応急給水計画の策定 

上下水道対策部水道班は、被害調査結果や住民の避難状況などを踏まえ、以下の応急対策事項を

協議の上、応急給水計画を具体的に定めて給水体制を確立する。 
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共通編３ 第１０章 - 6 

 非常配備体制（初動体制の確立等） 

 県及び他の水道事業者への応援要請 

 重要な災害関係情報 

 水道施設の被害・復旧 

 応急給水方針 

 市民への広報 

 復旧の優先順位（医療機関、避難場所等、社会福祉施設等） 

 水道工事業者への協力要請（体制を含む。） 

 

災害時における供給水量等の基準は、以下のとおりとする。 

 飲料水の確保については、生命維持に必要な最低必要量として１人１日３リットルの給

水を基準とする。 

 生活用水については、給水体制の確保及び復旧状況等を勘案し、必要に応じて実施する。 

資料編［食料・飲料水・生活必需品等］ 

 ２-16-１ 防府市指定給水装置工事事業者一覧（支援協定締結業者） 

 ３-14-７ 応急給水基準 

 

3 給水の実施 

避難場所等の以下の場所を給水拠点とし、応急給水活動を実施する。被災地において飲料水の確

保ができないときは、被災地に近い水道等から給水車又は容器により運搬して確保する。 

また、車両輸送を必要とする給水拠点については、給水タンク、ポリ容器等の応急給水用資機材

を活用し、上下水道局保有車両及び雇い上げ車両などにより輸送する。 

 避難場所等や市本部が指定する場所  

 災害拠点病院、応急救護所が設置されている施設、透析治療を行う施設 

 社会福祉施設（入所型）  

 その他緊急の要請があった場所 

なお、断水地域の状況や水道施設の復旧状況等によっては、消火栓や応急仮設配管を利用して応

急給水を実施する。 

資料編［食料・飲料水・生活必需品等］ 

 ３-14-８ 応急給水活動系統図 

 

4 応援の要請 

上下水道事業管理者は、飲料水の確保及び供給ができないときは、協定等に基づき、関係会社、

日本水道協会山口県支部に対し、応援を要請する。 
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 供給水量（何人分又は１日何リットル） 

 供給の方法（自動車搬送、その他の方法） 

 供給地（場所）及び現地への道路状況 

 供給を必要とする期間 

 その他参考となる事項 

上下水道事業管理者から応援要請を受けた日本水道協会山口県支部は、管内の市町及び地方支部

に応援要請を行う。 

 

5 自衛隊への派遣要請 

自衛隊の給水支援を必要とするときは、県を通じて派遣要請を行い。受入体制を整える。 

なお、自衛隊への災害派遣要請については、本編第４章第２節「自衛隊の災害派遣要請・受入」

を参照のこと。 

 

6 救助法に基づく飲料水の供給 

救助法が適用された場合における飲料水の供給に関する対象範囲は、資料編のとおりとする。 

資料編［食料・飲料水・生活必需品等］ 

 ３-14-９ 災害救助法に基づく飲料水の供給に関する対象範囲 
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共通編３ 第１０章 - 8 

第3節 生活必需品等の供給 

主な担当関係部署：防災危機管理課、行政管理課、社会福祉課、保険年金課（物資輸送班）、観

光振興課（観光班）・商工振興課 

大規模な災害では、住家の全壊、全焼等により、日常生活に必要な物資を喪失あるいは損傷

することが予想される。被服、寝具その他の衣料品及び生活必需品を喪失し、又は損傷し、直

ちに日常生活を営むことが困難な被災者の生活安定に必要な物資の確保・調達について必要な

事項を定める。 

活動方針 

○物資調達や輸送に関する事業者と早期から連携し、効率的な輸送体制を構築する。 

○乳幼児や高齢者等や男女のニーズの違いに配慮した配備計画を作成する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 生活必需品等の供給       

具体的な活動内容 

第1項 生活必需品等の供給 

1 生活必需品等の需要の把握 

生活必需品需要の把握については、次により実施する。 

避難所 
 総務部総務班が避難所担当職員や自主防災組織（自治会等）の協力を

得て把握する。 

在宅避難者、一時縁故先

などへの避難者 
 健康福祉部救助班が自主防災組織（自治会等）の協力を得て把握する。 

旅行者  文化スポーツ観光交流部観光班が関係施設等の協力を得て把握する。 

資料編［食料・飲料水・生活必需品等］ 

 ３-14-１ 食料・飲料水・生活必需品等の担当部署 

 

2 生活必需品供給能力の把握 

生活必需品の供給能力の把握については、次により実施する。 

市の備蓄量 
 健康福祉部救助班は、市の生活必需品の備蓄を点検し、数量等を把握

する。 

公的備蓄、調達可能業者

数及び調達可能量 

 健康福祉部救助班は、公的備蓄の把握を行う。 

 協定業者、市内の小売業者又は卸売り業者が保有している生活必需品

の調達可能量を把握する。 
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共通編３ 第１０章 - 9 

3 生活必需品の応急供給方針の決定 

災害時における被災世帯に対する生活必需品等の給（貸）与は、市長が実施する。被災世帯に対

する生活必需品等の給（貸）与は、急場をしのぎ、一時的に被災者の生活を安定させるものである

ことから、被災者への給与基準は市の定めるところによる。 

生活必需品の応急供給方針は、おおむね以下の８品目とするが、最終的には前述の状況把握に基

づき決定する。 

なお、生活必需品の供給方針に関する留意事項等の詳細については、資料編のとおりとする。 

寝 具 

外 衣 

肌 着 

身 回 品 

炊 事 道 具 

食 器 

日 用 品 

光 熱 材 料 

就寝に必要なタオルケット・毛布・布団等（季節を考慮すること） 

洋服・作業衣・子供服 

シャツ・パンツ等の下着類 

タオル・手ぬぐい・靴下・サンダル・傘等の類 

炊飯器・鍋・包丁・ガス器具等の類 

茶碗・皿・箸等の類 

石けん・ちり紙・歯ブラシ・歯磨き粉・上敷ゴザ等の類 

マッチ・プロパンガス・ローソク等の類 

資料編［食料・飲料水・生活必需品等］ 

 ３-14-10 生活必需品等の供給方針 

 

 

4 生活必需品の調達・輸送・配布 

市（健康福祉部救助班）は、協定業者等から生活必需品を調達し、指定の集積地（防府市公設青

果物地方卸売市場）に集め、生活環境部物資輸送班を中心とする職員、ボランティア等による仕分

けの後、各避難場所等へ輸送する。避難場所等では、避難場所等の収容者や自主防災組織の協力を

得て配布する。 

なお、食料の調達・輸送・配布時の留意事項等詳細については、資料編のとおりとする。 

資料編［食料・飲料水・生活必需品等］ 

 ３-14-11 生活必需品の調達・輸送・配布時の留意事項 

 ３-14-12 生活必需品等の調達・供給経路図 

 ３-14-13 県による救助物資の送達 

 

 

5 県への要請 

市の能力のみでは、生活必需品の供給ができない場合、県への供給を要請する。 

なお、生活必需品等の不足状況や入出荷の管理等については、物資調達・輸送調整等支援システ

ムを活用するものとする。 

 

6 救助法に基づく生活必需物資の給（貸）与 

救助法が適用された場合における生活必需品の供給に関する対象範囲は、資料編のとおりとする。 

資料編［食料・飲料水・生活必需品等］ 

 ３-14-14 災害救助法に基づく生活必需品の供給に関する対象範囲 
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第１１章 事前措置の指示及び応急公用負担 

第1節 事前措置の指示等 

主な担当関係部署：農林漁港整備課、河川港湾課、消防本部  

主な担当関係機関：国土交通省山口河川国道事務所、徳山海上保安部、防府土木建築事務所、 

防府警察署 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、災害の拡大防止のため、必要に応じて災

害発生の要因となる設備や物件の占有者、所有者又は管理者に対し、災害の拡大を防止するた

め、適切な事前措置の指示等を行う。 

活動方針 

○災害が発生するおそれがある状況になった場合、災害拡大防止のために応急措置をとる必要が

ある施設又は物件の情報を速やかに収集し、施設・物件の所有者又は管理者に対し、除去その他

の適切な対応の指示等を行う。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直前 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 市長の事前措置の指示        

2 警察署長、海上保安部長等の事前措置の指示        

3 
消防長、消防署長その他の消防吏員の事前措置 

命令 

 
      

4 
水防管理者（市長）、水防団長又は消防長の 

事前措置の要求 

 
      

5 事前措置の指示、命令及び要求の手続き        

6 事前措置の予告        

具体的な活動内容 

第1項 市長の事前措置の指示 

（災対法第 59条第１項） 

市長は、災害が発生するおそれがあるときは、災害が発生した場合においてその災害を拡大させ

るおそれがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対し、災害の拡大を防止

するため必要な限度において、当該設備又は物件の除去、保安その他必要な措置をとることを指示

する。 

なお、市長による代執行の場合等の公用負担については、本章第2 節「応急公用負担」を参照の

こと。 
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指示権発動

の条件 

 災害が発生するおそれがあるときで、次のような場合が考えられる。 

・予警報が発せられたとき（災対法第 59条１項）。 

・警告をしたとき（災対法第 56条）。 

・水位が氾濫注意水位（警戒水位）に達したとき（水防法第 12条）。 

・水防上危険であると認められる所があるとき（水防法第９条）。 

・台風、水害、火災の非常事態における知事の指示があった場合（消防組織法第 43

条） 

・その他、危険物等の火災・爆発、薬害、貯木の流出等により、危険であると認め

られるとき（災対法第 59条１項）。 

指示の対象 

 危険物の製造所・貯蔵所・高圧線・高い煙突・ネオン看板・材木・危険物等災害が

発生した場合にその災害を拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の

除去、補強、保安措置、その他必要な措置 

指示の内容 

 災害が発生した場合に災害を拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件

の除去、補強、保安措置、その他必要な措置 

（注）災害の拡大を防止するために必要な限度においてのみ指示できる。 

代執行 
 指示事項を履行しない場合には、行政代執行法（昭和 23年法律第 43号）に基づい

て市長が代執行できる（本章第２節「応急公用負担」に関連する。） 

第2項 警察署長及び海上保安部長の事前措置の指示 

（災対法第 59条第２項） 

警察署長及び海上保安部長は、市長から要求があったときは、第１項の市長の指示を行うことが

できる。なお、指示を行ったときは、直ちにその旨を市長に通知する。 

第3項 消防長、消防署長その他の消防吏員の事前措置命令 

（消防法第３条） 

消防長、消防署長その他消防吏員が行う事前措置命令については、以下のとおり。 

命令発動の

条件 

 屋外において火災の予防に危険であると認める場合 

 屋外において消火、避難その他の消防活動に支障となると認める場合 

命令の対象 

 屋外において火災予防に危険であると認める行為者又は火災予防に危険であると

認める物件若しくは消火、避難その他の消防活動に支障になると認める物件の所有

者、管理者若しくは占有者で権限を有する者 

命令の内容 

 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具（物件に限る。）又はその

使用に際し、火災の発生のおそれのある設備若しくは器具（物件に限る。）の使用、

その他これらに類する行為の禁止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消

火準備 

 残火、取灰又は火粉の始末 

 危険物又は放置され若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去

その他の処理 

 みだりに存置された物件の整理又は除去 
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第4項 水防管理者（市長）、水防団長又は消防長の事前措置の要求 

（水防法第９条） 

消防長、消防署長その他消防吏員が行う事前措置の要求については、以下のとおり。 

事前措置 
 随時、（梅雨期、台風期、融雪期の前、その他水害の予測されるとき。）区域内の

河川、海岸堤防等を巡視し、水防上危険と認められる箇所があるとき。 

要求の対象 

 準用河川については市長 

 ２級河川、砂防指定地に係る河川については知事 

 １級河川については、国土交通大臣又は知事 

 普通河川については条例の定めるところにより知事又は市長 

 港湾施設たる海岸堤防については港湾管理者 

 漁港施設たる海岸堤防については漁港管理者 

 その他の海岸については県又は市が管理条例を制定している場合は、条例を制定し

た団体の長、その他の場合は、その海岸の改良、維持、災害復旧等の工事を施行し

ている者 

第5項 事前措置の指示、命令及び要求の手続き 

原則として文書によるのが適当であるが、緊急を要する措置であるので、口頭により、事後文書

を交付する。 

第6項 事前措置の予告 

事前措置の指示、命令及び要求は、緊急事態が切迫した場合に即時管理者等に対して行うことが

できるが、その時になって初めて指示等を行ったのでは、直ちに適切な措置ができない場合が予測

されるので、災害が発生した場合、事前措置の対象となることが予測できるものについては、あら

かじめ管理者等に対して予告を行う。 
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第2節 応急公用負担 

主な担当関係部署：農林漁港整備課、河川港湾課、道路課、消防本部、社会福祉課、都市計画

課 

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため緊

急の必要があると認められる場合の応急公用負担について定める。 

活動方針 

○災害が発生し、又はまさに発生しようとする状況になり、緊急の必要を認める場合、速やかに状

況把握を行って人的・物的公用負担の実施を判断し、適切な対応を行う。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直前 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 市長の権限        

2 警察官及び海上保安官の権限        

3 自衛官の権限        

4 消防吏員又は消防団員の権限        

5 消防長又は消防署長の権限        

6 水防管理者、水防団長及び消防長の権限        

7 知事の権限        

具体的な活動内容 

第1項 市長の権限 

（災対法第 64条、第 65条） 

市長が行う公用負担については、以下のとおり。 

権限行使の要件 
 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急

措置を実施するため緊急の必要があると認めるとき。 

公用負担の内容 

 物的公用負担（災対法第 64条） 

・土地、建物その他の工作物の一時使用 

・土石、竹木その他の物件の使用又は収用 

・現場の災害を受けた工作物又は物件で、応急措置の実施の支障とな

るものの除去、破壊、移転、伐採等 

 人的公用負担（災対法第 65条） 

・市民又は現場にある者を応急措置に従事させることができる。 

公用負担の手続き等 

 物的公用負担 

・公用令書は要しないが、事後速やかに手続きを要する（災対法第 64

条、同法施行令第 24条～27条、行政代執行法第５条及び第６条）。 

 人的公用負担 

・相手方に口頭で指示する。 

損失補償及び損害賠償  災対法第 82条１項及び第 84条１項の規定による。 
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第2項 警察官及び海上保安官の権限 

（災対法第 64条第７項、第 65条第２項、第 63条第２項） 

市長若しくはその委任を受けた市の職員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があった

ときは、市長の公用負担の職権を行う。なお、措置を行った後は、直ちにその旨を市長に通知しな

ければならない。 

第3項 自衛官の権限 

（災対法第 64条第８項、第 65条第３項、第 63条第３項） 

市長若しくはその委任を受けた市の職員が現場にいない場合に限り、災害派遣を命ぜられた部隊

等の自衛官は、市長の公用負担の職権を行う。なお、措置を行った後は、直ちにその旨を市長に通

知しなければならない。 

第4項 消防吏員又は消防団員の権限 

（消防法第 29条） 

消防吏員又は消防団員が行う公用負担については、以下のとおり。 

権限行使の要件と権限

の内容 

 物的公用負担 

・消火、延焼の防止、人命救助のため必要があるときは、火災が発生し

ようとし、又は発生した消防対象物及びこれらのある土地を使用し、

処分し、又はその使用を制限することができる。 

 人的公用負担 

・緊急の必要があるときは、火災の現場付近にある者を消火若しくは

延焼防止又は人命救助その他の消防作業に従事させることができ

る。 

損失補償及び損害賠償  消防法第 36条の３の規定による。 

（注）火災のみならず水災を除く他の災害に準用する（消防法第 36条）。 

第5項 消防長又は消防署長の権限 

（消防法第 29条、第 30条、第 36条） 

消防長又は消防署長が行う公用負担については、以下のとおり。 

権限行使の要件と内容 

 火勢、気象の状況その他周囲の事情から合理的に判断して延焼防止の

ためやむを得ないと認めるときは、延焼のおそれのある消防対象物及

びこれらのある土地を使用し、処分し、又はその使用を制限すること

ができる。 

 消火、延焼防止、人命救助のため緊急の必要があるときは、上記以外の

消防対象物及びこれらのある土地を使用し、処分し、又は使用を制限

することができる。 

 火災の現場に対する給水を維持するため緊急の必要があるときは、水

利を使用し、又は用水路の水門、樋門及び水道の制水弁の開閉を行う

ことができる。 

損失補償及び損害賠償  消防法第 29条第３項及び第 36条の３の規定による。 

（注）火災のみならず水災を除く他の災害に準用する（消防法第 36条）。 
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第6項 水防管理者(市長)、水防団長及び消防長の権限 

（水防法第 24条、第 28条、第 45条） 

水防管理者(市長)、水防団長及び消防長が行う公用負担については、以下のとおり。 

物的公用負担 

 水防のため緊急の必要があるときは、水防の現場において、次の負担

を課することができる。 

・必要な土地の一時使用 

・土石、竹木、その他の資材の使用及び収用 

・車馬、その他の運搬用機器又は排水用機器の使用 

・工作物その他の障害物の処分 

人的公用負担 

 水防のためやむを得ない必要があるときは、その水防管理団体の区域

内の居住者又は水防の現場にある者を水防に従事させることができ

る。 

損失補償及び損害賠償  水防法第 28条及び第 45条の規定による。 

 

第7項 知事の権限 

（救助法第７条、第８条、災対法第 71条、第 81条） 

1 救助法を適用した場合（救助法第７条、第８条、災対法第 71条、第 81条） 

（1）従事命令 

権限行使の要件  救助を行うため、特に必要があると認めるとき。 

命令の対象 

 医療関係者 

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師 

 土木建築工事関係者 

土木技術者又は建築技術者、大工、左官、とび職、土木業者、建築業者

及びこれらの者の従事者 

 輸送関係者 

地方鉄道業者、軌道経営者、自動車運送事業者、船舶運送事業者、港湾

運送事業者及びこれらの者の従業者 

（注）内閣総理大臣から他の都道府県の救助の応援を命ぜられた場合

は、医療又は土木建築関係者のみが対象となる。 

（災害救助法施行令（昭和 22年政令第 225号）第 4条） 

命令の内容  救助に関する業務に従事させる。 

命令の手続き 
 公用令書により命じる。 

（救助法第 7条第 4項） 

実費弁償  救助法第 7条第 5項の規定による。 

扶助金の支給  救助法第 12条第 5項の規定による（協力命令についても同様）。 

 

（2）協力命令（救助法第８条） 

救助を要する者及びその近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。 
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（3）物的公用負担（救助法第９条） 

権限行使の要件 
 救助を行うため特に必要があると認めるとき又は内閣総理大臣の命令

を実施するとき。 

権限の内容と対象 

 病院、診療所、旅館又は飲食店の施設の管理 

 土地、家屋又は物資の使用 

 物資の生産、集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対し

て、その取り扱う物資の保管又は物資の収用 

（救助法第９条第１項） 

公用負担の手続き 
 公用令書により命じる。 

（救助法第９条第２項） 

損失補償  救助法第９条第２項の規定による。 

 

2 災対法に基づく知事の命令権（災対法第 71条） 

権限行使の要件 

 災害が発生した場合において次の事項について応急措置を実施するた

め特に必要があると認められるとき。 

・災害を受けた児童・生徒の応急教育に関する事項 

・施設及び設備の復旧に関する事項 

・清掃、防疫、その他の保健衛生に関する事項 

・犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関

する事項 

・緊急輸送の確保に関する事項 

・その他災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関する事項 

権限の対象と内容  救助法を適用した場合の例による（従事命令、協力命令、物的公用負担）。 

命令の手続き 
 公用令書により命じる。 

（災対法第 81条） 

損失補償及び損害賠償  災対法第 82条及び第 84条の規定による。 
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第１２章 建物及び宅地の応急対策 

第1節 応急危険度判定 

主な担当関係部署：建築課、開発建築指導課、都市計画課 

地震により被災した建築物や被災を受けた宅地は、余震等による倒壊や使用部材の落下等の

危険がある。市は、二次災害を防止するため、迅速な応急危険度判定の実施により被災建築物

及び被災宅地の安全性を早急に把握する。 

活動方針 

○地震発生後、被害の発生状況を迅速に把握し、必要に応じ実施本部を設置の上、応急危険度判定

士の参加を要請するなど、実施体制を整える。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30分～ 2時間～ 24時間～ 72時間～ 1週間～ 

1 被災建築物の応急危険度判定       

2 被災宅地の応急危険度判定       

具体的な活動内容 

第1項 被災建築物の応急危険度判定 

1 応急危険度判定体制の確立 

市は、地震により市内の建築物が被災し、又は被災するおそれがある場合は、建築物の応急危険

度判定の実施を決定し、市本部の下に実施本部を設置するとともに、県に対し、本部設置を速やか

に連絡する。 

なお、応急危険度判定は、地震発生後の二次災害防止のために実施するものであり、罹災証明発

行のために行う被害家屋調査（応急危険度判定が終了してから実施する被害認定のための調査）と

は異なるものであることに留意する。 

 

2 応急危険度判定の実施 

市は、判定実施マニュアルに基づき、応急危険度判定を実施する。実施対象が多数の場合などは、

必要に応じて、県を通じて判定士の派遣を要請する。判定士の活動の流れは、資料編のとおりとす

る。 

また、市は、判定の実施主体として判定士の指揮監督を行うが、判定士は市外からのボランティ

アであり、市内の地理や被害状況について不案内であることや、道路の破損等により被災現場への

移動が困難な場合にはバイクや自転車等の輸送手段も必要となるため、市は、判定士の活動環境を

整え、活動を支援する。  
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資料編［建物の応急復旧］ 

 ３-16-１ 応急危険度判定活動体系図 

 ３-16-２ 被災建築物応急危険度判定の流れ 

第2項 被災宅地の応急危険度判定 

被災建築物の応急危険度判定と同様、造成された宅地に対しても、二次災害を軽減・防止の観点

から、災害時の応急対策として、宅地の被災状況を迅速かつ的確に把握し危険度を判定する。 

 

1 応急危険度判定体制の確立 

市は、宅地が大規模かつ広範囲に被災し、危険な被災宅地が発生していると予測される場合には、

宅地の応急危険度判定の実施を決定し、市本部の下に実施本部を設置するとともに、県に対し、本

部設置を速やかに連絡する。 

 

2 応急危険度判定の実施 

市は、被災宅地危険度判定実施要綱に基づき、応急危険度判定を実施する。実施対象が多数の場

合などは、必要に応じて、県を通じて判定士の派遣を要請する。 

判定士の受入体制等については、被災建築物の応急危険度判定の体制に準じる。 
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第2節 応急仮設住宅の供与 

主な担当関係部署：建築課、社会福祉課 

災害のため住家が滅失した被災者は、応急的に避難所に収容されるが、避難所は、被災直後

の混乱時に避難しなければならない者を一時的に収容するものであるから、その期間は短期間

に限定される。被災者の生活確保の観点から、災害により住宅が滅失した世帯又は破損した世

帯に対して応急仮設住宅の提供を行うことは、極めて重要である。 

このため、これら被災者の一時的な居住の安定を図るため、公営住宅等の確保に努め、自己

の資力では居住する住家を確保できない被災者に対し、救助法に基づき、速やかに応急仮設住

宅を供与する。 

活動方針 

○応急仮設住宅建設に向け、速やかに建設場所の選定を行い、早期着工を図る。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30分～ 2時間～ 24時間～ 72時間～ 1週間～ 

1 公営住宅の確保       

2 応急仮設住宅の供与       

3 建設型応急住宅       

4 賃貸型応急住宅       

5 旅館ホテル等の宿泊施設の確保       

具体的な活動内容 

第1項 公営住宅の確保 

1 住宅提供の要請 

市及び県は、災害のため住家が滅失した被災者の一時的な居住の安定を図るため、市営住宅及び

県営住宅の確保に努める。この場合、他の市町、中国・四国・九州各県相互応援協定等に基づき、

隣接県等に対しても、必要に応じて住宅の確保、提供を要請する。 

独立行政法人都市再生機構等が所管する公的住宅についても、その確保・提供を要請する。 

企業の社宅等の提供についても、協力要請を行うものとする。 

 

2 入居条件、手続き等の設定 

公営住宅に緊急入居させる者の条件等について定める。なお、要配慮者に配慮するものとする。 

被災者の一時的な入居については、地方自治法第２３８条の４第７項に基づく目的外使用許可と

して入居の許可を行う。入居条件は、原則として以下の事項を除いては、公営住宅法（昭和 26年

法律第193号）、同法施行令（昭和26年政令第240号）、山口県営住宅条例（昭和 27年山口県

条例第 31 号）及び防府市営住宅設置及び管理条例(平成９年防府市条例第 41 号)（以下「公営住

宅法等」という。）を準用する。 
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 入居期間は、原則として6ヶ月以内とする。 

 収入基準等の入居者資格要件は問わないものとする。 

 災害による暫定入居として公募除外対象とする。 

 入居期間中の家賃及び敷金は免除する。 

被災者か否かは、原則として市が発行する当該災害に係る罹災証明書等により行う。 

なお、一時的な入居を行った者で、被災市街地復興特別措置法（平成７年法律第１４号）及び公

営住宅法等の入居資格要件に該当する者については、必要に応じて正式入居に切り替える。 

第2項 応急仮設住宅の供与 

1 供与の目的 

公営住宅等の提供では不足する場合には、自己の資力では居住する住家を確保できない被災者に

対して知事（委任を受けた市長）は、救助法の規定に基づき建設（以下「建設型応急住宅」とい

う。）又は民間賃貸住宅等を借上げ（以下「賃貸型応急住宅」という。）ることにより応急仮設住宅

を供与する。 

 

2 対象者及び入居予定者の選定 

対象者の把握及び入居予定者の選考の業務は、市長(土木都市建設部建築班)が行う。 

入居資格については、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない者等、以下の基

準を基本とするが、選考に当たっては、要配慮者世帯に配慮する。（入居者については、要配慮者の

優先を基本とするが、入居者が要配慮者のみの仮設住宅団地の出現を避けるためにも、地域コミュ

ニティを考慮した入居者の選定を行う。）また、民生委員の意見を聴くなど被災者の資力その他の生

活条件を十分調査して選定する。 

なお、入居者の決定は、市長にその職務を委任した場合を除き、知事が行う。 

〔入居要件（次の要件を全て満たす者〕 

① 住家が全焼、全壊又は滅失した者であること。 

② 居住する家がない者であること。 

③ 自らの資力では、住家を確保することができない者であること。 

④ 災害時に現実に市に居住していること。（被災地における住民登録の有無は問わない。） 

 

3 応急仮設住宅の管理 

（１） 建設型応急住宅 

県（厚政課）が市に委託し、市長が公営住宅に準じて維持管理する。供与できる期間は、建築

工事が完成した日から２年以内とする。 

（２）賃貸型応急住宅 

県（厚政課）が民間賃貸住宅の所有者と定期建物賃貸借契約を締結した上で供与する。供与で

きる期間は、原則２年以内で県が定める期間とする。県（厚政課）は、入居契約等転貸借に関す

る事務を市に委任する。 

応急仮設住宅の管理運営に当たり、次の点に配慮する。 

 引きこもり等を防止するため、入居者の心のケアや入居者によるコミュニティ組織の形

成及び自主的な運営 

 応急仮設住宅に管理人を置く場合には、男女双方の配置 
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 女性、高齢者、障害者等多様な意見の反映 

 保健師等の専門職や男女両方の生活支援員等による巡回訪問 

 仮設住宅におけるペット飼育のルールづくり及び飼い主に対する適正な飼育の指導・支

援 

 生活インフラの整備・支援 

※ペットへの対応については、本編第 17章「動物救護」を参照のこと。 

 

4 救助法に基づく応急仮設住宅の供与 

救助法による救助実施のための応急仮設住宅の供与の範囲（応急仮設住宅に収容する被災者の条

件等）は、資料編のとおりとする。 

資料編［建物の応急復旧］ 

 ３-16-３ 災害救助法に基づく応急仮設住宅の建設に関する対象範囲 

 

第3項 建設型応急住宅 

応急仮設住宅の建設は知事が行うが、知事が直接建設することが困難な場合は、市長に委任して

実施する。この場合、計画及び設計の段階において、意思決定の場に女性が参画するよう配慮する。 

1 建設場所の選定 

建設場所の選定は、原則として市が行い、公有地等を優先して建設敷地を決定する。公有地の確

保が困難な場合は私有地への建設も必要となるが、その場合、所有者と市との間に土地賃貸借契約

を締結する。 

建設場所の選定にあたっては、災害により発生する廃棄物の仮置き場（一次集積所、二次集積

所）と調整を図るものとする。 

なお、生活保護法による要保護者を収容する応急仮設住宅の建設に当たっては、国有地の貸付け

が可能なことから、国の協力を得て確保する（国有財産法（昭和 23年法律第 73号）第 22条）。 

 

2 応急仮設住宅の建設方法 

応急仮設住宅建設の措置は、県災害救助部救助総務班と土木建築対策部建築班が協議して定める。 

応急仮設住宅は、県が建築業者に契約して建設する。県は、市において建設することが適当と認

めたときは、市に対し応急仮設住宅設計図書を示す。この場合、計画及び設計の段階において、意

思決定の場に女性が参画するよう配慮する。 

応急仮設住宅の建設に関して、（一社）プレハブ建築協会及び（一社）全国木造建設事業協会）の

協力を求めるに当たっては、同協会との協定書に基づいて行う。 

なお、応急仮設住宅の建設に当たっては、二次災害に十分配慮するものとする。 

 

 

3 応急仮設住宅建設の資機材等の調達 

応急仮設住宅の資機材は、関係団体（（一社）プレハブ建築協会及び（一社）全国木造建設事業

協会）の協力を得て調達する。 

用材の確保については、県災害本部農林水産対策部林務班が、災害救助部及び土木建築対策部か

らの依頼により、木材業者団体（（一社）山口県木材協会）又は生産工場を通じて確保する。このた

め、関係業者及び木材在荷量の把握資料を整理しておく。 
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第4項 賃貸型応急住宅 

1 賃貸型応急住宅の確保 

被害状況等によっては、民間住宅を救助法の仮設住宅として供与する借上げる必要も生じること

から、民間住宅の確保に努める。 

民間賃貸住宅の確保に関しては、（公社）山口県宅地建物取引業協会との協定に基づいて行うもの

こととする。 

また、企業の社宅等の提供についても、積極的に協力要請を行う。 

 

第5項 旅館ホテル等の宿泊施設の確保 

旅館ホテル等の宿泊施設は施設設備が整っており、食事等についても確保されることから、旅館

組合等との協定の締結により、要配慮者の一時収容先として確保に努める。 
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第3節 被災住宅の応急修理 

主な担当関係部署：建築課、開発建築指導課 

被災者の生活確保の観点からも、災害により住宅が滅失した世帯又は破損した世帯に対して

住宅の応急修理を行うことは、極めて重要である。 

このため、迅速な被災住宅の応急修理、建設資材、公営住宅の修理等の実施に必要な事項を

定める。 

活動方針 

○罹災証明書に基づき対象者を選定する。 

○建設業者の請負により、応急修理を実施する。 

○被害状況を調査し、公営住宅の応急修理を行う。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30分～ 2時間～ 24時間～ 72時間～ 1週間～ 

1 対象者の調査及び選定       

2 応急修理の実施       

具体的な活動内容 

第1項 対象者の調査及び選定 

応急修理の対象者は、市が被災者の資力その他の生活条件を十分調査し、市の発行する罹災証明

書に基づき県が選定する。場合によっては、県は、市に選定事務を委任する。 

対象となる基準は、応急仮設住宅の供与に準じ、災害発生によって住居が半壊、半焼若しくはこ

れらに準ずる程度の損傷を受け、そのままでは当面の日常生活を営むことができない者で、自らの

資力をもってしては応急修理ができないものとする。 

第2項 応急修理の実施 

1 被災住宅の応急修理 

応急修理は、市長が、建設業者に請負わせるか、又は直営工事により行う。建設業者の選定にあ

たっては、山口県建設労働組合、（一社）山口県ビルダーズネットワーク、西瀬戸ビルダーズサロ

ン、山口県管工事工業協同組合及び（一社）山口県電業協会、山口県瓦工事業協同組合及び山口県

鳶工業連合会との協定に基づき提供された業者名簿についても活用できるものとする。 

なお、家主が借家を修繕する場合、親類縁者の相互扶助による場合、会社が自社所有の住居（寮、

社宅、飯場等）を修繕する場合のような他の者が行う応急修理は排除しない。 

応急修理の対象範囲は、以下に示すような、日常生活に必要欠くことのできない部分に限る。 

 屋根・柱・床・外壁・基礎等 

 ドア・窓等の外部に面する開口部 
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 上下水道・電気・ガス等の配管・配線 

 便器・浴槽等の衛生設備 

※内装は原則対象外であり、家具設備も対象外とする。 

 

なお、修理の期間は、災害発生の日から 3 か月（災害対策基本第 24 条の 3 第 1 項に規定する

特定災害対策本部、同法第 24 条第 1 項に規定する非常災害対策本部又は同法第 28 条の 2 第 1

項に規定する緊急災害対策本部が設置された災害にあっては、6カ月以内）以内に完成させるもの

とするが、期間内に修理を完了できない特殊事情があるときは、知事（厚政課）は、内閣総理大臣

に特別基準（期間延長）の協議を行う。 

 

2 公営住宅の応急修理 

被災した公営住宅（県営及び市営）については、各管理者において被害状況を緊急に調査し、応

急修理を実施する。公営住宅の応急修理については、救助法の適用はないものとする。 
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第１３章 災害救助法の適用 

第1節 災害救助法の適用 

主な関係法令  ：災害救助法  

主な担当関係部署：社会福祉課 

主な担当関係機関：県 

大規模災害が発生した場合、被災者の基本的生活権の保護と全体的な社会秩序の保全を図る

ため、市は応急的、かつ一時的な救助対策を実施することになる。 

この救助対策を迅速かつ的確、円滑に実施するため、救助法が定められており、各応急対策

の中でそれぞれ実施されるものであるが、これの運用取扱等について必要な事項を定める。 

活動方針 

○災害時の混乱の中でも速やかに適用手続き等の事務処理を行い、円滑な救助の実施が行えるよ

う努める。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30分～ 2時間～ 24時間～ 72時間～ 1週間～ 

1 災害救助法による救助の実施       

具体的な活動内容 

第1項 災害救助法による救助の実施 

市の地域に救助法適用の災害が発生した場合、知事は、被災者の保護と社会秩序の保全を目的と

して、救助法第２条の規定に基づく救助を実施する。市は、県が救助の実施に関する事務の一部を

市が行うこととした場合に当該事務を実施するとともに、県が実施する救助の補助を行う。 

1 災害救助法事務処理系統 

救助法による救助は、国の責任において行われるものであるが、その実施については、県の法定

受託事務とされている。市長は、救助に関して知事から委任を受けた応急対策について実施する。

知事から市長への委任については、救助法が適用された都度、委任する事務の内容及び当該事務を

行う期間を市長に通知する。救助の実施に関し、知事の職権の一部の委任を受けた市長は、その職

権を行使したときは、直ちにその内容を詳細に知事（厚政課）に報告する。 

なお、救助法適用に関する事務処理及び委任の範囲、県、市の実施区分等については、資料編の

とおりとする。 
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資料編［条例等］ 

 ３-５-１ 被害程度の認定基準 
 

資料編［災害救助法、罹災証明書等被害認定関連］ 

 ３-17-１ 災害救助法事務処理系統図 

 ３-17-２ 災害救助法適用事務の実施区分 

 ３-17-３ 災害救助法の適用基準 

 

2 適用手続き 

市は、次の基準に基づき救助法の適用に該当するかどうかの判定を行い、該当する見込みがある

と認めた場合は、適用の手続きを行う。救助法を適用するに当たって、市長及び知事が行う報告等

に係る事務処理は、資料編のとおりとする。 

資料編［災害救助法、罹災証明書等被害認定関連］ 

 ３-17-４ 災害救助法の適用手続きに係る事務処理事項 

 

3 救助の実施 

救助法の適用とともに応急救助を実施する。知事は、各種の救助を迅速に実施するため、救助の

実施に関する知事の事務の一部を市長に委任することについて、通常、市長が処理すべき業務の範

囲の基準をあらかじめ定めておく（救助法第 13条、市町長に対する事務の委任に関する規則）。 

なお、災害の事態が切迫し、知事による救助の実施を待つことができないときは、市長は、単独

で救助に着手することができる。この場合、直ちにその状況を知事（厚政課）に報告し、その後の

処理について知事の指揮を受ける。 

救助法に基づく各種の救助実施に当たって必要となる救助の方法、程度、期間、国庫補助限度額、

必要な書類等に係る具体的な取扱いについては、県厚政課作成の「災害救助マニュアル」による。 

資料編［災害救助法、罹災証明書等被害認定関連］ 

 ３-17-５ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間早見表 

 ３-17-６ 救助の種類別業務実施区分の基準 

救助の実施に伴い、市は以下の事務を行う。 

救助事務処理上

必要な帳簿の整

備、記録、保存 

市長は、知事の補助機関として救助を実施するときは、救助の種類ごとに必要

な台帳、帳簿及び関係書類を整備して保存する。 

救助の種類ごとに整備すべき帳簿等は、県厚政課作成の「災害救助マニュアル」

による。 

被災者台帳の作

成 

市長は、被害状況の調査により、各世帯別の被害を確認したときは、必要に応

じて被災者生活再建支援システムを活用して、災害救助法による救助の実施につ

いて必要な「被災者台帳」を速やかに作成する。 

なお、被災者台帳の作成に関する詳細は、本編第４編第２章第３節「被災者台

帳の作成」を参照のこと。 

罹災証明書の発

行 

市長は、救助の実施のため必要があるとき、又は被災者からの要求があったと

きは、必要に応じて被災者生活再建支援システムを活用して、｢罹災証明書｣を発

行する。 

罹災証明書は、「被災者台帳」に基づき、発行するものとする。 

なお、罹災証明書の発行に関する詳細は、本編第４編第２章第２節「罹災証明

書の交付」を参照のこと。 
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また、知事は、災害の混乱期において、迅速に救助業務を遂行するに当たり特に必要があると認

めるときは、次に掲げる強制権を発動することができる。 

従事命令及び協

力命令 

一定の職種の者（医療、土木建築工事又は輸送関係者）を救助に関する業務に

従事させることができる（救助法第７条）。 

また、被災者その他近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる（救

助法第８条）。 

管理、使用、保管

命令及び収用 

知事は、救助を行うため特に必要があると認めるとき、又は救助法第 14条の規

定による内閣総理大臣の応援命令を実施するため必要があると認める場合におい

て、以下の権限について、施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、特

定業者に保管命令を発し又は救助に必要な物資を収用することができる（救助法

第９条第１項）。 

なお、物資の保管命令、物資の収用、施設の管理又は土地若しくは物資を使用

する場合は、当該物資、施設、土地又は家屋を所有する者に対して、公用令書を

交付して行う。 

 病院、診療所、助産所、旅館、飲食店等を管理する権限。 

 土地、家屋等を収容施設として用いるような場合で、管理と異なり土地、家

屋物資を物的に利用する権限。 

 災害時の混乱時に、放置すれば他に流れてしまうおそれのある救助その他緊

急措置に必要な物資を、一時的に業者に保管させておく権限。 

 必要物資を多量に買いだめ、売惜しみしているような場合、その物資を収用

する権限。 

損失補償 
知事は、管理、使用、保管命令及び収用の処分を行ったときは、その処分によ

り通常生ずべき損失を補償する（救助法第９条第２項）。 

 

4 救助法による賃金職員等の雇い上げ 

大規模災害時には、市の機関の災害応急対策要員の動員及び他の防災関係機関からの応援をもっ

てしても災害応急対策を実施できないことが考えられる。このような場合において、救助法では、

救助活動に万全を期すために、救助の実施に必要な賃金職員等の雇い上げができる。 

賃金職員等の確保に必要な措置は、それぞれの応急対策を実施する部が、健康福祉部と調整の上、

実施する。 

なお、救助法による雇い上げの範囲等については、資料編のとおりとする。 

資料編［災害救助法、罹災証明書等被害認定関連］ 

 ３-17-５ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間早見表 

 

災害応急対策、災害応急復旧等の作業を実施するために必要な賃金職員等の雇い上げは、公共職

業安定所を通じて行う。求人を受けた公共職業安定所は、求職者のうちから適格者を紹介する。こ

の場合、当該地での確保が困難な場合は、他の公共職業安定所等の協力を得て対応する。 

なお、賃金職員等に対する給与は、法令その他により別に基準のあるものを除き、労務者等を使

用した地域における通常の実費を支給する。 

 

  

245



共通編 第３編 災害応急対策計画 

第１３章 災害救助法の適用 

共通編３ 第１３章 - 4 

 

246



共通編 第３編 災害応急対策計画 

第１４章 第 1節 応急教育対策 

共通編３ 第１４章 - 1 

第１４章 文教対策 

第1節 応急教育対策 

主な担当関係部署：教育委員会（教育総務課、学校教育課）、防災危機管理課、行政管理課 

主な担当関係機関：県  

大規模災害時には、幼児、児童生徒及び学生の生命並びに身体の安全が脅かされる事態が生

じるおそれがある。 

幼稚園、小・中学校、高等学校、専修学校、各種学校、総合支援学校及び大学は、多数の幼

児、児童生徒及び学生を預かっており、災害時にはこれらの者の生命及び身体の安全の確保を

図ることが最も重要な責務であると同時に、教育機関として、教育活動の確保もまた重要であ

る。 

災害時における児童生徒の生命及び身体の安全並びに教育活動の確保を図るため、市は、所

管する学校について、必要な措置を実施し、また、指導助言及び援助を行う。 

活動方針 

○児童生徒の安全確保に努めるとともに、学校教育活動の早期正常化に向けて取り組む。 

○児童生徒が災害によって負傷した場合は、直ちに応急処置をするとともに、必要に応じて医療

チームとの連携を図る。 

○学校からの被害状況・安否状況等の情報を収集・集約し、状況を把握する。 

○避難所として学校施設を開放した場合には、教職員は、避難所の運営体制が整備されるまでの

間、避難者対応に協力する。 

○校長が策定した「応急対策計画」の円滑な実施のための指導助言及び支援を行う。 

○教科書の供給及び学用品の給与を実施する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 児童生徒の安全確保       

2 避難所としての活動       

3 児童生徒の教育の援助       

4 学校教育の再開       
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具体的な活動内容 

第1項 児童生徒の安全確保 

1 気象情報・災害情報の収集、休校措置 

市立小・中学校の校長（以下「校長」という。）は、県・市教育委員会及びテレビ・ラジオ等から、

気象情報等の災害関連情報を収集し、必要に応じ連絡網により児童生徒の家庭に伝達する等の措置

を講じる。 

校長は、状況に応じ市教育委員会に連絡の上、臨時休校等適切な措置をとる。市教育委員会は、

県教育委員会に休校の状況を報告する。 

なお、台風等事前に襲来が予測される場合の休校又は自宅待機については、児童生徒の登校前、

遅くとも午前６時頃までに決定し、連絡するよう努める。 

資料編［文教対策］ 

 ３-18-１ 学校における情報収集及び伝達系統 

 

2 学校施設等の被害状況の把握 

災害が発生した場合、校長は、災害の規模、児童生徒、教職員及び学校施設・設備の被害状況を

速やかに把握するとともに、文教対策の実施系統により、市教育委員会に報告する。 

児童生徒の安否状況の把握については、地区ごとに教職員の分担を定めるなどして行うものとす

るが、被害の状況により必要があるときは、市本部、地域住民等の協力を求める。 

市は、校長が策定した「応急対策計画」が円滑に実施できるよう、指導助言及び支援に努める。 

なお、文教対策の実施系統及び被害報告内容等については、資料編のとおりとする。 

資料編［文教対策］ 

 ３-18-２ 文教対策実施系統図 

 ３-18-３ 文教対策被害報告の内容 

 

また、県立高校の生徒等の安否状況の報告については、各校長から県教育委員会（文教対策部）

へ報告するものとし、私立学校（幼稚園を含む。）については、各校長又は園長から県（学事文書課）

へ報告するものとする。 

 

3 在校児童生徒の避難誘導及び安否確認 

校長は、「応急対策計画」に基づき、教職員に対し適切な避難誘導及び安否確認の指示を与える。

教職員は、災害発生の状況に応じ、児童生徒の行動に対し、安全確保等の適切な指示を与え、児童

生徒を安全な場所に避難させるとともに、速やかに人員や負傷者を確認し、校長に報告する。 

また、校長は災害発生時においては、児童生徒の安全確保を第一として、「応急対策計画」に基づ

き、二次災害発生のおそれが高い危険物（電気、ガス、危険薬品、アルコール類、石油等）の使用

の停止、安全な場所への移動等、必要な措置を講じるものとする。 
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4 保護者への安否情報の提供 

校長は、携帯電話のメール機能を活用した一斉連絡等、あらかじめ保護者と取り決めた連絡手段

により、災害状況、児童生徒の安否情報及び学校における対応状況を連絡する。また、ホームペー

ジによる情報提供もできる限り速やかに行う。なお、情報提供の際には、個人情報が漏えいしない

よう、十分留意するものとする。 

 

5 児童生徒の帰宅又は保護 

校長は、帰宅経路等の安全が確認されたら、保護者の迎えを要請する等適切な方法により児童生

徒を下校させる。児童生徒の保護者等への引き渡しについては、あらかじめ決められた適切な方法

で確実に行う。保護者へ引渡しができない児童生徒については、保護者との連絡調整を緊密に行い、

学校等の施設内で保護する。 

第2項 避難所としての活動 

学校は、平素においても地域社会の中で重要な役割を果たしているが、特に大規模災害が発生し

た場合には、地域住民の避難所として防災上重要な役割を担うことになる。 

学校が避難所となる場合、避難所の運営は、市又は地域住民主体の避難所運営組織が行うものと

する。学校は、避難所として施設を開放し、教職員は、災害応急対策が円滑に行われるよう、避難

所の運営体制が整備されるまでの間、協力するものとする。 

なお、学校施設は教育を優先して利用するものであるため、避難所として開放する施設の指定は、

屋内運動場（体育館）のほか、あらかじめ指定した教室等を利用するものとし、教職員は、児童生

徒の安全確保や学校教育活動の早期正常化に向けて取り組む。 

第3項 児童生徒の教育の援助 

校長は、教職員及び児童生徒の被災状況を掌握するとともに市教育委員会と連絡し、教育活動再

開に向けて、教育環境の整備や教科書及び教材の確保等に努める。 

 

1 教科書の供給 

教科書の供給及び報告については、「災害により教科書が滅失又はき損した場合における教科書

の供給等について」（昭和５２年４月８日付け文初管第２１１号）によるものとする。 

資料編［文教対策］ 

 ３-18-４ 教科書の供給あっせん系統図 

 

2 救助法に基づく学用品の給与 

学用品については、救助法が適用された場合、被災児童生徒に対し必要な措置が講じられる。通

常の場合、知事から委任を受けた市長が、市教育委員会及び校長の協力を得て調達から配分までの

業務を行う。 

なお、救助法による被災児童生徒に対する必要な措置、学用品の給与の範囲は、資料編のとおり

とする。 

資料編［文教対策］ 

 ３-18-５ 災害救助法に基づく学用品の供給に関する対象範囲 
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3 学校給食の確保 

市教育委員会は、災害時における学校給食実施の再開を図るため、次の措置を行う。 

災害時における被害状況

の把握及び安全確認 

 学校給食調理場の被害状況の把握 

 学校給食調理場の安全点検の実施及び衛生管理の徹底 

学校給食物資の確保  学校給食物資納入業者への物資調達の協力要請 

応急給食の実施 

 学校給食調理場の機能が正常化するまでの期間、応急給食を実施 

 調理従事者の確保 

 食中毒の防止対策 

学校給食と被災者炊き出

しとの調整 
 施設設備の清掃及び洗浄消毒の徹底 

 

また、災害が大規模又は広域にわたり、単一の学校又は市で対応できない場合は、県教育委員会

及び市教育委員会による対策チーム（リーダー：学校安全・体育課）を設置し、当該チームにおい

て応急給食に係る全県的な対策を速やかに検討し、対応を決定する。 

資料編［文教対策］ 

 ３-18-４ 教科書の供給あっせん系統図 

第4項 学校教育の再開 

1 被災後の学校等教育施設の確保 

（1）被災建築物応急危険度判定の実施 

学校等教育施設の応急復旧として、安全確保のための被災建築物応急危険度判定を実施する。 

（2）学校等施設の応急復旧及び施設機能の確保 

校長は、設備の応急復旧を行い、授業再開に必要な施設の確保措置をとる。なお、確保につ

いては「学校施設の被害に応じた施設確保の基準」により行うものとする。また、学校施設に

おける清掃、防疫その他の保健衛生に関して必要な指導・助言を行う。 

 飲料水（井戸等利用の場合）汚染時の使用禁止及び消毒の実施措置 

 汚染校舎の水洗、清掃及び消毒の実施 

 感染症予防上の措置 

資料編［文教対策］ 

 ３-18-６ 学校等の施設の応急復旧及び施設機能の確保基準 

（3）他の公共施設等における学習場所の確保 

校長は、避難所として学校施設を提供したため、長期にわたって教室等が使用不可能となっ

た場合は、市に対し、他の公共施設等への学習場所確保のあっせん依頼を行う。 

 

2 学校等再開の判断及び再開準備 

（1）学校における再開準備 

校長は、施設・設備の応急復旧状況を把握し、速やかに応急教育計画を策定し市教育委員会

に報告するとともに、市と緊密に連携し、できるだけ早く平常授業に戻すよう努め、応急教育

の開始時期及び方法を児童生徒及び保護者に連絡する。 

なお、授業再開に当たっては、児童生徒の登下校時の安全確保に留意する。 
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第１４章 第 1節 応急教育対策 

共通編３ 第１４章 - 5 

また、校長は、被災児童生徒のうち、当該学校以外の避難所に避難している児童生徒につい

ては、教職員の分担を定め、実情の把握に努め、避難先を訪問するなどして、必要な指導を行

う。 

（2）市における学校再開の支援 

市教育委員会は、被災学校ごとに担当職員を定め、情報収集及び指示等の伝達に万全を期す

るとともに、授業再開に必要となる以下の対策について、所管する学校を指導助言及び支援す

る。この場合において、人員等が不足するときは、市本部に職員の応援を求めるなどして確保

を図る。 

 学習場所の確保等 

 教員の確保（臨時的任用、近隣学校からの応援、他市町への応援要請等の措置） 

 教科書等の供給 

なお、市は、災害の規模等により必要があると認めるときは、被災地の児童生徒についての

教育事務の委託を隣接市に対して行う。市教育委員会は、被災地の児童生徒の転入学の弾力的

な運用を他の市町教育委員会に依頼する。 
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第１４章 文教対策 

共通編３ 第１４章 - 6 

第2節 文化財応急対策 

主な担当関係部署：文化振興課 

重要文化財、県指定、市指定等の文化財には、多くの施設入館者等の来訪がある。そのため、

災害時には、文化財所有者等は施設入館者等の安全確保に万全を期するとともに、文化財等が

被災した場合に被害が拡大しないよう、市と文化財所有者等は連携して応急対策を講じ、その

保全を図る。 

活動方針 

○文化財の所有者と連携し、速やかに施設入館者等の安全確保及び文化財の保護活動を行う。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 施設入館者の安全確保       

2 文化財の応急措置       

3 文化財の修復       

具体的な活動内容 

第1項 施設入館者の安全確保 

災害発生時には、文化財の所有者や関係者は、自らの身の安全の確保を図った後、施設入館者に

対し、落下物に注意しながら速やかに最寄りの避難場所等安全な場所に避難させ、消防機関等の指

示に従うよう誘導するとともに、被災者の救助を優先して行う。 

また、管内を巡回し、火気使用場所の点検等の出火防止等の措置を講じる。 

第2項 文化財の応急措置 

文化財に被害が発生した場合は、文化財の所有者や関係者は、被害状況を速やかに調査し、その

結果を市教育委員会へ報告する。 

市は、国及び県の文化財保護関係機関と緊密に連携し、所有者から災害原因、被害の概要等必要

な報告を求め、状況の的確な把握に努めるとともに、被災文化財の被害拡大を防ぐため、協力して

応急措置を迅速に講ずる。 

また、未指定文化財等の保護に留意し、他の文化財関係機関、ボランティア団体への応援要請の

ほか、文化財所有者等に対して適切な指導、助言を行う。 

第3項 文化財の修復 

市は、文化庁、県と連携し、災害を受けた指定文化財等の修復について、文化財の所有者等に対

して必要な技術的指導・支援を行う。 
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共通編３ 第１５章 - 1 

第１５章 帰宅困難者への支援 

第1節 帰宅困難者対策 

主な担当関係部署：観光振興課（観光班）・商工振興課、防災危機管理課、行政管理課 

主な担当関係機関：西日本旅客鉄道㈱、防長交通㈱防府営業所、事業所、高等学校等  

大規模な災害が発生し、鉄道、バス等の公共交通機関が停止するなどの場合においては、「む

やみに移動を開始しない」といった基本原則を踏まえて、市、関係機関及び事業所等が連携し、

災害時における混乱防止や一斉帰宅などの抑制等を円滑かつ効果的に実施する。 

活動方針 

○交通機関等と連携して帰宅困難者の発生状況を把握し、適切な情報提供を行う。 

○観光施設等における外国人旅行者を含む観光客の状況を把握し、適切な情報提供を行う。 

○一時滞在が可能な場所に帰宅困難者を誘導し、飲料水等の提供を行う。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 情報の提供       

2 帰宅困難者への支援       

具体的な活動内容 

第1項 情報の提供 

市は、西日本旅客鉄道株式会社、防長交通株式会社などの公共交通機関と連携し、帰宅困難者の

発生状況を把握するとともに、交通機関の被災状況や交通状況等の帰宅に必要となる情報提供を行

う。また、観光施設やイベント主催者等と連携し、外国人旅行者を含む観光客の状況を把握し、情

報提供する。 

【帰宅に必要となる情報】 

 災害情報・被害状況に関する情報 

 安否確認の手段 

 公共交通機関に関する情報 

 一時滞在が可能な施設の支援情報 

 帰宅経路の道路被害情報、帰宅支援情報 

  

253



共通編 第３編 災害応急対策計画 

第１５章 帰宅困難者への支援 

共通編３ 第１５章 - 2 

第2項 帰宅困難者への支援 

1 一時滞在が可能な施設への誘導等 

市は、公共交通機関の途絶などによる通勤・通学者や外国人旅行者を含む観光客など帰宅困難者

の一時的な滞在施設の確保に努めるとともに、滞在期間が長期化する場合には指定避難所へ誘導し、

飲料水等の提供等、避難所と同様の対応を行う。その際、可能な限り要配慮者や女性への配慮を行

う。 

公共交通機関等の事業者は、一時滞在が可能な場所に乗客を誘導するなどの受入れを行う。 

観光施設の管理者やイベント等の主催者は、一時滞在が可能な場所に外国人旅行者を含む観光客

を誘導するなどの対応をする。 

 

2 帰宅活動への支援 

市は、帰宅困難者の帰宅行動を支援するために、公共交通機関の事業者、県と連携し、代替輸送

による移送、徒歩による帰宅を支援するためのガソリンスタンド・コンビニエンスストア等の情報

提供等を行う。 
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第１６章 第 1節 保健衛生活動 

共通編３ 第１６章 - 1 

第１６章 保健衛生・防疫活動 

第1節 保健衛生活動 

主な担当関係部署：健康増進課、高齢福祉課、障害福祉課 

主な担当関係機関：山口健康福祉センター  

災害時には、通常の医療サービスの提供が困難であるとともに、生活環境等の変化や不安の

ため、被災者が身体的にも精神的にも健康に不調をきたす可能性が高い。また、停電、断水等

により、食品の保存性の低下、飲料水の汚染等を招くことから、飲食に起因する危害の発生が

被災直後から危惧される状況となる。 

このため、市は、医療救護班との連携による避難所等における保健衛生活動体制の整備を図

るとともに、被災者の健康管理（保健指導、栄養管理等をいう。以下同じ。）や要配慮者への

支援体制を確保する。また、県が行う食品衛生監視班による監視指導に協力し、食品の安全確

保を図る。 

活動方針 

○医療救護班、山口健康福祉センター等と連携し、被災者のニーズ等に的確に対応した健康管理を

行う。 

○食品の保存状態等の衛生管理指導等を行い食品の安全確保を図る。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 健康管理活動       

2 食品衛生監視       

具体的な活動内容 

第1項 健康管理活動 

1 健康管理活動の実施 

災害時における健康管理は、一次的には市が実施する。市は、災害時保健活動マニュアルを基に、

分散配置（健康福祉部要配慮者支援班及び救護班）の保健師を一括配置して組織する保健活動班に

よる活動体制を構築するとともに、避難者（避難所外含む）に対する肺血栓塞栓症（いわゆるエコ

ノミークラス症候群）、熱中症の予防対策を行う等、被災者のニーズ等に的確に対応した健康管理を

行う。また、災害対応職員等に対し、メンタルヘルスケアを実施する。 

なお、被害が長期化する場合や避難所が多数設置されている場合等、被災者等の健康管理を組織

的に行うことが必要と見込まれる場合には、被災者等の健康管理のための実施計画を策定すること

等により、計画的な対応を行う。  
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2 県への応援要請 

市だけでは十分対応できないと判断した場合は、山口健康福祉センター所長に応援要請を行う。

緊急を要する場合は、直接近隣の市町に応援要請を行い、事後山口健康福祉センター所長にその状

況を報告する。 

県は、市の活動を応援・補完する立場から直轄健康管理班を編成し、市からの応援要請に基づき

出動し、又は自ら出動し、健康管理活動を実施するとともに、関係機関に支援を要請する。 

なお、被災市町から災対法第 68条に基づく応援の要請があった場合は、県は「山口県及び市町

相互間の災害時応援協定書」に基づき支援を行う。 

資料編［医療・保健］ 

 ３-８-５ 県による健康管理活動の概要 

第2項 食品衛生監視 

1 食品衛生監視班の編成 

県は、必要に応じて食品衛生監視班による監視指導を行い、食品の安全確保を図る。 

食品衛生監視班の１班当たりの構成は、２人とし、状況に応じて増員する。 

 

2 食品衛生監視班の活動の実施 

食品衛生監視班は、山口健康福祉センター所長の指揮のもとに、以下の活動を行う。また、市は、

食品衛生監視班が行う監視指導に協力する。 

 救護食品の製造、運搬、保管、喫食等における衛生管理指導及び検査 

 ライフラインに被害のあった地区の食品関係営業施設の監視指導及び使用水の簡易検査 

 継続的に食料供給が必要な施設（特に老人ホーム、病院等）の食品衛生指導 

 その他必要と判断される食品衛生指導 
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第2節 防疫活動 

主な担当関係部署：くらし環境課、クリーンセンター、健康増進課 

主な担当関係機関：山口健康福祉センター 

災害時においては、断水、家屋の浸水等の発生に伴う感染症の発生が危惧される。 

このため、市は、災害の種類、程度に応じた防疫活動として、飲料水の消毒、避難場所等及

び被災家屋等の消毒、ねずみ族・昆虫等の駆除等を行う。 

なお、災害時における防疫は、県の指示・命令に基づき市町が実施するものであるが、市の

みで実施することは困難であることから、市、県及び他の市町が相互に緊密な連携をとりなが

ら防疫活動を実施する。 

活動方針 

○県及び他の市町と緊密に連携しながら防疫活動を実施する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 防疫活動       

具体的な活動内容 

第1項 防疫活動 

1 防疫活動組織の編成 

市は、防疫活動を迅速に実施するため、資料編に掲載する県の実施体系に準じた防疫組織（防疫

班及び検病調査班）を編成する。 

なお、市の実情により、検病調査班は防疫班と兼ねて編成することができるものとする。 

資料編［医療・保健］ 

 ３-８-６ 県の防疫措置 

 

2 防疫活動の実施 

防疫活動は、県が実施する業務内容に準じるものとし、多数の人々が利用する場所（避難場所等）

を優先して実施する。災害に伴う家屋並びにその周辺の清掃は、市民が行うよう、それぞれ災害の

実状に応じ、防疫班及び検病調査班が適切な指導・指示を行う。 

市は、市で編成する防疫班及び検病調査班のみで防疫活動を実施することが困難な場合には、山

口健康福祉センターに応援を要請する。 
 

3 防疫薬剤の使用 

防疫薬剤の使用に当たっては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規

則（平成10年厚生省令第99号）第14条及び第15条に定めるところによる。 

なお、消毒及び駆除のための薬剤の散布に当たっては、実施する者の安全並びに対象となる場所

の周辺住民の健康及び環境への影響に留意する。 
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資料編［防災物資、施設、資機材］ 

 ２-17-２ 医療品・防疫薬剤主要調達先 

 ３-15-２ 防疫体制及び防疫用器材等の保有状況 

 ３-15-３ 防疫薬剤の仕様及び方法（参考） 
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第１７章 動物救護 

第1節 動物の救護 

主な担当関係部署：くらし環境課、防災危機管理課、行政管理課、建築課 

主な担当関係機関：山口健康福祉センター  

災害時には、飼い主不明や負傷したペットの発生等が考えられ、これらの被災動物の救護等

について適切な対応が求められる。また、多くの住民がペットを伴って避難してくることも予

想される。さらに、人に危害を加えるおそれのある特定動物の逸走や被災動物の発生が予想

される。 

このため、県は、動物愛護の観点から、市、防災関係機関、関係団体等と連携し、動物救護

に関する協力体制を確立し、対応を実施する。 

活動方針 

○関係機関、関係団体等と連携し、動物救護に関する協力体制を確立し、対応する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30分～ 2時間～ 24時間～ 72時間～ 1週間～ 

1 動物救護体制の確保       

2 
避難場所等、仮設住宅等におけるペットの

受入れ・管理 
      

3 動物の救護       

具体的な活動内容 

第1項 動物救護体制の確保 

1 動物救護本部等の設置 

災害が発生した際、災害の規模や被災状況等を勘案して、市は、県に現地動物救護本部等設置を

要請する。現地動物救護本部等を設置した場合、県、市及び現地動物救護本部長は、速やかに関係

団体に通知し要員を確保する。 

なお、各関係団体は、あらかじめ定めてある役割分担に沿って、以下の動物救護活動に当たる。 

 被災状況、避難状況、ペット同行避難者の避難状況等の情報収集 

 ペット用備蓄品の配布や救援物資の受入準備 

 国の設置する緊急災害時動物救援本部への支援要請 

 避難所への獣医師、ボランティア等の派遣協力要請 

 ボランティアの募集 
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第１７章 動物救護 

共通編３ 第１７章 - 2 

2 動物救護に関する協力体制の確立 

要員の確保は、現地動物救護本部等を構成する地方獣医師会等が連携し、獣医師や飼育管理等の

スタッフをそろえるほか、ボランティアを幅広く募集する。 

第2項 避難場所等、仮設住宅等におけるペットの受入れ・管理 

1 避難場所等や仮設住宅等におけるペット同行避難者の受入れ 

市（避難場所等においては、市又は避難所運営組織。この項において同じ。）は、大規模災害時、

避難場所等や仮設住宅等において、同行したペットのためのスペースの確保に努める。 

現地動物救護本部等は、動物アレルギーや人獣共通感染症発生防止の観点から、避難場所等や仮

設住宅等におけるペット飼育のルールを示し、飼い主に対し適正な飼育の指導や支援を実施する。 

 

2 避難場所等や仮設住宅等における飼育管理 

飼い主は、避難場所等や仮設住宅等において、ペットに起因したトラブルが発生しないよう、市

又は避難所運営組織が指定するスペースにおいて飼育することとし、避難場所等や仮設住宅等にお

けるペット飼育のルールにそって、適正な飼育を行う。 

第3項 動物の救護 

災害発生時に、負傷動物を発見した場合は、現地動物救護本部等への通報を行うほか、速やかに

保護・収容し、必要な治療を行う。 

また、放浪動物の保護は、人及びその財産への危害防止の観点からも重要であるため、現地動物

救護本部等が中心となり、以下の対応の実施に努める。 

 負傷動物の救護 

 放浪動物の保護・収容 

 飼い主からの依頼に基づく一時預かり 

 飼い主への返還 

 新しい飼い主への譲渡 
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共通編３ 第１８章 - 1 

第１８章 行方不明者の捜索・遺体の処理 

第1節 行方不明者の捜索 

主な担当関係部署：消防本部、消防団、社会福祉課 

主な担当関係機関：防府警察署、徳山海上保安部、防府医師会、日本赤十字社山口県支部 

災害により行方不明者の所在を明らかにしないまま放置することは人道上許されないことで

あり、被災後の人心の安定を図る上からも必要であることから、関係者と連携し、行方不明者

の捜索を行う。 

また、必要に応じて他の自治体や関係団体等への応援を要請し、迅速な対応を実施する。 

活動方針 

○賃金職員等の雇い上げ、機械器具等の借り上げにより、行方不明者の捜索を実施する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 行方不明者の捜索の実施       

具体的な活動内容 

第1項 行方不明者の捜索の実施 

1 市が実施する捜索 

行方不明者の捜索は、市において賃金職員等を雇い上げ、捜索に必要な機械器具等を借上げて実

施する。捜索により生存が確認された場合は速やかに適切な救急活動を実施する。なお、捜索の要

員が市だけでは不足する場合や捜索に当たり関係機関との連携調整を必要とする場合は、県（厚政

課）に要請を行う。 

 

2 県の行う支援 

市からの要請に基づき、行方不明者の捜索について関係機関との連絡調整に当たり、捜索作業が

円滑に実施できるよう努める。 

 

3 防府警察署による捜索 

警備活動に付随し、市が行う行方不明者の捜索に協力する。 

 

4 徳山海上保安部による捜索 

行方不明の届出の受理、情報の入手に努め、行方不明者の調査を積極的に実施する。行方不明者
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共通編３ 第１８章 - 2 

については、巡視船艇、航空機及び潜水士等を活用して捜索に当たるものとし、必要に応じて本部

に応援を求め、捜索に当たる。また、市が行う行方不明者の捜索に協力する。 

 

5 救助法に基づく捜索の実施 

救助法による行方不明者の捜索の範囲は、資料編のとおりとする。 

資料編［災害救助法、罹災証明等被害認定関連］ 

 ３-17-５ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間早見表 
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第2節 遺体の処理 

主な担当関係部署：社会福祉課、競輪局、市民課、くらし環境課 

主な担当関係機関：防府警察署、徳山海上保安部、防府医師会、日本赤十字社山口県支部 

大規模災害では、多数の死者の発生が予想されるが、遺体の取扱いや埋葬が段階ごとに的確

かつ迅速に処理されることは、被災地における人心の安定を図る上でも重要であることから、

速やかな措置を行うよう努める。 

また、死亡した者に対して、その遺族が混乱のため、資力の有無に係わらず埋葬を行うこと

が困難な場合又は死亡した者の遺族がない場合、遺体の応急的な埋葬を実施する。 

活動方針 

○遺体の洗浄、縫合、消毒等を行い、一時保存、検案等を行う。 

○「災害遺体埋葬送付票」を発行し、火葬を行い、遺骨及び遺留品を遺族へ引き渡す。 

○必要に応じ、県を通じて近隣市町、他県からの応援を得て広域火葬を実施する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 遺体の取扱い       

2 遺体の埋葬       

具体的な活動内容 

第1項 遺体の取扱い 

1 遺体の洗浄、縫合、消毒等の処置 

市は、災害の際に死亡した者について、その遺族等が社会混乱期にあるため、遺体識別等のため

の洗浄、縫合、消毒の処置、遺体の一時保存又は検案を行うことができない場合に、応急救助とし

て、医療救護班又は医師により、遺体の識別のための処置を行う。 

 

2 遺体の一時保存 

遺体の身元識別のために相当な時間を必要とし、又は死亡者が多数のため短期間に埋葬ができな

い場合において、被害現場付近の適当な場所（寺院等の施設、神社、仏閣、学校等の敷地等に仮設）

に遺体を集め、埋葬が実施できるまで保存する。 

 

3 遺体収容所の開設 

市は、防府競輪場に遺体収容所を開設し、遺体を収容する。ただし、災害の状況により防府競輪

場が使用できない場合は、被害現場付近の適当な場所（寺院、公共建物、公園等）に開設する。 

この場合、遺体収容所に適当な既存建物がないときには、天幕、幕張り等を設置する。 
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4 検案 

遺体について検案を行い、必要に応じて医学的検査を行う。検案は、遺体の処理として行う場合

は、医療救護班又は医師により行う。 

 

5 遺体収容所への搬送 

市は、防府警察署、徳山海上保安部による検視及び医療救護班等による検案を終えた遺体を、関

係機関の協力を得て遺体収容所（防府競輪場）に移送する。 

また、市は、遺体収容所（防府競輪場）の管理・運営をする。 

 

6 埋火葬許可証の発行 

市は、遺体の身元を確認し、遺体処理票及び遺留品処理票を作成の上納棺し、氏名及び番号を記

載した「氏名札」を棺に貼付する。また、市は、遺体収容所等において埋火葬許可証を発行する。 

 

7 救助法に基づく遺体の処置 

救助法による遺体の捜索の処理の範囲は、資料編のとおりとする。 

資料編［災害救助法、罹災証明等被害認定関連］ 

 ３-17-５ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間早見表 

 

8 救助法適用地域以外の遺体の処理 

救助法適用地域の遺体が、救助法適用地以外の地域に漂着した場合の遺体については、法適用地

が社会的混乱のため、遺体の引き取りができない場合に限り、次により取り扱う。 

（1）遺体の身元が判明している場合 

県内の他の市町に漂着した場

合 

 当該地の市町長は、知事の補助機関として遺体処理を実施する

ものとし、その費用は県が負担する。 

他の都道府県内の市町村に漂

着した場合 

 漂着地の市町村において処理されるものとし、その費用につい

ては、救助法第 20条の規定により求償を受ける。 

（2）遺体の身元が判明していない場合 

身元が判明しない場合であっても、遺体が被災地から漂着したものであると推定できる場合

は、県内の他の市町から漂着した場合と同様に取扱う。 

身元が判明せず、かつ被災地から漂着したものであるとの推定ができない場合は、漂着地の

市町長が、行旅病人及び行旅死亡人取扱法（明治32年法律第93号）の規定により処理する。 

第2項 遺体の埋葬 

遺体の埋葬は、市が実施する。県は、市が行う埋葬に係る全般的事項について協力するとともに、

関係機関との間に必要な連絡調整を行う。 

1 埋葬に必要な物資の支給 

埋葬は、救助の実施機関（市長）が現物給付することを原則とし、棺、骨つぼ等埋葬に必要な物

資の支給を行う。 

 

2 火葬・土葬又は納骨の役務の提供 

遺体は、原則として火葬に付し、遺骨等を遺族に引き渡す。この場合、外国人、宗教等の違いに
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より火葬が必ずしも適当な処置とならないことに留意する。 

市は、遺体を火葬する場合は、「災害遺体埋葬送付票」を作成の上、指定された火葬場に送付する。

この際、平常作業及び臨時雇い上げ等により処理体制を確立するとともに、必要に応じ、県を通じ

て近隣市町、他県からの人員及び資材の応援を得て実施する。 

 

3 埋葬及び火葬の特例 

激甚な災害により埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難となり、公衆衛生上の危害の発生を防止

するため緊急の必要があると認められるものが発生した場合には、当該災害を政令で指定し、厚生

労働大臣は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める期間に限り、墓地、埋葬等に関す

る法律（昭和 23年法律第 48号）第５条及び第14条に規定する手続の特例を定めることができ

る。 

 

4 遺留品の整理、引き渡し 

市は、遺骨及び遺留品の整理のため「遺骨及び遺留品処理票」を付し、所要の保管場所に一時保

管する。家族その他の者から遺骨及び遺留品の引き取りの希望があった場合は、「遺骨及び遺留品処

理票」を整理の上、引き渡す。 

 

5 身元不明遺体の遺骨の取扱い 

身元不明の遺体については、警察機関と連絡し調査に当たるとともに、埋葬は原則土葬とし、遺

品の保管、遺体の撮影及び性別、年令、容貌、身体的特徴等を記録する。また、事故等による遺体

については、警察機関から引継ぎを受けた後、埋葬する。 

火葬に付した場合の身元不明遺体の遺骨は、遺留品とともに所定の場所に保管し、身元の判明に

努めるが、１年以内に引取人が判明しない場合は、身元不明者扱いとして、所定の納骨堂等に移管

する。 

また、防府警察署は、市に協力して身元不明遺体の引取人を調査する。 

 

6 救助法に基づく埋葬の実施 

救助法による埋葬の範囲は、資料編のとおりとする。 

資料編［災害救助法、罹災証明等被害認定関連］ 

 ３-17-５ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間早見表 

 

7 広域火葬 

市は、必要に応じ、県（生活衛生課）を通じて近隣市町、他県からの人員及び資材の応援を得て

広域火葬を実施する。 

県は、山口県広域火葬実施要領に基づき市町と連携した広域的な埋葬（火葬）に必要な対応を行

うほか、葬祭業者、その他事業者との協力により、霊柩車、ドライアイス、棺、骨つぼ等の確保に

ついての情報提供、調整を行う。また、関係部局等の協力による搬送体制の確立を図るものとする。

さらに、広域的な視点から、遺体の円滑な埋葬（火葬）を支援するため、厚生労働省の火葬データ

ベースを活用する。 

その他の事項については、１～６に準ずる。 
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第１９章 廃棄物処理 

第1節 災害廃棄物処理 

主な担当関係部署：クリーンセンター、農林水産振興課、開発建築指導課 

主な担当関係機関：山口健康福祉センター 

大規模災害では、建物の倒壊や水没、火災等により廃棄物が多量に発生し、市民の日常生活

等に著しい障害を及ぼすおそれがある。そのため、市は、迅速かつ適切に廃棄物の処理を行い、

地域住民の保健衛生及び環境の保全を積極的に図る。 

活動方針 

○「防府市災害廃棄物処理計画」に基づき、災害廃棄物発生量を算出し、廃棄物処理についての体

制を構築する。 

〇災害状況を把握し、県、隣接市及びその他地方公共団体等への支援要請を行う。 

〇市内の災害廃棄物処理の進捗管理を行う。 
 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 災害廃棄物処理体制の確立       

2 災害廃棄物処理の実施       

具体的な活動内容 

第1項 災害廃棄物処理体制の確立 

災害廃棄物の処理は、「防府市災害廃棄物処理計画」に基づき、原則として市が実施する。 

市は、一般廃棄物についての処理責任を有しており、地域に存在する資機材、人材、廃棄物処理

施設や最終処分場を最大限活用し、極力、市内において災害廃棄物処理に努める。 

なお、本市の行政機能が喪失して本市が災害廃棄物を処理できない場合などには、県を通じて、

近隣市及びその他の地方自治体等へ支援要請を行う。 

また、災害廃棄物処理の一部について、地方自治法第 252 条の 14 の規定により、県に事務委

託を行うことができる。 

県（環境生活部廃棄物・リサイクル対策課）及び山口健康福祉センターは、健康福祉センター相

互間、市町相互間及び関係団体の応援の調整・指示を行うとともに、他県の応援を必要とする場合

に備え、所要の体制を整備する。また、災害廃棄物処理対策に関する技術援助を行う。 

なお、被害が甚大で、市町が自ら処理することが困難であり、地方自治法第 252条の14の規

定に基づく事務の委託があった場合は、県が災害廃棄物の処理を実施することができる。 

資料編［防災物資・施設・資機材］ 

 ３-15-４ 清掃施設・機材等の状況 
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資料編［廃棄物処理］ 
 ３-19-１ 災害廃棄物処理体制の概要 
 ３-19-２ 災害廃棄物発生量パラメータ一覧 
 ３-19-３ 避難所から発生する生活ごみ量算出式 

第2項 災害廃棄物処理の実施 

災害廃棄物の処理は、「防府市災害廃棄物処理計画」に基づき実施する。 

災害廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃棄物

処理法」という。）等に定める基準により迅速かつ適切に処理し、可能な限りリサイクルに努めると

ともに、環境汚染の未然防止及び市民、作業者等の健康管理のため、適切な措置を講じる。 
 

1 情報収集及び連絡体制 

 被災状況や災害廃棄物発生量の推計に必要な情報等について、県及び防災関係機関と協力して情

報収集を行う。また、防府市災害対策本部が設置された際には、本部統括部と廃棄物対策班の活動

拠点との通信の確保を図る。 
 

2 協力及び支援体制 

 災害発生時には、迅速な人命救助のために、自衛隊や警察、消防と連携して道路上の災害廃棄物

等を撤去する必要がある。そのため、自衛隊等との情報共有に努め、スムーズな連携を図る。 

 また、多量の災害廃棄物が発生した場合には、速やかに処理体制を構築する必要があるため、県

を通じた国や他の地方公共団体、民間事業者への支援要請を検討するとともに、被災家屋の片づけ

等に関わることが想定されるボランティア、NPO 等の支援を得て災害廃棄物の処理を進める場合

には、社会福祉協議会、NPO等との連携を図る。 

 なお、本市が被災した場合に県内の市町に協力を要請する一方、県内の市町で同様の被害が出た

場合には、速やかに連絡を取り、災害廃棄物処理に関する協力を行う。 
 

3 災害廃棄物の処理 

「防府市災害廃棄物処理計画」に定める、災害廃棄物の集積・運搬・中間処理・最終処分・再生

利用の基本方針に基づき、災害廃棄物の処理を行う。 

 処理に先立ち、災害廃棄物の発生量や処理処分可能量の推計を行い、災害廃棄物の処理について

は、最長3年間での完了を目指すため、推計した発生量等から処理スケジュールや処理フローを策

定し、随時進捗管理を行いながら災害廃棄物の処理を進める。 

 また、災害廃棄物の排出場所については、市民の最も身近な集積場所として自治会ごとに設けて

いる「災害廃棄物ステーション」や、一次集積所、二次集積所を必要に応じて開設する。 
 

4 損壊家屋等の解体・撤去手続やアスベスト対策 

被害の大きな損壊家屋等の撤去は原則として所有者が実施することになるが、通行上支障がある

場合や倒壊の危険性がある場合等については、所有者の意思を確認した上で、市が適切な対応を行

う。 

また、家屋の解体・撤去等においては、国の策定した「災害時における石綿飛散防止に係る取扱

いマニュアル」に基づきアスベストの飛散防止対策を行う。 
 

5 死亡獣畜処理 

牛、馬、豚、山羊及びめん羊の死体処理は、死亡獣畜取扱場で処分する。 

死亡獣畜取扱場において処分することが困難な場合は、山口健康福祉センター（環境保健所）の

指示により処分するものとする。 
 

6 一般廃棄物の処理施設の復旧 
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市は、処理施設の復旧に当たっては、事故防止等安全対策に十分注意し、機能の早期回復を図る。  
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第2節 し尿処理 

主な担当関係部署：クリーンセンター 

災害によるライフライン、下水道施設等の被災に伴い、通常のし尿処理が困難になることが

予想される。このため、被災地における衛生環境の確保の観点から、「防府市災害廃棄物処理

計画」に基づき、必要に応じ避難所等に仮設トイレを設置し、し尿の収集を行う。また、し尿

の収集運搬、処理等の状況により、し尿処理業者や近隣自治体に応援要請を行う。 

活動方針 

○被災状況を確認し、仮設トイレの設置やし尿の汲み取りを実施する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 し尿処理体制の確立       

2 し尿処理の実施       

具体的な活動内容 

第1項 し尿処理体制の確立 

被災地域のし尿処理は、「防府市災害廃棄物処理計画」に基づき、原則として市が行う。大規模災

害発生時においては、市の処理機能が停止することも想定されることから、市は、民間業者及び近

隣市町に応援を求め、速やかに処理体制を整えるものとする。 

 

資料編［防災物資・施設・資機材］ 

 ３-15-４ 清掃施設・機材等の状況 
 

資料編［廃棄物処理］ 

 ３-19-４ し尿処理体制の概要 

 ３-19-５ し尿収集必要量パラメータ一覧 

 

第2項 し尿処理の実施 

1 仮設トイレの設置 

電気、水道等の供給停止により、従前の住宅で生活ができなくなった被災者は、避難所で収容保

護することが原則であるが、被害の状況により、従前の住宅での生活が確保できる者も多数存在す

ることから、地域の実情を勘案し、避難所や付近の公園、空地等に素掘式又は便槽付きの仮設トイ

レを確保する。 

仮設トイレの確保にあたっては、避難所への避難者数や断水率等から、仮設トイレの必要基数を

推計する。 
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なお、仮設トイレの設置が必要な場合については、県に対し要請を行い、県と関係団体による「災

害時における仮設トイレの供給に関する協定」に基づき、供給を受ける。 

資料編［廃棄物処理］ 

 ３-19-６ 仮設トイレの必要基数 

 

2 し尿の収集 

市内の避難所等に仮設トイレを設置した場合には、これらの仮設トイレからのし尿の収集を行い、

し尿の収集運搬、処理等の状況により、し尿処理業者や近隣自治体に応援要請を行う。 
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第3節 障害物除去 

主な担当関係部署：道路課、河川港湾課、都市計画課、農林漁港整備課、上下水道局、 

クリーンセンター 

主な担当関係機関：国土交通省山口河川国道事務所、徳山海上保安部、防府土木建築事務所、

山口健康福祉センター、防府警察署、西日本高速道路㈱ 

災害の発生に伴い各種の障害物が一般住家、道路、河川、港湾等に発生し、市民の日常生活

や業務機能の維持確保に支障を及ぼすことが予想される。 

このため、市は、職員による巡視等から迅速に被災地域の状況を把握し、それに基づき、住

宅、所管の道路及び河川施設について、障害物の除去、解体を実施する。除去作業に当たって

は、県、近隣市町村、民間事業者等による応援協力体制を活用する。 

活動方針 

○土石や竹木等の障害物の排除に向け、関係機関と調整を実施する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 障害物除去体制の確立       

2 住居関係障害物の除去       

3 その他の障害物の除去       

具体的な活動内容 

第1項 障害物除去体制の確立 

被災地域の障害物除去の処理は、市が行う。大規模災害発生時においては、市の処理機能が停止

することも予想されることから、市は、民間業者及び近隣市町に応援を求め、速やかに処理体制を

構築する。 

県は、大規模災害発生の場合は、被害も広域、甚大となることから、関係機関との連絡調整をし、

除去活動が円滑に実施されるよう努める。 

第2項 住居関係障害物の除去 

対象世帯の調査・選定 

半壊及び床上浸水した全世帯（被災世帯）を明らかにして、それぞれの世帯人数、職業、年収、

世帯状況（被保護者、身障世帯、高齢者世帯、母子世帯、要保護世帯等の別）、市民税課税状況（非

課税・均等割・所得割の別）及び被害状況を調査し、資格を満たす者を対象として「障害物除去対

象者名簿」を作成する。 
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第１９章 第 3節 障害物除去 

共通編３ 第１９章 - 7 

除去作業の実施 

市が賃金労働者等、技術者を動員し、機械器具等を借上げて直接実施する。 

労力、機械等が不足する場合は、県(救助総務班)及び隣接市町からの派遣を求める。 

あらかじめ定めておいた集積地等へ一時集積するなどし、作業の円滑化を図る。 

 

救助法に基づく住居関係障害物の除去 

救助法が適用された災害による障害物の除去は、土石、竹木等の障害物が、住家等に運び込まれ、

日常生活を営む上で支障をきたしている者に対し、これらの障害物を除去することにより、その被

災者を保護するため、市が実施するものである。 

なお、救助法による障害物の除去の範囲は、資料編のとおりとする。 

資料編［災害救助法、罹災証明等被害認定関連］ 

 ３-17-５ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間早見表 

 

救助法の適用がない場合の処理 

災対法第 62条の規定に基づき、市が、除去の必要を認めた者を対象として、障害物の除去を実

施する。 

 

第3項 その他の障害物の除去 

道路、河川、港湾、漁港等の公共土木施設等に関わる障害物は、各種の応急対策活動を円滑に実

施するに当たって大きな支障となることから、これら施設の障害物の除去について必要な事項を定

める。 

1 道路関係障害物の除去 

道路上の落下物、建物工作物倒壊等による障害物の除去については、県、市及び関係機関が協力

して総合的除去対策を立て、必要な措置を講じる。特に、緊急啓開路線については、優先的に実施

する。 

市は、道路上の障害物の状況を調査し、速やかに県（土木建築対策部）に報告するとともに、所

管する道路上の障害物を除去する。また、関係機関と連絡をとり、相互協力するものとする。 

資料編［廃棄物処理］ 

 ３-19-７ 道路関係障害物の除去の概要 

2 河川・港湾、漁港関係障害物の除去 

市は、所管する施設に関わる障害物を除去する。一次対策としては、物資輸送、配送等の拠点と

して活用する施設等について障害物を除去する。 

資料編［廃棄物処理］ 

 ３-19-８ 河川・港湾、漁港関係障害物除去の概要 

3 汚物の処理 

一般的には廃棄物処理法の規定により実施されるものであるが、汚物が生活上著しい障害となっ

ている場合、救助法による救助として除去することができる。 
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第２０章 ボランティア活動支援 

第1節 ボランティアの受入れ・活動支援 

主な担当関係部署：社会福祉課、地域振興課  

主な担当関係機関：市社会福祉協議会 

地震等による大規模災害時には、市及び防災関係機関の救助活動に併せ、市民の協力を必要

とする。また、一方では、被災を免れた市民等から被災地の救援活動への参加も予想される。

これらの者の善意を救助活動等に効果的に生かすためには、救助実施機関との連携と受入体制

の整備が必要となる。 

このため、市は、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性を考慮

し、災害時における被災者の救援活動に参加希望を持つボランティア（個人・団体）の活動が

円滑かつ効率的に行えるよう、その自主性を尊重しつつ、ボランティアとの連携に努める。 

活動方針 

○災害ボランティアセンター（社会福祉協議会）と連携し、ボランティアの受入れ及び活動支援を

実施する。 

○専門的知識・技能を必要とする活動へのボランティア派遣を要請し、活動を支援する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30分～ 2時間～ 24時間～ 72時間～ 1週間～ 

1 災害ボランティアセンターの設置       

2 災害ボランティアセンターの運営支援       

具体的な活動内容 

第1項 災害ボランティアセンターの設置 

市は、市本部設置後、災害の状況により必要と認めるときは、速やかに防府市社会福祉協議会に

災害ボランティアセンターの開設を要請し、社会福祉協議会内に防府市災害ボランティアセンター

を設置する。 

ボランティアとの連携に関する窓口は、災害ボランティアセンターが、ボランティアの受入れ及

び活動の企画・実施、活動に必要な資機材等の調達、市等との連絡調整等、ボランティア活動の支

援を行う。 

資料編［ボランティア活動］ 

 ３-20-１ ボランティア活動の実施系統 

 ３-20-２ 災害ボランティアセンターの活動内容 
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第2項 災害ボランティアセンターの運営支援 

1 ボランティアの受入及び活動調整 

災害ボランティアセンターは、ボランティアの専門的な知識や技術、経験、技能等が効果的に生

かされるよう専門性を考慮し、活動ごとにボランティアの受入れ・活動の調整を行う。 

市は、災害ボランティアセンターへ運営スタッフを派遣するなどして緊密に連携し、ボランティ

アの受入れ及び活動を支援する。災害ボランティアセンターの主な活動は以下のとおり。 

 市災害対策本部との連絡調整 

 全国的支援組織やボランティア団体、災害中間支援組織、ＮＰＯ等との連絡調整 

 各種情報の収集・整理・提供 

 被災者ニーズの把握 

 ボランティアの受付・派遣・需要調整（専門ボランティア、一般ボランティア） 

 

2 災害ボランティアセンター運営スタッフの確保 

ボランティア活動をより効果的に展開するため、運営スタッフを核として、各種団体及び個人ボ

ランティアをネットワーク化した活動を行うよう努める。このため、次のような団体あるいは個人

にコーディネーターを要請する。 

 被災地の諸事情に詳しく、人的、組織的ネットワークを持っていること。 

 市と信頼関係がある、又は作ることができること。 

 被災地の中で中立的な立場を保つことができること。 

 ボランティア活動についての豊富な知識、経験を有していること。 

 集団や組織のマネージメントができること。 

 

3 ボランティアの活動環境の確保 

市は、災害ボランティアセンターを窓口として、ボランティアの活動拠点となる施設の確保を支

援するとともに、情報提供や、物品の貸与等を求められた場合、積極的に協力する。また、ボラン

ティアへ健康管理のための情報提供を行い、災害ボランティアセンターを巡回して指導に当たる等、

健康管理を支援する。 

なお、被災地において支援を行う際は、女性に対する暴力等の予防に関する注意喚起、男女共同

参画の視点からの支援のあり方等について周知・伝達するよう努める。 

 

4 登録ボランティアに対する登録証明書等の発行 

災害ボランティアセンターは、登録したボランティアに対し、登録証明書（名刺サイズ）の所持

や名札（名前テープ）等をつけることにより、ボランティアを装った便乗業者等を識別できるよう

にする。 

 

5 ボランティアの派遣の要請 

市は、専門的知識・技能を必要とする救助活動等の実施に当たり、従事命令等によってもなお必

要な人員が不足する場合、県災対本部にボランティアの派遣を要請するとともに、派遣されたボラ

ンティアに対する指示等を行う。 
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6 関係団体等の支援 

関係団体、ＮＰＯ、民間企業等は、円滑なボランティア活動を支援するため、専門人材の派遣、

資機材や施設・用地の提供などの支援を行う。また、社員等がボランティア活動に参加しやすくな

るよう、できる限り配慮する。 

 

7 専門ボランティアの対応 

災害ボランティアセンターは、専門ボランティアの希望があったときは、総合政策部出張所班に

連絡する。出張所班は、専門ボランティアの活動内容に応じて各班と受入れに関する調整を行い、

ボランティア活動が円滑に進むよう努める。 
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第２１章 災害警備 

第1節 陸上警備活動 

主な担当関係機関：防府警察署  

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、陸上における災害の発生を防御し、

又は災害の拡大を防止するため、防府警察署は、早期に警備体制を確立し、犯罪の予防、交通

の規制等応急対策を実施して、生命、財産の保護及び社会秩序の維持に当たる。 

活動方針 

○防府警察署に災害警備本部を設置し、警備体制を確立する。 

○犯罪の予防、交通規制等の措置により、市民の安全と社会秩序の維持に当たる。 

○市本部設置時には、情報共有のため、署員を派遣する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30分～ 2時間～ 24時間～ 72時間～ 1週間～ 

1 防府警察署による陸上警備活動       

具体的な活動内容 

第1項 防府警察署による陸上警備活動 

防府警察署員は、管内に災害が発生し、又は発生が予想される場合は、あらかじめ定められたと

ころにより、非常招集又は非常参集して災害の状況に応じた警備体制を確立し、災害警備本部を設

置する。災害警備本部の組織及び活動は、防府警察署災害警備計画の定めるところによる。 

なお、主な活動を以下に示すが、詳細については、資料編のとおりとする。 

 情報の収集・伝達 

 救出救助活動 

 交通規制（緊急交通路の確保、一般交通規制等） 

 遺体捜索・検視 

 二次災害の防止（危険箇所の把握及び避難措置） 

 社会秩序の維持（警ら等の強化、生活経済事犯、窃盗犯、粗暴犯、民事介入暴力等の取

締等） 

 相談活動（行方不明者相談、消息確認相談、移動交番開設、警察官の立ち寄り活動等） 

資料編［災害対応］ 

 ３-２-２ 防府警察署の警備体制及び活動内容 
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共通編 第３編 災害応急対策計画 

第２１章 災害警備 

共通編３ 第２１章 - 2 

第2節 海上警備活動 

主な担当関係機関：徳山海上保安部 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、海上における災害の発生を防御し、

又は災害の拡大を防止するため、徳山海上保安部は、早期に警備体制を確立し、海上交通の安

全確保等応急対策を実施して、生命、財産の保護及び社会秩序の維持に当たる。 

活動方針 

○海上における犯罪の予防・取締り及び混乱の防止を図るため、情報の収集に努め、必要に応じ、

巡視船艇や航空機により、被害が予想される地域の周辺海域において犯罪の予防・取締りを行

う。 

○海上交通の安全確保のための措置を講じる。 

○通信を確保するための資機材確保等に努める。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30分～ 2時間～ 24時間～ 72時間～ 1週間～ 

1 徳山海上保安部における海上警備活動       

具体的な活動内容 

第1項 徳山海上保安部による海上警備活動 

徳山海上保安部は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、速やかに通信連絡網を確保

するとともに、海上交通の安全を確保するため、以下の措置を講じる。 

なお、詳細については、資料編のとおりとする。 

 通信連絡体制の確保（通信機器を搭載した巡視船艇の配備、通信要員の配置等） 

 海域における避難指示 

 海上の船舶交通の整理・指導及び交通制限 

 巡視船艇・航空機の巡回による水路の点検 

 損傷した航路標識の応急措置 

 無線等による船舶への情報提供 

 巡視船艇・航空機による防犯予防、取締及び警戒区域・重要施設周辺海域の警戒 

資料編［災害対応］ 

 ３-２-３ 徳山海上保安部の活動内容 
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共通編 第３編 災害応急対策計画 

第２２章 第 1節 公共土木施設の応急復旧 

共通編３ 第２２章 - 1 

第２２章 公共施設等の応急復旧 

第1節 公共土木施設の応急復旧 

主な担当関係部署：道路課、河川港湾課、農林漁港整備課 

主な担当関係機関：国土交通省山口河川国道事務所、徳山海上保安部、防府土木建築事務所、 

山口農林水産事務所、西日本高速道路㈱ 

道路、河川、海岸、橋りょう、漁港等の公共土木施設は、物資・人の輸送等を通して、社会

経済、市民の日常生活に大きくかかわっている。これらの施設が災害により被害を受けた場合、

市民生活に大きな支障を及ぼすばかりか、被災者の救助・救援活動に重大な支障をきたす。 

このため、市は、公共土木施設が被災した場合は、速やかに被害状況の把握に努め、応急措

置、応急復旧工事に係る要員の確保、動員の体制及び所要資材の緊急調達、輸送の措置等の方

針を定め、施設の機能回復に必要な応急復旧措置を講じる。 

活動方針 

○道路、橋りょう、トンネル等の被害状況を把握し、通行規制の措置、迂回路の選定など安全対策

を講じるとともに、応急復旧作業等を行い、道路交通の確保に務める。 

○迅速な道路啓開に向けた要員確保、動員配備、資機材の調達、輸送等を実施する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 応急工事の施工体制の確保       

2 施設別応急措置及び応急復旧       

具体的な活動内容 

第1項 応急工事の施工体制の確保 

1 要員の確保 

市は、被害状況を踏まえ、応急工事の施工に必要な技術者及び技能者の現況を把握し、適切な動

員措置を講じる。また、地元建設業者の施工能力を把握し、緊急動員を行う。 

 

2 建設機械、応急復旧用資材の確保 

市は、大型建設機械及び土のう袋、杭等の応急用資材及びスコップ、掛矢、足場等の応急用器具

の調達先、輸送方法及び輸送経路を決定し、緊急確保の措置を講じる。 
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共通編 第３編 災害応急対策計画 

第２２章 公共施設等の応急復旧 

共通編３ 第２２章 - 2 

3 応援要請 

市は、地震災害等、市単独では対応できない場合は、県及び隣接市等に必要な資機材の提供、職

員の派遣等を要請し、応急復旧に努める。 

第2項 施設別応急措置及び応急復旧 

災害が発生した場合、市及び各道路管理者等は、所管する道路、橋りょう及びトンネルについて、

被害状況を速やかに把握し、道路交通の確保を図るために、交通規制等の措置、迂回路の選定等通

行車両の安全対策を講じるとともに、道路状況等について、パトロールカー、報道機関等の協力を

得て適時適切な広報を実施するほか、被災箇所については応急措置及び応急復旧工事を実施する（第

７章第3節｢緊急道路啓開｣関連）。 

 

1 道路・橋りょう・トンネル 

被害状況の把握及び応急措置の実施は、緊急輸送道路を優先して実施するものとし、各機関のと

るべき対応については、資料編のとおりとする。 

資料編［復旧対策］ 

 ３-21-１ 主な応急復旧措置【道路・橋りょう・トンネル】 

 

2 河川、ため池及び内水排除施設 

暴風、高潮等により堤防、護岸、ポンプ場等が破壊、決壊等の被害を受けた場合には、施設の応

急復旧及び浸水の排除に必要な措置を講じる。 

資料編［復旧対策］ 

 ３-21-２ 主な応急復旧措置【河川・ため池・内水排水施設】 

 

3 港湾・漁港施設 

港湾、漁港施設は、道路等の陸上輸送と併せ、物資の流通に大きな役割を担っている。特に、大

規模災害が発生し陸上輸送路が途絶したときには、海上による輸送の必要が生じる。 

暴風、高潮、地震又は津波により、港湾、漁港等のけい留施設、荷揚げ施設等が被災した場合に

は、県（土木建築部・農林水産部）、徳山海上保安部及び山口県漁業協同組合と連携の上、応急措置

及び応急復旧対策を実施する。 

資料編［復旧対策］ 

 ３-21-３ 主な応急復旧措置【港湾・漁港施設】 

 

4 海岸保全施設 

海岸施設が、暴風、高潮等により被害を受けるおそれがあるときは、水害を警戒、防御し、被害

が生じた場合は、二次災害から市民を守るため必要な応急措置及び応急復旧工事を実施する。 

資料編［復旧対策］ 

 ３-21-４ 主な応急復旧措置【海岸保全施設】 
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共通編 第３編 災害応急対策計画 

第２２章 第 1節 公共土木施設の応急復旧 

共通編３ 第２２章 - 3 

5 砂防施設、地すべり防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設 

砂防施設、地すべり防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設が災害により被害を受けた場合は、市民

の生活に特に大きな影響を及ぼすため、県の実施する応急措置（斜面判定士による二次災害防止の

調査点検及び応急復旧対策）に協力し、危険個所のパトロールを行うなどの安全確認を実施する。 

資料編［復旧対策］ 

 ３-21-５ 主な応急復旧措置【砂防設備・地すべり防止施設・急傾斜地崩壊防止施設】 

 

6 治山・林道施設 

治山・林道施設は、その所在する地理的条件から、様々な災害現象による被害を受けやすい。災

害により被害を受けた場合は、被害状況を速やかに調査し、必要な応急復旧工事を実施する。 

資料編［復旧対策］ 

 ３-21-６ 主な応急復旧措置【治山・林道施設】 
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第２２章 公共施設等の応急復旧 

共通編３ 第２２章 - 4 

第2節 公共施設の応急復旧 

主な担当関係部署：各施設所管課 

病院、社会福祉施設、学校、社会教育施設等の公共施設は、市民の日常生活に大きくかかわ

る施設であり、また、災害発生時には、応急救護所、避難場所等として重要な役割を担うこと

になる。これらの施設が被災した場合における迅速な応急復旧措置は、被災市民の民心安定を

図る上で重要なものとなることから、速やかに被害状況の把握に努め、応急措置、応急復旧工

事に係る要員の確保、動員の体制及び所要資材の緊急調達、輸送の措置等の方針を定め、施設

の機能回復に必要な応急復旧措置を講じる。 

活動方針 

○各施設管理者は、被害状況を把握し、施設の機能回復を図るための応急対策をする。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 安全の確保措置       

2 応急復旧対策       

具体的な活動内容 

第1項 安全の確保措置 

1 施設入館者の安全確保 

公共施設等の各施設管理者は、あらかじめ定めた応急対策計画に基づき、災害の規模、利用者・

入所者、職員、施設設備等の被災状況の把握に努めるとともに、消火活動等の初動対応を実施する。 

また、災害状況に応じ適切な避難誘導を実施するとともに、応急救護等の緊急措置を行い、入所

者等の安全確保に努める。主な初動対応を以下に示す。 

 応急対策を実施する組織体制の確立 

 利用者・入所者、職員の安否確認、応急救護 

 消火活動 

 施設設備の点検 

 施設管理に必要な職員を確保し、施設設備の保全措置 

 被災当日及びその後における施設の運営 

 利用者・入所者の家族への連絡措置 

 

2 二次災害防止措置 

災害後の二次災害の防止や応急復旧を効果的に行うため、建物の危険度判定を実施する。 

なお、応急危険度判定の詳細については、第3編第12章「建物及び宅地の応急対策」を参照の

こと。 
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共通編 第３編 災害応急対策計画 

第２２章 第 2節 公共施設の応急復旧 

共通編３ 第２２章 - 5 

資料編［建物の応急復旧］ 

 ３-16-１ 応急危険度判定活動体系図 

 ３-16-２ 被災建築物応急危険度判定の流れ 

第2項 応急復旧対策 

各施設管理者は、被災状況について市及び県の各施設所管課に報告するとともに、市及び県の各

施設所管課と協議の上、災害施設設備の応急復旧を実施し、必要に応じて応援要請を行う。 

市は、所管する各施設管理者に対し、災害時における施設の機能の確保及び利用者等の安全確保

を図ることを目的に、災害後の応急措置並びに応急復旧に必要な措置について指導を行う。 
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第２３章 ライフライン施設等の応急復旧 

第1節 電力施設 

主な担当関係機関：中国電力ネットワーク㈱山口ネットワークセンター、県企業局 

災害により電気施設に被害があった場合、中国電力ネットワーク㈱及び県企業局は、速やか

に活動体制を構築し、二次災害の発生の防止及び被害の軽減、応急復旧に努める。 

市は、電力施設の被害状況及び停電状況、復旧見込み等の情報を収集し、市民へ提供する。 

活動方針 

○電力事業者の被害状況及び対応状況を、速やかに市民へ伝達する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 中国電力ﾈｯﾄﾜｰｸ㈱の応急対策       

2 県営電力施設の応急対策       

具体的な活動内容 

第1項 中国電力ネットワーク㈱の応急対策 

所管する電気施設等に災害が発生した場合の対応については、災対法第３９条の規定に基づき策

定した防災業務計画により、速やかに応急措置を実施する。 

1 災害対策の基本方針 

災対法、電気関係法規及び中国電力ネットワーク㈱の諸規程に立脚して、総合的・長期的視野に

立った災害対策を推進する。 
 

2 災害発生時の防災体制 

災害発生時の活動体制は、以下のとおりとする。 

【防災体制発令の考え方】 

区分 発令の考え方 

警戒体制 

(災害対策準備本部) 

 山口県内のネットワークセンター担当区域に一定の被害が予測

される場合 

 山口県内のネットワークセンター担当区域内に被害が発生し，

応急対応を実施する必要がある場合 

非常体制 

(災害対策本部) 

 山口県内のネットワークセンター担当区域内に大規模な被害が

発生し，応急対応を実施する必要がある場合 
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第２３章 ライフライン施設等の応急復旧 

共通編３ 第２３章 - 2 

特別非常体制 

(災害対策本部) 

 山口県内のネットワークセンター担当区域に甚大な被害が発生

し，復旧に相当の時間を要するなど社会的影響が非常に大きい

場合 

【市本部との連絡体制】 

 防府市防災危機管理課に都度提出している「災害対策本部設置のお知らせ」に記載のとおり。 

3 災害応急対策 

災害時における、中国電力ネットワーク㈱山口ネットワークセンターが行う電気施設の防護及び

電力供給の確保に関する対策は、災対法第３９条の規定に基づき、中国電力ネットワーク㈱が作成

する防災業務計画により実施する。 

 

4 災害復旧対策 

復旧に際しては、被害の状況、設備の重要度、その時点の工事能力及び復旧資材の状況等を総合

的に勘案して、極力短期日の復旧に努める。復旧順位は、系統及び負荷の重要性等を考慮し、復旧

効果の大なるものから行うが、原則として次の方針による。 

電源側 
 主要水・火力電源に関連する発送変電設備並びに超高圧系統に関連する発送変

電設備を優先し、次いでその他電源とする。 

負荷側 
 治安上必要な一般電灯、保安用電力、防災に関する公共機関、基幹病院、社会福

祉施設及びライフライン施設を最優先とし、順次一般用電力とする。 

資料編［復旧対策］ 

 ３-21-７ 主な応急復旧措置【中国電力】 

 

5 保安対策 

（1）火災時の措置 

火災又は注水により危険があると認めた場合及び消防関係者・警察官の命令があった場合は、

次により停電する。 

高圧線  最寄りの開閉器 

低圧線  変圧器の一次側又は低圧線路の適当な箇所 

引込線  柱上分岐点 

（2）非常災害時の措置 

暴風雨、洪水等非常災害時において、冠水等で危険と認めたときは、当該範囲の送電を停止

する。 

第2項 県営電力施設の応急対策 

災害等により県営電力施設に被害が発生し、又は発生のおそれのある場合における応急復旧対策

に必要な措置について定める。 

 

1 情報連絡体制の確立 

災害が発生した場合、定められた職員及び各事業所当直職員は、情報連絡系統図により職員を招

集する。主管課と事業所との連絡及び関係機関との連絡を密に行い、情報収集に努める。 

資料編［復旧対策］ 

 ３-21-８ 主な応急復旧措置【県営電力施設】 
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共通編 第３編 災害応急対策計画 

第２３章 第 1 節 電力施設 

共通編３ 第２３章 - 3 

 

2 応急対策 

（1）災害発生直後の保安 

発電所に係る災害が発生した場合、各発電所の操作マニュアル・系統利用協定書による操作

を行い、二次災害の発生を防止するとともに、水力設備・機械設備・土木設備等の保全に努め

る。 

（2）復旧体制 

事業所長は、必要な職員を動員して災害箇所を確認し、必要な処置を行うとともに、関係機

関と密接な連絡を行い、復旧に努める。 

 

3 保安対策 

必要に応じて、中国電力ネットワーク㈱の指示により送電を停止する。 

  

287



共通編 第３編 災害応急対策計画 

第２３章 ライフライン施設等の応急復旧 

共通編３ 第２３章 - 4 

第2節 ガス施設 

主な担当関係機関：山口合同ガス㈱防府支店、簡易ガス供給事業者、 

山口県ＬＰガス協会防府徳地支部 

災害等が発生し、ガス設備に被害が生じた場合、ガスに起因する二次災害の発生を防止する

とともに、被災者の生活確保のための応急復旧を実施し、ライフライン施設としての機能の維

持を図る。 

活動方針 

○ガス事業者の迅速な応急復旧活動を支援するため、情報提供等の連携を強化する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30 分～ 2 時間～ 24時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 ガス事業者（旧一般ガス事業者）の応急対策       

2 ガス事業者（旧簡易ガス事業者）の応急対策       

3 ＬＰガス・燃焼器具の供給対策       

具体的な活動内容 

第1項 ガス事業者（旧一般ガス事業者）の応急対策 

1 災害時の活動体制 

非常災害が発生した場合、災害対策の迅速かつ適切な実施を図るため、ガス事業者(旧一般ガス事

業者)は、あらかじめ定めている計画に基づき、必要な活動体制を確立する。 

 

2 応急対策 

災害により、所管するガス供給設備等に被害が発生した場合における応急対策は、ガス事業者(旧

一般ガス事業者)があらかじめ作成している計画に基づき、必要な応急措置を実施する。 

中国四国産業保安監督部は、ガス事業者(旧一般ガス事業者)に対し、災害時における応急措置及

び応急対策について必要な指導・助言を行う。 

ガス事業者(旧一般ガス事業者)は、「災害時連携計画」に基づき、ガスの安定供給の確保に支障が

生ずる場合に備えることとし、事業者相互の連携・協力に努めるものとする。 

資料編［復旧対策］ 

 ３-21-９ 主な応急復旧措置【ガス事業者(旧一般ガス事業者)】 

第2項 ガス事業者（旧簡易ガス事業者）の応急対策 

ガス事業者（旧簡易ガス事業者）は、ガス事業者(旧一般ガス事業者)に準じた応急対策をとり、

被害の拡大防止及びガス供給の再開に努める。 

また、一般社団法人日本コミュニティーガス協会中国支部の「中国支部コミュニティーガス事業

の防災に係る通報・応援措置要領」に基づき、災害の発生又はその拡大を防止し、相互に必要な援
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共通編 第３編 災害応急対策計画 

第２３章 第 2 節 ガス施設 

共通編３ 第２３章 - 5 

助活動を行う。 

中国四国産業保安監督部は、ガス事業者（旧簡易ガス事業者）に対し、災害時における応急措置

及び応急対策について必要な指導・助言を行う。 

第3項 ＬＰガス・燃焼器具の供給対策 

大規模な災害等が発生した場合において、熱源の確保は、医療救護活動又は被災者が日常生活を

営む上での重要な対策となる。ＬＰガスは、熱源の中でも災害に強い熱源であり、その機動性等か

ら災害時の応急熱源として、特に大きな効果を期待できるため、市は一般社団法人山口県 LP ガス

協会防府徳地支部と災害時における物資の供給に関する協定を締結している。 

ＬＰガス等の確保に向けた要請及び調達の手順は、以下のとおり。 

① 市は、ＬＰガス等の確保が必要となった場合は、一般社団法人山口県 LP ガス協会防府

徳地支部に供給の要請をする。 

② 一般社団法人山口県ＬＰガス協会防府徳地支部は、市からの要請に基づき、供給可能な

事業者を市に連絡する。 

③ 連絡を受けた市は、当該事業者に連絡し、必要なＬＰガス等を調達する。 

④ また、引渡しに当たっては、市は物資の引渡し場所に職員又は市の指定する者を派遣し、

物資の確認を行う。 

  

289



共通編 第３編 災害応急対策計画 

第２３章 ライフライン施設等の応急復旧 

共通編３ 第２３章 - 6 

第3節 水道施設 

主な担当関係部署：上下水道局 

災害による水道施設等への被害が発生し、応急給水が長期に及ぶと被災市民の生活安定に重

大な影響を与える。このため市上下水道局は、被災施設の応急対策・復旧活動について必要な

事項を定め、迅速な復旧を実施する。 

活動方針 

○水道関連施設の迅速な被害状況把握、優先度をもった応急復旧対策等を進める。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 水道施設の応急対策       

具体的な活動内容 

第1項 水道施設の応急対策 

1 動員体制の確立 

（1）要員の確保 

災害時における飲料水の確保、復旧、情報連絡活動等に従事する要員を確保するため、担当

職員及び担当業務を定めた計画に基づき動員を行う。 

休日、夜間等の勤務時間外に発生した場合は、職員は被害状況に応じ、所属事業所に参集し、

応急対策に従事する。 

なお、市上下水道局職員で不足する場合の人員の確保は、市本部各対策部及び日本水道協会

山口県支部へ応援を求める。 

（2）関係機関及び関係業者への協力要請 

被災施設の応急処置及び復旧は、指定水道工事事業者等へ協力要請を行う。この場合、市内

の業者も被災していることが考えられることから、日本水道協会山口県支部に応援要請を行い、

必要業者の確保を図る。 

日本水道協会山口県支部に対して応援を要請するが、さらに必要と認めるときは、日本水道

協会山口県支部が中国四国地方支部長都市へ応援を要請する。 

（3）情報連絡活動 

情報収集の手段、連絡手段、受持地域、内容等を定めた計画に基づき、迅速かつ正確に情報

収集・伝達活動を行う。 

また、大規模災害による被害が発生した場合は、広範多岐にわたることから、他の協力を必

要とする事態も多分に生じる。このため、市本部との連絡調整に必要な要員を速やかに配備し、

連携体制を確立する。 
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共通編 第３編 災害応急対策計画 

第２３章 第 3 節 水道施設 

共通編３ 第２３章 - 7 

2 応急対策 

災害発生後は、速やかに水道施設の点検及び被害状況の把握を行い、応急措置を実施する。 

なお、水道施設の応急措置内容の詳細については、資料編のとおりとする。 

 

3 復旧対策 

復旧に当たっては、再度の被災防止を考慮に入れ、耐震性の向上等の観点から、必要な改良復旧

を行うとともに、耐震化緊急時用貯水施設の整備を図るなど、計画的に復旧対策を進める。 

資料編［復旧対策］ 

 ３-21-10 主な応急復旧措置【水道施設】 
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共通編 第３編 災害応急対策計画 

第２３章 ライフライン施設等の応急復旧 

共通編３ 第２３章 - 8 

第4節 下水道施設 

主な担当関係部署：上下水道局、クリーンセンター（廃棄物対策班） 

下水道は、市民の日常生活に大きくかかわっており、災害により、施設に被害が生じた場合

は、衛生対策上、また、被災者の生活に重大な影響を与える。このため、市上下水道局は、災

害時における下水道施設の応急対策及び復旧に必要な体制を整備し、迅速に応急活動を実施す

る。 

活動方針 

○下水道関連施設の迅速な被害状況把握、優先度をもった応急復旧対策等を進める。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 下水道施設の応急対策       

具体的な活動内容 

第1項 下水道施設の応急対策 

1 災害活動体制の確保 

（1）要員の確保 

災害時における応急措置、復旧及び情報連絡活動に従事する要員を確保するため、職員の担

当業務、担当者を定めた計画に基づき動員を行う。この場合、休日、夜間等の勤務時間外に発

生した場合についても、迅速な対応がとれるよう留意する。 

上下水道局の職員が不足する場合の要員の確保について、市本部各対策部及び県都市計画課

下水道班へ応援を求める。 

（2）関係機関及び関係業者への協力要請 

被災施設の応急処置及び復旧は、通常業者に委託して実施することから、必要に応じ、関係

業者等に対し、事前の協議内容に基づき協力を要請する。 

大規模災害等発生の場合、市内の業者については、被災していることが考えられることから、

県都市計画課下水道班に応援あっせんの要請を行い、必要業者の確保を図る。 

（3）情報連絡活動 

応急対策を速やかに実施するためには、正確な情報を迅速に収集・伝達することが必要とな

ることから、情報収集の手段、連絡手段、受持地域、内容等を定めた計画に基づき、迅速かつ

正確に情報収集・伝達活動を行う。また、市本部、外部機関等との連絡調整が円滑にできるよ

う、必要な要員を配備する。 
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共通編 第３編 災害応急対策計画 

第２３章 第 4 節 下水道施設 

共通編３ 第２３章 - 9 

2 応急対策 

（1）災害復旧用資機材の整備 

応急措置に必要な資機材（発動電動機・空気圧縮機・水中ポンプ等）について、調達先等を

把握整理し、確保体制を講じておく。 

（2）施設の点検 

災害発生後は、速やかに施設を点検し、被害状況を把握する。 

処理施設及びポンプ場については、点検を実施し、被害状況を把握する。 

管渠等については、巡回点検を実施し、漏水、道路陥没等の有無及び被害の程度の把握に努

める。 

（3）応急措置 

処理場・ポンプ場において、停電のためポンプ機能が停止した場合、非常用発電機等によっ

て運転を行い、排水機能の確保を図る。 

管渠の被害に対しては、箇所や程度に応じて応急措置を講じる。 

工事施工中の箇所については、請負者に被害を最小限に止めるよう指示を行い、必要に応じ

て、現場要員の張り付け、必要資機材の確保を行わせる。 

（4）応急仮設トイレの確保 

所管する施設に被害が発生し、下水道が使用不可能となった場合は、代替対策として、応急

仮設トイレ等の確保対策を行う。 

なお、仮設トイレの設置は、生活環境部廃棄物対策班が行う。 

 

3 復旧対策 

（1）処理場・ポンプ場 

処理場・ポンプ場の機能に重要な影響を及ぼすものについては、速やかに復旧を行う。停電

となった場合は、非常用発電機等により排水機能を確保し、電力の復旧とともに速やかに主要

施設の機能回復を図る。 

（2）管渠施設 

管渠施設については、比較的浅い位置に埋設されており、地震の場合は影響を受けやすく、

経年劣化等による老朽管の継手部のズレ、ひび割れ等の被害が懸念される。 

復旧順序については、処理場、ポンプ場、幹線管渠等の主要施設の復旧に努め、その後枝線

管渠、排水桝、取付管の復旧を行う。 

（3）広報活動 

公共施設の被害は、市民の生活を直撃し、不安感の醸成につながることから、適時適切な広

報活動が必要となる。 

このため、被害状況、復旧予定、状況等について広報活動を実施する。広報活動は、広報車、

ラジオ、テレビ、新聞等の報道機関を併用して実施する。 

資料編［防災物資、施設、資機材］ 

 ３-15-５ 公共下水道現況一覧 
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共通編 第３編 災害応急対策計画 

第２３章 ライフライン施設等の応急復旧 

共通編３ 第２３章 - 10 

第5節 電気通信設備 

主な担当関係機関：西日本電信電話㈱山口支店 

今日、市民の日常生活、社会経済活動において情報通信は、非常に大きなウエイトを占めて

いる。災害時において、通信の途絶は、災害応急活動に重大な支障を及ぼすばかりか、被災地

域の社会的混乱をも招くことになりかねない。このため、災害時において、通信の途絶を防止

するため、西日本電信電話株式会社は、各種通信施設の確保、復旧等を実施する。 

市は、電気通信設備の被害状況及び通信の停止状況、復旧見込み等の情報を収集し、市民へ

提供する。 

活動方針 

○西日本電信電話（株）の迅速な応急復旧活動を支援するため、情報提供等の連携を強化する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 電気通信設備の応急対策       

具体的な活動内容 

第1項 電気通信設備の応急対策 

災害が発生した場合には、その所管する電気通信設備等災害応急対策及び災害復旧については、

別に定める「西日本電信電話株式会社災害等対策規程」及び同実施細則に基づき、必要な措置を講

じる。 

 

1 災害対策本部の設置 

災害が発生し、又は発生するおそれのある場合において、当該災害の規模、その他の状況により

災害応急対策及び災害復旧を推進するため、特に必要と認めた時は、西日本電信電話株式会社職制

の規定にかかわらず、山口支店に災害対策本部を設置する。 

災害対策本部には、「情報統括班」、「設備復旧Ｇ」、「お客様対応Ｇ」及び「総務厚生Ｇ」を設け、

本部長の指示のもとに、被害状況、通信その他の疎通状況等及び重要通信並びに街頭公衆電話の疎

通確保、設備の復旧、広報活動その他の業務を行う。 

 

2 災害情報連絡体制の確立 

地震等、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、情報連絡体制を確立し、情報の収集

及び伝達に当たる。 

 

3 応急対策 

災害発生後は、別に定める「西日本電信電話株式会社災害等対策規程」及び同実施細則に基づき、

速やかに施設設備の点検及び被害状況の把握を行い、応急措置を実施する。 

なお、電気通信設備の応急措置内容の詳細については、資料編のとおりとする。 
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資料編［復旧対策］ 

 ３-21-11 主な応急復旧措置【電気通信設備】 

 

4 復旧対策 

災害に伴う電気通信設備等の応急復旧は、恒久的復旧工事との関連及び情勢の緊急度を勘案して、

迅速・適切に実施する。 
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第6節 工業用水道施設 

主な担当関係部署：上下水道局 

工業用水道は、企業活動にとって必要不可欠なものであり、災害等により工業用水道施設に

被害が発生した場合は、産業経済活動に与える影響も大きいことから、災害発生時における応

急・復旧対策を迅速に実施する。 

活動方針 

○工業用水関連施設の迅速な被害状況把握、優先度をもった応急復旧対策等を進める。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 工業用水道施設の応急対策       

具体的な活動内容 

第1項 工業用水道施設の応急対策 

1 情報連絡体制の確立 

災害発生直後は、被災状況の把握が急務である。このため、上下水道局中央管理室の監視装置に

よるデータの収集を行うとともに、施設の巡視を行う。また、上下水道局及びユーザーを含めた連

絡体制を密にしながら、関係機関、市民等から管路等の破損、漏水等の情報収集に努める。 

資料編［復旧対策］ 

 ３-21-12 工業用水道施設の連絡体制図 

 

2 応急対策（発生直後の保安） 

工業用水道施設は、配水管、水源地等の施設を有していることから、当施設の損傷等による二次

災害の発生を防止するため、当該地域における総合的な対応マニュアルに基づき、応急措置を講じ、

被害を最小限に止める。 

 

3 復旧対策 

施設台帳、管路台帳等の関係図書類及び資機材（管種管径に応じた継輪、携帯用発電機、排水ポ

ンプ等）を整備し、迅速な処置がとれるようにしておくとともに、あらかじめ緊急事故対応業者を

選定しておき、早急に対応させる。 
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第7節 鉄道施設 

主な担当関係機関：西日本旅客鉄道㈱ 

公共輸送機関として多数の旅客、物資の輸送をしている鉄道は、災害等により被害が発生し

た場合、市民生活に重大な支障を与え、また、利用者の人命に直接かかわるおそれがある。 

このため、災害が発生した場合、旅客及び施設の安全確保と物資の緊急輸送の実施に必要な

応急措置を実施する。 

市は、鉄道施設の被害状況、運行の停止状況、復旧見込み等の情報を収集し、市民へ提供す

る。 

活動方針 

○鉄道事業者と連携し、旅客及び施設の安全確保を行い、事業者が行う応急措置及び応急対策を支

援する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 鉄道施設の応急対策       

具体的な活動内容 

第1項 鉄道施設の応急対策 

災害発生には、避難誘導及び負傷したお客様の救護活動を速やかに実施し、被害を最小限に留め

るとともに、適切な案内放送を行い、混乱を防止する。また、火災や浸水などの二次災害発生の防

止に努め、旅客の安全と輸送の安全の確保を図る。 
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第２４章 農林業災害応急対策 

第1節 農産物対策 

主な担当関係部署：農林水産振興課 

主な担当関係機関：山口農林水産事務所 

関係機関は、災害時における農業用施設の被害の実情を早期に調査し、農林業の経営の安定

を図るための応急復旧対策を図るものとする。 

活動方針 

○病害虫防除対策に関して、山口農林水産事務所等から技術的指導が円滑に行なえるように関係

機関との情報伝達を行う。 

○種子、種苗の供給確保に関して、早期に行なえるよう農業団体等との情報伝達を的確に行なう。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30分～ 2時間～ 24時間～ 72時間～ 1週間～ 

1 病害虫防除対策       

2 種子及び種苗の確保供給       

具体的な活動内容 

第1項 病害虫防除対策（植物防疫法） 

農産物対策全般の実施体系は、資料編のとおりとする。 

資料編［農林業災害対策］ 

 ３-22-１ 農産物対策全般の実施系統 

 ３-22-２ 予察の実施体系 

 ３-22-３ 病害虫防除対策実施体系 
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1 県の防除体制 

県は、病害虫発生時の防除に関し、以下を実施する。 

実 施 事 項 実 施 内 容 

病害虫防除計画の

作成及び指導 

 県農林水産部は病害虫防除指導推進要綱に基づき県病害虫防除対策協議会を

開催し、協議の上、県防除方針を作成するとともに市町の防除実施計画の立案

について指導を行う。 

防除活動 

 県農林水産部は、県病害虫防除対策協議会を設置し、市に対し、県防除方針に

基づき指導を行うとともに、次の措置を講じる。 

 

・農林総合技術センター農業技術部（病害虫防除所）と農林水産事務所及び農

林事務所（農業部）は一体となって防除技術指導体制を確立し、管内の病害

虫発生状況を常時正確に把握するとともに、県農林水産部へ速報する。 

・農林総合技術センター（病害虫防除所）は、県農林水産部の発生予察情報に

基づき、関係機関、団体に情報を伝達（提供）する。 

・被災地域が広大で、集団的に一斉に病害虫の防除を実施する必要があるとき

は、農林水産大臣に対し緊急防除の申請を行う。 

農薬等の確保措置 
 農薬等防除資材の需給調整について山口県植物防疫農作業安全協会の協力を

求める。 

 

2 市の防除体制 

病害虫発生時は、県の防除体制に準じて体制を整えるとともに必要な事項について定めることと

する。 

第2項 種子及び種苗の確保供給（主要農作物種子法） 

1 確保の措置 

災害応急用の種子及び種苗の確保として、以下の措置を実施する。 

対 象 措 置 

水稲関係  災害応急用水稲籾の確保措置 

野菜関係  野菜指定産地及び野菜認定産地における確保措置 

飼料作物関係  災害応急用種子の確保措置 

 

2 供給の方法 

災害応急用の種子及び種苗の供給は、以下の方法で実施する。 

対 象 方 法 

種籾 
 市長からの要請申請により、山口県米麦改良協会を通じ供給のあっせんを行

う。 

野菜関係 
 市長からの要請により、全国農業協同組合連合会山口事務所・山口県農業協同

組合を通じ供給のあっせんを行う。 

 

第3項 生産技術指導 

山口農林水産事務所は、特に被害度の高い風水害対策について広報機関等を利用して普及に努め

るとともに直接農家の指導に当たる。その他干害、冷害、凍霜雪害等については、被害の様相に応
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じて適切な指導を行う。主な対策は以下のとおり。 

対 象 対 策 事 項 

水稲関係 
 台風来襲時の灌漑、台風後の排水、泥土の洗除及び二次的に発生する病害虫対

策 

果樹、野菜その他

の作物関係 

 防風垣、柵の修理、補強、排水、中耕等による生育促進及び二次的に発生する

病害虫対策 
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第2節 家畜管理応急対策 

主な担当関係部署：農林水産振興課 

主な担当関係機関：山口農林水産事務所 

畜産及び農業関係団体の協力を得て、飼料の確保、調達並びに配給対策を講じる。 

活動方針 

○家畜管理に関して、関係機関との連携・連絡を密にするとともに、あらかじめ定められた役割分

担に基づき、迅速かつ適切な防疫対策を図る。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30分～ 2時間～ 24時間～ 72時間～ 1週間～ 

1 家畜伝染病予防対策       

2 被災家畜への応急対策       

具体的な活動内容 

第1項 家畜伝染病予防対策（家畜伝染病予防法） 

1 活動組織 

被災地における家畜伝染病予防対策は、山口農林水産事務所畜産部（中部家畜保健衛生所）を中

心とする地区家畜防疫対策協議会が実施する。その他、家畜及び家畜関係の被害の拡大を防除する

ための応急対策は、市が実施する。 

地区家畜防疫対策協議会は、山口農林水産事務所畜産部（中部家畜保健衛生所）、山口健康福祉セ

ンター（山口環境保健所）、県畜産振興協会、市（農林水産振興課）、全国農業共済組合連合会山口

県本部、県獣医師会、県農業協同組合、酪農関係団体により構成する。 

なお、連絡体系図及び活動組織については、資料編のとおりとする。 

資料編［災害情報の収集・伝達］ 

 ３-３-14 地区家畜防疫対策協議会連絡体系図 
 

資料編［農林業災害対策］ 

 ３-22-４ 地区家畜防疫対策協議会活動組織 

 

2 活動内容 

地区家畜防疫対策協議会が編成する防疫組織は、次の業務を行う。 

  

302



共通編 第３編 災害応急対策計画 

第２４章 第 2節 家畜管理応急対策 

共通編３ 第２４章 - 5 

防疫組織構成 業 務 の 内 容 

総務班 

 家畜伝染病に関する啓発・指導 

 情報収集、連絡及び報告 

 防疫用資材の調達、あっせん及び配分 

病性調査班 
 疑似患畜及び患畜の病生鑑定並びに疫学的調査 

 発生源及び感染経路の探求調査 

検診班 

 防疫地図の作成 

 家畜伝染病予防法による検査、注射の実施及び協力 

 疑似患畜の検診及び治療 

消毒処置班 

 発生畜舎及び予防指定地域に対する消毒指導 

 死亡獣畜、出荷できない生産物等の埋却、焼却等 

 疑似患畜、患畜又は死亡獣畜等の輪送措置及び指導 

 と畜場及び死亡獣畜処理場との連絡 

殺処分・評価班 
 患畜及び擬似患畜の殺処分 

 殺処分家畜、埋消却等を行う生産物等の評価 

飼養管理指導班 
 飼養管理の失宜による疾病発生防止指導 

 家畜管理資材の確保及び調達指導 

第2項 被災家畜への応急対策 

1 被災家畜の管理場の確保 

被災家畜が生じた場合、市は水系及び発生する災害の程度を考慮し、被災家畜のための管理場を

確保し、あらかじめ決めた管理者を配置して適切な管理を実施する。 

管理場の確保及び管理者の配置の基準は、次のとおりとする。 

対 象 対 策 事 項 

管理場の設置基準 

 おおむね 3.3平方メートル当たり、大家畜１頭、大中豚３頭、小豚 10頭、緬

山羊３頭、鶏 15羽を収容基準とし、排水良好な地点（場所・施設）とする。 

 大家畜、緬山羊は繋養を原則とし、その他の家畜は追込式とする。 

管理者の配置基準  大家畜 10頭、中家畜 20頭、小家畜 100羽につき管理者１人の割合で配置 

 

2 飼料の確保、調達及び配給 

被災家畜への飼料の確保、調達及び配給は、以下のとおりとする。 

対 象 対 策 事 項 

粗飼料  山口県農業協同組合等に対して粗飼料の確保及び輸送を依頼する。 

濃厚飼料  山口県農業協同組合等に対して濃厚飼料の確保及び輪送を依頼する。 
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第3節 貯木対策 

主な担当関係部署：農林漁港整備課、河川港湾課 

主な担当関係機関：徳山海上保安部、防府土木建築事務所、山口農林水産事務所、防府警察署 

災害発生時に流木による被害及び在港船舶の危険を防除するため、その実情を調査・把握し、

流出防止と除去措置を講ずる。 

活動方針 

○貯木場の被害状況を速やかに把握し、流出防止及び除去措置を行う。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30分～ 2時間～ 24時間～ 72時間～ 1週間～ 

1 港湾関係貯木場における防災上の措置       

2 貯木工場における防災上の措置       

3 流木のおそれがある貯木場の措置       

具体的な活動内容 

各貯木場において、災害発生のおそれがある場合の措置及び災害発生後の応急対策等防災上の措

置は、次の実施責任者が行う。 

対 象 防 災 上 の 措 置 を 実 施 す る 者 

公共管理者が管理する施設

及び水面 
 公共管理者の指示に基づいて利用関係者が実施する。 

民間貯木場 
 所有者自体の責任において、所有者自身又は荷役業者により実施す

る。 

内陸部の河川流域等におけ

る貯木場 
 木材所有者が実施する。 

なお、その指導体制は、以下のとおりとする。 

指 導 体 制 区 分 指 導 者 

県 
港湾関係 土木建築部港湾課   ――― 防府土木建築事務所 

貯木工場関係 農林水産部森林企画課 ――― 山口農林水産事務所（森林部）、市 

第六管区海上保安本部 

（港湾関係） 
徳山海上保安部 

防府警察署  

 

第1項 港湾関係貯木場における防災上の措置 

港湾関係貯木場における防災上の措置及び流木応急対策は、次のとおり行う。 
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1 防災上の措置 

水面貯木場及び陸上貯木場における防災上の措置は、次の指導基準に従い行う。 

対 象 措 置 内 容 （ 指 導 基 準 ） 

水面貯木場 

 木材の流出を防ぐため原則として陸上げし、水面貯木の減少を図る

こと。 

 いかだに組みワイヤーロ一プ等で岸壁に固縛し流出防止を図るこ

と。 

 いかだ作業技術者及び曳船を待機させ事故防止を図ること。 

 現場の監視を厳重に行うこと。 

陸上貯木場 

（野積場一時使用を含む。） 

 台風時においては、気象情報に基づき、波浪の及ばない位置まで木

材を移動させることを原則とし、止むを得ない楊合は、ワイヤロー

プ等で結束し散乱を防止すること。 

 現場の監視を厳重に行うこと。 

 

2 流木応急対策 

徳山海上保安部は、港湾において貯木が流出した場合は、船舶交通の危険が生じ又は生ずるおそ

れがあるときは、速やかに必要な応急措置を講ずるとともに、所有者等に対し、これらの除去その

他船舶交通の危険を防止するための措置を講ずべきことを命じ、又は勧告する。 

第2項 貯木工場における防災上の措置 

貯木工場における防災上の措置は、次の指導基準に従い行う。 

対 象 措 置 内 容 （ 指 導 基 準 ） 

貯木工場 

 災害季節には、気象情報の収集及び現場への周知に努めること。 

 貯木場所は、流失、崩壊、埋没等の危険のない場所を選ぶこと。 

 災害季節中は、常に現場の検分を行い、危険の有無を確認すること。 

 貯木工場ごとに責任者を定めておき、気象予警報に従い警戒配置に

つくこと。 

 現地の最高水位を調査把握しておき、災害発生のおそれがあるとき

は、安全な場所に移動させる等の措置を講じること。 

 はえ積は、必ず両端とも機組とし矢をさすこと。 

 はえ積の高さは、洪水、高潮時において、はえ足を洗う水位の３倍

以上とすること。 

 ２つ以上のはえ積の場合は、各はえを連けいし、安定させるため必

ずつなぎ材及び長材を巻き込むこと。 

 危険が予想される場合は必ずワイヤーをかけ、けい縛又は袋網羽を

張ること。 

第3項 流木のおそれがある貯木場の措置 

1 流木のおそれがある場合の措置（現況把握） 

防府警察署又は徳山海上保安部は、管内において流木のおそれがある貯木場の現況（所在場所、

管理者、貯木量、予想される原因、水系名等）を把握し、災害時における応急措置に万全を期する。 

2 応急措置（災対法第 59条） 

流木が発生した場合は、防府警察署長又は徳山海上保安部長は、市と連絡をとり、関係者に対し

事前措置を講じる。 
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共通編 第３編 災害応急対策計画 

第２４章 農林業災害応急対策 

共通編３ 第２４章 - 8 
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共通編 第３編 災害応急対策計画 

第２５章 第 1節 複合災害応急対策 

共通編３ 第２５章 - 1 

第２５章 複合災害応急対策 

第1節 複合災害応急対策 

主な担当関係部署：各課共通  

主な担当関係機関：県、防災関係機関 

複合災害発生時においては、交通・輸送網・通信網の寸断、電気・ガス・水道等のライフラ

インの不通、災害拠点施設・避難施設・病院等の対応拠点の損壊、防災設備・機材の損壊、避

難者数の増加といった様々な問題への対応が一度に又は広範囲で必要となるなど、より対応が

困難となる状況が予想される。本章においては、市防災計画各編に記載する対策の内容を踏ま

えるとともに複合災害への応急対策に留意し、所要の措置を講じる。 

活動方針 

○各対策計画を踏まえた応急対策を行うとともに、災害の状況を把握し、緊急度に応じた優先順位

をもって対応に当たる。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 直後 30 分～ 2 時間～ 24 時間～ 72 時間～ 1 週間～ 

1 活動体制の確立       

2 情報の収集・連絡       

3 避難対策       

4 防災設備・機材の損壊時の対応       

5 緊急輸送活動       

具体的な活動内容 

第1項 活動体制の確立 

複合災害が発生した場合において、対策本部が複数設置された場合は、市は、重複する要員の所

在調整、情報の収集・連絡・調整のための要員の相互派遣、合同会議の開催等に努める。 

対策本部事務局の担当部局が異なる場合には、統合を含めた具体的な連携方策を定める。現地対

策本部についても、必要に応じて、同様の配慮を行う。 

第2項 情報の収集・連絡 

市は、複合災害が発生した場合、ライフライン事業者からのライフライン被災状況や、道路管理

者からの自然災害による避難経路、避難施設に係る被災情報等を早急かつ的確に把握するとともに、

県等の防災関係機関と情報共有を図る。 
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共通編 第３編 災害応急対策計画 

第２５章 複合災害応急対策 

共通編３ 第２５章 - 2 

第3項 避難対策 

市及び県は、情報収集により得られた道路や避難場所等の被災状況をもとに、代替となる避難経

路及び避難場所等の確保を図る。 

なお、市は、避難経路付近で家屋の倒壊等の危険性が想定される場合には、避難誘導の実施に当

たり十分留意する。 

第4項 防災設備・機材の損壊時の対応 

市及び県は、医療、救助及び救急活動について、自然災害により必要な要員又は資機材の不足が

生じた場合若しくは生じるおそれがある場合には、災害時相互応援協定等に基づき、必要な資機材

等の確保を図る。 

第5項 緊急輸送活動 

市及び県は、収集した情報に基づき、道路の寸断や障害物による道路幅の減少等が想定若しくは

確認できる時は、道路管理者と連携し、代替となる輸送経路又は啓開作業による輸送経路の確保に

努める。 
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第4編 復旧・復興計画 
 

  



 

  



共通編 第４編 復旧・復興計画 

第１章 第 1節 市の活動体制の確立 

 

 

共通編４ 第１章 - 1 

 

 

第１章 復旧・復興活動 

第1節 市の活動体制の確立 

主な担当関係部署：各課共通 

災害発生後、市本部は、緊急対策の実施後、応急対策の実施と並行してできるだけ早い段階

で復旧対策に取り掛かることが必要である。復旧対策は、被災者の生活再建を中心として、被

災産業の再建及び被災都市施設の再建を並行して実施する。 

市は、復旧・復興対策に係る責務を遂行するため、必要があるときは、防府市災害復旧本部

を設置し、復旧・復興対策を実施する。 

活動方針 

○災害応急対策の実施状況、市地域の回復状況等より、できるだけ早い段階で被災者の生活再建に

向けた対策にとりかかれるよう、必要に応じて市災害復旧本部を設置し、復旧・復興に係る体制

へ移行する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 当日 １日後～ ３日後～ １週間後～ １か月後～ 数か月後～ 

1 災害復旧本部の設置 

 

     

具体的な活動内容 

第1項 災害復旧本部の設置 

市は、復旧・復興対策に係る責務を遂行するため必要があるときは、防府市災害復旧本部（以下

「市復旧本部」という。）を設置し、復旧・復興対策を実施する。 

 

1 市復旧本部の設置基準 

市内に相当規模の災害が発生し、災害応急対策がおおむね完了した後、必要と認める場合。具体

的には、救助法が適用された場合など。 

 

2 市復旧本部の組織 

市復旧本部の組織は、本部長（市長）、副本部長（副市長）及びその下に設置される各対策部をもっ

て構成する。 
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共通編 第４編 復旧・復興計画 

第１章 復旧・復興活動 

 

 

共通編４ 第１章 - 2 

 

 

【市復旧本部組織図】 

 

 

3 市復旧本部の廃止基準 

市は、本格的な復旧・復興対策の目途がたったと認められるときは、市復旧本部を廃止する。 

 

4 市復旧本部の設置（廃止）の通知等 

市は、市復旧本部が設置（廃止）されたときは、直ちに、その旨を次により通知及び公表する。 

 

通知及び公表先 担 当 備 考 

県（防災危機管理課） 防災危機管理課 山口県総合防災情報システム 

防 災 関 係 機 関 防災危機管理課 ＦＡＸ・電話 

報 道 機 関 広報広聴課 ＦＡＸ・電話 

市 民 防災危機管理課 市メールサービス、ホームページ等 

 

 

本部長 
（市長） 

副本部長 
（副市長） 

本部員 

教育長 
総務部長 
総合政策部長 
生活環境部長 
健康福祉部長 
産業振興部長 
土木都市建設部長 
教育部長 
上下水道局長 
消防長 
議会事務局長 
 

土木都市建設部 
（土木都市建設部長） 

産業振興部 
（産業振興部長） 

上下水道対策部 
（上下水道事業管理者） 

応援協力部 
（会計管理者） 

文教対策部 
（教育長・教育部長） 

消防対策部 
（消防長） 

生活環境部 
（生活環境部長） 

総合政策部 
（総合政策部長） 

 

文化スポーツ観光交流部 
（文化スポーツ観光交流部長） 

健康福祉部 
（健康福祉部長） 

本部統括部 

（防災危機管理課） 

 
教育長 
上下水道事業管理者 
総務部長 
総合政策部長 
文化スポーツ観光交流部長 
生活環境部長 
健康福祉部長 
産業振興部長 
土木都市建設部長 
教育部長 
消防長 
議会事務局長 
会計管理者 
危機管理監 
 

総務部 

（総務部長） 

（事務局） 
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共通編 第４編 復旧・復興計画 

第２章 第 1節 生活相談等の受付 

共通編４ 第２章 - 1 

第２章 被災者の生活再建 

第1節 生活相談等の受付 

主な担当関係部署：広報広聴課（相談班）、課税課、収納課、保険年金課、 

高齢福祉課、建築課、子育て支援課、こども家庭課 

大規模災害が発生した場合には、多数の者が被災し生命の危険にさらされ、住居や家財の喪

失、経済的困窮等、大きな混乱に陥る可能性がある。こうした社会の混乱を防ぎ、民心の安定

と社会秩序の安定を図るため、市は、災害により被害を受けた市民の安心が確保されるよう、

被災者に対する生活相談について必要な措置を講じる。 

活動方針 

○総合的な相談窓口を設置し、情報提供や各種支援業務の一元化を図る。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 当日 １日後～ ３日後～ １週間後～ １か月後～ 数か月後～ 

1 生活相談等の受付 

 

     

具体的な活動内容 

第1項 生活相談等の受付 

災害発生後には被災者、市民、マスコミ、国、地方公共団体等各方面から、様々な問い合わせ、

要望が数多く寄せられ、それらに的確・迅速に応えるためには、総合的な情報提供及び相談窓口の

開設が必要となることから、市は、被災者のための相談窓口を市庁舎、出張所等に設置し、相談又

は要望事項等を聴取し、その解決を図る。 

特に、市庁舎では、税、福祉、建築等の総合支援窓口を設置し、市本部各対策部等の協力による

相談体制を確保する。解決困難なものについては、その内容を関係機関に連絡するなど速やかな対

応を講じる。また、県をはじめとする防災関係機関等と連携を密にし、相談内容の対応への充実に

努める。 

なお、市、県、防災関係機関等の実施する各種相談の措置事項については、資料編のとおりとする。 

資料編［金融・貸付］ 

 ４-１-１ 生活相談等受付の措置概要 
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共通編 第４編 復旧・復興計画 

第２章 被災者の生活再建 

共通編４ 第２章 - 2 

第2節 罹災証明書の交付 

主な担当関係部署：社会福祉課、収納課、課税課、建築課、開発建築指導課、建築課 

罹災証明書は、救助法による各種の施策や市税等の減免を実施するに当たって必要とされる

ものであり、被災者からの申請に応じて、遅滞なく、住家の被害そのほか市が定める種類の被

害の状況を調査し、罹災証明書を交付する。 

活動方針 

○各種の支援措置を迅速に行うため、発災後は遅滞なく住家等の被害の程度を調査し、罹災証明書

を交付する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 当日 １日後～ ３日後～ １週間後～ １か月後～ 数か月後～ 

1 罹災証明書の交付 

 

     

具体的な活動内容 

第1項 罹災証明書の交付 

市は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、被災者生活再建支援金の支給その他の支

援措置が早期に実施されるよう、必要に応じて被災者生活再建支援システムを活用して、発災後早

期に災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付体制を確立し、遅滞なく、住家等の

被害の程度を調査し、被災者に罹災証明書を交付する。 

罹災証明書の発行は、健康福祉部救助班・総務部調査班が行う。罹災証明書の発行にかかる主な

手順の概要を以下に示す。 

被害認定調査体制の確立 

 被害を受けた家屋等の被害調査（認定調査）を行うため、調査班を編

成し、調査方針の検討等を行う。 

 必要に応じて、航空写真、被災者が撮影した住家の写真、応急危険度

判定の判定結果等を活用するなど、適切な手法により実施するものと

する。 

被害家屋の認定調査 

 被害認定の基準：内閣府住家被害認定基準に準じる。 

 調査要員を確保（不足する場合は、県、他自治体等へ要請。）する。 

 建物被害一次調査（概観調査）を実施する。 

罹災証明書発行の受付  罹災証明書申請窓口を設置する。 

被災者台帳の整備  被害調査結果を集約し、被災者台帳を整備する。 

罹災証明書の発行 

 被災者の申請により、被災者台帳を確認の上、罹災証明書を発行する。 

 原則として、被害調査を行っていない場合は、調査を行った上で後日

発行する。ただし、被害が軽微で明らかに「準半壊に至らない」に該

当する住家等について、被災者が持参した資料（写真や工事の見積書

等）により被害が確認できる場合は、自己判定方式を採用し、調査を

省略することができる。 

広報活動 
 二次災害を防止するために必要な被災建築物応急危険度判定と罹災

証明書発行のための被害調査との違いを繰り返し広報する。 
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共通編 第４編 復旧・復興計画 

第２章 第 3節 被災者台帳の作成 

共通編４ 第２章 - 3 

第3節 被災者台帳の作成 

主な担当関係部署：社会福祉課、課税課 

必要に応じて被災者生活再建支援システムを活用して、被災者の被害の状況や各種の支援措

置の実施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、総合的かつ効率

的な被災者の支援を行う。 

活動方針 

○被災者の被害状況や支援措置の実施状況等を一元的に集約管理する被災者台帳を作成し、総合

的かつ効果的な被災者支援を行う。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 当日 １日後～ ３日後～ １週間後～ １か月後～ 数か月後～ 

1 被災者台帳の作成 

 

     

具体的な活動内容 

第1項 被災者台帳の作成 

市は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事

項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努める。 

また、次の場合にあっては、被災者台帳に記載し、記録された情報を自ら利用し、又は利用者に

提供する。 

 本人（台帳情報によって識別される特定の個人）の同意があるとき又は本人に提供する

とき。 

 市が被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用するとき。 

 他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受ける者が、

被災者に対する援護の実施に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき。 
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共通編 第４編 復旧・復興計画 

第２章 被災者の生活再建 

共通編４ 第２章 - 4 

第4節 住居の確保 

主な担当関係部署：建築課、社会福祉課、子育て支援課、こども家庭課 

主な担当関係機関：山口県民局、県社会福祉協議会 

災害により居住していた住宅を喪失した者については、住居の確保が必要になる。 

このため、喪失世帯のうち自力で住宅の再建が困難な低額所得者に対しては、公営住宅の建

設又は補修により住居の確保を図るとともに、自力で住宅建設を行う者に対しては、公的資金

のあっせん等を行うなどして住宅の再建を図る。 

活動方針 

○応急仮設住宅・災害公営住宅の建設、既存公営住宅等の活用、住宅関連資金の活用等により、住

宅を喪失した被災者を支援する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 当日 １日後～ ３日後～ １週間後～ １か月後～ 数か月後～ 

1 応急仮設住宅の建設 

 

     

2 災害公営住宅の建設       

3 既存公営住宅等の修理       

4 住宅資金の確保       

具体的な活動内容 

第1項 応急仮設住宅の建設 

第３編第１２章｢建物及び宅地の応急対策｣による。 

第2項 災害公営住宅の建設 

市は、自己の資力では住宅の再建が困難な低所得者に対しては、公営住宅法に基づき、災害公営

住宅を建設する。 

県は、被害が甚大で、市において建設が困難な場合に、公営住宅法に基づき、災害公営住宅の建

設を行う。 

第3項 既存公営住宅等の修理 

市は、災害により被災した既存の公営住宅及び改良住宅の修理を速やかに行い、住居の確保を図

る。 
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共通編 第４編 復旧・復興計画 

第２章 第 4節 住居の確保 

共通編４ 第２章 - 5 

第4項 住宅資金の確保 

1 独立行政法人住宅金融支援機構の災害関連融資のあっせん 

独立行政法人住宅金融支援機構が行う災害関連融資として、「災害復興住宅融資」及び「災害予防

関連融資」がある。 

 

2 その他の災害関連住宅資金の確保 

低所得者世帯、障害者世帯又は母子・父子・寡婦世帯が、災害により滅失した住宅の再建をする

場合においては、生活福祉資金の福祉資金（福祉費）貸付けや母子・父子・寡婦福祉資金の住宅資

金貸付けを受けることができる。 

資料編［金融・貸付等］ 

 ４-１-２ 住宅資金の概要 
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共通編 第４編 復旧・復興計画 

第２章 被災者の生活再建 

共通編４ 第２章 - 6 

第5節 雇用の安定 

主な担当関係部署：商工振興課 

主な担当関係機関：防府公共職業安定所、山口県民局 

市は、災害により失職した者の雇用確保のため、山口労働局、防府公共職業安定所及び県（商

工労働対策部）が職業相談、求人開拓、職業のあっせん、職業訓練受講指示・職業転換給付金

制度の活用、雇用保険の失業等給付及びこれに必要な措置を講じる場合に、連携しながら必要

な対策を行う。なお、男性に比べて女性の方が雇用の回復に長い時間がかかる傾向にあること

から、女性の雇用機会の確保に配慮する。 

活動方針 

○災害により離職した者への雇用創出策や資金制度等の活用を図る。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 当日 １日後～ ３日後～ １週間後～ １か月後～ 数か月後～ 

1 職業のあっせん 

 

     

2 雇用保険の失業等給付に関する特例措置       

3 被災事業主に関する措置       

具体的な活動内容 

第1項 職業のあっせん（労働局） 

災害による離職者の把握に努めるとともに、早期再就職を促進するため、市の被災状況等を勘案

の上、防府公共職業安定所と緊密な連携をとり、速やかにそのあっせんのほか、次の措置を講じる。 

職業相談 
 公共職業安定所職員を相談窓口又は現地に派遣し、被災者に対して職業相談を

実施する。 

求人開拓 
 被災者の希望する求職条件に基づき、公共職業安定所において求人開拓を実施

するとともに、他県に対しても求人開拓を依頼する。 

職業のあっせん 

 職業相談及び求人開拓の結果に基づき、現地において災害復旧工事に従事する

ことを希望した者に対しては当該事業を紹介し、県の他の地域又は他県等を希

望する者に対してはそれぞれ希望に応じた職業を紹介するように努める。 

その他 
 他の職種等への転換希望者等に対しては、職業訓練の受講、転換給付金等を活

用して被災者の雇用の確保に努める。 

なお、防府公共職業安定所長は、離職者の発生状況及び求人・求職の動向を速やかに把握すると

ともに、上記の措置を行い、離職者の早期再就職を図る。 
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第２章 第 5節 雇用の安定 

共通編４ 第２章 - 7 

第2項 雇用保険の失業等給付に関する特例措置（公共職業安定所） 

1 証明書による失業の認定 

防府公共職業安定所長は、災害により失業の認定日に出頭できない受給資格者に対して、証明書

により事後認定を行い、失業給付を行う。 

 

2 激甚災害に係る休業者に対する基本手当ての支給 

防府公共職業安定所長は、当該災害が激甚法第 25条に定める措置を適用された場合は、災害に

よる休業のための賃金を受けることができないとみなして、基本手当を支給する。 

第3項 被災事業主に関する措置 

1 証明書による失業の認定 

制度の周知に当たっては、市広報等において、当該適用事業主に対する制度の周知を図る。 
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共通編 第４編 復旧・復興計画 

第２章 被災者の生活再建 

共通編４ 第２章 - 8 

第6節 租税の特例措置 

主な担当関係部署：保険年金課、高齢福祉課、課税課、収納課 

市は、県をはじめとする防災関係機関と協力して、災害により被害を受けた市民の速やかな

再起が図られるよう税等の納期限の延長、徴収の猶予及び減免等について必要な措置を講じる。 

活動方針 

○税や保険料等の納期限延長や徴収の猶予、減免等により被災者の負担軽減を図る。 

○災害にかかる国民健康保険料、国民年金保険料等の納期延長や徴収猶予、減免の申請に即急に対

応ができるよう初動体制を整え、マニュアル化する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 当日 １日後～ ３日後～ １週間後～ １か月後～ 数か月後～ 

1 
租税の納期限の延長・徴収の猶予及び 

減免 
      

2 
国民健康保険料及び介護保険料の 

徴収の猶予並びに減免 
      

3 
後期高齢者医療保険料の徴収の猶予 

及び減免 
      

4 国民年金保険料の申請免除       

具体的な活動内容 

第1項 租税の納期限の延長、徴収の猶予及び減免 

市は、市が賦課する税目に関して、地方税法（昭和25年法律第226号）、防府市税条例（昭和

55 年防府市条例第 43 号）等に基づき、納期限の延長、徴収の猶予及び減免についてそれぞれの

事態に対応して適時・適切な措置を講じる。 

なお、各機関の租税の納期限の延長・徴収の猶予及び減免の措置は、資料編のとおりとする。 

資料編［金融・貸付］ 

 ４-１-３ 各機関の租税の納期限の延長・徴収の猶予及び減免の措置 

第2項 国民健康保険料及び介護保険料の徴収の猶予並びに減免 

市は、被災した納付義務者に対して、国民健康保険法（昭和 33年法律第192号）、介護保険法

（平成９年法律第 123 号）及び防府市国民健康保険条例（昭和 55 年防府市条例第 30 号）等に

基づき、国民健康保険料及び介護保険料の徴収の猶予及び減免について、それぞれの事態に対応し

て適時、適切な措置を講じる。 

第3項 後期高齢者医療保険料の徴収の猶予及び減免 

山口県後期高齢者医療広域連合及び市は、被災した被保険者又は連帯納付義務者に対して、高齢

者の医療の確保に関する法律（昭和 57年法律第80号）及び山口県後期高齢者医療広域連合後期
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共通編 第４編 復旧・復興計画 

第２章 第 6節 租税の特例措置 

共通編４ 第２章 - 9 

高齢者医療に関する条例等に基づき、後期高齢者医療保険料の徴収の猶予及び減免について、それ

ぞれの事態に対応して適時・適切な措置を講じる。 

第4項 国民年金保険料の申請免除 

国は、被災した国民年金第１号被保険者に対して、国民年金法（昭和 34 年法律第 141 号）等

に基づき、国民年金保険料の納付の免除について、その事態に対応して適時・適切な措置を講じる。 
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共通編 第４編 復旧・復興計画 

第２章 被災者の生活再建 

共通編４ 第２章 - 10 

第7節 その他の生活支援 

主な担当関係部署：社会福祉課、広報広聴課（相談班） 

主な担当関係機関：山口県民局、防府郵便局、日本放送協会山口放送局、 

西日本電信電話㈱山口支店 

市は、県をはじめとする防災関係機関と協力して、災害により被害を受けた市民の速やかな

再起が図られるよう、物資流通の安定等、必要な措置を講じる。 

活動方針 

○県及び防災関係機関と協力し、適正な価格や円滑な物資流通、安定した原材料の供給確保等、経

済の回復と安定を図る。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 当日 １日後～ ３日後～ １週間後～ １か月後～ 数か月後～ 

1 生活必需品、復旧資材等の供給       

2 物価安定対策       

3 
郵政事業に係る災害特別事務取扱い 

及び援護対策 
      

4 放送受信料の免除       

5 電話料金等の減免       

具体的な活動内容 

第1項 生活必需品、復旧資材等の供給 

被災地における民生の安定を図り、社会生活の正常化を早急に実現するため、生活必需品、災害

復旧資材等の適正な価格による円滑な供給の確保、物資の滞貨の解消、原材料等の安定供給の確保

等について、県は、生活必需品等の価格及び需給動向の把握を行い、次の措置を講じる。 

特定物資の指定等 
 状況により特定物資の指定を行い、適性価格で売り渡すよう指導し、必要

に応じて勧告又は公表を行う。 

関係機関等への協力

要請 

 生活必需品、復旧資材等の著しい不足、価格の異常な高騰を防ぐことを目

的として、国、他県、事業者及び関係団体等に対して、必要に応じ、情報

適用、調査、集中出火、その他の協力要請を行う。 

第2項 物価安定対策 

大規模災害等発生時には、交通、通信機能の麻痺等により流通機構の混乱等が生じ、食料品、日

用品等生活必需物資の供給が円滑にできず、これに伴い物価等に影響がでることが考えられるため、

必要に応じて以下の措置を行う。 
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共通編 第４編 復旧・復興計画 

第２章 第 7節 その他の生活支援 

共通編４ 第２章 - 11 

相談体制 

 被災者総合支援窓口及び消費生活センターにおいて、市民からの苦情、相

談に対応する。 

 県は、売惜しみ、便乗値上げ等の疑いのある業者に対しては、速やかに事

実確認の上、不当な行為については、是正指導を行う。 

物価の安定と物資の

安定供給 

 県は、物価の安定を図るため、価格動向や需給状況について調査・監視を

行うとともに、関係業界、国等へ要請を行い、円滑な物資の流通及び価格

の確保を図る。 

 県職員による調査・監視 

生活関連物資及び応急復旧資材、緊急生活物資等について、関係対策

部の応援を受けて、店頭価格、需給動向を調査する。 

 民間調査員による調査・監視 

消費者団体の協力を得て、価格及び需給動向の調査をする。 

住宅需要の増加に伴う家賃の高騰を未然に防止するため、家賃状況

の動向把握について、山口県宅地建物取引業協会等に対して協力を

要請するとともに、賃貸住宅取扱業者に対する高騰抑制の要請指導

等を実施する。 

国への要請 

 県は、物価安定の緊急対策を図るため、必要に応じ、国に対し「生活関連

物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律（昭和 48 年

法律第 48 条)｣及び｢国民生活安定緊急措置法(昭和 48年法律第 121 号）」

の発動並びに公共料金の値上げの凍結等必要な措置について実施するよ

う要請する。 

第3項 郵政事業に係る災害特別事務取扱い及び援護対策 

日本郵便株式会社は、災害が発生した場合において、災害の態様及び公衆の被災状況等被災地の

実情に応じ、郵政事業に係る災害特別事務取扱い及び援護対策を実施する。 

郵便業務関係 

 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

 被災地宛救助用郵便物の料金免除 

簡易保険業務関係 

 保険料払込猶予期間の延伸 

 保険料前納払込みの取消しによる保険還付金の即時払 

 基本契約の保険金、倍額保険金及び未経過保険料の非常即時払 

 解約還付金の非常即時払 

 保険貸付金の非常即時払 

第4項 放送受信料の免除 

【指定公共機関（日本放送協会）】 

救助法による救助が行われた区域内で半壊又は床上浸水以上の程度の被害を受けた場合、2か月

間放送受信料を免除する。そのほか非常災害があった場合、総務大臣が承認した放送受信契約の範

囲及び期間につき、放送受信料を免除する。 

第5項 電話料金等の減免 

【指定公共機関（西日本電信電話株式会社）】 

災害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、臨時に料金又は工事に関する費用を減免するこ

とがある。 
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第２章 被災者の生活再建 

共通編４ 第２章 - 12 

第8節 貸付・支給による経済再建の支援 

主な担当関係部署：社会福祉課、福祉指導監査室、子育て支援課、こども家庭課、商工振興課 

被災した市民が速やかに再起更生できるよう、資金枠の確保及び貸付等の金融支援を行い、

被災者等の生活確保又は事業経営安定の措置を講ずる。また、災害により死亡した者の遺族に

は弔慰金を、著しい障害を受けた者や住家に半壊以上の被害を受けた者には見舞金を支給する。 

活動方針 

○災害援護資金、生活福祉資金等の各種融資制度の活用等により、被災者の再建活動を支援する。 

○災害弔慰金、災害障害見舞金、災害見舞金等の支給により、被災者の支援を図る。 

○被災者生活再建支援法の対象となる災害が発生した場合は、速やかに公示を行い、被災世帯から

の申請を促す。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 当日 １日後～ ３日後～ １週間後～ １か月後～ 数か月後～ 

1 生活資金の貸付 

 

     

2 災害弔慰金等の支給       

3 災害見舞金の支給       

4 被災者生活再建支援金の支給       

具体的な活動内容 

第1項 生活資金の貸付 

災害により住居・家財等に被害を受けた者（個人）が、自力で生活の再建をするに当たり必要と

なる資金については、各種融資制度が設けられている。市は、これら資金の融資が円滑に行われる

よう被災者に対する広報活動を実施するとともに、希望者に対しては、積極的に相談・指導等を行

う。 

 

1 生活福祉資金の貸付 

低所得世帯等の経済的自立と生活意欲の助長促進を目的として設けられ、災害を受けたことによ

り臨時の経費を必要とする該当世帯に対して貸付けられるものとして、福祉資金（福祉費及び緊急

小口資金）がある。貸付業務は、県社会福祉協議会が、民生委員及び市社会福祉協議会の協力を得

て、必要な資金の融資を行う。 

資金の種類  総合支援資金、福祉資金、教育支援資金及び不動産担保方生活資金 

貸付の概要  貸付限度額、期間、利率等については、資料編のとおりとする。 

申込先  市社会福祉協議会 

資料編［金融・貸付等］ 

 ４-１-４ 生活福祉資金貸付条件等一覧表 
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共通編 第４編 復旧・復興計画 

第２章 第 8節 貸付・支給による経済再建の支援 

共通編４ 第２章 - 13 

2 母子父子寡婦福祉資金の貸付 

災害を受けたことを条件とした融資ではないが、母子福祉資金、父子福祉資金、寡婦福祉資金の

うち、事業開始資金、事業継続資金及び住宅資金の貸付金については被害の状況に応じ、据置期間

の特例が設けられている。 

（1）母子福祉資金 

配偶者のいない女子で、現に20歳未満の児童を扶養している者に対し、その経済的自立の助

成と生活意欲の助長を図り、合わせて扶養している児童の福祉を増進するために貸付けられる

もので、県が貸付けを行う。 

（2）父子福祉資金 

配偶者のいない男子で、現に20歳未満の児童を扶養している者に対し、その経済的自立の助

成と生活意欲の助長を図り、合わせて扶養している児童の福祉を増進するために貸付けられる

もので、県が貸付けを行う。 

資金の種類 

 事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能習得資金、修業資金、就職支度

資金、医療・介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、就学支度資金及び結

婚資金 

貸付の概要  貸付限度額、期間、利率等については、資料編のとおりとする。 

申込先 
 山口健康福祉センター、市福祉事務所 

※相談については、母子・父子自立支援員が当たる。 

（3）寡婦福祉資金 

寡婦（配偶者と死別、離婚した女子であって現に婚姻していない者、配偶者の生死が明らか

でない女子等）に対し、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図るため貸付けられるもの

で、県が貸付けを行う（資金の種類、貸付限度額等は、母子福祉資金と同様とする。）。 

資料編［金融・貸付等］ 

 ４-１-５ 母子父子寡婦福祉資金貸付金一覧表 

 

3 県市町中小企業勤労者小口資金 

県内に居住し、中小企業の同一事業所に１年以上勤続している者等に対して貸付けられるもので、

県・市・労働金庫が協調して貸付けを行う。 

資金の種類  災害資金 

貸付の概要 

 貸付限度額 １００万円 

 償還期間 １０年以内 

 利率 年１．５８％（保証料別途） 

申込先  中国労働金庫 

 

4 災害援護資金の貸付 

救助法が適用された自然災害により、世帯主が負傷を負い、又は家財等に相当程度の被害を受け

た世帯に対し、市が生活の立直しに必要な資金の貸付けを行う。 

資料編［金融・貸付等］ 

 ４-１-６ 災害援護資金一覧表 
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共通編 第４編 復旧・復興計画 

第２章 被災者の生活再建 

共通編４ 第２章 - 14 

第2項 災害弔慰金等の支給 

市は、自然災害により死亡した者の遺族に対して、災害弔慰金を、精神又は身体に著しい障害を

受けた者に対して、災害障害見舞金を支給する。 

資料編［金融・貸付等］ 

 ４-１-７ 災害弔慰金一覧表 

第3項 災害見舞金の支給 

県内において発生した災害に係る被災者に対して「災害見舞金支給要綱」に基づき、見舞金を支

給する。また、「防府市災害見舞金等支給要綱」に基づき、見舞金等を支給する。 

資料編［金融・貸付等］ 

 ４-１-８ 災害見舞金一覧表 
 

資料編［条例等］ 

 ４-２-１ 県災害見舞金支給要綱 

 ４-２-２ 防府市災害見舞金等支給要綱 

第4項 被災者生活再建支援金の支給 

被災者生活再建支援法（平成 10年法律第 66号）は、自然災害によりその生活基盤に著しい被

害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して、被災者生活再建支

援金を支給するための措置を定めることにより、その生活再建を支援することを目的に定められた

ものである。災害により法の適用となる規模の被害が発生したとき、被災者からの申請に対し、速

やかに支援金の支給手続きを実施する。 

資料編［金融・貸付等］ 

 ４-１-９ 被災者生活再建支援法の概要 
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共通編 第４編 復旧・復興計画 

第２章 第 9節 義援金及び見舞品の受入れ・配分 

共通編４ 第２章 - 15 

第9節 義援金及び見舞品の受入れ・配分 

主な担当関係部署：社会福祉課、福祉指導監査室 

大規模災害が発生した場合、県内、国内はもとより、外国から多数の義援金品が寄せられ、

寄託された義援金品は、被災者にとって大きな支えとなる。 

この寄託された義援金品を、迅速・確実に被災者に配分するため、受け付け、保管、輸送等

について、市がとる対応について、必要事項を定める。 

活動方針 

○義援金品及び見舞金を迅速に受け付け、確実な保管と速やかな配分をめざし、寄付者の好意に応

える。 

○明確な基準等に基づく配分計画を速やかに確立し、配分する。 

○個人の小口寄付や民間企業の寄付等が積極的に活用できる仕組みを検討する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 当日 １日後～ ３日後～ １週間後～ １か月後～ 数か月後～ 

1 義援金品の受付 

 

     

2 義援金品の保管       

3 義援金品の配分       

具体的な活動内容 

第1項 義援金品の受付 

義援金品の寄託は発災当日から行われることが予想され、市は、発災後おおむね 24時間以内に

受付窓口を開設する。 

小口・混載の義援物資は、内容物の確認、仕分けなどの作業が必要となり、負担となることから、

個人からは原則として、義援金による支援を呼びかけ、物資を受け入れる場合には、真に必要とす

るものに限定する。 

義援金品寄託者への配慮及び円滑な受付業務を行うため、募集窓口の連絡方法、口座番号、必要

義援物資の種類、物資搬送場所、募集期間等について、報道機関の協力を得て広報し、寄託者等へ

の周知を図る。 

第2項 義援金品の保管 

被災地に寄せられた義援金品は、被災者に配布するまでの間、善良なる管理のもとに保管する。 

 

第3項 義援金品の配分 

義援金品の配分については、配分委員会等を設置し、公平かつ適正に行う。 
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共通編 第４編 復旧・復興計画 

第２章 被災者の生活再建 

共通編４ 第２章 - 16 

 

資料編［金融・貸付等］ 

 ４-１-10 義援金品の受付・保管・配分に係る各機関の措置 
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共通編 第４編 復旧・復興計画 

第３章 第 1節 災害復旧事業の推進 

共通編４ 第３章 - 1 

第３章 公共施設の災害復旧・復興計画 

第1節 災害復旧事業の推進 

主な担当関係部署：河川港湾課、道路課、農林漁港整備課、都市計画課、建築課、上下水道局、 

教育委員会（教育総務課、生涯学習課）、人事課、障害福祉課、財政課、 

防災危機管理課  

道路、河川、農業用施設、学校・社会福祉施設等の公共施設は、住民の日常生活、また、公

共の福祉施設の確保や農林水産業の維持等に欠くことのできない施設であり、地震等の災害に

より大きな被害を被った場合には、これら施設の迅速な復旧・復興が必要となる。 

このため、災害復旧事業の実施責任者は、迅速に被害調査を実施の上、復旧・復興計画を策

定し、早期復旧を目標に事業を実施する。 

活動方針 

○速やかに被害実態の把握を行い、査定前着工、早期の災害査定又は緊急査定の実施に努める。 

○再度の災害防止の観点から、改良復旧となるよう計画を策定する。 

○関係機関に応援を求め、技術職員の確保を図る。 

○災害復旧事業に係る国及び県の資金制度等を活用する。 

○激甚法の指定対象となる激甚災害が発生した場合には、早期に激甚災害の指定を受け、迅速で円

滑な復旧を行う。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 当日 １日後～ ３日後～ １週間後～ １か月後～ 数か月後～ 

1 災害復旧事業の推進 

 

     

2 激甚法に基づく激甚災害の指定の促進       

具体的な活動内容 

第1項 災害復旧事業の推進 

市は、災害応急対策を講じた後、被害の程度を十分調査・検討し、それぞれが管理する公共施設

の災害復旧計画を速やかに作成し、復旧事業の推進に努める。 

被災した施設の管理者は、原形復旧を基本としつつも、再度災害の防止を考慮に入れ、耐震性の

向上等の観点から必要な改良復旧、災害に対する安全性の確保、耐火及び不燃堅牢化について配慮

した計画を樹立して、早期に復旧事業が完了するように努めるものとする。 

資料編［復旧対策］ 

 ４-３-１ 主な災害復旧事業一覧 
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共通編 第４編 復旧・復興計画 

第３章 公共施設の災害復旧・復興計画 

共通編４ 第３章 - 2 

1 災害査定の早期実施 

市は、災害発生後できる限り速やかに公共施設の被害実態の把握及び必要な資料調製を行い、査

定前着工、早期の災害査定又は緊急査定の実施に努めるものとする。 

なお、査定に当たっては、事前打合せ制度を活用するなど、迅速な査定が行われるよう努める。 

 

2 災害復旧事業計画 

被災施設の重要度、被災状況を勘案の上、緊要事業を定め、可能な限り復旧予定時期を明示した

復旧事業計画を策定する。 

災害復旧事業計画の策定に当たっては、原状回復を基本としつつも、再度災害の防止の観点から、

可能な限り改良復旧となるよう計画し、復興を見据えたものとする。また、事業規模・難易度等を

勘案して、迅速かつ円滑な事業推進に努めるとともに、環境汚染の未然防止等市民の健康管理につ

いても配慮する。 

 

3 技術職員の確保 

市において、被災施設の測量、設計書の作成その他の事務を処理するための人員に不足を生じた

ときは、被災を免れた他の市町又は県職員の派遣を求めて職員の確保を図るものとする。 

この場合、市町相互間において協議が整わないときは、県があっせん又は調整を行う。 

 

4 災害復旧事業に係る資金の確保 

県及び市は、災害復旧に必要な資金需要額を早急に把握し、その負担すべき財源を確保するため

に国庫補助金の申請、起債の同意等、短期融資の導入、基金の活用、交付税の繰上交付等について

所要の措置を講じ、災害復旧事業の早期実施が図られるようにするものとする。 

資料編［金融・貸付等］ 

 ４-１-11 災害復旧事業に関する国庫負担の関係法令及び地方債、交付税一覧 

第2項 激甚法に基づく激甚災害の指定の促進 

激甚法の指定対象となる激甚災害が発生した場合には、早期に激甚災害の指定を受け、公共施設

の円滑、迅速な復旧を行う。市は、激甚災害指定基準又は局地激甚災害指定基準を十分考慮して、

災害状況等を県知事に報告するとともに、県が実施する調査等について協力する。 

資料編［条例等］ 

 ４-２-３ 激甚災害の指定基準 

 ４-２-４ 局地激甚災害の指定基準  

資料編［金融・貸付等］ 

 ４-１-12 激甚災害に対する特別な財政措置 
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共通編 第４編 復旧・復興計画 

第３章 第 2節 復興計画の策定及び推進 

共通編４ 第３章 - 3 

第2節 復興計画の策定及び推進 

主な担当関係部署：河川港湾課、道路課、農林漁港整備課、都市計画課、建築課、 

上下水道局、防災危機管理課 

大規模な災害により地域が壊滅状態となった場合、被災地域の再建は、都市構造の改変又は

産業基盤の改変を要するような多数の機関が関係する大規模事業となることから、市及び防災

関係機関は、連携を図り、復興計画を作成するとともに、推進体制を整備し、計画的な復興を

進める。 

活動方針 

○被災前の地域の抱える課題を解決し、被災を契機に地域の構造をより良いものに改変できる復

興計画を策定する。 

○再建を進める市民や事業者、その他関係機関が積極的に復興事業に参画できる条件や環境の整

備を速やかに行い、調整及び合意形成を十分に行う。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 当日 １日後～ ３日後～ １週間後～ １か月後～ 数か月後～ 

1 復興計画の策定 

 

     

2 復興計画の推進       

具体的な活動内容 

第1項 復興計画の策定 

市は、必要に応じ、大規模災害からの復興に関する法律（平成 25年法律第 55号）を活用し、

国の復興基本方針等に即して復興計画を作成する。 

 

1 計画策定組織の整備 

学識経験者、産業界、地区住民の代表、公的団体の代表、行政等をメンバーとする計画策定検討

組織を設置する。 

 

2 復興計画の策定 

まちづくりは現在の市民のみならず将来の市民のためのものという理念のもとに、計画作成段階

で都市のあるべき姿を明確にし、将来に悔いのないまちづくりを目指す復興計画の策定を行う。 

 建築物や公共施設の耐震・不燃化等を基本的な目標とする。 

 ライフラインの共同収容施設については、各事業者と調整を図り、進める。 

 防災とアメニティの観点から、市街地再開発事業等の整備手法を用い、計画策定を行う。 

 都市公園、河川等のオープンスペース等についても、防災だけでなく、環境保全、レク

リエーション空間の確保及び景観構成の観点から、整備の推進を図る。 
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共通編 第４編 復旧・復興計画 

第３章 公共施設の災害復旧・復興計画 

共通編４ 第３章 - 4 

3 市民への情報提供 

復興計画の策定に当たっては、市民へ情報提供し、コンセンサスづくりに努めるものとする。 

第2項 復興計画の推進 

復興計画に基づき市街地開発事業、土地改良事業等を実施することにより、円滑かつ迅速な復興

を図る。事業実施に当たっては、市、県等関係機関による横断的な推進組織を設置し、事業の計画

的推進を図るものとする。 

 

1 防災まちづくりの推進 

市は、再度災害防止とより快適な都市環境を目指し、土地区画整理事業、市街地再開発事業等の

実施による合理的かつ健全な市街地の形成と都市機能の更新を図り、市民の安全や環境保全等にも

配慮した防災まちづくりを実施する。 

この際、住民の早急な生活再建の観点から、できるだけ速やかに防災まちづくりの方向について

市民のコンセンサスを得るように努める。また、障害者、高齢者、女性等の意見が反映されるよう、

環境整備に努める。 

 

2 被災市街地復興特別措置法等の活用 

市は、復興のため市街地の整備改善が必要な場合には、被災市街地復興特別措置法（平成７年法

律第14号）等を活用する。 
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共通編 第４編 復旧・復興計画 

第４章 第 1節 被災中小企業者の援助措置 

 

共通編４ 第４章 - 1 

第４章 被災中小企業・農林水産事業者の復興支援 

第1節 被災中小企業者の援助措置 

主な担当関係部署：商工振興課  

主な担当関係機関：県 

大規模災害の発生時には、地域の中小企業等における生産施設設備についても大きな被害を

受けることが考えられる。地域の生産活動や雇用を支えるこれら事業者の活動の回復・維持と

経営の安定は、被災後の社会生活の安定を図る上で重要なものとなることから、市、県及び関

係機関は、協力して必要な措置を講じる。 

活動方針 

○商工会議所等と連携体制を構築するなど、災害発生時に中小企業等の被害状況を迅速かつ適切

に把握できる体制の整備に努める。 

○被災した中小企業者に向けて資金貸付制度や融資制度の活用を促す。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 当日 １日後～ ３日後～ １週間後～ １か月後～ 数か月後～ 

1 貸付・融資制度の利用の促進 

 

     

具体的な活動内容 

第1項 貸付・融資制度の利用の促進 

中小企業者が被災したときの救済援助措置は、主に公的資金の融資及び信用保証により措置され

る。このため、市は、被災した中小企業者の施設の復旧に要する資金並びに事業資金の融資等が円

滑に行われ、早期に経営安定が図られるよう、県と連携して必要な措置を講じる。 

 防府商工会議所及び市内金融機関と連携して、防府市中小企業振興資金の活用を促す。 

 ㈱日本政策金融公庫、㈱商工組合中央金庫の政府系金融機関等の貸付制度による融資を

促進するため、これら関係機関に対して、必要な要請を行う。 

 必要に応じて、県の融資制度を、被災者に対して周知を行う。 

 被災した中小企業者の融資の円滑を図るため、信用保証協会の積極的な保証増大を要望

し、協力を求める。 

 地元銀行その他の金融機関に対して中小企業向け融資の特別配慮を要請し、協力を求める。 

 中小企業者の負担を軽減し、復興を促進するため、激甚法の指定に必要な措置を講じる。 

 金融機関に対して、被害の状況に応じて貸付手続の簡易迅速化、貸付条件の緩和等につ

いて、特別の取扱いを行うよう要請する。 

 市及び中小企業関係団体を通じて、災害時の特別措置について、中小企業者に対して周

知・徹底を図る。 
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第2節 被災農林漁業関係者の援助措置 

主な担当関係部署：農林水産振興課、農林漁港整備課 

主な担当関係機関：県 

活動方針 

〇被災した農林漁業者に向けて資金貸付制度や融資制度、償還延長措置等の活用を促す。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 当日 １日後～ ３日後～ １週間後～ １か月後～ 数か月後～ 

1 資金融資の利用の促進 

 

     

2 災害補償業務の迅速・適正化       

具体的な活動内容 

第1項 資金融資の利用の促進 

災害等により被害を受けた農林漁業者（以下「被害農林漁業者」という。）又は農林漁業者の組織

する団体（以下「被害組合」という。）に対し、農林漁業の生産力の維持、回復と経営の安定化を図

るため、市は県と連携し、必要な資金の確保措置について迅速、適切に対応する。 

 農林漁業協同組合及び信用農業協同組合連合会が、被害農林漁業者及び被害組合に対し

て行う経営資金のつなぎ融資の指導並びにあっせん 

 被害農林漁業者又は被害組合に対する、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融

通に関する暫定措置法による、経営資金等の融資措置の促進及び利子補給並びに損失補

償の実施 

 株式会社日本政策金融公庫法に基づく、被害農林漁業者に対する災害復旧資金の融資の

あっせん並びに既往貸付金の償還期限の延長措置等 

第2項 災害補償業務の迅速・適正化 

市は、被害農林漁業者の経営安定が早期に図られるよう、農林漁業者の被害状況について迅速な

調査を行い、県と連携して災害補償業務の迅速かつ適正な推進を図るための措置を講じる。 

 農業保険法（昭和22年法律第185号）に基づく農業共済団体の災害補償業務の迅速・

的確化の要請。 

 漁業災害補償法（昭和 39 年法律第 158 号）、漁船損害等補償法（昭和 27 年法律第

28号）に基づく災害補償業務の迅速、適正化の要請。 
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第５章 金融対策 

第1節 金融対策 

主な担当関係機関：日本銀行下関支店  

大規模災害の発生は、地域の産業、市民に大きな被害を与え、社会生活、経済活動に深刻な

影響を及ぼすことが考えられる。被災地での早期の復旧復興に当たっては、この計画に定める

ところにより所要の措置を講じる。 

日本銀行下関支店は、被災地域における人心の安定及び災害の復旧に資するため、災害復旧・

復興に際して必要となる各種金融対策に必要な措置を講ずるものとする。 

活動方針 

〇被災地の現金供給に向けた体制を構築する。 

○通貨の安定した流通を図る。 

○被災地に職員を派遣する等により、損傷紙幣の引き換え等を行う。 

○決済システムの安定運行、金融業務の継続、払い戻しや貸出の特例等を設け、被災者を支援す

る。 

○各種措置が被災者へ行き渡るよう、様々な手段で広報する。 

 

主な活動と実施期間 

 

活動項目 当日 １日後～ ３日後～ １週間後～ １か月後～ 数か月後～ 

1 銀行券の発行並びに通貨及び金融の調整 

 

     

2 資金決済の円滑な確保 

 

     

3 金融機関の業務運営の確保に係る措置       

4 金融機関による金融上の措置の実施にか

かる要請 
      

5 各種措置に関する広報       

具体的な活動内容 

第1項 銀行券の発行並びに通貨及び金融の調整 

1 通貨の円滑な供給の確保 

被災地における金融機関の現金保有状況の把握に努め、必要に応じ被災地所在の金融機関に臨時

に銀行券を寄託するほか、金融機関の所要現金の確保について必要な措置を講ずること等により、

通貨の円滑な供給の確保に万全の措置を講ずる。 

なお、被災地における損傷日本銀行券及び損傷貨幣の引換えについては、状況に応じ職員を現地

に派遣する等必要な措置を講ずる。 
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2 現金支給のための輸送、通信手段の確保 

被災地における現金供給のため、緊急に現金を輸送し、又は通信を行う必要があるときは、関係

行政機関等と密接に連絡のうえ、各種輸送及び通信手段の活用を図る。 

 

3 通貨及び金融の調整 

必要に応じた適切な通貨及び金融の調整を行う。 

第2項 資金決済の円滑な確保を通じ信用秩序の維持に資するための措置 

1 決済システムの安定的な運行に係る措置 

金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図るため、必要に応じ、日本銀行金融ネットワー

クシステムその他の決済システムの安定的な運行に係る措置を実施する。 

また、必要に応じ、関連する決済システムの運営者等に対し、参加者等の業務に支障が出ないよ

う考慮し適切な措置を講ずることを要請する。 

 

2 資金の貸付け 

金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図るため、必要に応じ、資金の貸付けを行う。 

第3項 金融機関の業務運営の確保に係る措置 

関係行政機関と協議の上、被災金融機関が早急に営業開始を行えるよう必要な措置を講ずるほか、

必要に応じ金融機関に対し、営業時間の延長又は休日臨時営業の実施に配慮するよう要請する。 

日本銀行は、災害の状況に応じ、必要の範囲で適宜業務時間の延長又は休日臨時営業を行う。 

第4項 金融機関による金融上の措置の実施に係る要請 

必要に応じ関係行政機関と協議の上、金融機関又は金融機関団体に対し、次に掲げる措置その他

の金融上の措置を適切に講ずるよう要請する。 

 預金通帳等を滅紛失した預貯金者に対し、預貯金の便宜払戻しの取扱いを行うこと。 

 被災者に対して定期預金、定期積金等の期限前払戻し又は預貯金を担保とする貸出等の

特別取扱いを行うこと。 

 被災地の手形交換所において被災関係手形につき、呈示期間経過後の交換持出を認める

ほか、不渡処分の猶予等の特別措置をとること。 

 損傷日本銀行券および損傷貨幣の引換えについて、実情に応じ必要な措置をとること。 

 必要と認められる災害復旧資金の融通について、迅速かつ適切な措置をとること。 

第5項 各種措置に関する広報 

災害応急対策に関する情報について、新聞、放送、ウェブサイトその他の適切な方法により、迅

速に国民に提供するよう努める。 

特に金融機関に対し、営業時間延長、休日臨時営業、預貯金の便宜払戻措置及び損傷日本銀行券・

貨幣の引換え措置等について要請を行ったときは、関係行政機関と協議の上、金融機関及び放送事

業者と協力して速やかにその周知徹底を図る。 
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